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令和３年３月定例会会議録（第１号） 

 

 

令和３年３月３日 水曜日 午前１０時００分開会 

議 長 下 山 准 一     副議長 新 田 道 尋 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ３番   叶  内  恵  子  議員 

  ４番   八  鍬  長  一  議員     ５番   今  田  浩  徳  議員 

  ６番   押  切  明  弘  議員     ７番   山  科  春  美  議員 

  ８番   庄  司  里  香  議員     ９番   佐  藤  文  一  議員 

 １０番   山  科  正  仁  議員    １１番   新  田  道  尋  議員 

 １２番   奥  山  省  三  議員    １３番   下  山  准  一  議員 

 １４番   石  川  正  志  議員    １５番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １６番   佐  藤  卓  也  議員    １７番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １８番   小  野  周  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

総 務 課 長 関   宏 之  総 合 政 策 課 長 渡 辺 安 志 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 森   正 一 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 山 科 雅 寛 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 田 宮 真 人  農 林 課 長 三 浦 重 実 

商 工 観 光 課 長 柏 倉 敏 彦  都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二 

上 下 水 道 課 長 荒 澤 精 也  会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 亀 井 博 人 

教 育 長 高 野   博  教 育 次 長    
兼教育総務課長 武 田 信 也 

学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一  社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀 

監 査 委 員 大 場 隆 司  監査委員事務局 
主 幹 金 谷 佳 代 
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選挙管理委員会  
委 員 長 武 田 清 治  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 関   孝 

農業委員会会長 浅 沼 玲 子  農 業 委 員 会 
事 務 局 長 津 藤 隆 浩 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 庭 崎 佳 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第１号） 

令和３年３月３日 水曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 報告第２号新庄市土地開発公社の経営状況の報告について 

 

   （一括上程、提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第 ４ 議案第１５号明倫学園校舎棟建設工事の内建築工事請負契約（令和元年議案第６０号）の

一部変更について 

日程第 ５ 議案第１６号明倫学園校舎棟建設工事の内機械設備工事請負契約（令和元年議案第６１

号）の一部変更について 

日程第 ６ 議案第１７号明倫学園校舎棟建設工事の内電気設備工事請負契約（令和元年議案第６２

号）の一部変更について 

 

日程第 ７ 令和３年度施政方針の説明 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第 ８ 議案第８号令和３年度新庄市一般会計予算 

日程第 ９ 議案第９号令和３年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

日程第１０ 議案第１０号令和３年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

日程第１１ 議案第１１号令和３年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

日程第１２ 議案第１２号令和３年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第１３ 議案第１３号令和３年度新庄市水道事業会計予算 

日程第１４ 議案第１４号令和３年度新庄市下水道事業会計予算 

 

日程第１５ 予算特別委員会の設置 
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   （一括上程、提案説明、総括質疑） 

日程第１６ 議案第１８号鮭川村村営バスの設置及び管理に関する協定の変更に係る協議について 

日程第１７ 議案第１９号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第２０号新庄市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例等の一部を改正する条例について 

日程第１９ 議案第２１号新庄市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例について 

日程第２０ 議案第２２号新庄市放課後児童クラブ施設設置条例の一部を改正する条例について 

日程第２１ 議案第２３号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第２２ 議案第２４号新庄市エコロジーガーデン設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について 

 

日程第２３ 議案及び請願の予算特別委員会、各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第２４ 議案第２号令和２年度新庄市一般会計補正予算（第１３号） 

日程第２５ 議案第３号令和２年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第２６ 議案第４号令和２年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２７ 議案第５号令和２年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２８ 議案第６号令和２年度新庄市水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第２９ 議案第７号令和２年度新庄市下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

下山准一議長 それでは、改めまして、おはよう

ございます。 

  ただいまの出席議員は17名です。 

  これより令和３年３月新庄市議会定例会を開

会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第１号）によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

下山准一議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より議長において、佐藤文一君、山科正仁君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

下山准一議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長石川正志君。 

   （石川正志議会運営委員長登壇） 

石川正志議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、私から、議会運営委員会における

協議の経過と結果について報告いたします。 

  去る２月24日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席の下、執行部から

副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出席

を求め議会運営委員会を開催し、本日招集され

ました令和３年３月定例会の運営について協議

をいたしたところであります。 

  初めに執行部から招集日を含め提出議案等に

ついての説明を受け、協議を行った結果、会期

につきましては、お手元に配付してあります令

和３年３月定例会日程表のとおり、本日から３

月17日までの15日間に決定いたしました。また、

会期中の日程につきましても、日程表のとおり

決定いたしましたので、よろしくお願いいたし

ます。 

  このたび提出されます案件は、報告１件、令

和２年度補正予算６件、令和３年度予算７件、

議案10件、請願１件の計25件であります。 

  案件の取扱いにつきましては、本日、報告１

件の後、議案第15号、議案第16号及び議案第17

号の議案３件につきましては、提案説明の後、

委員会への付託を省略して直ちに審議をお願い

いたします。 

  議案第８号から議案第14号までの令和３年度

予算７件につきましては、本日の本会議におい

て一括上程し、提案説明の後に全議員で構成す

る予算特別委員会を設置し、同委員会に付託し

て審査していただきます。 

  議案第18号から議案第24号までの議案７件に

つきましては、本日の本会議において一括上程、

議案説明の後に総括質疑を行い、各常任委員会

に付託して審査していただきます。 

  議案第２号から議案第７号までの令和２年度

補正予算６件につきましては、本日の本会議に

おいて一括上程し、提案説明の後、会議規則第

37条第３項の規定により委員会への付託を省略

して直ちに審議をお願いいたします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は９名であります。よ

って、１日目５名、２日目４名に行っていただ

きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

て１人50分以内といたします。質問者並びに答
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弁者の御協力を特にお願いいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から３月

17日までの15日間にしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は３月３日から３月17日までの15日間と決

しました。 

 

令 和 ３ 年 ３ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第１日 ３月３日 水 

本 会 議 議 場 午前 1 0時 

開会。報告（１件）の説明。議案

（３件）の一括上程、提案説明、採

決。人事案件（３件）の上程、提案

説明、採決。令和３年度施政方針の

説明。予算(７件)の一括上程、提案

説明。予算特別委員会の設置。議案

（７件）の一括上程、提案説明、総

括質疑。議案及び請願の予算特別委

員会、各常任委員会付託。補正予算

（６件）の一括上程、提案説明、質

疑、討論、採決。 

予 算 

特別委員会 
議 場 

本 会 議 

終 了 後 
正副委員長の互選 

第２日 ３月４日 木 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

奥山省三、小嶋冨弥、小野周一、 

山科正仁、髙橋富美子の各議員 

第３日 ３月５日 金 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

山科春美、叶内恵子、押切明弘、 

佐藤悦子の各議員 

第４日 ３月６日 土 
休      会  

第５日 ３月７日 日 

第６日 ３月８日 月 常任委員会 

総 務 文 教

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 

付託議案、請願の審査 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第７日 ３月９日 火 常任委員会 

産 業 厚 生

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託議案の審査 

第８日 ３月10日 水 
予 算 

特別委員会 
議 場 午前 1 0時 

令和３年度一般会計、特別会計、 

水道事業会計、下水道事業会計予算

の審査 

第９日 ３月11日 木 
予 算 

特別委員会 
議   場 午前 1 0時 

令和３年度一般会計、特別会計、 

水道事業会計、下水道事業会計予算

の審査 

第10日 ３月12日 金 
予 算 

特別委員会 
議   場 午前 1 0時 

令和３年度一般会計、特別会計、 

水道事業会計、下水道事業会計予算

の審査 

第11日 ３月13日 土 
休      会  

第12日 ３月14日 日 

第13日 ３月15日 月 休      会 本会議準備のため 

第14日 ３月16日 火 休      会 本会議準備のため 

第15日 ３月17日 水 本 会 議 議 場 午前 1 0時 
予算特別委員長報告、採決。各常任

委員長報告、質疑、討論、採決。 

 

 

日程第３報告第２号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告について 

 

 

下山准一議長 日程第３報告第２号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  ３月定例会、誠に御苦労さまでございます。 

  今日は令和３年３月３日、ひな祭りというこ

とで、語呂合わせのいい日だなと思っています。 

  それでは、報告第２号新庄市土地開発公社の

経営状況について御報告いたします。 

  この報告は、地方自治法第243条の３第２項

の規定に基づくものであります。お手元の令和

３年度予算書につきましては、去る２月４日に

開催されました令和３年第１回土地開発公社理

事会において承認されたものであります。 

  令和３年度の事業計画といたしましては、今

年度実施した宅地開発候補地調査に基づき、小

桧室地区の宅地開発について事業化に向けた準

備を進めていくこととしております。 

  なお、予算書の１ページから５ページまでに

新庄市土地開発公社予算の内容を記載しており

ますので、御覧いただきたいと思います。 

  以上で、令和３年度新庄市土地開発公社の経

営状況の報告といたします。 

下山准一議長 本件は地方自治法第243条の３第

２項の規定による報告でありますので、御了承

願います。 
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議案３件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第４議案第15号明倫学園校舎

棟建設工事の内建築工事請負契約（令和元年議

案第60号）の一部変更についてから日程第６議

案第17号明倫学園校舎棟建設工事の内電気設備

工事請負契約（令和元年議案第62号）の一部変

更についてまでの議案３件を会議規則第35条の

規定により一括議題としたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第15号から議案第17号までの議案３件を一

括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第15号明倫学園校

舎棟建設工事の内建築工事請負契約の一部変更

について、議案第16号明倫学園校舎棟建設工事

の内機械設備工事請負契約の一部変更について

及び議案17号明倫学園校舎棟建設工事の内電気

設備工事請負契約の一部変更について、一括し

て御説明申し上げます。 

  これらの議案は、いずれも明倫学園校舎棟建

設工事に係る請負契約について、契約内容を変

更する必要が生じたため、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定により御提案申し上げるものであり

ます。 

  変更する内容につきましては、建築工事、機

械設備工事、電気設備工事のいずれも完成工期

を令和３年３月15日としていたものを令和３年

５月15日まで延長するものであります。 

  校舎棟建設工事については、令和元年10月の

着工以来、プレキャスト、ブレストレストコン

クリート部材の工場製造が始まった２月頃まで

は比較的順調に推移してまいりましたが、新型

コロナウイルスの全国的な感染拡大により、緊

急の工事現場内完全休業の実施や現場作業員の

３密対策などの感染予防対策を講じながらの工

事実施を余儀なくされ、また昨季の暖冬に伴う

季節外れの降雨による地盤補強の実施や、クレ

ーンへの落雷被害の発生なども重なったことに

より工事の進捗に遅れが目立ち始め、これまで

遅れを最小限に抑えるべく努力してまいりまし

たが、工事の完成までにはさらに時間を要する

こととなったため、工期の変更を行うものであ

ります。 

  なお、校舎棟の完成は来年度にずれ込むこと

となりますが、義務教育学校としての明倫学園

は予定どおり令和３年４月に開校させ、新校舎

が完成するまでの間は明倫中学校と沼田小学校

の２つの校舎を暫定的に使用いたします。 

  新校舎の完成後は、速やかに引っ越し作業を

行い、新校舎での学校生活に移行してまいりま

すので、御理解と御協力をくださるようお願い

いたします。 

  以上、御審議いただき、御決定くださるよう

お願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第15号から議

案第17号までの議案３件については、会議規則

第37条第３項の規定により委員会への付託を省

略したいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  初めに、議案第15号明倫学園校舎棟建設工事

の内建築工事請負契約（令和元年議案第60号）

の一部変更について質疑に入ります。質疑あり
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ませんか。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 今の説明を聞きまして、

この工事遅延が起こった原因というのが２通り

の見方ができるかなと思っております。 

  まずは１点が、コロナウイルスの影響という

のは全国一律であったわけです。その状況の中

で、県内においても公共工事ということは多数

行われておりまして、その中で工期については

全てが延期を余儀なくされているという状況で

はないと聞いております。工期を守らなければ

いけない、急ぎ完成をという工事現場もたくさ

んあると聞いております。 

  この中にありまして、新型コロナウイルスの

感染拡大によってという説明があったんですが、

コロナの影響で具体的に工事が遅れた、工事現

場に影響を及ぼした理由、遅れた根拠を具体的

にまず示していただきたいということと、今回

変更についての議決ということなんですが、工

期が延びる分について、２か月延びるというこ

とは業者にとって実質的な負担が強いられるわ

けです。費用負担というのはどうであるのか。

人夫にしても仮設についても２か月分の費用が

かかるということなんですが、もしそれがない

とすれば、最初の契約をしたときの額というと

ころにその分も含まれていたのか、余裕があっ

たのかどうかということになるのではないかな

と思うんですが、その点についていかがでしょ

うか。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 まず、コロナ

対策で遅れた根拠というお話でございますが、

徹底した新型コロナウイルス感染症の予防対策

を３月12日の時点で私どもから工事担当業者に

要請をしてございます。その中で一番大きな遅

れる要因となったのは、やはり３密対策である

と考えております。これは、必要最小限での作

業員の調整、そして作業員それぞれの間隔の距

離を十分に確保すること、事務員のテレワーク

なども含めてお願いしたわけでございますが、

特にこのような大きい工事になりますと県外業

者というものが入ってくるという状況になりま

すので、この辺をしっかり作業員を調整してい

ただくという要請をさせていただいたことが大

きな要因かなと考えてございます。 

  ２点目の経費の関係でございますが、人件費

も含めまして様々全てのところで全部その調整

を見まして、結果的に出たり入ったりというと

ころを調整させていただいて、今回何とか同じ

額でできるという判断を業者と調整いたしまし

て、額の変更はなしという方向で進めさせてい

ただきました。したがいまして、最初からそれ

が入っていたということはございませんので、

御理解いただきたいと思います。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） ３密対策ということで

すが、その要請をした、発注者から予防を十分

にしてくれというお願いをしたということであ

るんですが、その状況というのは全国一律だっ

たと思います。その中で、国交省においても工

事及び業務における新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止対策の徹底ということで、日本

全国様々な全ての建設業界において既に通知が

あったことと思います。なので、３密対策の仕

方であったりそういったことについては、大変

だけれども、安全が第一という建設現場におい

ては粛々とその対策をされたのではないかと思

います。 

  そういう状況の中で、市内において、昨年、

コロナウイルス禍にあって市が発注した公共工

事の現場の中で、何件、遅延というものがあっ
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たんでしょうか、どうだったんでしょうか。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 県内でよろし

いでしょうか。県内で申し上げます。（「市内

で」の声あり）市内では明倫学園ほどの大きな

工事が実施されておりませんので、そのような

把握はしてございません。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） そうしますと、３密対

策ということは、コロナ対策ということは現場

の中で徹底をされてきた、そういったことが全

て今回の延期につながるものではないと私はい

ろいろ聞き及んだんですが、その中で今回遅延

において、行政として契約が遅延する、変更す

るということは、ある意味というか、マニュア

ルを作るぐらい大変慎重にというか、ならなけ

ればいけないことでありますし、市としての、

発注者としての不名誉というか、そういったも

のを回避しなければならない、なので厳格にマ

ニュアルを作っているのかと思います。それに

従って、また国が示した内容に従って、それで

あってもどうにもならない、本当にどうにもな

らないという状況を「今コロナだから」「こう

だから」じゃなくて、もっときちっと、どこの

段階でどうだったのかというのを指し示す必要

があるかと思います。それが指し示されない。

現場の中でも、ほかの現場では、県内含めてほ

かの現場では、工期、間に合わせられるように

一生懸命頑張っているんだという現場の業者の

方たちの声がある中で、今回の案件というのは、

例えば新庄市で競争入札の参加資格指名停止要

綱というのがありますが、その中には該当しな

いのか。 

  あと一回しかないので、もう一つ質問したい

んですが、もう一点、コロナに起因した遅延と

いう理由と、もう一つ、クレーンですね、プレ

キャストをやるためのクレーンの設置に土壌改

良が必要になって遅れたとありますが、これに

ついては、そもそもプレキャストとはどういう

工法なのか考えると大型の350トンのクレーン

がもともとないとできないんですよ。その工法

を考えるならば設計の段階でプレキャストをす

るためにクレーンを置かなければいけなくて、

設計する前に土壌の地質調査をしているわけで

すよね。そうすると、それが幾らポイントで調

査をしたといっても全体がどんな土壌なのかと

いうのは把握できるんですよね。その把握の下

に350トンのクレーンを置いたときにどういう

状況になっていくか。気象状況、雨、それは関

係ないんですよね、例えば大災害になって、大

雨が降って川の水があふれて流されるという状

況じゃない限り。軟弱地盤であれば軟弱地盤と

しての対策を設計段階でしなければいけないと

いうことなんではないでしょうか。 

  そうしますと、設計の段階で設計者からその

説明をちゃんと受けているのか、また発注者と

してそのチェックをしていたのか、そこが大き

い問題になるんだと思います。重機が入れるの

か入れないのか、ちゃんと検討があったのかと

いうことですね。そもそもその問題を遅延の理

由にするということがまた問題なのではないか

と思います。発注者としてその点について責任

ないんでしょうか、どのように考えているでし

ょうか、お願いします。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 まず１点目に

つきましては、基本的に該当しないと考えてお

ります。 

  次に、御指摘の地質調査関係で、クレーンが
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入れるか入れないかしっかり見るべきだったの

ではないかといった御質問につきましては、基

本的に地質調査は行って、どんな土壌かという

ところは確認してございます、設計の段階で。

地質調査に基づきまして、あの大きな躯体をき

ちんと施工することができるかどうかというと

ころは、できるという判断をさせていただいて

おりました。 

  ただ、地質調査の結果、粘土層があったんで

すが、これが通常の降雪であれば十分大丈夫と

判断しておったんですが、季節外れの降雨が続

きまして、その粘土層が水を含んだということ

で、結果的にクレーンを入れるには弱くなって

しまったという状況でございましたので、御理

解いただければと思います。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 指名停止の件についてでござ

いますが、要綱上の基準としまして、業者が通

常の工事を進めているという中において重大な

過失ですとか意図的な悪質なものであれば指名

停止の要件に該当するかと思いますが、外的な

要件、自然的な要件によりまして今回工期の延

長となっておりますので、該当するものではな

いと考えてございます。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） このたびこの３件とも

２か月も遅れたということで、いろいろ理由は

確かにお聞きしましたけれども、今年はそれな

りの雪の量ありますけれども、去年はほとんど

雪の影響がないということで、私個人的には、

冬場、雪の影響がなくて、１か月は工期的に短

縮できるのかなと単純に考えていたところでし

た。コロナ、大雨、その他理由はあるでしょう

けれども、もともと工期の設定に無理があった

というか、短かったんじゃないかなと私個人的

に思って、その辺どうでしょうか。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 基本的に昨年

は雪が少なかったという状況において、逆に先

ほど申し上げましたように雨が降ったことによ

って地盤補強せざるを得なくなったというとこ

ろもございますが、基本的には当初設定した工

期には誤りはなかったという判断をしてござい

ます。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第15号明倫学園校舎棟建設工事の内建築

工事請負契約（令和元年議案第60号）の一部変

更については、原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第15号については原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸君

は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成13票、反対３票、賛成多
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数であります。よって、議案第15号は原案のと

おり可決されました。 

  次に、議案第16号明倫学園校舎棟建設工事の

内機械設備工事請負契約（令和元年議案第61

号）の一部変更について質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第16号明倫学園校舎棟建設工事の内機械

設備工事請負契約（令和元年議案第61号）の一

部変更については、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第16号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第17号明倫学園校舎棟建設工事の

内電気設備工事請負契約（令和元年議案第62

号）の一部変更について質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第17号明倫学園校舎棟建設工事の内電気

設備工事請負契約（令和元年議案第62号）の一

部変更については、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第17号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第７令和３年度施政方針の説

明 

 

 

下山准一議長 日程第７令和３年度施政方針の説

明をお願いいたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、令和３年度の市政運営

に関し、私の所信を申し上げ、議員各位をはじ

め広く市民の皆様の御理解と御協力を賜りたい

と存じます。 

  １．初めに 

  昨年のこの時期から世界中で感染拡大を見せ

た新型コロナウイルスにより、世界保健機関で

のパンデミック宣言を受け、多くの国でロック

ダウンや経済活動規制が繰り返し行われました。

しかし、１年以上過ぎた今も依然として収束を

見通すことができない状況にあり、世界の累計

感染者は１億人を突破し、死者も200万人を超

えております。そのため、世界経済も混乱を極

め、国家間の対立や社会の分断、格差が生じる

など、現在も各国で深刻な状況が続いておりま

す。 

  そうした中、昨年12月にアメリカ大手製薬会

社などで新型コロナウイルス感染症のワクチン
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が開発され、世界各国で接種が開始されました。

日本政府も国民がワクチン接種を受けられるよ

う準備を進め、本年２月中旬から医療従事者を

先行して開始しております。 

  世界の動向を見ますと、大接戦となったアメ

リカ大統領選挙は、米国第一主義を掲げるトラ

ンプ氏を抑え、国際協調路線への転換を強調し

てきたバイデン氏が当選しました。これまでの

米国第一主義の中で悪化した米中関係は貿易摩

擦やハイテク技術にまで及び、バイデン大統領

は就任式で米国社会の融和と結束を宣誓してお

り、その対応が注目されております。日本経済

にもどのような影響を及ぼすか注視していく必

要があります。 

  国内においては、昨年１月に新型コロナウイ

ルスの初感染が確認されてから感染者は40万人

を超えております。昨年４月、政府により緊急

事態宣言が発せられ、国民の生活は一変し、ソ

ーシャルディスタンスの確保や手洗い、マスク

の着用といった個人でできる基本的感染対策や

３密の回避、新しい働き方のスタイルとしてテ

レワークの推奨など、新しい生活様式が実践さ

れてきました。 

  新型コロナウイルス感染症拡大の影響はスポ

ーツ界にも及び、昨年開催予定だった東京2020

オリンピック・パラリンピック競技大会も史上

初めて延期となりました。そのほか、国内にお

ける各種大会でも中止や延期が相次ぎ、多くの

選手が集大成の舞台を失い、涙を飲んでまいり

ました。 

  また、医療現場では多くの人命を救うために

日々懸命な治療に当たっており、医療従事者の

皆様には深く感謝申し上げる次第です。 

  国内経済においては、新型コロナウイルス感

染症拡大の影響による外出自粛や休業、時短営

業などで大きく冷え込みました。政府による持

続化給付金や特別定額給付金に加えて各自治体

で独自支援を行うなど、この難局を乗り切るた

めに多くの支援を行ってきておりますが、いま

だに不安が増しております。 

  特に、飲食店や観光業会では甚大な影響を受

けました。政府によるGo To Eat キャンペーン

事業やGo To トラベル事業での消費喚起を促す

施策で一時盛り返しを見せましたが、年末年始

からの第３波と再度発出された緊急事態宣言に

よりさらに深刻な状態に陥っています。 

  そのため、政府は、家計や企業の不安に対処

するべく73兆円を超える追加経済対策を閣議決

定しております。また、雇用情勢においても、

求人倍率が弱い動きとなっており、先行きが不

透明な状況にあります。 

  県内の動きを見ますと、昨年３月31日に新型

コロナウイルスの初感染を確認してから徐々に

拡大し、県下一斉の感染症拡大防止対策により

一時落ち着きを見せたものの、再び増加傾向に

あり、感染者は累計で500人を超えています。

現在も県内は特別警戒レベル４の状態にありま

すが、県内の景気を回復するため、１月下旬か

ら部分的に「県民泊まって元気キャンペーン」

とやまがたGo To Eat キャンペーンが再開され

ております。 

  コロナ禍においても災害は容赦なく発生しま

す。近年は毎年のように災害が発生し、昨年７

月も県内で記録的な豪雨に見舞われ、最上川を

はじめ各地で河川が氾濫し、浸水被害や土砂崩

れが相次ぎ、多くの方が避難を余儀なくされま

した。道路や河川、農業施設などの被害総額も、

これまで県内で発生した風水害による被害とし

ては過去最大のものとなりました。 

  こうした中においても、現在、県では、東北、

日本を牽引する農林業経営者を育成するため、

新庄市に（仮称）東北農林専門職大学の開学を

目指し準備を進めています。昨年７月には８市

町村と農業関係団体で構成する農林業専門職大

学最上地域連携プロジェクトチームが設置され、

臨地実務実習先の候補の取りまとめや専門職大



- 31 - 

学と連携した地域振興策などについて検討が進

められています。 

  本市におきましては、４月１日に市内初の新

型コロナウイルスの感染者が確認され、現在ま

で累計９名の感染者が確認されておりますが、

市民の皆様の感染症拡大防止対策の協力により

拡大を抑えることができております。市民の皆

様一人一人が感染症拡大防止に努めることが大

切な人を守ることにつながりますので、収束に

至るまで引き続き御協力をお願いいたします。 

  本市では、初感染が確認されてから速やかに

新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、

これまで様々な対策を講じてまいりました。マ

スク不足の際は市内縫製会社の協力を得ていち

早く市民にお届けしました。また、感染症拡大

防止及び緊急経済対策として、昨年４月の第１

弾から現在の第９弾まで、この未曾有の事態を

乗り越えるために切れ目なく支援を行ってまい

りました。現在、本市では本年１月14日に新型

コロナウイルスワクチン接種対策室を設置し、

市民が安心してワクチン接種ができるよう対策

を進めております。今後も引き続き市民の皆様

の安全安心な暮らしを守っていくため、必要な

対策を講じてまいります。 

  また、昨年７月の豪雨は、本市においても今

までに経験したことがないほど最上川が増水し、

危険が押し迫ったことから、畑地区、本合海地

区に避難勧告を発令いたしました。避難所では

しっかりとした新型コロナウイルス感染症の対

策を講じ、避難された方の不安を取り除くこと

に最大限の配慮をしながら人命第一に対応して

まいりました。人的な被害はなかったものの、

畑地区と本合海地区の一部で浸水被害や崩落が

あり、今後ますます風水害の脅威にさらされる

ことが予想されることから、有事の際も迅速な

行動が取れるよう体制の強化に努めていかなけ

ればならないと実感いたしました。 

  市民の誇りでもある新庄まつりも新型コロナ

ウイルス感染症の影響で戦後初めて中止を余儀

なくされました。そのような中でも、新庄まつ

り実行委員会の計らいで８月24日の夜に告知な

しの囃子演奏会が実施され、市民に祭り気分を

届けてくれました。本年はぜひ新庄まつりが開

催され、市民の気持ちを盛り上げることができ

ればと願っております。 

  暗い話題が多い中で、新庄市名誉市民である

人間国宝奥山峰石氏の金工鍛金の技が、伝統工

芸の匠の技と先進技術の融合を図るドイツ製高

級車の内装に採用され、１月に国内で２台限定

販売されるというニュースが飛び込み、新庄市

民として誇らしく感じました。 

  さらに、世界で初めて小惑星の岩石採取に成

功した日本の小惑星探査機「はやぶさ２」のニ

ュースは記憶に新しいところですが、そのはや

ぶさ２のイオンエンジンの部品を供給している

企業が昨年５月より新庄中核工業団地で操業を

開始しました。このことは子供たちに夢を与え

るだけでなく、地元で働きたいと思う機運がま

すます高まってくるものと期待しております。 

  また、本市において２校目となる義務教育学

校明倫学園が本年４月に開校いたします。新し

い学びやの中で、本市が推進する小中一貫教育

の実践研究を行いながら地域に根差した学校づ

くりを着実に進めてまいります。 

  ２．市政運営の基本的な考え方 

  以上、本市を取り巻く社会情勢を踏まえなが

ら、令和３年度の市政運営の基本的な考え方に

ついて申し上げます。 

  私は、これまで「人行きかうまち・人ふれあ

うまち・人学びあえるまち」をまちづくりの基

本理念として掲げ、その実現に向けて、経済力、

地域力、教育力を強化する施策を展開してまい

りました。これら３つの基本理念を結び合わせ

た地域基盤力の向上により地域の魅力を最大限

に引き出し、元気で人に優しく、希望が持てる、

誰もが安心して暮らせる共生社会のまちづくり
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に向けて引き続き全力で取り組むとともに、障

害者に優しいまちづくりを推進してまいります。

また、本年からは歴史を活用したまちづくりを

加速させてまいりたいと考えております。 

  私は、昭和は成長の時代、平成は成熟の時代

であり、令和は文化創造の時代へと向かってい

ると思っています。2025年、令和７年には、新

庄藩初代藩主戸沢政盛公が新庄城に入城してか

ら400年を迎えます。藩政時代から城下町とし

て栄えた本市は、新庄藩が国替えされなかった

ことから、新庄まつりを代表とする文化が今日

のまちづくりに脈々と受け継がれており、その

意義は非常に大きなものがあります。 

  本市には、お堀に囲まれた新庄城跡、国重要

無形民俗文化財、さらにはユネスコ無形文化遺

産に登録された新庄まつりだけでなく、国指定

史跡新庄藩主戸沢家墓所、国指定重要文化財鳥

越八幡神社と旧矢作家住宅、また時を経て旧農

林省積雪地方農村経済調査所や旧農林省蚕糸試

験場新庄支場庁舎をはじめとした国登録有形文

化財に登録された昭和初期の建造物も現存して

おります。 

  これらをはじめとする歴史的な資源は、本市

の大きな財産であります。本市の歴史的価値を

再構築し、市内外へ発信することは市民の本市

への誇りと愛着の醸成につながるだけでなく、

市外の方が本市に訪れたい、働きたい、暮らし

たいといった機運を高めることにつながります。

そのため、新庄の歴史や文化を後世に伝えてい

くとともに、城下町新庄ならではの歴史的風致

を生かしたまちづくりに取り組み、新たな文化

創造を目指してまいります。 

  ３．市政運営の指針 

  次に、市政運営の指針についてでありますが、

市民憲章にうたわれている先人の築き上げた伝

統を重んじ、新庄市民であることに誇りを持ち、

愛する郷土を発展させることを目指し、新庄市

総合計画と行財政改革大綱を基本に据え、財政

規律を重んじながら市政運営に取り組んでまい

ります。 

  令和３年度から令和12年度までの10年間を計

画期間とした市政運営の根幹である第５次新庄

市総合計画を策定いたしました。市民の声を聞

きながら作り上げたこの計画では、成熟社会を

迎えた今、これまで以上に自分らしく豊かに暮

らすことが大切な時代になると捉えております。

新庄市の目指すべき将来像を「住みよさを形に

新庄市」とし、市民一人一人が心の豊かさを実

感できるまちを目指して着実に計画を推進して

まいります。 

  この将来像を実現するために取り組むべきこ

とをまちづくりの分野ごとに、子育て、教育、

健康・福祉、産業、生活環境、都市基盤の６つ

に分けて柱立てし、これらの施策を効果的、効

率的に実施するために、シティプロモーション

と行政経営を横断的に展開してまいります。 

  また、まちづくりにおける重点課題と経営課

題の解決に向けた全庁的に取り組むべきプロジ

ェクトとして、若者や子どもであふれるまちプ

ロジェクト、市民が健康で元気なまちプロジェ

クト、持続可能で選ばれるまちプロジェクトの

３つの重点プロジェクトを推進してまいります。 

  あわせて、第１期新庄市総合戦略の取組を継

続し、人口減少を抑制した定住人口の維持を目

指していく第２期新庄市総合戦略により総合的

な取組を推進してまいります。 

  次に、行財政改革でありますが、これからの

行政運営は、限られた行財政資源を活用しなが

ら、多様化、複雑化する行政課題へ柔軟に対応

し、市民ニーズに即した良好な行政サービスを

提供することで、市民満足度の高いまちづくり

を進めることが求められております。 

  また、新たな第２次新庄市行財政改革大綱で

は、３つの基本方針、効果的、効率的な行政シ

ステムの推進、活力ある組織と人材の育成、財

政基盤の確立を基本として、市民サービスの向
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上と行財政資源の確保に向けて取り組んでまい

ります。 

  財政運営につきましては、これまで厳しい財

政状況に対応するために、地方債残高や利息負

担の軽減に努めるとともに、内部管理経費の削

減、投資的経費の抑制などに取り組んでまいり

ました。しかし、新型コロナウイルス感染症の

影響により今後税収が減少していくことが見込

まれることから、一般財源の大幅な増加が見込

めない中において市政運営を停滞させることな

く適切に対応しなければなりません。限られた

財源を有効に活用しながら、財政構造の弾力性

と財政運営の安定性、継続性を確保し、健全で

持続可能な財政運営に努めてまいります。 

  ４．重要課題に対応した令和３年度主要事業 

  次に、第５次新庄市総合計画に掲げる８つの

まちづくりの柱、市全体で取り組む３つの重点

プロジェクトに沿って、令和３年度の主要事業

の概要を申し上げます。 

  初めに、１つ目のまちづくりの柱「子育て－

子どもの笑顔があふれるまち」ですが、若い世

代が結婚に対して希望を持ち、安心して妊娠出

産ができるよう、結婚、妊娠、出産支援の充実

を図ってまいります。そのため、令和３年度か

ら新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスター

トにかかる費用などを支援する結婚新生活支援

事業を行ってまいります。 

  子供たちが安全で充実した保育環境の中で過

ごせるよう公立保育所の整備に向けた検討を進

めるとともに、子育て家庭の多様な保育の希望

に沿えるよう多子世帯の保育料を軽減する事業

や病児保育の利用料半額助成事業など、子ど

も・子育て支援関連事業に引き続き取り組むこ

とで、子供の教育、保育環境の充実を図ってま

いります。また、全ての子育て家庭の相談に対

応できる専門性を持った体制を整備し、関係機

関との連携や情報提供を行いながら必要な支援

を行うことで、子供が健やかに成長できるよう

新たに子ども・家庭総合支援拠点事業に取り組

んでまいります。 

  ２つ目のまちづくりの柱「教育－いのち輝き

学びあうまち」では、児童生徒が意欲的に学び

合い、生きる力を身につけていけるように、心

の教育の充実や生きる力を育む学力の育成とし

て、学校における命の教育を推進してまいりま

す。また、主体的、対話的で深い学びにつなが

る授業改善に取り組むとともに、児童生徒の健

康と体力の向上を図り、社会的に生き抜く力を

育む学校教育の推進に力を入れていきます。さ

らに、ＧＩＧＡスクール構想で整備された１人

１台のタブレット端末を活用して学校教育の充

実に力を入れてまいります。また、個別学習支

援事業に継続して取り組み、特別な配慮を必要

とする児童生徒への支援体制を充実してまいり

ます。 

  地域に根差した学校づくりを推進するために、

本市の特色ある小中一貫教育や地域とともにあ

る学校づくりを実践し、児童生徒が地域に関心

を持ち、そのよさを理解し、ふるさと新庄への

愛着が育まれることを目指してまいります。 

  児童生徒が安全安心に学校生活を送ることが

できるよう教育環境の整備を行ってまいります。

これまで冬期間の通学に路線バスを利用してい

た児童生徒に対し一部補助を行っておりました

が、令和３年度からは通年利用も含めて全額補

助を行い、登下校の安全安心の確保に努めてま

いります。 

  生涯に渡る学習機会の提供や青少年教育、家

庭教育の推進、地域と学校との連携を推進する

ことで、生涯を通じて学び合う学習環境の充実

を図り、学びを生かした社会的課題を自ら解決

しようとする市民が増えることを目指してまい

ります。 

  優れた芸術や伝統文化に触れることで、市民

の誇りや郷土愛が醸成され、多くの市民が心豊

かに文化芸術活動に親しめるように、文化芸術
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の振興を図ってまいります。 

  2025年、令和７年度には戸沢氏が新庄に入城

してから400年を迎えます。城下町新庄の発展

や歴史、新庄まつりの起源などを市民に再認識

してもらい、今後のさらなる地域活性化につな

げるため、令和３年度に実行委員会を設立し、

記念事業を検討してまいります。 

  また、旧雪調の保存活用計画策定に着手し、

今後の施設の利活用に向けた検討を行ってまい

ります。 

  さらに、歴史的風致を生かしたまちづくりを

推進していくため、地域における歴史的風致の

維持向上に関する法律に定める歴史的風致維持

向上計画を策定し、令和４年度中の認定を目指

してまいります。 

  また、本市の陸上競技場は、本年10月に４種

公認期間満了となるため、４種公認の更新を行

うために必要な施設改修を行い、活力あるスポ

ーツ活動の推進と競技スポーツの振興を図って

まいります。 

  ３つ目のまちづくりの柱「健康・福祉－健や

かでしあわせなまち」では、新型コロナウイル

スワクチンの接種について、希望者全員が迅速

かつ安全に接種を受けることができるよう、国

や県、医師会など関係機関と連携し、接種体制

を構築してまいります。また、生活習慣病の早

期発見と重症化を予防するため、特定健診や各

種検診の受診率向上と保健指導を充実させると

ともに、新型コロナウイルス感染症拡大防止を

図ることで、市民自ら健康づくりを実践してい

くことを目指してまいります。必要な医療サー

ビスをいつでも安心して受けることができるよ

う医療体制の充実を図ってまいります。令和５

年秋の県立新庄病院の移転に向け、夜間休日診

療所の機能移転に係る検討、協議を進めてまい

ります。 

  地域社会で孤立せずに地域コミュニティーの

一員としての役割や生きがいを持って暮らせる

地域福祉コミュニティーを推進し、多様化、複

雑化する市民の困り事に対して包括的な相談体

制の構築を図り、地域全体で支え合う共生社会

の実現を目指してまいります。 

  高齢者が健康で生きがいを持って暮らすこと

ができるように、高齢者の社会参画や安心して

生活するための支援を充実してまいります。ま

た、必要とする介護支援が安心して受けられる

よう介護予防と介護サービスの充実を図ってま

いります。 

  障害者が社会参画しやすい環境を整備するた

めに、障害福祉に係る相談支援事業や移動手段

確保事業の拡充を進めてまいります。また、障

害者差別解消法に基づき、障害への正しい理解

と合理的配慮に対する普及啓蒙を行うことで、

障害を理由とする差別の解消の推進を図ってま

いります。さらに、手話言語条例については令

和３年度の制定を目指してまいります。 

  生活に困窮している市民が必要な支援を適切

に受けることで、安定的で自立した生活ができ

るよう相談支援体制と自立支援の充実を図って

まいります。 

  ４つ目のまちづくりの柱「産業－活力あるま

ち」では、農業経営の持続的な発展を目指すた

め、農業生産力の強化として、旧最上中部牧場

敷地を利用し、畜産振興の拠点と位置づけ、意

欲ある農業者の牛舎建設など畜産団地整備事業

を実施してまいります。また、付加価値が高い

農産物の生産を振興し、収益性の高い農業が実

践されるよう大豆生産拡大に向けた意向調査を

行うなど、農業所得の向上に努めてまいります。 

  地域農業を支える担い手を育成、確保するた

め、新規就農から農業経営の改善、発展までの

一貫した支援を充実してまいります。令和３年

度からは、認定新規就農者の認定期間中におい

て、就農に必要な農地の確保と農業用機械など

の導入を支援する新規就農支援事業に取り組ん

でまいります。また、人・農地プランの実質化
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を進めるとともに、人・農地プランに位置づけ

られた中心経営体が新たに農地を借り受け、経

営規模を拡大する際に必要となる農業用機械や

施設の導入を支援する人・農地プラン推進中心

経営体モデル事業を展開してまいります。農林

環境の保全として、ため池整備管理事業や林道

等施設整備事業により、整備と適正な維持管理

に取り組んでまいります。 

  企業の生産性向上と売上額の増加を図るため、

市内中小企業が行う試作品の開発や新サービス

の創出を支援する試作品開発・新サービス創出

支援事業に取り組んでまいります。また、高校

生が参画する中心市街地活性化のための中心市

街地活性化推進事業費補助金を交付し、若者の

目線で行うまちづくりへの支援、商工業の育成

を強化してまいります。さらに、地域経済活性

化商品券を発行し、市民の消費を喚起すること

で、新型コロナウイルス感染症拡大で疲弊した

地域経済の活性化を目指してまいります。 

  また、コロナ禍においても安定的な雇用を促

進していくために、人材育成推進・確保対策協

議会と連携し、市内企業が就労先として選ばれ

るよう、特に若年層の人材確保に向けた取組を

強化してまいります。 

  新型コロナウイルス感染症拡大で大きく影響

があった一つが観光です。感染症拡大で減少し

た市内への宿泊滞在型の誘客を図るため、二次

交通を利用し市内の名所旧跡の回遊と飲食店等

を利用できるように、市内名所旧跡巡り事業を

期間限定で展開してまいります。あわせて、市

内の旅館、ホテルに宿泊する宿泊者に対し、宿

泊費用と市内の飲食店で消費する経費を助成す

る市内宿泊消費喚起事業を行ってまいります。 

  昨年、戦後初めて中止となった新庄まつりで

すが、新庄まつり実行委員会では本年の開催に

向け、いろいろな対策を講じながら実現できる

よう検討と準備を進めております。沈み込んだ

市民の気持ちを盛り上げるためにも開催に向け

て協力してまいります。 

  また、道の駅基本構想に基づき、道の駅整備

事業を前進させるため、エコロジーガーデンの

活用、整備に併せて、新庄市独自の道の駅とし

て登録を目指してまいります。また、高規格道

路の延伸に伴う県北への誘客に向けた受入体制

の整備については、県並びに８市町村で協議を

重ねてまいります。 

  ５つ目のまちづくりの柱「生活環境－安全安

心で美しいまち」ですが、近年、局地的な集中

豪雨や地震などによる被害が全国的に発生して

おり、防災減災への関心が高まっております。

現在策定を進めております新庄市国土強靱化地

域計画に基づき、大規模自然災害から市民の生

命と財産を守り、持続的な成長を実現するため、

事前防災及び減災等に向けた施策に総合的、計

画的に取り組んでまいります。また、行政とし

て公助の充実を図りながら、市民の自助、共助

を主体とする自主防災組織の育成と活動支援を

行うため、自主防災組織育成補助事業を強化し

てまいります。さらに、非常備消防運営事業と

して、消防団員が災害現場で安全に活動するた

めの装備品を配備します。消防施設整備事業と

して、消防団が活動に活用する資機材を計画的

に更新することで、防災、消防体制の充実を図

ってまいります。 

  交通事故や犯罪が起きにくい環境が整備され、

市民が安全安心に暮らすことができるよう、交

通安全・防犯活動の推進に力を入れてまいりま

す。その中で、高齢者の事故防止対策として、

高齢者運転免許証自主返納支援事業を引き続き

実施してまいります。 

  生活環境の保全を推進するために、第４次新

庄市環境基本計画に基づき、自然環境保全活動

の推進や地球温暖化防止対策を講じることで、

自然環境の保全に対する市民の意識醸成と良質

な生活環境が維持されるよう努めてまいります。

環境型社会の実現に向け、ごみ減量化に向けた
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意識啓発と食品トレーリサイクルシステム事業

新庄もがみ方式や、使用済み小型家電回収しん

じょうハートシール事業を継続することで、廃

棄物の再利用や再資源化を促進させ、廃棄物の

減量化を図ってまいります。 

  ６つ目のまちづくりの柱「都市基盤－快適な

暮らしを支えるまち」では、道路網の充実を図

るため、日常的なパトロールや地域からの要望

による市道の改修を行い、市道機能の維持保全

に努めるほか、道路橋梁の劣化状況を把握し、

計画的に維持、更新を行うことで、施設の長寿

命化を図ってまいります。また、本年は新たに

市道一本柳檜葉沢線道路整備事業を行い、快適

かつ安全に移動できる道路環境の整備に努めて

まいります。 

  昨年の少雪と変わって本シーズンは年末年始

にかけての大寒波の襲来などで大雪の日が続き、

除雪作業に追われる日々が続きました。本市に

おいて克雪は長年の課題であり、その対策とし

て、冬期間の安全な交通確保と住民生活の維持

を図るため、市道及び生活道路の除排雪の強化

に努めてまいります。また、新庄市総合雪対策

基本計画に基づき、流雪溝の整備として桧町地

区流雪溝整備事業を行ってまいります。 

  安全安心な住宅環境の促進として、居住環境

の向上と移住定住促進を図るため、住宅リフォ

ーム補助事業を行ってまいります。また、空き

家利活用促進事業として、住宅セーフティネッ

ト制度を活用した住宅改修補助事業などの構築

を進めるとともに、本市における住宅政策全般

を対象としたマスタープランとして住生活基本

計画の策定に向けて準備を進めてまいります。 

  コロナ禍において外出自粛が続く中、市営バ

スやまちなか循環線の運行には感染症拡大防止

策を講じた上で安全な運行に努めております。

昨年から利便性を向上させるため、70歳以上の

高齢者と高校生の利用料金を100円に減額した

ことと併せて、運行経路などの見直しを行った

結果、市営バス芦沢線においては大幅に利用者

が増加しました。まちなか循環線においても高

校生の通学に利用されるようになり、増加傾向

となっております。今後も乗り方教室など利用

促進に向けた啓発を強化し、公共交通空白地域

の解消に向け、地域の実情に合ったデマンド交

通などの導入の検討を行いながら地域公共交通

の充実を図ってまいります。また、令和５年の

県立新庄病院の移転に併せ、定住自立圏共生ビ

ジョンにおいて路線の変更に向けて関係機関と

調整を図りながら進めてまいります。 

  人口減少社会において安全安心な水道水を安

定供給するため、本年10月をめどに水道料金を

これまでの用途別料金体系から利用者の口径に

応じた基本料金を設定する口径別料金体系へと

見直しを行ってまいります。また、畑地区にお

ける度重なる豪雨災害に対応するため、本合海

大橋に配水管を設置し、県水を受水するための

本合海大橋橋梁添架詳細設計業務委託を行うほ

か、エコロジーガーデンにおける下水道の計画

区域編入や県立新庄病院の移転に伴う配水管及

び汚水管の移設等工事を行ってまいります。 

  生活排水処理につきましては、新庄市におけ

る普及率が令和元年度で75.6％となり、県平均

を下回っていることから、下水道事業をはじめ

合併処理浄化槽設置整備事業により引き続き普

及率の向上を図り、生活排水の適正処理を目指

してまいります。 

  ７つ目のまちづくりの柱「シティプロモーシ

ョン－選ばれるまち」では、市内外へ本市の情

報や魅力を広く伝えることで、市政への関心や

参加意欲が高まり、本市への愛着や誇りが醸成

されるよう、伝わる情報発信の充実に努めてま

いります。また、本年は市公式ホームページを

一新し、自治体間の情報競争の中で選ばれるま

ちになるため、本市の知名度や認知度の向上、

地域ブランド価値の向上に向けた戦略的な情報

発信を行ってまいります。 
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  昨年から新型コロナウイルス感染症拡大に伴

う緊急事態宣言が発出された影響により、ふる

さと納税の寄附件数、寄附額とも大幅に増加し

ております。令和２年度の実績を踏まえ、これ

までの返礼品に磨きをかけながら新たな商品開

発を行い、パンフレットの送付やメディアなど

を活用し、市外に市の魅力が伝わる情報発信を

行ってまいります。 

  令和３年度から移住定住に向けた支援の充実

を図るため、関係機関と連携し、若年者の就業

支援や定住促進に向けた住宅の提供、移住促進

のための情報発信の強化にも取り組んでまいり

ます。 

  ８つ目のまちづくりの柱「行政経営－将来に

わたって持続可能なまち」では、地域を地域で

支える仕組みづくりとして、地域課題を解決す

るための仕組みを各地区に作り、将来的にはそ

れらを組織化することで、今後も安心して暮ら

せる地域社会の形成を目指してまいります。 

  また、新しい時代を担う職員の育成として、

第３期新庄市人材育成推進プランに基づき、人

材育成推進体制の整備や、多様な人材を生かし

た戦略的な組織運営などに取り組み、時代の変

化を捉え、広い視野を持ち、市民の視点に立っ

たまちづくりが行える職員を育成してまいりま

す。 

  効果的、効率的な行財政運営を目指すため、

第７次新庄市行財政改革大綱や新庄市中期財政

計画などの個別計画に基づき、業務の効率化や

健全な財政運営に向け、取り組んでまいります。

本年はデジタル化の推進に関する計画の策定と

並行し、行政のデジタル化の推進を図ってまい

ります。 

  これら８つのまちづくりの柱の事業と併せ、

まちづくりにおける重点課題と経営課題の解決

に向け、３つの重点プロジェクトに全庁的に取

り組んでまいります。 

  １つ目の重点プロジェクト「若者や子どもで

あふれるプロジェクト」では、若者の地元回帰

の促進と子供を産み育てたいと思える環境づく

り、郷土愛の醸成に向けた教育の推進に取り組

むことで、若者や子供であふれるまちを目指し

てまいります。 

  ２つ目の重点プロジェクト「市民が健康で元

気なプロジェクト」では、健康増進に向けた支

援と生きがい創出、多様な活躍に向けた環境整

備、介護予防の推進に取り組むことで、市民が

健康で元気なまちを目指してまいります。 

  ３つ目の重点プロジェクト「持続可能で選ば

れるまちプロジェクト」では、戦略的広報の推

進と行財政改革の推進、市民参画の推進に取り

組むことで、持続可能で選ばれるまちを目指し

てまいります。 

  ５．終わりに 

  新年度を迎えるに当たり、市政運営に関する

基本的な考え方と主要な事業についての概要を

申し上げました。 

  私は、就任以来一貫して「元気とやさしさが

あふれるまちづくり」に取り組んでまいりまし

た。近年は「障がい者にやさしいまちづくり」

を政策のキーワードに掲げ、そのために市役所

に何ができるのか、職員自身が自分の職務にお

いて何ができるのかを常に考え行動するよう促

してまいりました。 

  このコロナ禍の状況の中で迎える新年度は、

新たに策定した第５次新庄市総合計画の運用ス

タートの年でもあります。市政運営の指針でも

申し上げましたとおり、人口減少、少子高齢化

に伴い、暮らし方や働き方が変化し、求められ

るまちの姿も変わっていきます。平成の成熟社

会からこれまで以上に自分らしく豊かに暮らす

ことが大切な文化創造の時代になり、新庄市な

らではの住みよさを形にして、市民一人一人が

心の豊かさを実感できるまちを目指していかな

ければなりません。そのために、職員一人一人

が高い意識を持ち、掲げた目標に向けて全力で



- 38 - 

取り組むことで、本市の課題を解決し、全ての

市民にとって「やさしいまち」「安心して暮ら

せる共生社会」の実現につなげてまいりたいと

考えております。 

  最後に、市民の皆様の役に立つところが市役

所であります。「まちは誰のもの」と常に自ら

に問いかけ、市民第一主義を引き続き強く意識

しながら、市民の皆様にとって本当に住みやす

く、住んでよかったと思えるまちを目指し、コ

ロナ禍という中でも大きく羽ばたけるよう、職

員一丸となり市政運営に取り組んでいく決意を

表明し、令和３年度の施政方針といたします。 

  御清聴、誠にありがとうございました。 

下山准一議長 御苦労さまでした。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１１時１２分 休憩 

     午前１１時２４分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案７件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第８議案第８号令和３年度新

庄市一般会計予算から日程第14議案第14号令和

３年度新庄市下水道事業会計予算までの議案７

件を会議規則第35条の規定により一括議題にい

たしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第８号令和３年度新庄市一般会計予算から

議案第14号令和３年度新庄市下水道事業会計予

算までの議案７件を一括議題とすることに決し

ました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第８号から議案第

14号までの一般会計及び特別会計並びに水道事

業会計、下水道事業会計の令和３年度当初予算

について御説明申し上げます。 

  国は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り地方税等が大幅な減少となる中で、一般財源

の総額について実質前年度を0.2兆円上回る62

兆円を確保したとしています。また、地方交付

税の総額についても、前年度を0.9兆円上回る

見込みとなっております。 

  本市においては、公共施設の改修費用や社会

保障費の増大が見込まれるほか、明倫学園につ

いては体育館棟の建設や旧校舎の解体事業など

引き続き多額の経費を要する見込みとなってお

ります。また、新型コロナウイルス感染症対策

につきましては、いまだに収束の兆しが見えな

い中、低迷する経済対策や感染予防対策として

のワクチン接種事業をしっかりと進めていく一

方で、市税などの一般財源については大きな伸

びが見込めない厳しい状況にあります。 

  このような中ではありますが、市民の暮らし

に直結する課題、要望などに的確に対応し、第

５次新庄市総合計画に基づく事業を着実に推進

することを予算編成方針の根幹に据えて令和３

年度の当初予算を編成いたしました。 

  その結果、一般会計の予算総額は190億1,700

万円となり、前年度との比較では４億4,800万

円、率にして2.3％の減でありますが、昨年度

に引き続き大型の予算となっております。 

  このたびの大型の予算規模となった要因とい

たしましては、今年度に引き続き明倫学園体育

館棟の建設を進めるとともに、グラウンドなど

の外構整備に向けた旧校舎の解体に要する事業

費を計上したためであります。また、ふるさと

納税寄附金について、今年度の寄附実績を勘案

しまして前年度比８億円増の10億円を計上した
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ことから、これも大型の予算規模となった要因

となっております。 

  主な事業内容でありますが、現在、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により地域経済が長期

にわたり低迷していることから、地域の経済を

活性化させるため、全市民に対しまして１人当

たり5,000円の商品券を発行し、景気の下支え

を行ってまいります。 

  今年度、コロナ禍により残念ながら中止とな

った新庄まつりでありますが、令和３年度は感

染症対策に配慮しながら安全安心に開催するた

め、令和３年度限りの措置として実行委員会へ

の負担金を1,000万円増額して対応してまいり

ます。 

  第１期工事が完了したエコロジーガーデンに

つきましては、今後の利活用として、道の駅登

録に向けた関係機関との協議調整を行うための

準備費を計上しております。 

  令和３年度はいよいよ明倫学園が開校いたし

ますが、開校に向けた準備経費を計上するとと

もに、沼田小、北辰小及び明倫中学校に係る経

費を義務教育学校費へ振り替えるなど、開校後

の学校運営に支障を来すことがないよう予算を

編成しております。 

  また、今年度は豪雪となりましたが、雪に強

いまちづくりをさらに推し進めるために、沖の

町・中山町線ほか流雪溝整備、金沢地区流雪溝

用水導入事業に加え、令和３年度は桧町地区の

流雪溝整備に着手するなど、全体として安全安

心に暮らせる住みよい地域社会を作っていくこ

とを基本とした予算となっております。 

  以上、当初予算編成の概要について御説明申

し上げましたが、一般会計の詳細及び４特別会

計については財政課長に、水道事業会計及び下

水道事業会計については上下水道課長に説明さ

せますので、御審議いただき、御決定ください

ますようお願い申し上げます。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

   （平向真也財政課長登壇） 

平向真也財政課長 それでは、議案第８号から議

案第12号まで御説明いたします。 

  予算書の１ページをお開きください。 

  議案第８号令和３年度一般会計予算でござい

ます。 

  一般会計の予算総額は、第１条のとおり、歳

入歳出それぞれ190億1,700万円となり、前年度

比４億4,800万円、2.3％の減となっております。 

  第２条と第３条につきましては、後ほど御説

明いたします。 

  第４条一時借入金と第５条歳出予算の流用に

つきましては、前年度と同じ内容でございます。 

  ２ページから６ページまでの第１表歳入歳出

予算につきましては、後ほど御確認いただきた

いと思います。 

  ７ページをお開きください。 

  第２表債務負担行為でございますが、明倫中

学校施設解体事業を新たに債務負担行為として

設定するものでございます。期間につきまして

は令和４年度、限度額を１億2,553万2,000円と

してございます。 

  第３表地方債でございますが、県営土地改良

事業をはじめとする12件でございます。令和３

年度の起債総額としましては18億2,970万円と

なり、前年度比で11億2,970万円の減となって

おります。 

  次に、歳入の主なものについて御説明いたし

ます。11ページをお開きください。 

  初めに、１款市税でございますが、個人市民

税が5,718万8,000円の減、法人市民税が7,051

万1,000円の減、12ページになりますが、固定

資産税が家屋の減などにより6,231万7,000円の

減となってございます。一方で、14ページにな

りますが、市たばこ税につきましては、増税の

影響により4,865万円の増となっております。 

  １款の合計額は43億92万6,000円、前年度比

で１億4,802万5,000円の減となってございます。 



- 40 - 

  次に、14ページ下段の２款地方譲与税から16

ページの10款地方特例交付金までにつきまして

は、令和２年度の決算見込み、それから令和３

年度の国の地方財政計画上での伸び率を勘案し

て計上してございます。 

  16ページを御覧ください。 

  11款地方交付税でございますが、地方財政計

画の伸び率や事業費補正などを考慮し、前年度

比で１億9,200万円増の45億3,500万円としてご

ざいます。 

  17ページからの13款分担金及び負担金は、前

年度比1,453万4,000円の減、14款使用料及び手

数料は756万5,000円の減としてございます。 

  次に、20ページをお開きください。 

  15款国庫支出金でございますが、款全体では

26億817万9,000円となり、前年度比で１億

9,150万1,000円の減となっております。 

  21ページになりますが、新型コロナウイルス

ワクチン接種事業に係る負担金補助金が9,688

万9,000円の増、道路流雪溝整備に係る社会資

本整備総合交付金などの５目土木費国庫補助金

が１億7,806万円の増となった一方で、最も大

きな減少要因といたしまして、明倫学園建設に

係る負担金補助金が４億4,536万2,000円の減と

なってございます。 

  続きまして、23ページを御覧ください。 

  16款県支出金につきましては、15億2,315万

8,000円、前年度比で430万3,000円の減となり、

おおむね前年度と同額となってございます。森

林・林業再生基盤づくり交付金が2,013万4,000

円の減、住宅リフォーム総合支援事業費補助金

が2,059万円の減、山形県知事選挙委託金が

2,042万7,000円の減などとなった一方で、25ペ

ージになりますが、畜産経営競争力強化支援事

業費補助金が3,799万6,000円の増、産地生産基

盤パワーアップ事業費補助金が4,478万円の増

などとなったことから、結果としまして前年度

と同程度の額となったものでございます。 

  次に、27ページをお開きください。 

  18款寄附金につきましては、今年度のふるさ

納税の寄附実績を勘案しまして、８億円増の10

億円とするものでございます。 

  次に、28ページを御覧ください。 

  19款繰入金につきましては、６億1,705万

8,000円、前年度比で1,344万5,000円の減とな

っておりますが、明倫学園その他の大規模建設

事業の財源といたしまして財政調整基金及び市

有施設整備基金よりそれぞれ１億5,000万円、

またコロナ禍における地域経済対策事業などの

財源としましてまちづくり応援基金より２億

8,000万円の繰入れを計上してございます。 

  30ページを御覧ください。 

  22款市債でございますが、総額では18億

2,970万円となり、前年度比で11億2,970万円の

減となっております。要因といたしましては、

明倫学園建設事業に充てます義務教育学校建設

事業債が大幅に減少したことが大きな要因とな

ってございます。 

  以上、歳入について御説明申し上げましたが、

市税、地方交付税などの一般財源の総額は112

億1,444万1,000円となり、２億4,624万4,000円

の増額となってございます。 

  次に、歳出の主なものについて御説明いたし

ます。32ページをお開きください。 

  １款議会費でございますが、１億8,455万円

となり、前年度比で661万8,000円、率にして

1.0％の増となっております。 

  33ページからの２款総務費でございますが、

24億5,904万4,000円となり、前年度比で６億

8,263万円、率にして38.4％の大幅増となって

ございます。 

  １項１目一般管理費でございますが、令和２

年度退職者と令和３年度新規採用者との差額分

や会計間の移動に伴う職員給与費をここで措置

しておりますが、１目全体で5,933万円の減と

なります。なお、一般会計における人件費につ
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きましては、前年度比で2,516万8,000円の減と

なってございます。また、特別職と一般職の給

与費につきましては116ページ以降に記載して

ございますので、後ほど御覧いただきたいと思

います。 

  続きまして、37ページをお開きください。 

  ７目企画費の企画調整事業費のうち報償費の

140万円でございますが、こちらにつきまして

は市出身学生生活応援事業としまして、市外に

進学する学生に対して特産品を送る経費でござ

いまして、市外における特産品のアピールとコ

ロナ禍における生活応援を行うため、新たに計

上した費用となってございます。また、めくっ

ていただきまして38ページの上段になりますが、

結婚新生活支援事業補助金につきましては、新

婚世帯に対し結婚に伴う新生活に係る費用の支

援を行うもので、新たに450万円を計上してご

ざいます。さらに、７目企画費におきましては、

ふるさと納税事業費のほか、歴史的風致を生か

したまちづくりを推進していくための事業費を

新たに盛り込んでおります。 

  ページが飛びまして、46ページをお開きくだ

さい。 

  ４項選挙費につきましては、令和３年度執行

予定の衆議院議員選挙に係る経費を計上してお

ります。 

  次に、49ページを御覧ください。 

  ３款民生費でございますが、款全体で58億

6,013万6,000円となり、前年度比で6,696万

7,000円、率にして1.1％の減となってございま

す。 

  52ページを御覧ください。 

  ４目障害者自立支援費は、介護給付費、訓練

等給付費が前年度より2,412万6,000円増の８億

5,634万9,000円となっております。 

  また、53ページの５目老人福祉費には前年度

に引き続き地域福祉基金積立金2,000万3,000円

を計上し、54ページの６目介護保険費には介護

保険事業特別会計への繰出金５億4,009万5,000

円を計上しております。 

  １項社会福祉費全体では3,846万4,000円の増

となってございます。 

  同じく54ページからの２項児童福祉費につき

ましては、明倫学園併設及び新庄小学校併設の

放課後児童クラブの工事請負費が減額となった

ことから、前年度比で9,907万7,000円の減とな

っております。 

  主な事業といたしまして、55ページ上段にご

ざいます第３子以降児童保育料免除及び国基準

の第２子に該当しない児童の保育料を半額免除

いたします第２子児童保育料半額免除事業費補

助金につきましては、対象児の減により合わせ

て323万7,000円の減となっております。また、

56ページになりますが、子ども・子育て支援新

制度事業費につきましては、民間立保育所保育

実施業務委託料として前年度比で259万6,000円

減の４億7,061万2,000円を計上し、57ページ上

段の施設型給付費には1,261万2,000円増の５億

383万2,000円を計上しております。 

  同じく57ページの２目児童母子措置費が前年

度比で2,512万6,000円の減となっておりますが、

こちらは児童手当給付費の減が主な要因となっ

ております。 

  なお、児童母子措置事業費のうち修繕料265

万5,000円につきましては、児童福祉法に基づ

き設置いたします児童及び妊産婦の福祉に関し

て必要な支援を行うための拠点を庁舎内に設置

するための改修経費でございます。 

  児童福祉費全体にわたり子育て支援の様々な

施策展開に資する予算を計上してございます。 

  次に、61ページからになりますが、４款衛生

費は款全体で12億3,549万3,000円となり、前年

度比で9,182万6,000円、率にして8.0％の増と

なってございます。 

  62ページを御覧ください。 

  １目保健衛生総務費では、新型コロナウイル
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スワクチン接種事業費につきまして、今年度に

引き続き速やかにワクチン接種に取り組むため

の費用9,688万9,000円を計上してございます。 

  また、64ページからになりますが、６目環境

衛生費では、町なかの公衆衛生と利用者の利便

性向上を目的として、老朽化した横町の公衆ト

イレの改修工事費961万1,000円を計上してござ

います。 

  続きまして、66ページを御覧ください。 

  ２項清掃費のうち２目塵芥処理費でございま

すが、433万6,000円の増となっております。こ

れにつきましては、最上広域分担金の増などに

よるものでございます。 

  次に、67ページ下段の５款労働費でございま

すが、2,013万8,000円で前年度と同額となって

おります。勤労者生活安定資金預託金2,000万

円が主な内容となってございます。 

  続いて、68ページからの６款農林水産業費で

ございます。款全体で９億3,071万7,000円とな

り、前年度比で4,685万6,000円、率にして

5.3％の増となってございます。 

  70ページの上段になりますが、１項３目農業

振興費のうち、今年度コロナ禍により延期とな

りました全国ねぎサミット実行委員会への負担

金720万円を改めて計上してございます。 

  71ページを御覧いただきますと４目畜産業費

が5,004万3,000円の増となっておりますが、畜

産経営競争力強化支援事業費補助金の増が主な

要因となっております。 

  また、５目農地費の土地改良事業費におきま

しては、畑地区の土地改良事業費が新たに770

万円ほど増となっております。 

  75ページをお開きください。 

  ２項１目林業振興費が1,859万2,000円の減と

なっておりますが、これにつきましては森林・

林業再生基盤づくり交付金の減が主な要因とな

ってございます。 

  続きまして、76ページからの７款商工費でご

ざいます。款全体で14億4,395万8,000円となり、

前年度比で１億3,068万2,000円、率にして

10.0％の増となってございます。 

  １項２目商工振興費でございますが、77ペー

ジの金融対策事業費におきまして、コロナ禍に

おける中小企業への支援策として利子補給金

5,310万8,000円を新たに計上しております。 

  78ページをお開きください。 

  ３目観光費におきましては、１億2,369万

6,000円の減となっておりますが、こちらはエ

コロジーガーデンの耐震補強改修工事の減が主

な要因となっております。観光費のうち79ペー

ジの上段にあります新庄まつり実行委員会負担

金でございますが、今年度中止となった新庄ま

つりにつきまして、令和３年度はコロナウイル

スの感染症対策をしっかりと講じながら安全安

心に祭りを楽しんでいただけるよう負担金を例

年より1,000万円増額した3,800万円の予算を計

上しております。この1,000万円の増額分の財

源といたしましては、まつり振興基金からの繰

入金を活用するものでございます。 

  82ページをお開きください。 

  ５目の新型コロナウイルス対策費につきまし

ては、コロナ禍において今年度様々な経済対策

を実施している科目でございますが、令和３年

度は１億9,012万円を計上してございます。内

容といたしましては、今年度に引き続き実施い

たしますやまがたGo To Eat キャンペーン登録

事業者応援給付金900万円と新たに実施いたし

ます地域経済活性化商品券発行事業費１億

8,104万9,000円でございます。これにつきまし

ては、コロナ禍により停滞している地域経済を

活性化させるため、全市民を対象に１人当たり

5,000円の商品券を発行するものでございます。 

  次に、83ページの８款土木費でございますが、

款全体で19億1,332万4,000円となり、前年度比

で5,045万1,000円、率にして2.7％の増でござ

います。 
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  84ページを御覧ください。 

  ２項２目道路維持費につきましては、１億

6,856万5,000円の増となっております。要因と

いたしましては、85ページになりますが、道路

長寿命化事業費の工事請負費が9,140万円の増、

さらに橋梁長寿命化事業費が法定点検業務委託

などを含めまして4,694万5,000円の増となった

ことなどによるものでございます。 

  また、３目道路新設改良費は1,757万2,000円

の減となっておりますが、単独事業の減少分が

要因となってございます。 

  86ページを御覧ください。 

  ４項１目都市計画総務費は1,198万3,000円の

減となっておりますが、87ページの住宅リフォ

ーム総合支援事業費補助金につきまして県の補

助金が大幅減となったことから、事業規模を縮

小して実施するため減額となるものでございま

す。また、道の駅登録候補協議書作成業務委託

料として100万円を計上しておりますが、これ

につきましてはエコロジーガーデンの活用整備

に併せ、道の駅登録に向けた協議を進めるため

の資料を作成する経費となってございます。 

  次に、88ページを御覧ください。 

  ５項１目住宅管理費につきましては、公営住

宅改善事業として、小桧室団地の屋根改修工事

費や89ページの定住促進住宅改善事業として定

住促進住宅３号棟の外壁改修等の工事費合わせ

て１億2,486万円を計上しております。 

  ６項１目除排雪費につきましては、90ページ

中段になりますが、道路に係る除排雪業務委託

料と除排雪車の借上料合わせて2,900万円を計

上してございます。 

  また、２目雪総合対策費におきましては、流

雪溝整備事業などに係る経費として、総額１億

9,836万9,000円を計上し、雪に強い安全で快適

なまちづくりをさらに推進してまいります。 

  次に、91ページからの９款消防費でございま

す。款全体で６億8,081万2,000円となり、前年

度比で3,367万1,000円、率にして5.2％の増と

なってございます。 

  １項２目非常備消防費が1,691万2,000円の増

となっておりますが、こちらは92ページ中段の

備品購入費2,704万4,000円のうち全消防団員の

活動服の整備費2,388万円が増加の要因となっ

ております。 

  そのほかの内容といたしましては、93ページ

の３目消防施設費におきまして、今年度に引き

続き老朽化している小型動力ポンプ積載車と小

型動力ポンプの更新費用を計上しております。 

  続きまして、94ページからの10款教育費でご

ざいます。款全体で27億8,061万4,000円となり、

前年度比で14億3,764万2,000円、率にして

34.1％の減となってございます。 

  95ページの１項２目事務局費が2,104万2,000

円の減となっておりますが、これにつきまして

は今年度のスクールバス購入に係る予算が減少

したことが要因となってございます。 

  また、教育費全体を通しまして、２項小学校

費及び３項中学校費並びに４項義務教育学校費

におきましては、沼田小学校、北辰小学校及び

明倫中学校で用意していた経費を減じて義務教

育学校費に持ってくるなど、明倫学園の開校に

伴う予算の組替えを行ってございます。 

  次に、ページが飛びますが、104ページをお

開きください。 

  ４項４目学校建設費には、明倫学園の建設に

係る経費及び開校に要する経費として13億

6,032万8,000円を計上しております。今年度に

引き続き行う体育館棟の建設工事に加え、旧校

舎の解体に係る費用を計上してございます。 

  次に、105ページからの５項社会教育費でご

ざいます。 

  106ページになりますが、２目市民プラザ費

におきましては、老朽化したエレベーターの改

修工事費を計上してございます。 

  108ページを御覧ください。 
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  ６目文化財保護費には、新たに旧雪調現況調

査及び耐震診断業務委託料285万6,000円を計上

しておりますが、こちらは今年度策定いたしま

した保存活用方針に基づきまして、より具体的

な内容について調査検討していくものでござい

ます。また、引き続き実施いたします新庄藩主

戸沢家墓所の保存修理工事費として工事及び管

理委託合わせまして804万円増の2,445万円を計

上しております。 

  109ページの７目旧矢作家住宅管理費には、

矢作家住宅の耐震診断及び補強案の作成業務に

係る委託料800万円を計上し、今後の保存改修

事業の準備を行うものでございます。 

  同じく109ページの８目ふるさと歴史センタ

ー費でございますが、今年度債務負担行為を設

定して実施しております空調設備改修に係る工

事請負費4,000万円を計上しております。 

  111ページを御覧ください。 

  11目社会体育費には、延期となっております

東京オリンピックの聖火リレー実施に係る負担

金を改めて計上しております。 

  112ページを御覧ください。 

  12目体育施設費につきましては1,883万9,000

円の増となっておりますが、修繕料2,479万

9,000円のうち市陸上競技場の公認期間満了に

伴う４種公認の更新を行うため、ルール変更や

劣化に伴う施設の修繕費として1,026万3,000円

の費用を見込んでおります。また、体育館に向

かう進入路、坂道の部分になりますが、融雪シ

ステム故障のための更新工事費935万円を計上

してございます。 

  次に、113ページの11款災害復旧費につきま

しては408万円となり、320万2,000円の増とな

っております。令和２年７月豪雨災害における

小規模農地等の災害復旧事業におきまして、ま

だ申請されていない農家の方を支援するため計

上するものでございます。 

  続きまして、114ページの12款公債費でござ

いますが、14億8,413万3,000円となり、1,067

万3,000円、率にして0.7％の増となってござい

ます。 

  以上で一般会計の説明を終わりまして、特別

会計に入らせていただきます。 

  133ページをお開きください。 

  議案第９号国民健康保険事業特別会計でござ

います。 

  歳入歳出予算の総額は30億9,630万2,000円と

なり、前年度比で6,148万3,000円、率にして

1.9％の減となっております。 

  第２条一時借入金と第３条歳出予算の流用に

ついては、前年度と同様の内容でございます。 

  139ページをお開きください。 

  歳入でございますが、１款国民健康保険税は

６億5,697万4,000円を計上し、前年度比で

1,786万8,000円の減となってございます。 

  140ページを御覧ください。 

  ３款県支出金の保険給付費等交付金につきま

しては、21億9,561万3,000円、前年度比で17万

9,000円の微減となり、ほぼ同程度の額となっ

ております。 

  ５款繰入金につきましては、一般会計繰入金

が２億2,765万4,000円、前年度比で290万4,000

円の増となっております。 

  次に、歳出でございますが、143ページから

の２款保険給付費につきましては、款全体で21

億6,941万6,000円となり、前年度比で106万

9,000円の微減となっております。 

  また、146ページからになりますが、３款国

民健康保険事業費納付金につきましては、県へ

の納付金として計８億4,982万7,000円を計上し

ておりますが、前年度比で5,974万円の減とな

っております。 

  続きまして、153ページをお開きください。 

  議案第10号交通災害共済事業特別会計でござ

います。 

  歳入歳出予算額は567万2,000円となり、前年
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度比で１万9,000円、率にして0.3％の減でござ

います。 

  歳入歳出の明細につきましては、156ページ

から記載しておりますが、内容といたしまして

はほぼ今年度と同様となってございます。 

  次に、161ページをお開きください。 

  議案第11号介護保険事業特別会計でございま

す。 

  歳入歳出予算額は37億8,684万3,000円となり、

前年度比で１億3,285万4,000円、率にして

3.4％の減でございます。 

  第２条の歳出予算の流用につきましては、国

保会計と同様に保険給付費内に限定するもので

ございます。 

  169ページをお開きください。 

  歳入でございますが、１款保険料は７億

8,187万8,000円、前年度比で1,218万5,000円の

増としております。 

  ４款国庫支出金につきましては、１項、２項

合わせまして９億1,399万8,000円、前年度比で

3,490万6,000円の減となり、さらに170ページ

になりますが、５款支払基金交付金、６款県支

出金及び171ページの８款繰入金のいずれも前

年度比減となっております。 

  こちらは歳出の175ページからになりますが、

２款保険給付費におきまして各サービス等給付

費の合計が35億3,964万円となり、前年度比で

１億3,425万3,000円減少したことによるもので

ございます。 

  最後になりますが、189ページをお開きくだ

さい。 

  議案第12号後期高齢者医療事業特別会計でご

ざいます。 

  歳入歳出予算額は４億5,017万7,000円となり、

前年度比で2,041万9,000円、率にして4.3％の

減となってございます。 

  194ページをお開きください。 

  歳入でございますが、１款保険料及び３款繰

入金ともに減少しておりますが、197ページに

なりますが、歳出の３款後期高齢者医療広域連

合納付金を2,113万6,000円の減と見込んだため、

これに応じて歳入も減となるものでございます。 

  以上で、令和３年度の一般会計及び特別会計

予算案の説明を終わらせていただきます。 

  御審議の上、御可決賜りますようよろしくお

願いいたします。 

下山准一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午後０時０６分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  上下水道課長荒澤精也君。 

   （荒澤精也上下水道課長登壇） 

荒澤精也上下水道課長 それでは、議案第13号令

和３年度新庄市水道事業会計予算及び議案第14

号令和３年度新庄市下水道事業会計予算につき

まして、別冊の令和３年度新庄市上下水道事業

予算書により御説明申し上げます。 

  初めに、１ページをお開きください。 

  議案第13号令和３年度新庄市水道事業会計予

算でございます。 

  第１条令和３年度新庄市水道事業会計予算は、

次に定めるところによります。 

  第２条業務の予定量は、次のとおりといたし

ます。第１号給水件数は１万4,290件、第２号

年間総給水量は377万5,195立方メートル、第３

号１日平均給水量は１万343立方メートル、第

４号の主要な事業として建設改良事業費が１億

4,207万8,000円でございます。 

  続きまして、第３条収益的収入及び支出の予

定額でございます。 

  収入の第１款水道事業収益は10億9,451万

8,000円を見込んでおります。 

  次に、支出の第１款水道事業費用は10億
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7,279万5,000円を見込んでおります。 

  続きまして、第４条資本的収入及び支出の予

算額でございます。２ページをお開きください。 

  収入の第１款資本的収入は4,632万4,000円を

見込んでおります。 

  次に、支出の第１款資本的支出は３億8,909

万8,000円を見込んでおります。 

  なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額３億4,277万4,000円は、過年度損益勘

定留保資金等で補塡してまいります。 

  続きまして、第５条予定支出の各項の経費の

金額を流用することのできる場合は、営業費用

と営業外費用との間とします。 

  第６条議会の議決を経なければ流用すること

のできない経費としては、第１号の職員給与費

5,984万8,000円、第２号公債費１万円とします。 

  第７条他会計からの補助金として、統合水道

利子償還等のため、一般会計から水道事業会計

へ補助を受ける金額は519万5,000円とします。 

  第８条棚卸資産の購入限度額は874万3,000円

とします。 

  次に、予算実施計画について御説明申し上げ

ます。３ページをお開きください。 

  初めに、収益的収入及び支出でございますが、

収入の第１款第１項営業収益は９億3,187万

2,000円で、内容としましては給水収益その他

の営業収益などでございます。第２項営業外収

益は１億6,264万4,000円で、内容としましては

他会計補助金、他会計負担金などでございます。 

  続きまして、４ページから７ページまでの収

益的支出でございます。 

  初めに、４ページをお開きください。 

  第１款第１項営業費用は10億970万8,000円で、

内容としましては原水及び浄水費、給水及び配

水費、業務及び総掛費、減価償却費などでござ

います。 

  続きまして、６ページをお開きください。 

  第２項営業外費用は5,981万8,000円で、内容

としましては企業債支払利息、消費税及び地方

消費税などでございます。 

  続きまして、８ページをお開きください。 

  資本的収入及び支出について御説明申し上げ

ます。 

  収入の第１款第２項負担金は1,102万円で、

内容としましては工事負担金及び他会計負担金

でございます。 

  第３項補助金は550万円で、内容としまして

は管路耐震化のための緊急時給水拠点確保等事

業費国庫補助金でございます。 

  第４項の出資金は2,980万2,000円で、内容と

しましては統合水道元金償還のため一般会計か

ら出資金を受けるものでございます。 

  次に、支出ですが、第１款第１項建設改良費

は１億4,207万8,000円で、内容としましては管

路布設替えのための工事費等でございます。 

  ９ページを御覧ください。 

  第２項の企業債償還金につきましては２億

4,701万9,000円でございます。 

  10ページをお開きください。 

  令和３年度の現金の流れを示した予定キャッ

シュフロー計算書でございます。 

  11ページから13ページには給与費明細書、14

ページ及び15ページには令和３年度の予定貸借

対照表、16ページ及び17ページには令和２年度

の予定貸借対照表、また18ページには令和２年

度の予定損益計算書、19ページには会計方針、

会計書類における注記を記載しておりますので、

御覧いただければと思います。 

  以上、令和３年度の新庄市水道事業会計予算

についての御説明でございました。 

  次に、議案第14号令和３年度新庄市下水道事

業会計予算でございます。 

  予算書の20ページをお開きください。 

  第１条令和３年度新庄市下水道事業会計予算

は次に定めるところによります。 

  第２条業務の予定量は、次のとおりといたし
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ます。公共下水道事業については、第１号接続

戸数は7,935件、第２号年間総排水量は236万

540立方メートル、第３号１日平均排水量は

6,467立方メートル、第４号の主要な事業とし

て建設改良事業費が２億663万8,000円でござい

ます。農業集落排水事業について、第１号接続

戸数は484件、第２号年間総排水量は31万6,801

立方トートル、第３号１日平均排水量は868立

方メートルでございます。 

  続きまして、第３条収益的収入及び支出の予

定額でございます。 

  公共下水道事業の収入の第１款下水道事業収

益は９億3,703万1,000円を見込んでおります。

次に農業集落排水事業の収入の第１款下水道事

業収益は9,184万2,000円を見込んでおります。 

  続きまして、21ページをお開きください。 

  公共下水道事業の支出の第１款下水道事業費

用は９億2,414万5,000円を見込んでおります。

次に農業集落排水事業の支出の第１款下水道事

業費用は9,184万2,000円を見込んでおります。 

  続きまして、第４条資本的収入及び支出の予

算額でございます。 

  公共下水道事業の収入の第１款資本的収入は

５億112万4,000円を見込んでおります。次に農

業集落排水事業の収入の第１款資本的収入は

1,694万円を見込んでおります。 

  続きまして、22ページを御覧ください。 

  公共下水道事業の支出の第１款資本的支出は

７億8,074万9,000円を見込んでおります。次に

農業集落排水事業の支出の第１款資本的支出は

3,529万1,000円を見込んでおります。 

  なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額２億9,797万6,000円は、当年度損益勘

定留保資金等で補塡してまいります。 

  続きまして、第５条水洗便所改造等資金利子

補給については、令和４年度から令和８年度ま

での期間で融資総額300万円の融資残高に対し

年1.20％以内の割合で計算した額を限度額とし

ます。 

  第６条公共下水道事業の企業債について記載

してございます。 

  第７条一時借入金の限度額は５億円とします。 

  第８条予定支出の各項の経費の金額を流用す

ることのできる場合は、営業費用と営業外費用

との間とします。 

  続きまして、23ページをお開きください。 

  第９条議会の議決を経なければ流用すること

のできない経費としては、第１号の職員給与費

6,450万5,000円とします。 

  第10条他会計からの補助金として、総務省基

準に基づく繰入金など、一般会計から下水道事

業会計へ補助を受ける金額は３億1,543万6,000

円とします。 

  次に、予算実施計画について御説明申し上げ

ます。24ページをお開きください。 

  初めに、公共下水道事業について御説明いた

します。 

  収益的収入及び支出でございますが、収入の

第１款第１項営業収益は３億6,504万2,000円で、

内容としましては下水道使用料とその他の営業

収益でございます。 

  第２項営業外収益は５億7,198万9,000円で、

内容といたしまして他会計補助金のほか長期前

受金戻入などでございます。 

  続きまして、25ページから28ページまでの収

益的支出でございます。初めに25ページをお開

きください。 

  第１款第１項営業費用は８億3,350万円で、

内容といたしましては管渠費、雨水管渠費、処

理場費、普及費、業務及び総掛費、減価償却費

などでございます。 

  27ページをお開きください。 

  第２項営業外費用は8,899万9,000円で、内容

といたしましては企業債支払利息、消費税及び

地方消費税などでございます。 

  続きまして、29ページをお開きください。 
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  資本的収入及び支出について御説明申し上げ

ます。 

  収入の第１款第１項企業債は２億3,730万円

で、内容といたしましては建設改良事業に伴う

企業債でございます。 

  第２項補助金は9,300万円で、内容といたし

ましては建設改良事業に伴う社会資本整備総合

交付金等でございます。 

  第３項出資金は１億6,300万円で、これは下

水道事業元金償還金等のため、一般会計から出

資金を受けるものでございます。 

  第４項負担金は782万4,000円で、内容といた

しまして建設改良事業に伴う受益者負担金等で

ございます。 

  30ページを御覧ください。 

  次に、支出ですが、第１款第１項建設改良費

は２億663万8,000円で、内容といたしましては

管渠工事費等でございます。 

  第２項企業債償還金につきましては５億

7,411万円でございます。 

  続きまして、31ページをお開きください。 

  農業集落排水事業について御説明いたします。 

  収益的収入及び支出でございますが、第１款

第１項営業収益は1,958万3,000円で、内容とい

たしましては農集排使用料とその他の営業収益

でございます。 

  第２項営業外収益は7,225万9,000円で、内容

といたしまして他会計補助金と長期前受金戻入

でございます。 

  続きまして、収益的支出でございます。 

  第１款第１項営業費用は8,587万3,000円で、

内容といたしまして管渠費、処理場費、業務及

び総掛費、減価償却費などでございます。 

  32ページを御覧ください。 

  第２項営業外費用は590万8,000円で、内容と

いたしまして企業債支払利息、消費税及び地方

消費税などでございます。 

  続きまして、33ページをお開きください。 

  資本的収入及び支出について御説明申し上げ

ます。 

  収入の第１款第２項出資金は1,693万8,000円

で、これは農業集落排水事業元金償還金等のた

め、一般会計から出資金を受けるものでござい

ます。 

  次に、支出ですが、第１款第２項企業債償還

金は3,529万円でございます。 

  34ページ及び35ページには令和３年度の現金

の流れを示した予定キャッシュフロー計算書を

記載してございます。36ページから38ページま

では給与費明細書、39ページには債務負担行為

に関する調書、また41ページから48ページには

令和３年度の予定貸借対照表及び令和２年度の

予定貸借対照表、49ページ、50ページには令和

２年度の予定損益計算書、51ページ、52ページ

には会計方針、会計書類における注記を記載し

ておりますので、御覧いただきたいと思います。 

  以上、令和３年度新庄市上下水道事業予算に

ついて御説明申し上げました。 

  御審議の上、御可決くださいますようよろし

くお願い申し上げます。 

 

 

日程第１５予算特別委員会の設置 

 

 

下山准一議長 日程第15予算特別委員会の設置を

議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第８号令和３年度新庄市一般会計予算か

ら議案第14号令和３年度新庄市下水道事業会計

予算までの令和３年度の各予算を審査するため、

委員会条例第６条第１項の規定により予算特別

委員会を設置したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、
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予算特別委員会を設置することに決しました。 

 

 

予算特別委員会委員の選任 

 

 

下山准一議長 これより、ただいま設置されまし

た予算特別委員会委員の選任を行います。 

  お諮りいたします。 

  予算特別委員会委員の選任につきましては、

委員会条例第８条第１項の規定により、議長に

おいて全議員を指名したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

全議員を予算特別委員会の委員に選任すること

に決しました。 

  なお、委員会条例第10条第１項の規定に基づ

き、本日の本会議終了後、この議場において予

算特別委員会を開催し、委員長の互選を行って

いただきますので、御参集方よろしくお願いい

たします。 

 

 

議案７件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第16議案第18号鮭川村村営バ

スの設置及び管理に関する協定の変更に係る協

議についてから日程第22議案第24号新庄市エコ

ロジーガーデン設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例についてまでの議案７件を会

議規則第35条の規定により一括議題にしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第18号鮭川村村営バスの設置及び管理に関

する協定の変更に係る協議についてから議案第

24号新庄市エコロジーガーデン設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例についてまで

の議案７件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第18号鮭川村村営

バスの設置及び管理に関する協定の変更に係る

協議について御説明申し上げます。 

  このたび新庄・最上定住自立圏形成に伴う次

期共生ビジョンを検討している中で、鮭川村と

のコミュニティバス運行事業における村営バス

経費の負担について、現在の乗車割合から距離

割合への変更の要請があり、これまで検討を進

めてまいりました。 

  負担金につきましては、これまで乗車割合で

積算しておりましたが、不特定多数の方が乗降

するため、利用者の特定が非常に困難であるこ

となどから、このたび負担金を積算する場合、

交通業界で一般的に使われている距離割合に変

更するものであります。 

  平成27年及び平成31年に鮭川村の条例が改正

され、利用料金の引下げ及び運行距離の延長が

行われております。この２点につきましても今

回併せて変更を行うものであります。 

  次に、議案第19号新庄市介護保険条例の一部

を改正する条例について御説明申し上げます。 

  本案は、第８期介護保険事業計画の策定に伴

い第１号被保険者の介護保険料を改定する必要

が生じたため、新庄市介護保険条例を改正する

ものであります。 

  介護保険料の改定内容につきましては、高齢

化の進展や介護サービス需要の高まり、地域包

括ケアシステムの充実などにより第７期の介護

保険料基準年額の７万4,400円を令和３年度か

ら令和５年度までの第８期では７万5,900円と

するものであり、２％の増額となります。 

  介護保険事業計画は３年ごとに策定しており
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ますが、団塊の世代が全て後期高齢者となる第

９期、その後の第10期まで見据え、保険料を算

定いたしました。 

  あわせて、寝たきり老人へのおむつ支給事業

について、令和３年度より市町村特別給付とし

て実施するための改正及び保険料の減免につい

て、大規模災害の発生時において期限までに申

請できない場合を想定し、期限を過ぎた場合に

も申請を可能とするための改正を行うものであ

ります。 

  施行日は、いずれも令和３年４月１日とする

ものであります。 

  次に、議案第20号新庄市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部を改正する条例について

御説明申し上げます。 

  本案は、指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準などの一部を改正す

る省令の施行に伴い、本市の指定地域密着型サ

ービス事業、指定地域密着型介護予防サービス

事業、指定介護予防支援等の事業及び指定居宅

介護支援等の事業に関する基準について、国の

定める基準と同様の改正を行うものであります。 

  主な改正の内容といたしましては、感染症や

災害への対応を強化することや、介護現場の職

場環境改善のため適切なハラスメント対策を行

うなどを事業者に義務づけるものであります。 

  また、指定居宅介護支援事業所においては、

保険者である市町村がケアプランを検証する新

たな仕組みを導入するとともに、本年３月31日

までとしていた管理者の資格要件に係る経過措

置を令和９年３月31日まで延長する改正を行う

ものであります。 

  施行日については令和３年４月１日とし、ケ

アプランの検証に係る改正については令和３年

10月１日とするものであります。 

  次に、議案第21号新庄市障がいのある人もな

い人も共に生きるまちづくり条例について御説

明申し上げます。 

  平成18年に国連で障害者の権利に関する条約

が採択されて以降、障害を理由とした差別をな

くし、障害がある人もない人もひとしく基本人

権を共有する社会を目指すことが国際的に求め

られてきました。 

  国内においても平成23年に障害者基本法が改

正され、その第４条で差別の禁止が規定され、

さらに平成25年には障害を理由とする差別の解

消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解

消法が成立し、平成28年４月から施行されてお

ります。 

  また、山形県においても平成28年に山形県障

がいのある人もない人も共に生きる社会づくり

条例が施行され、障害を理由とした差別を解消

するための法整備が徐々に進んできております。 

  しかしながら、依然として障害や障害のある

人に対する理解不足による偏見や差別が存在し、

これらに起因した障害への配慮が十分でない制

度や慣習など様々な社会的障壁により、障害の

ある人の日常生活や社会生活が制限されている

状況にあります。 

  本案は、障害を理由とする差別の解消の推進

に関する基本理念を定め、市の責務及び市民等

の役割を明らかにし、障害を理由とする差別の

解消に向けた施策を推進することにより、障害

の有無によって分け隔てられることなく、安心

して暮らしていくことができる共生社会の実現

に寄与することを目的として提案するものであ

ります。 

  施行日は公布の日とするものであります。 

  次に、議案第22号新庄市放課後児童クラブ施

設設置条例の一部を改正する条例について御説

明申し上げます。 

  改正の内容といたしましては、現在、新庄小

学校の小ホールを改修し整備を行っている放課

後児童クラブについて、名称を新庄放課後児童

クラブとし、新庄市城西町６番24号に設置する
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ものであります。 

  あわせて、北辰小学校の閉校に伴い、北辰学

童保育所を廃止するため、必要な改正を行うも

のであります。 

  これらの規定の施行日は令和３年４月１日と

いたします。 

  また、明倫学園の校舎棟と一体的に整備を行

っている放課後児童クラブについて、名称を明

倫放課後児童クラブとし、新庄市十日町2675番

地の３に設置するとともに、中央学童保育所を

廃止するため、必要な改正を行うものでありま

す。 

  これらの規定については、規則で定める日か

ら施行するものであります。 

  次に、議案第23号新庄市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例について御説明申し上げ

ます。 

  山形県国民健康保険運営方針では、県内全て

の市町村について令和５年度までに国民健康保

険税の算定方式を所得割、資産割、均等割、平

等割の４方式から資産割を除いた３方式に移行

することとされております。 

  本市においては、令和３年度からの移行に向

け、算定方式の変更や制度運営に関することに

ついて昨年12月に国民健康保険運営協議会に諮

問し、去る２月16日に答申をいただきました。 

  本案は、この答申を踏まえ、国民健康保険税

のうち資産割を廃止するとともに、所得割、均

等割及び平等割について税率を引き下げるため、

必要な改正を行うものであります。 

  あわせて、国民健康保険税の減免について、

大規模災害の発生時において期限までに申請で

きない場合を想定し、期限を過ぎた場合にも申

請を可能とするための改正を行うものでありま

す。 

  施行日は、いずれも令和３年４月１日とする

ものであります。 

  次に、議案第24号新庄市エコロジーガーデン

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について御説明申し上げます。 

  新庄市エコロジーガーデンにつきましては、

旧農林省蚕糸試験場新庄支場保存活用計画やエ

コロジーガーデン第４期利用計画に基づき、平

成29年度より第１期の耐震改修工事を進めてま

いりました。その最後となる旧第１蚕室の耐震

補強改修工事が完了することから、新たに供用

を開始する施設の名称、使用料等を定めるため、

必要な改正を行うとともに所要の規定の整備を

行うものであります。 

  主な改正の内容といたしましては、旧第１蚕

室の名称を文化交流施設とし、一般に貸し出す

施設として多目的ホール及び文化交流スペース

を新設するとともに、施設及び使用時間の区分

に応じ使用料を設定するものであります。 

  施行日は公布の日とし、文化交流施設の供用

開始の日は別に告示することといたします。 

  以上、御審議いただき、御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

下山准一議長 ただいま説明のありました議案７

件について総括質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案第19号の介護保険

条例についてです。 

  まず１つ目は、紙おむつの支給の内容を市特

別給付に変えるという中身ですが、市特別給付

とするとどのように変わり、どのような内容を

考えておられるのかお願いします。 

  ２つ目は、介護保険料の値上げの問題です。

今回値上げということですが、１期目と比較し

て2.47倍になります。この間、年金収入は上が

ったのでしょうか。給付内容は下がっているの

ではないでしょうか。また、介護保険料を25段

階にしたり、高額所得者にした場合、最大基準

額の何倍までできるのでしょうか。基準額を抑
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え、高所得者の保険料率を上げて、収入を補う

べきではないでしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議案第

19号、おむつ支給のところの御質問ですけれど

も、市町村特別給付というところで今度おむつ

支給事業をするわけですけれども、一番の違い

というのが財源の問題でございます。今までは

任意事業ということで、国・県、それから市の

一般会計も入りますけれども、公費が入ってい

たところですけれども、市町村特別給付で実施

いたしますと100％第１号保険料という財源に

なります。こちらにつきましては、平成27年か

ら国から任意事業での継続については一定の条

件を付して限定的に実施できるものとされてい

たんですけれども、第８期、来年度からはその

条件がなお厳しくなりまして、現状のサービス

をそのまま実施できなくなるということで、特

別給付に移行して行うものでございます。 

  第２点目の御質問です。第１期から比べると

2.47倍と急激に負担が増えているわけですけれ

ども、それに伴いましてサービスの内容につき

ましても充実したものとなっていると思ってお

ります。 

  ３点目の多段階化につきましては、高額所得

の方に対して何倍までというところについては

特に制限があるものではございません。市町村

で設定できるものとなっております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ただいまの紙おむつ支

給の在り方を第１号被保険者保険料で100％賄

うことになるというお話に驚きました。そうし

ますと、紙おむつの支給事業は拡大できるよう

になるのでしょうか。 

  例えば、ある方は要支援２でありますが、紙

おむつを月１万円余り使っているそうです。こ

れを使わずに生活することは困難です。これを

使っているために食費を大幅に減らさなければ

ならない、またこれを使えないとなると外出な

ど一切できない、そういう状態になり、日常生

活では困難になっていきます。 

  そういう意味で、紙おむつを使う方の立場に

立てば、これを使わずに生きることはできない、

これを使わないようになるということもほとん

ど考えられないような高齢者でありますので、

必要不可欠なものだと思います。そういう意味

では、本当はこういう高齢者にとって必要なも

のは、必要だという話があれば、どうぞと言っ

て支給できるようにすべきなんじゃないでしょ

うか。 

  この間、女性の生理用品について、無料とす

るニュージーランドの例とかフランスとか国に

よって、これは必ず必要なもの、お金がないた

めに買えないというようなことがあってはなら

ない、そういう立場から女性の生理用品の無料

化を進める国も出ております。 

  紙おむつについても、収入が少ない中で使わ

ざるを得ない、そういう方に対しては本当は無

料で支給すべきだと思うんですが、その点につ

いて改善できるのか、もう一度お願いします。 

  次に、介護保険料について、給付内容が充実

しているということもあって介護保険料を値上

げせざるを得ないというふうに感じましたけれ

ども、実際は特養ホームで見れば介護度３以上

でないと入所できない、しかも待機者は100人

と言われております。待機者は減ってはいない。

また、給付内容も、ヘルパーの利用時間を少な

くさせられ、あれ使って駄目、これ使って駄目

という立場で利用制限が行われ、非常に使いづ

らくなっているという利用者の声です。もちろ

んこれはヘルパーたちも働きづらくなっている

わけです。そういう中で、そういう点などを見
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ると給付内容は充実とは言えない。 

  そういう中でこんなに上がっている理由は何

なのか。どんな手だてが考えられるのか、お願

いしたいと思います。 

  また、県内他市の状況などがこの間示されま

したが、６市が据置きをしているという話でし

た。なぜ据置きができるのか。これは全国的な

ことでありますし、なぜ据置きできて、増額せ

ざるを得ない新庄市なのか、その違いは何なの

でしょうか。 

  それから、介護保険料の段階制については、

制限がないというお答えでした。であれば、私

は、最大上げられるだけ、高額所得者に対して

基準額の割合をこんなに低い状況ではなくて、

上げられるだけ上げて、所得に応じて介護保険

料を頂けるようにすべきではないのか。そうす

れば、基準額を抑えても、高所得者に保険料率

を上げて取るようにすれば収入が増えて補うこ

とができるのでないかと思うんですが、どうで

しょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 初めに、

おむつ支給でございますけれども、財源として

100％、１号保険料とお答えしましたけれども、

ここで保険者機能強化推進交付金がございまし

て、そちらは新しく創設されて３年目になりま

すけれども、その交付金が大体400万円ぐらい

あるということで、おむつの扶助費を賄うのに

十分な金額であることから、その交付金を財源

として充てたいと考えております。 

  それから、サービスが充実してないようなお

声を議員はお聞きになっているということでし

たけれども、ケアマネジャーを中心に、利用者

の方の立場に立った適切なケアプランというこ

とでそちらは対応していただいていると思って

いるところでございます。 

  それから、高額所得者の倍率を多くして、低

所得者に回したらいいのではないかという御提

案でございますけれども、同じような御提案を

全協でもお伺いしたところでございます。人数

としては圧倒的に低所得者のほうが多いという

ことで、効果としては数十円という単位になる

のではないかと思われます。それよりも、高額

所得者の方の納得感といいますか、不満といい

ますか、そちらが大きくなるようなことが懸念

されますので、次の計画のときに試算等でその

辺は活用させていただいて検討させていただき

たいと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 県内他市の保険料の状

況ですが、６市が据置きとなっております。そ

の理由はどういう理由なのかということを把握

しておられたらお願いします。 

  また、市独自の補助で介護保険料引下げが可

能ではないかと思いますが、その点についてど

うでしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 他市の

据置きの事情につきましては把握しておりませ

ん。 

  独自の引下げということでございますけれど

も、基金の取崩しをもってしたとしても、将来

的な急激な保険料の増大をなだらかにするとい

うことの理由で、今回は引下げまで、その分ま

で基金を投じることはできないということで、

計画的な基金の投入ということで今回の保険料

になったところでございます。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第２３議案及び請願の予算特

別委員会、各常任委員会付託 

 

 

下山准一議長 日程第23議案及び請願の予算特別

委員会、各常任委員会付託を行います。 

  議案及び請願の委員会付託につきましては、

お手元に配付しております付託案件表のとおり、

それぞれ所管の委員会に付託いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

令 和 ３ 年 ３ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

予 算 特 別 委 員 会 

議案（７件） 

○議案第 ８ 号令和３年度新庄市一般会計予算 

○議案第 ９ 号令和３年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

○議案第１０号令和３年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

○議案第１１号令和３年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

○議案第１２号令和３年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

○議案第１３号令和３年度新庄市水道事業会計予算 

○議案第１４号令和３年度新庄市下水道事業会計予算 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

議案（１件） 

請願（１件） 

○議案第１８号鮭川村村営バスの設置及び管理に関する協定の変更

に係る協議について 

○請願第１号「安全・安心で、ゆきとどいた教育実現につながる３

０人学級」の実現を求めることについての請願 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（６件） 

○議案第１９号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例について 

○議案第２０号新庄市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例につ

いて 

○議案第２１号新庄市障がいのある人もない人も共に生きるまちづ

くり条例について 

○議案第２２号新庄市放課後児童クラブ施設設置条例の一部を改正

する条例について 

○議案第２３号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついて 

○議案第２４号新庄市エコロジーガーデン設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例について 

 

 

議案６件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第24議案第２号令和２年度新

庄市一般会計補正予算（第13号）から日程第29
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議案第７号令和２年度新庄市下水道事業会計補

正予算（第３号）までの補正予算６件につきま

しては、会議規則第35条の規定により一括議題

にしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第２号令和２年度新庄市一般会計補正予算

（第13号）から議案第７号令和２年度新庄市下

水道事業会計補正予算（第３号）までの補正予

算６件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第２号から議案第

７号までの令和２年度新庄市一般会計及び特別

会計並びに水道及び下水道事業会計の補正予算

について御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第２号一般会計補

正予算でありますが、歳入歳出それぞれ8,239

万1,000円を追加し、補正後の予算総額を270億

9,132万8,000円とするものであります。 

  このたびの補正につきましては、全体を通し

まして職員給与費等の人件費の整理に加え、新

型コロナウイルス感染症の影響により休廃止ま

たは縮小した事業を中心に、各種事業の決算見

込みに相応した事業費の精査と財源の補正を行

うものであります。 

  加えて、歳出予算経費のうち年度内にその支

出が終わらない見込みのあるものについて、翌

年度に繰り越して使用することができるよう御

提案するものであります。 

  ６ページ、第２表繰越明許費についてであり

ますが、２款総務費のシステム改修事業や８款

土木費道路長寿命化事業、10款教育費明倫学園

建設事業など計８事業について、繰越しとする

ものでありますが、うち３事業が国の３次補正

予算の追加配分によるものとなっております。 

  ７ページの第３表におきましては、早期に事

業着手を行うための債務負担行為の追加を、ま

た８ページ、第４表におきましては、新たに減

収補塡債を追加するとともに、事業費の確定な

どによる各種市債の額の変更を行うものであり

ます。 

  12ページからの歳入についてでありますが、

１款の市税については各税目ごとに決算を見込

んだ補正を行うとともに、３款の利子割交付金

をはじめとした各種交付金につきましても交付

見込額に応じた補正を行うものであります。さ

らに、15款及び16款の国・県支出金並びに22款

市債等につきましても、事業費の精算に伴う補

正を行うものであります。 

  20ページからの歳出につきましては、各事業

費の確定に伴う費用の補正に加え、コロナ禍に

おける各種経済対策費について決算見込みに相

応した補正を行っております。また、２款総務

費では、全体的に財源を見込む中において財政

調整基金及び市有施設整備基金へ合わせて７億

3,000万円の積立金を補正計上しております。

８款においては国の３次補正予算に係る事業費

を増額補正しております。 

  新年度の事業展開の円滑な移行のためにも適

切な対応を要する補正内容を組ませていただい

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、43ページからの特別会計であり

ますが、議案第３号から議案第５号までの３つ

の特別会計補正予算及び議案第６号水道事業会

計補正予算並びに議案第７号下水道事業会計補

正予算につきましても、今年度のおのおのの事

業の総括などを図るために必要な予算の補正を

行うものであります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては財政課長及び上下水道課長

に説明させますので、御審議いただき、御決定

くださいますようお願い申し上げます。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 
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   （平向真也財政課長登壇） 

平向真也財政課長 それでは、議案第２号から議

案第５号までについて御説明いたします。 

  補正予算書の１ページをお開きください。 

  議案第２号一般会計補正予算（第13号）でご

ざいますが、歳入歳出それぞれ8,239万1,000円

を追加し、補正後の総額は270億9,132万8,000

円となります。 

  各款各項の補正予算額並びに補正後の額につ

きましては、２ページから５ページまでの第１

表歳入歳出予算補正を御確認いただきたいと思

います。 

  次に、６ページを御覧ください。 

  第２表繰越明許費補正でございますが、繰越

し予定事業につきましては全部で８事業でござ

います。 

  初めに、２款総務費のマイナンバー制度に係

るシステム改修事業につきましては、開発元か

らの年度内のシステム提供が間に合わないこと

から、財源とともに繰越しするものでございま

す。 

  ３款民生費の放課後児童クラブ整備事業及び

下段の10款教育費の明倫学園建設事業につきま

しては、先ほど請負契約の一部変更について御

決定いただきましたが、工期の延長に伴いまし

て繰越しとなるものでございます。 

  ８款土木費の道路長寿命化事業でございます

が、内容といたしましては市道の舗装工事のほ

か、国の３次補正予算により追加配分があった

ものとして道路の長寿命化計画の見直し業務委

託及び福田山線舗装補修工事となりますが、こ

れについては32ページの歳出予算に計上してお

りまして、これを全額繰越しとするものでござ

います。同様に、角沢松本線、一本柳檜葉沢線

の繰越しにつきましても、国の３次補正予算に

よるものでございまして、このたびの歳出予算

に計上するとともに、令和３年度に全額繰り越

して事業を行うものでございます。 

  続きまして、橋梁長寿命化事業につきまして

は、橋梁補修工事の発注時期と豪雨災害が重な

った影響で入札不調が相次ぎ、年度内の完成が

困難となったことから繰越しするものでござい

ます。 

  雪対策費の金沢地区ほか流雪溝用水導入事業

につきましては、県が事業主体となり、その約

２分の１を負担金で支出するものでございます

が、関係機関との調整に期間を要したことや追

加工事が必要となったことなどから工期に遅れ

が生じたため、繰り越して実施するものでござ

います。 

  ７ページの第３表債務負担行為補正でござい

ますが、地域経済活性化商品券発行事業につき

ましては、先ほど令和３年度当初予算において

も上程させていただきましたが、新型コロナウ

イルス感染症の影響により低迷している地域経

済を活性化させるため、全市民に商品券を配付

して消費喚起を促す事業となっております。本

事業につきましては、年度初めに速やかに各世

帯に商品券が行き渡るよう早期に事業着手する

ため、債務負担行為を設定するものでございま

す。 

  また、沼田小学校施設解体事業の内容につき

ましては、解体に係る測量設計業務委託であり

ますが、これにつきましても今後のスケジュー

ルに遅れが生じないよう早めに手続を行うため、

債務負担行為を設定するものでございます。 

  中小企業緊急災害等対策利子補給の債務負担

行為の変更につきましては、融資総額が確定し

たことに伴い、限度額の変更を行うものでござ

います。 

  続きまして、８ページからの第４表地方債補

正について御説明申し上げます。 

  初めに、新たに追加いたします減収補塡債に

つきましては、交付税の算定基礎であります基

準財政収入額に満たない分を補うために発行す

るものでございますが、今年度は新型コロナウ
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イルスの感染拡大による財政難に対応するため、

対象税目を追加して発行されるものでありまし

て、借入額のおおむね75％が交付税措置される

ことから、発行可能額の範囲で活用を図るもの

でございます。 

  また、地方債の変更につきましては事業費の

確定による変更が主なものでございまして、９

ページ下段の地方債の廃止につきましては交付

税措置のない市債を廃止するものでございます。 

  続きまして、12ページをお開きください。 

  歳入について御説明いたします。 

  市長からもございましたが、全体を通しまし

て職員給与費等人件費の整理と、新型コロナウ

イルス感染症の影響により休廃止または縮小を

余儀なくされた事業を中止に、各種事業につい

て決算見込みに対応した財源の補正を行ってご

ざいます。 

  １款市税の各目におきましては、決算見込み

を推計してそれぞれ必要な補正を行っておりま

す。 

  12ページから13ページにかけまして、３款利

子割交付金をはじめとした各種交付金につきま

しても、今年度の交付見込額に応じて必要な補

正を行うものでございます。 

  11款地方交付税につきましては、普通交付税

の今年度の交付決定額に合わせまして減額補正

するものでございます。 

  14ページ、14款の各種使用料でございますが、

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により各

種使用料が減収していることから減額補正を行

うものでございますが、特に夜間休日診療所使

用料の減収額が非常に大きく、コロナウイルス

による受診控えが顕著に現れたものと推察して

おります。 

  15款国庫支出金及び15ページからの16款県支

出金につきましては、事業費の確定や精査に伴

う負担金補助金などの増減を補正してございま

す。このうち15ページの上段になりますが、新

型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交

付金６億2,002万1,000円を予算化してございま

す。 

  18ページをお開きください。 

  18款寄附金につきましては、ふるさと納税寄

附金の１月までの実績を考慮し、今後の見込額

に合わせて減額補正するものでございます。 

  19款繰入金につきましては、今年度の当初予

算編成時の財源として市有施設整備基金２億

2,000万円を充てることとしておりましたが、

全体的な財源を見込む中でこれを充当しないこ

ととして減額するものでございます。 

  19ページの22款市債につきましては、第４表

地方債補正のところでも御説明申し上げました

が、減収補塡債を新たに追加するとともに、事

業費の確定による補正を行うものでございます。 

  続きまして、20ページからの歳出について御

説明いたします。 

  初めに、２款総務費でございますが、１項４

目財政管理費におきまして、このたびの補正予

算において全体的な財源を見込む中で、財政調

整基金に２億3,000万円、市有施設整備基金に

５億円の積立てを行うものでございます。７目

企画費では、歳入でも御説明いたしましたが、

ふるさと納税寄附金に係る経費につきまして減

額補正してございます。 

  次に、24ページをお開きください。 

  ３款民生費のうち１項５目老人福祉費の公有

財産購入費205万2,000円につきましては、土地

開発基金からの買戻し分の費用となりますが、

このほか次のページの児童行政事業費に480万

円、40ページの山屋セミナーハウスに25万

1,000円、合わせまして土地開発基金からの買

戻し分210万3,000円を計上してございます。 

  25ページ下段から26ページにかけまして、２

項４目児童館費には、このたびの豪雪に伴う児

童センター等の除排雪経費として指定管理委託

料を増額補正してございます。これにつきまし
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ては、26ページ下段の斎場指定管理委託料も同

様の内容でございます。 

  28ページから29ページにかけまして、６款農

林水産業費１項５目農地費の県営土地改良事業

費には、国の３次補正予算に伴う土地改良事業

の追加負担等を含め1,600万円を計上してござ

います。 

  次に、30ページをお開きください。 

  ２項１目林業振興費の森林・林業再生基盤づ

くり交付金につきましては、県の補助を受けて

実施いたします林業機械等の整備に対する補助

金ですが、県が直接実施することとなったこと

から、財源とともに減額補正するものでござい

ます。 

  下段の７款１項２目商工振興費のうち31ペー

ジの金融対策事業費の中小企業緊急災害等対策

利子補給基金積立金でございますが、コロナ禍

における中小企業対策として実施しております

利子補給につきまして、地方創生臨時交付金を

財源に基金に積み立てることで来年度以降も繰

り越して活用することができることから、向こ

う５年間の利子補給の財源として１億500万円

を積み立てるものでございます。 

  下段の５目新型コロナウイルス対策費につき

ましては、商工費における各種経済対策につい

て事業費の精査に伴う過不足を補正するもので

ございます。 

  32ページを御覧ください。 

  ８款土木費２項２目道路維持費の道路長寿命

化事業でございますが、繰越明許費補正で御説

明いたしましたとおり、長寿命化計画の見直し

業務委託及び福田山線舗装補修工事につきまし

ては国の３次補正予算によるものとなっており

ます。33ページの道路新設改良費のうち、角沢

松本線及び一本柳檜葉沢線も同様に国の３次補

正によるものとなってございます。 

  38ページに飛びまして、10款教育費の明倫学

園開校準備事業費でございますが、工期の延長

に伴いまして今年度不用となる費用を減額補正

するものでございます。 

  続きまして、39ページ、５項２目市民プラザ

費の指定管理委託料でございますが、除排雪経

費の増分に加え、コロナ禍における使用料の減

収や光熱水費等の不用額等を全体的に勘案して

補正計上してございます。社会教育費のその他

の生涯学習施設についても同様の積算をして補

正計上してございます。 

  以上で一般会計を終わり、特別会計の説明に

入らせていただきます。 

  43ページをお開きください。 

  議案第３号国民健康保険事業特別会計補正予

算（第４号）でございますが、歳入歳出それぞ

れ3,798万9,000円を追加し、補正後の予算総額

を33億4,062万5,000円とするものでございます。 

  内容といたしましては、給付費をはじめ事業

費の精査に伴う過不足を補正するものでござい

ます。 

  次に、53ページをお開きください。 

  議案第４号介護保険事業特別会計補正予算

（第３号）でございますが、歳入歳出それぞれ

１億5,674万6,000円を減額し、補正後の総額を

38億6,056万9,000円とするものでございます。 

  こちらも給付費をはじめ事業費の精査に伴う

過不足を補正するものでございます。 

  最後に、67ページをお開きください。 

  議案第５号後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第３号）でございますが、歳入歳出それ

ぞれ675万4,000円を追加し、補正後の総額を４

億5,684万8,000円とするものでございます。 

  後期高齢者医療広域連合納付金の増額補正と

一般会計繰入金の増額補正の内容となってござ

います。 

  以上で、一般会計及び特別会計の補正予算案

の説明を終わります。 

  御審議の上、御可決賜りますようよろしくお

願いいたします。 
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下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時０７分 休憩 

     午後２時１６分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  上下水道課長荒澤精也君。 

   （荒澤精也上下水道課長登壇） 

荒澤精也上下水道課長 それでは、議案第６号令

和２年度新庄市水道事業会計補正予算（第３

号）及び議案第７号令和２年度新庄市下水道事

業会計補正予算（第３号）につきまして、別冊

の令和２年度新庄市上下水道事業会計補正予算

書（３月）により御説明申し上げます。 

  初めに、１ページをお開きください。 

  令和２年度新庄市水道事業会計補正予算（第

３号）でございます。 

  第２条業務の予定量の補正につきましては、

このたび建設改良事業費について補正するため

記載してございます。 

  第３条収益的収入及び支出の補正ですが、水

道事業収益につきまして、既決予定額11億876

万4,000円に補正予定額604万4,000円を増額し、

計11億1,480万8,000円とします。これは、他会

計補助金である高料金対策一般会計繰入金等の

額の確定に伴い計上するものでございます。 

  続いて、水道事業費用につきまして、既決予

定額10億8,895万8,000円に補正予定額931万

9,000円を増額し、計10億9,827万7,000円とし

ます。これは、管路の布設替え工事などに伴う

施設の固定資産の除却費が増額したことなどに

よるものでございます。 

  続きまして、２ページをお開きください。 

  第４条資本的収入及び支出の補正ですが、資

本的収入につきまして、既決予定額5,453万

3,000円に補正予定額197万1,000円を増額し、

計5,650万4,000円とします。 

  また、資本的支出につきまして、既決予定額

３億7,830万7,000円から補正予定額543万3,000

円を減額し、計３億7,287万4,000円とします。

これらは、工事等の完了に伴い、工事負担金、

工事請負費等の事業費が確定したことによるも

のでございます。 

  なお、資本的収入が資本的支出に対し不足す

る額３億1,637万円は、過年度損益勘定留保資

金等で補塡いたします。 

  第５条議会の議決を経なければ流用すること

のできない経費の補正ですが、職員給与費の既

決予定額5,693万5,000円から補正予定額17万

4,000円を減額し5,676万1,000円とします。 

  第６条他会計からの補助金の補正ですが、一

般会計からの補助金について補正するものでご

ざいます。第３条収益的収入の補正で御説明し

た高料金対策一般会計繰入金等の増額によるも

のでございます。 

  なお、３ページ、４ページには補正予算の実

施計画を記載してございます。 

  令和２年度水道事業会計補正予算（第３号）

については以上となります。 

  続きまして、５ページをお開き願います。 

  令和２年度新庄市下水道事業会計補正予算

（第３号）でございます。 

  第２条業務の予定量の補正につきましては、

後ほど資本的支出の補正の中で御説明いたしま

すが、建設改良事業費について補正するため記

載したものでございます。 

  第３条収益的収入及び支出の補正ですが、公

共下水道事業の下水道事業収益につきまして、

既決予定額９億7,895万円に補正予定額264万

3,000円を増額し、計９億8,159万3,000円とし

ます。これは消費税申告における還付金の増額

であります。 

  公共下水道事業の下水道事業費用につきまし

ては、既決予定額９億6,150万3,000円から補正

予定額1,720万9,000円を減額し、計９億4,429
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万4,000円とします。これは主に管渠及び処理

場関連の修繕費や委託料の減額でございます。 

  続きまして、６ページをお開きください。 

  農業集落排水事業の下水道事業費用につきま

しては、既決予定額9,383万円から補正予定額

106万1,000円を減額し、計9,276万9,000円とし

ます。これは主に処理場の動力費の減額でござ

います。 

  第４条資本的収入及び支出の補正ですが、公

共下水道事業の資本的収入につきましては、既

決予定額３億9,703万2,000円に補正予定額430

万2,000円を増額し、計４億133万4,000円とし

ます。これは、当初予算の見込みより受益者負

担金及び分担金が増額したことによるものでご

ざいます。 

  次に、公共下水道事業の資本的支出につきま

しては、既決予定額６億9,560万1,000円から補

正予定額386万円を減額し、計６億9,174万

1,000円とします。これは主に建設改良費の工

事請負費の減額でございます。 

  なお、資本的収入が資本的支出に対し不足す

る額３億1,122万円は、当年度消費税及び地方

消費税、資本的収支調整額等で補塡いたします。 

  最後に、第５条議会の議決を経なければ流用

することのできない経費の補正ですが、職員給

与費の既決予定額7,119万9,000円から補正予定

額８万6,000円を減額し7,111万3,000円としま

す。 

  なお、７ページから10ページには補正予算の

実施計画を記載してございます。 

  以上、令和２年度新庄市上下水道事業会計補

正予算について御説明申し上げました。 

  御審議の上、御可決くださいますようよろし

くお願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算６件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第２号から議案第７号までの補正予算６件

については、委員会への付託を省略することに

決しました。 

  それでは、ただいま説明のありました令和２

年度補正予算６件の審議に入ります。 

 

 

日程第２４議案第２号令和２年度

新庄市一般会計補正予算（第１３

号） 

 

 

下山准一議長 初めに、議案第２号令和２年度新

庄市一般会計補正予算（第13号）について質疑

ありませんか。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） それでは、私から２点

お伺いいたします。 

  補正予算書７ページ、債務負担行為として地

域活性化商品券発行事業１億8,000万円強、そ

れからページをめくっていただきまして、補正

予算書32ページ、商工費のうち５目地域経済活

性化事業費、委託料として1,044万6,000円と今

回上程されております。 

  事業の中身に踏み込むということは委託料し

か今回できませんけれども、先ほど来、市長の

施政方針あるいは当初予算の説明にもありまし

たように、この商品券発行事業、１億8,000万

円ぐらいの事業規模ですけれども、来年度、令

和３年度の当初予算の主要事業にも位置づけら

れております。 

  このたび令和２年度の年度末ぎりぎりのタイ

ミングで、一般会計補正、債務負担行為、それ

から業務委託料、今回上程されておりますけれ
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ども、これ、３月定例会、３日間の集中審議を

予算特別委員会で行う、我々議論するわけです。

その前にこのような形で、事業の財源となるべ

き債務負担行為、それから業務委託料、既に予

算委員会で、議会で可決ありきのような手続、

提案の仕方ですね、ちょっと腑に落ちないとこ

ろがあります。市長の先ほどの中でもあったよ

うに、できるだけ急がなければならないという

考えは我々もあるにしろ、その辺ちょっと提案

の仕方が乱暴ではないかなと考えておりますの

で、答弁お願いいたします。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 このたびの補正予算の組み方

についての御質問かと思います。 

  このたび３月補正において債務負担行為を設

定させていただいて、当初予算に事業費を計上

するという予算の組み方になってございます。

これにつきましては、これまでも明倫学園の建

設事業ですとか小中学校の空調設備整備事業、

それから昨年12月補正でも上程させていただい

たふるさと歴史センターの空調設備でも翌年度

予算に盛りつつも早く着手するために債務負担

行為を設定するという手法を取ってございます。 

  債務負担行為については、翌年度以降の予算

を拘束する予算ということで、予算の一つでご

ざいますけれども、当初予算に計上することを

前提に、翌年度予算も一体的に審議していただ

く必要があるのかなと考えてございます。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 分かるんです、我々も

コロナ関係で多くの市民が非常に生活していて

影響を受けているということで。ですから下山

議長もいち早く議会のコロナ対策会議、議長、

副議長、それからそれぞれの会派の代表者、あ

と常任委員長も一部入れながら、これまで第８

期でしたっけか、そこまで、執行部側の事業の

説明を受けて、それで特に２月の部分に関して

は市長の専決まで我々許可しているんです。 

  本家本元の事業の中身ですね、これは今、補

正予算書の中にはうたわれてないので、議論は

予算委員会でしてしかるべきかと思いますが、

おおむねの説明もなしに、議決されたかのよう

な行為にしか私取れないんですよね。 

  ちょっと過去の話になって私も何年当時だか

記憶ございませんが、当然、今の議会構成の中

で１期目２期目の方が過半数いらっしゃって、

前の経緯を御存じない方もいらっしゃると思い

ますけれども、前に、コロナ禍ではないんです

が、地方経済の活性化ということを狙って、商

品券、たしか商品券だったと思うんですが、そ

れを発行するとき、議決されてないのに例えば

事業者への説明に入ったりした経緯があって、

我々同僚議員の中からお叱りに近い質問を受け

て、あのとき市長、たしか「これからこういう

ことのないように十分な説明をした上で市の事

業を進めていく」という明確な答弁をもらった

覚えがあるんですが、やっていることがそれと

同じじゃないですか。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 石川議員おっしゃってい

ただきました地域経済活性化商品券の事業につ

きましては、確かに御指摘のとおり説明不足だ

ったのかもしれません。その点についてはおわ

び申し上げたいと思います。 

  しかしながら、先ほど来説明しているとおり、

早期に事業着手を図る必要があるという判断の

下、また年度末で物入り、また年度初めの物入

りという時期にも重なりまして、何とかこの事

業を構築して地域の経済活動の呼び水としたい

ということもございますので、前段の説明が足

りなかったと、事前説明がなかったという点に

つきましてはこちらの配慮不足ということでお

わび申し上げたいと思いますが、事業の中身に
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つきましてはどうかよろしくお願いしたいと思

います。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） おわびされても、正式

な手続を踏んでいかないと、地方自治を持って

いく二元代表制といって、我々議会は予算の編

成権、当然執行権もない。その代わりしっかり

市民の目線で、しっかりした執行が行われるか

どうかチェックするのが最大の責務となってい

るんです。議決もまだしないのに、総額１億

9,000万円ですよ、それをいきなりやられると

いうのはちょっと納得できないなと思います。 

  それから、質問の順番でちょっと間違えた、

確認したいんですが、例えば７の１の５の先ほ

ど申し上げた地域経済活性化商品券発行事業委

託料で、それぞれの事業の財源別というのはな

いんですが、５目だけを拝見しますと、このた

びの補正の財源の内訳として国・県支出金と一

般財源になっておりますけれども、ここの

1,044万6,000円の財源となる部分には例えば国

からの支援とか交付金等入っているんでしょう

か。例えば、これですね、国からの交付金等の

支援を受けながら今年度中にあくまで遂行しな

ければならない事業であるとするならば、また

私の論点も変わってくるんですが、そこをもう

一回お答えいただければと思います。 

  あと、課長、本当に、私は釈明を求めるため

に今回質問したわけではなくて、我々も市民か

ら直接選ばれて、そこで予算決定の是非を我々

決める責任を負っているわけです。それを過程

を経ずに可決ありきで臨む姿勢に関してはやは

り賛成しかねる、財政課長、答弁お願いします。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 最初の財源についてでござい

ます。こちらは一般財源を財源としておりまし

て、国の交付金、補助金等を活用するものでは

ございません。 

  それから、可決ありきでの進め方ではないか

という御質問ですが、最初に申し上げましたよ

うに、こういった手法は通常行っているもので

ございまして、ただ先ほど申し上げましたよう

に、説明不足、理解不足と、御理解いただける

ような形で進めていく必要はあるかと思います

が、４月上旬に物入りの時期に一刻も早く配れ

るよう準備を進めるための委託金、事務費部分

になりますけれども、計上ということでござい

ますので、翌年度以降の事業を円滑に進めるた

めの債務負担行為であるということを御理解い

ただければと考えてございます。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ２ページの中小企業緊

急災害等対策利子補給、融資総額についてです

が、５億円だったのが54億円に増額しています

が、その内容はどうでしょうか。 

  また、それに関連しまして、31ページの７の

２、中小企業緊急災害等対策利子補給基金積立

金に１億500万円がありますが、その内容はど

ういうことでしょうか。 

  それから、24ページの３の１の５で公有財産

購入費205万2,000円、これはどこ、そして何に

使われるのか。 

  また、25ページの３の２の１に公有財産購入

費480万円というのがありますが、どこを買う、

どこに何、どのように使われるのか、お願いし

ます。 

  最後に、20ページの２の１の４に財政調整基

金積立金２億3,000万円が載っておりますが、

前回７億円の財政調整基金とお聞きしましたが、

今回で９億3,000万円になるのか、お願いしま

す。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 
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柏倉敏彦商工観光課長 私へは２点御質問いただ

いたかと思います。 

  初めに、７ページ、債務負担行為の中小企業

緊急災害等対策利子補給につきましてですが、

当初融資総額を５億円と見込んでおりましたけ

れども、３月16日から８月31日までの期間、融

資申請を受け付けておりますが、無利子の件数

が270件ということで、融資総額54億1,230万円

まで膨れ上がってしまったということでござい

ます。当初の額よりも10倍以上になってしまっ

たということで、債務負担をするものというよ

うなことでございます。 

  それから、31ページ、上段の同じく歳出です

けれども、中小企業緊急災害等対策利子補給基

金積立金につきましては、国の臨時交付金を活

用しまして、５年間分、積立てが可能だという

ことでございますので、市負担分の積立額を利

子補給基金として積み立てるというものでござ

います。残りの半分につきましては県から納入

されるということで、市分の積立金を行うとい

うようなことでございますので、御理解くださ

るようよろしくお願いいたします。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 最初に、土地開発基金の部分

でございますが、24ページの205万円の土地開

発基金からの買戻しの部分の箇所でございます。

こちらにつきましては福田のデイサービスセン

ターの一部の用地ということでございます。 

  それから、25ページの480万円につきまして

は、升形児童館の進入路の拡幅部分の土地、そ

れから升形小学校と升形児童館が共用で使って

おります駐車場用地の部分でございます。こち

らはいずれも土地開発基金で取得しておりまし

たが、既に使っている、供用しているものでご

ざいますので、予算の調整がつく中で順次買い

戻していくという方針の中での買戻しでござい

ます。 

  それから、もう一点、財政調整基金について

の御質問です。前回、年度末見込みとしまして

その際での見込みが７億7,000万円と申し上げ

ましたが、これに令和２年の出納整理期間の積

立額と合わせまして年度末で合計８億円ほどに

なる見込みでございます。そして、このたびの

補正予算で積立てを行いまして、２億3,000万

円を加えた今年度末残高としましては今現在で

10億3,000万円ほど見込んでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 中小企業緊急災害等対

策利子補給、融資総額が10倍になったという、

10倍以上になっているということで、この地域

の市内の中小業者の厳しさといいますか、大変

なことになっていると感じるわけですが、８月

末で受付を終わったようですが、本当は９月以

降もコロナの第３波も来て、さらに必要な融資

ではないかと思われます。そういう点で、もっ

と融資してもらいたいという地元業者がおられ

れば、利子補給をしながら借りられるようにし

てやる必要があると思うんですが、その点どの

ように捉えておられるのかお願いしたいと思い

ます。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 ただいま佐藤議員から、

中小企業の利子補給の申請が８月末で終わった

ということで、今後はどうかということでござ

いますが、こちらにつきましては新庄市だけの

利子補給ということではございませんで、県と

市町村が一体となった利子補給事業を行ってい

るわけでございます。新庄市だけが延長すると

いうわけにいきませんので、他の融資制度もご

ざいますので、現在もそうした事業者の融資申

込み、件数的にはかなり来ております。事業者

の減収のパーセントも多岐にわたっております

し、中小企業の利子補給の制度につきましては
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８月末をもって終了しておりますが、他の融資

制度も活用していただくという状況もございま

すので、御理解いただければと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） これは県と市町村とで

一体となってやっている利子補給だということ

で、他の制度もあるからぜひ相談していただき

たいという温かいお言葉をいただいているわけ

ですが、実際に業者の方、銀行に行きますと、

減収になっている、収入が上がってないという

ことを銀行が判断すると貸すということがない

という、貸さないという非常に厳しい、今コロ

ナ禍で特に業績厳しくなっておりまして、皆さ

んも御存じのように市内で頑張っておられた老

舗の業者の方が廃業に至ったりしております。 

  そういう意味では、廃業する前に、市で相談

を受け付け、そして廃業しなくて何とか続けて

いただけるように、こういった利子補給も含め

て借換えもできるように相談窓口を開き、ぜひ

相談していただきたいといって続けていただく

支援が必要だったのではないか、これからさら

に必要なんでないかと思うんですが、どう考え

ますか。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 これまでも様々な融資制

度を活用しながら実施してきたわけですけれど

も、今回のコロナ禍にありまして、いろいろな

業績が悪くなったりということの相談業務につ

きましては、県、市町村、商工会議所等が連携

した形でよろず相談窓口を設置したりとかそう

いったこともやってございます。困り事があれ

ばそういった相談窓口を活用していただきまし

て、ぜひ御相談いただければと思います。全て

がその相談窓口で解決するということではない

かもしれませんけれども、そういった事業者の

声を聞きながら対応するということが一番では

ないのかなと考えてございますので、御理解の

ほどよろしくお願いしたいと思います。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） １点お尋ねします。 

  33ページの８款土木費であります。住宅リフ

ォーム総合支援事業費補助金500万円減額、こ

の理由をお聞きします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 住宅リフォーム総合支援

事業の補助金減額、この内容について御説明い

たします。 

  皆さんから大変活用していただいております

リフォーム総合支援事業、リフォーム補助金で

ございますが、制度的に一般リフォームと耐震

補強のリフォームの２つを制度として持ってい

るところでございます。今回減額させていただ

いた分につきましては、耐震補強のリフォーム

に関しまして応募者がなかったということで減

額をさせていただくという内容になっておりま

すので、御了解いただければと思います。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） これは対象がなかった

ということで、なぜ減額になったか原因はお考

えなんでしょうか。この前の地震、夜中に起き

てびっくりして、また10年前を思い出すような

気分だけれども。これはその頃でしょうけれど

も、ＰＲ不足とかそういったものは、せっかく

予算計上したわけですので、使ってもらって効

果があるみたいな気がするんだよね。その辺。 

  あと、これは耐震だと聞きましたけれども、

一般のリフォームはかなりあるんでしょう。だ

から、そういったものに逆にこれを生かして使

うという方法は考えられなかったか、制度上で

きないのか、その辺いかがなんでしょうか。 
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長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 一般のリフォームと今回

の減額対象としました耐震リフォーム補助金、

こちらは制度上、財源が別でございまして、耐

震補強リフォーム補助金に関しましては国庫補

助金を活用したものとなっております。一般リ

フォーム補助金につきましては県の補助金を利

用しているものでございますので、制度的に金

額の流用というのはちょっとかなわない部分で

ございます。 

  残念ながら耐震補強のリフォームに関して応

募がなかったということで、制度的には建物全

体の補強をしなければならないということで、

建物の耐震診断を含めて補強が必要な部分の全

体の補強ということになりますので、金額的に

も少し高額になってしまうということで、なか

なか活用される方も限られてくる部分はあると

いうことでございますが、なお補助金の活用に

向けて、今後、先日の地震などもありましたの

で、ＰＲに努めていきたいと考えております。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） ＰＲ不足はなかったか

なと私は思うんです。使い勝手よいから使って

くださいというようなことがあればなと思うん

です。これは、国から来るというこの金額は国

庫に返上するわけですか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 今回の減額に併せまして

国庫についても返納ということで考えていると

ころです。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 19ページの臨時財政対

策債でございます。今回、３月末になりまして、

地方交付税の確定されている額、決定されてい

る額に合わせて臨時財政対策債についても決定

額をこのように計上したということだと思うん

ですが、今回交付税に算定される臨時財政対策

債の振替相当額というものと実際の発行額、発

行しようとしている額、確定する額というのは

同額でよろしいのかということと、確定した場

合、令和２年度末において地方債現在高に対し

て臨時財政対策債の割合というのはどのように

なるのか、その２点についてまず伺います。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 地方財政計画における……、

基準財政需要額への振替額でよろしかったでし

ょうか。臨時財政対策債につきましては、交付

税の代替措置として発行する額でございますの

で、市で発行する額としてこのたび予算計上さ

せていただいているものでございます。 

  基準財政需要額への振替額と同額になるのか

というのは、それはあくまで決算統計上、表さ

れるものでございまして、今年度についての決

算というのは今年７月頃に積算が出てまいりま

すので、その時期でないと比較ができないとい

うことでございます。 

  それから、もう一点、地方債現在高の割合に

つきましては、現在集計しているところでござ

いまして、これまではかなり地方債現在高に占

める割合が５割ぐらいと高かったわけですけれ

ども、臨時財政対策債の発行額がここ２年ほど

抑えられてきておりますので、40％台に落ちて

きていると。正確な数値はここではまだ申し上

げられませんが、恐らく40％台前半になるので

はないかと見込んでいるところでございます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 地方交付税算定台帳の

中で示している臨時財政対策債振替相当額の計

算上の数字と今回補正予算で表されている４億
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1,320万9,000円というのが新庄市に対して発行

可能額となっていると思うんですが、この金額

が同じだという理解でよろしいんじゃないかな

と思うんです。 

  その中で、昨年の令和元年度、これまでの臨

時財政対策債に対して元利償還額というのが昨

年度においては５億2,930万9,000円になってい

ます。国、政府の臨時財政対策債に対する決ま

りというか、これまでも後年度の地方交付税に

元利償還金に対して措置をします、交付税措置

をしますと言っているわけですね。その中で、

令和２年度交付税というのは決定されているの

で、台帳の計算上の数字というのは決定されて

いるものであると思います。そうしますと令和

２年度の基準財政需要額の算定、地方交付税算

定額というのが５億2,794万3,000円なんですね。

そうすると前年度の元利償還金が後年度の地方

交付税に完全に措置されているということでは

ないということが言えると思います。差額144

万6,000円、それが前年度、これを平成13年か

らずっと累積をしていくと後年度措置されてい

ない金額というものが実際的に累積していて、

その分を新庄市の市債の中で公債費として返し

ているという実態になると思うんですね。 

  先ほど施政方針の中で「弾力的な財政構造」

と何度か出てまいりました。その中で、例えば

新庄市と同じ類型団体が126団体ありますけれ

ども、その中で弾力性のある財政構造というこ

とを目指して臨財債を借りない政策をしている、

財政運営を目指している、片や借りている、そ

のまま借りている財政運営を目指している、こ

ういった自治体の性質、体質というか、そうい

ったものを財政課では検証して把握していらっ

しゃるでしょうか、どうでしょうか。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 臨時財政対策債が後年度で交

付税措置されているのを検証しているかという

御質問でございますが、計算上はそのような仕

組みになっておりますが、全体の交付税の算定

は様々な要素がございまして、それ以外の要素

もたくさんございますので、法定単位費用の問

題ですとか。確かに臨財債を借りることによっ

て借金の部分になりますので、なるべく、財政

の経常収支にも反映されてくるのかなというこ

とはございますが、実際経常収支を見ていく段

階におきましては臨時財政対策債の発行額が実

際の分母に加算されるということもございます

ので、逆にこれを発行しないことによって経常

収支が上がってしまうという計算もあるわけで

ございます。その辺は我々としても実際の実態

がどのような硬直化の段階になっているのかと

いうことは逐次検証しながら進めておりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 臨財債を含まないでも

含んでも経常収支比率が同等な形で財政運営を

行っている類似団体もございます。財政の構造

を弾力的にしていくといった場合に、ストック

にならない臨財債を発行額満額借り続けていく

ということに、その体質というものは一旦見直

していくべきだと思っています。 

  コロナの影響があってどうしても減収補塡債

を今後当初予算、令和３年度の予算でも借りて

いかなければ成り立っていかない、そういった

状況になって、それが何年続くのだろうか、市

内の経済が回らなければ、市民一人一人の生活

がより一層苦しくなっていくならば、税収が上

がらない、そうしたら減収補塡債を借りていか

なければいけない、これは市税だけじゃなくて、

水道料金やそういったものに対しても同じよう

な状況になっていくのではないかと思います。

そういった中で、見直せるものはしっかり見直

していく、そして体質を変えていくということ

が非常に重要だと思います。いかがでしょうか。 
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平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 このたび、今年度に関しまし

ては減収補塡債がコロナの影響によりまして特

別発行できるという状況でございますけれども、

臨時財政対策債につきましては交付税制度の中

で位置づけられているものでございますので、

これを発行しない、そういった団体があるとい

うことも承知しておりますが、財源が豊富な中

におきましてはそのような措置もできるかと思

いますが、一般財源を確保していくという観点

からは、臨時財政対策債が今年度交付税措置さ

れるという制度でございますので、交付税と同

様にこちらは必要な限度において発行していく

という私たちの基本的な考え方でございます。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後３時００分 休憩 

     午後３時１０分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ここで、議案第２号令和２年度新庄市一般会

計補正予算（第13号）について、修正動議が提

出されておりますので、ただいまから事務局よ

り写しを配付させます。 

  暫時休憩します。 

 

     午後３時１１分 休憩 

     午後３時１２分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  本修正動議は２人以上の発議者がおりますの

で、動議は成立します。よって、修正動議を直

ちに議題といたします。 

  修正動議の説明を求めます。 

  八鍬長一君。 

   （４番八鍬長一議員登壇） 

４ 番（八鍬長一議員） 議席番号４番八鍬長一

です。 

  議案第２号令和２年度新庄市一般会計補正予

算（第13号）に対する修正動議であります。よ

ろしくお願いいたします。 

  上記の修正案を別紙のとおり地方自治法第

115条の３及び会議規則第17条の規定により提

出します。 

  提案理由、歳出７款商工費１項商工費５目新

型コロナウイルス対策費、地域経済活性化事業

費、地域経済活性化商品券発行事業委託料

1,044万6,000円を減額し、その財源として歳入

20款繰越金１項繰越金１目繰越金を1,044万

6,000円減額するとともに、これに関連する第

３表債務負担行為補正の地域経済活性化商品券

発行事業（令和２年度）に係る部分を削るもの

であります。 

  この修正部分については、地域経済活性化商

品券発行事業に係る債務負担行為１億8,104万

9,000円並びに歳出７款商工費１項商工費、地

域経済活性化商品券発行事業委託料1,044万

6,000円、総額１億9,000万円を超える事業であ

り、また同事業については令和３年度の主要事

業として位置づけられております。来る３月10

日から開催される予算特別委員会で審査される

案件でもあります。新型コロナウイルス対策と

して令和３年度の予算の中でも重要な案件であ

り、予算特別委員会の予算審査の中で、事業の

内容、効果等を十分に協議をする必要があり、

それを踏まえた議会の議決が必要と考えるから

であります。 

  よって、別紙のとおり修正案を提出するもの

であります。 

  令和３年３月３日、新庄市議会議長下山准一
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殿。提出者八鍬長一、今田浩徳、石川正志であ

ります。 

  １ページめくってもらいまして、以上の考え

に基づき、修正する案であります。 

  令和２年度新庄市一般会計補正予算（第13

号）の一部を次のように修正する。 

  第１条第１項中「 8,239万 1,000円」を

「7,194万5,000円」に、それから決算の予定総

額になりますけれども、「270億9,132万8,000

円」を「270億8,088万2,000円」に改めるとい

うことであります。以下、表中の数字になりま

すので、よろしくお願いいたします。 

  また、一番下に書いてありますように、第３

表債務負担行為補正（追加）の表の「地域経済

活性化商品券発行事業（令和２年度）」の項を

削るということであります。 

  以上提案しますので、よろしく賛同くださる

ようにお願いいたします。 

下山准一議長 それでは、ただいまの修正案に対

する質疑を行います。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 令和３年度の予算に、

予算審議に入る内容にもあるわけですが、その

中身について、事業内容、効果、十分に協議す

る必要があると書いてありますが、これは要ら

ないんじゃないかなと考えているということで

しょうか。そうでない、要るというのであれば、

一日も早くというのは市民としては切実な要望

のような気もするんですが、その点については

どうなのか、お願いします。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） １つは議会の審議の問

題でありますが、先ほど財政課長は前例がある

と言っていましたけれども、一旦提案されたも

のは、３月補正予算として提案されているわけ

ですから、私どもは予算特別委員会で審議する

ものまである意味入ることは自重しなければな

らないんです。それはなぜかといいますと、い

ろいろな案件の事前審査ということになってし

まいます。そういうことで、あえて１億8,000

万円の中身についてそういう質問は皆さん方な

かったんだと思います。それが１点。 

  それからもう一点は、経済活性化をするとい

うのはいろいろな方法があると思うんです。そ

れを今回は商品券という形での提案であります

けれども、そこに至る前に、例えば全体像が見

えるように、常任委員会や全協もあるわけです

から、そういう中で、協議会というのはいいで

すよ、事前審査ということに該当しないように

して我々は議会運営をしていかなければならな

いのではないかと思います。 

  それから、いろいろな方法があると言いまし

たけれども、一番大事なのは地方自治法だと思

うんです、地方自治法第２条第14項「地方公共

団体はその事務を処理するに当たっては住民の

福祉の増進に努めるとともに最小の経費で最大

の効果を上げようとしなければならない」と。

そのためにはいろいろな手法があるので、私は

審査が今の段階では尽くされてないのでないか、

議員の一人としてはそう思っております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 補正予算の中で私はも

っと審議してもよかったのではないかと思うん

です。八鍬議員がおっしゃった地方自治法第２

条２項で最小の経費で最大の効果、そして住民

の福祉、こういう点でどうだったと、精査が尽

くされてないとおっしゃっていましたが、私は

補正予算の審議の中で提案者の皆さんがもっと

審議してもよかったのではないか、して悪いと

いうことはないのではないかと思います。 

  また、確かに商品券全てやり方全部いいかと

いうのは、前の商品券発行のことはどうか詳し

くよく分かりませんが、今、市民はかなり消費



- 69 - 

を抑えられ、生活が苦しくなっている方がかな

り多くなっておられます。そういう方に少しで

も温かな施策として、本当は国がやるべきとは

思いますが、国が本当は貧困になっている方々

に国としてやるべきとは思いますが、市で少し

でも市民の中に早く、生活を少しでもほっとで

きるようにという施策として悪いわけではない

のではないかなと私は思いますが、補正予算の

中で審議できないという理由がどういうことだ

ったのか、お願いします。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） それは私の一議員とし

ての解釈でありますし、私は地方自治法関係に

ついても分かっているつもりでおりますので、

私の節度だと思っています。 

  それをやっていいのであれば、特別委員会を

設置してこれから議論するんだというところに

そこまで踏み込んでしまうということになると

思います。そういう点では、先ほど議場の中で

も、提案の仕方がちょっと乱暴じゃないかとい

う言い方もあったんですが、この補正予算に入

っているのは１億8,000万円の債務負担行為と

1,044万6,000円の委託料です。どういう形で委

託をしようとしているのか、債務負担行為につ

いてはどういう考えでなっているのかという質

問はできますけれども、それで全容が分かるも

のではないと思っています。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 私としては、どういう

形で委託するのか、債務負担行為についてどう

なのかという内容については、補正予算の中で

抑えなくても大いに質問してよかったのではな

いか、そのほうがほかの私も含めた議員の納得

が得られるものがもっとはっきりできたのでは

ないだろうか、委託が何か悪いという予想され

るものがあるのか、ここでお聞きしたいと思い

ます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） それについては佐藤議

員の感想でありまして、私が答える立場にはあ

りません。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） 今回の修正動議なんで

すけれども、今回提出者が３名おりますが、も

しこれのときに予算委員会の中で事業内容、効

果を検証するとありますが、議案が上がる前、

補正に上がる前でしたら、議運のメンバーで、

議会運営委員会の方々が３名おりますので、そ

の中で逆に差し戻してもよかったのではないで

しょうか。３名がいるんでしたらそういうこと

も議会運営上はやるべきだと思うんですけれど

も、そういう議論がまずなされなかったのかお

聞きしたいと思います。 

  また、ここに書かれているように、予算委員

会でも十分審査できますが、私たち議員は補正

予算でも十分議論できると思います。予算委員

会で出たから集中できるんでなくて、予算委員

会でも集中し、しっかりとして私たちは議決を

していると思いますが、その２点についてどの

ように考えるかお伺いしたいと思います。 

下山准一議長 暫時休憩いたします。 

 

     午後３時２６分 休憩 

     午後３時３５分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 商品券の効果について

の質問だったでしょうか。 

下山准一議長 暫時休憩いたします。 
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     午後３時３６分 休憩 

     午後３時３８分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 私も議運の一員であり

ますけれども、なかなかその場では、おかしい

とは思いながらも、そこの正式な場ではそこま

では思い至りませんでした。 

  それから、補正予算でも十分審議できるので

ないかとおっしゃるんですが、それを通してし

まうと、どうでしょうかね、例えばその効果と

か総額とか、どういうやり方でいくのかとか、

これ一回で終わるのかとか、そんな質問までず

っといってしまうと予算特別委員会の審議の中

まで踏み込んでしまうのは私は適当ではないと

考えておりました。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） ぜひとも、私たちの代

表ですから、議会運営委員会に出たものですか

ら、そういう審議を十分になさって議会にかけ

ていただきたいと思います。疑心暗鬼なものを

私たち議会にかけるのは不適当でございますの

で、ぜひとも議運でしっかり審議したものを議

会にかけていただきたいと思います。その審議

がなされなかったという点についてはいささか

私は疑問に思いました。 

  また、提案理由ですが、ここでは「コロナウ

イルス対策は重要な案件であり、予算委員会で

もしかり、予算委員会の中でしっかりと内容、

効果を十分に議論する必要があると思います」

と。この補正予算でも私たちは十分な内容や効

果を協議しておりますので、その差はないと思

います。もし分からなければ、しっかりと補正

予算で聞くべきでしょうし、わざわざ修正動議

を上げる必要はなかったと思うんですけれども、

そこら辺の十分な、予算委員会と今回上げてい

る修正動議、補正予算について、思いは一緒だ

と思うんですけれども、分からなければ聞くだ

けだと思うんですけれども、そこら辺について

どのようにお考えでしょうか。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 私が提出者になってい

ますけれども、３人の代弁になっているかどう

かちょっと不安な点もありますけれども、正式

な案件となった場合には、先ほど来申し上げて

いるように、踏み込めなくて、イエスかノーか

の判断しかできないわけですが、そうでないや

つはそれぞれの所管する常任委員会があって協

議会ということがあるわけですから、それから

議会全体としてもこのコロナ禍を何とか乗り切

っていこうということで対策会議を作ってそこ

での検討もしているわけですから、私が言う以

前に執行部でその辺を念頭に置いた配慮が必要

だったのではないかなと、むしろ思います。 

下山准一議長 よろしいですか。（発言あり） 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 続けてどうぞ。 

４ 番（八鍬長一議員） 補正予算と予算の違い

といいますか、そういう踏み込み方をしたくな

いというのは、それは私ですので、そうでなく

て、全体何でもいいから明らかにしてくれとい

うことで正式な場でやっていくのは私は適当で

はないと思っています。あくまでも、そうでな

い、協議会とかお互いに相談する場の中でそう

いう話をするんであればいいんですけれども、

案件の事前審査に該当するようなのは議会とし

ては私は慎むべきではないかなと思っています。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） なかなか明確な答えが

いただけなかったんですけれども、もし執行部
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が説明不足であれば議運でもしっかりそういう

ことを執行部に伝えていただいて、私たち議会

に上げていただきたいと思います。これはあく

までも議会運営の立場ですので、なかなかそこ

までいかないと思うんですけれども、ぜひとも

そういう審議を十分に尽くしてもらって議会に

上げていただきたいと思います。そうすれば修

正動議を議運のメンバーの方々が連ねて上げる

こともないと思いますので、そこら辺は十分に

注意していただきたいと思います。 

  また、予算委員会があるから審議できないで

はなくて、聞けるものはたくさんあると思いま

す。今回のコロナウイルス対策関係の予算は、

困っている市民のために早くやりたいという執

行部の意見は分かりました。その手法がおかし

いということもありますが、今回債務負担行為

自体は手法が間違っているものではございませ

ん。ましてや市民の方になるべく早くそれを使

っていただいて経済効果を出したいという手法

ですので、何ら問題はないと私は思っておりま

すので、そこら辺をどのように考えるのかお聞

きしたいと思います。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 今日は補正の審議であ

りますから、予算特別委員会で私が発言いたし

ます。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 修正動議が出されたん

ですけれども、出された方にお聞きします。 

  新型コロナウイルス対策としての地域活性化

に対するそのものの事業はどうなんでしょうか。

反対なんでしょうか、賛成なんでしょうか。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 先ほど冒頭に申し上げ

たと思うんですが、疲弊している経済、それと

毎日生活している市民、そこに経済活性化とい

うことで展開していく、それはいろいろな手法

があると思うんです。5,000円券の配付という

ことには、私はいろいろな手法があると、そう

いう検討、研究もしたんだろうかなと思ってい

ますし、今日の段階ではその範囲にとどめたい

と思います。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） いろいろな手法あるか

ら、私の考えは述べないというんだけれども、

どんな手法があるかお聞きしたいんです。 

  私は、この商品券は、今非常に、町の中、市

内に行っても困っていますね、飲食業はじめい

ろいろな旅行業はじめ商店の人たち。これから

３月は卒業、次は４月は入学、いろいろな物入

りが始まるわけです。それらの消費を喚起する

ために行政が商品券を作って喚起して経済を何

とか頑張ろうという手法は、私はいいと思うん

です。八鍬議員はいろいろな手法あるから述べ

ませんと。私はこの手法はいいわけです。 

  この手法に対して、もう一つ、最小の経費で

最大の効果にするのが地方自治だとおっしゃい

ました。全くそのとおりだと思うんですけれど

も、この修正動議をかけたのは、方法が気に食

わない、やり方がうまくないということでした

ような気がしますけれども、本当に経済、商品

券給付が駄目だったら別の方法で提案するとい

うことも考えられるかと思うんですけれども、

その辺はどうなんでしょうか。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） さっきの私の発言と矛

盾するようになるのであまり踏み込みたくない

んですが、いろいろな手法があるというのはい

ろいろあると思います。今回のやつは市民一人

一人に差別なくということですが、本当に困っ
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ているのはどういう層なんだろうかとか、

5,000円でいいのかとか、一方ではコロナ禍の

中で苦しいながらも順調な業種もあるわけです

ね。そういう分析なんかもした上でいろいろな

ことを考えていがんなんねがと、そういう意味

です。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより修正動議に対する討論に入ります。

ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより修正動議について採決いたします。 

  採決は電子表決システムにより行います。 

  修正動議に賛成の諸君は賛成のボタンを、反

対の諸君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成５票、反対11票、棄権は

ゼロです。賛成少数であります。よって、修正

案は否決されました。 

  これより原案について討論に入ります。ただ

いまのところ討論の通告はありません。討論あ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  採決は電子表決システムにより行います。 

  議案第２号令和２年度新庄市一般会計補正予

算（第13号）について、原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸君

は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成12票、反対４票、賛成多

数であります。よって、議案第２号は原案のと

おり可決されました。 

 

 

日程第２５議案第３号令和２年度

新庄市国民健康保険事業特別会計

補正予算（第４号） 

 

 

下山准一議長 次に、議案第３号令和２年度新庄

市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第３号令和２年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第４号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、
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議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２６議案第４号令和２年度

新庄市介護保険事業特別会計補正

予算（第３号） 

 

 

下山准一議長 議案第４号令和２年度新庄市介護

保険事業特別会計補正予算（第３号）を議題と

いたします。 

  質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 54ページの８款繰入金

２項基金繰入金がマイナス4,284万5,000円とな

っています。これについて、１つは利用のほう

で、介護保険の利用がコロナ禍の中で抑制され

たのか。 

  それから、２つ目は、これで基金が増えると

思うんです。そこで、来年度の介護保険料引上

げ２％という提案がされていますが、これを充

てることによって引上げをしなくてもいいとい

うことにならないのか、どうでしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 繰入金

の減額でございますが、全体として給付費総じ

て減額補正しておりますけれども、その理由と

しまして、一つの理由としましてコロナの影響

で５月頃の利用控えということで、一時的に下

がったということも一つの給付費の減の理由で

ございます。 

  基金につきましては、計画どおり期間中に１

億円の取崩しということで、考えに変更はござ

いません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 利用抑制のために給付

費が減額になりということで、利用しにくくな

った人たちにとっても苦しい問題だったなと私

は思います。そこにまた高齢者の保険料値上げ

が、利用しなかったにもかかわらず値上げが来

るというのはさらに高齢者の苦しみでないかな

と思うんですが、これはどうお考えになるか。 

  また、基金について、基金が増えるのではな

いでしょうか。１億円取崩しを考えた背景、そ

のときの基金の金額が今回の補正でさらに増え

たのではないでしょうか。そうであれば、保険

料の値上げを抑えるぐらいこのたび基金が増え

たのではないかと思いますが、どうですか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 確かに

コロナ禍で一時的な利用控えがございましたけ

れども、秋以降は前の水準に、利用サービスの

状況に戻ってきております。これを一過性の現

象と捉えておりまして、長期的には利用サービ

スというのはどんどん増えていくものでござい

ますし、基金については不確定要素もございま

すので、計画的に取崩しということで、大事に

使っていきたいと考えております。 

下山准一議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第４号令和２年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２７議案第５号令和２年度

新庄市後期高齢者医療事業特別会

計補正予算（第３号） 

 

 

下山准一議長 議案第５号令和２年度新庄市後期

高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）を

議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第５号令和２年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第３号）は、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第５号は原案のとおり可決されました。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後３時５８分 休憩 

     午後４時０８分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第２８議案第６号令和２年度

新庄市水道事業会計補正予算（第

３号） 

 

 

下山准一議長 議案第６号令和２年度新庄市水道

事業会計補正予算（第３号）を議題といたしま

す。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第６号令和２年度新庄市水道事業会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第６号は原案のとおり可決されました。 
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日程第２９議案第７号令和２年度

新庄市下水道事業会計補正予算

（第３号） 

 

 

下山准一議長 議案第７号令和２年度新庄市下水

道事業会計補正予算（第３号）を議題といたし

ます。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第７号令和２年度新庄市下水道事業会計

補正予算（第３号）は、原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第７号は原案のとおり可決されました。 

 

 

散      会 

 

 

下山准一議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  明日３月４日木曜日午前10時より本会議を開

きますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後４時１１分 散会 
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令和３年３月定例会会議録（第２号） 

 

 

令和３年３月４日 木曜日 午前１０時００分開議 

議 長 下 山 准 一     副議長 新 田 道 尋 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ３番   叶  内  恵  子  議員 

  ４番   八  鍬  長  一  議員     ５番   今  田  浩  徳  議員 

  ６番   押  切  明  弘  議員     ７番   山  科  春  美  議員 

  ８番   庄  司  里  香  議員     ９番   佐  藤  文  一  議員 

 １０番   山  科  正  仁  議員    １１番   新  田  道  尋  議員 

 １２番   奥  山  省  三  議員    １３番   下  山  准  一  議員 

 １４番   石  川  正  志  議員    １５番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １６番   佐  藤  卓  也  議員    １７番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １８番   小  野  周  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

総 務 課 長 関   宏 之  総 合 政 策 課 長 渡 辺 安 志 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 森   正 一 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 山 科 雅 寛 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 田 宮 真 人  農 林 課 長 三 浦 重 実 

商 工 観 光 課 長 柏 倉 敏 彦  都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二 

上 下 水 道 課 長 荒 澤 精 也  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 亀 井 博 人 

教 育 長 高 野   博  教 育 次 長    
兼教育総務課長 武 田 信 也 

学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一  社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀 
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日程第 １ 一 般 質 問 

１番 奥 山 省 三  議員 

２番 小 嶋 冨 弥  議員 

３番 小 野 周 一  議員 

４番 山 科 正 仁  議員 

５番 髙 橋 富美子  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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令和３年３月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 奥 山 省 三 

１．道の駅について 

２．空き家について 

３．手話言語条例について 

４．経済対策について 

市 長 

２ 小 嶋 冨 弥 
１．コロナウイルス禍について 

２．住みよいまちづくりについて 
市 長 

３ 小 野 周 一 

１．硬直化しつつある財政について 

２．市職員の服務に関して 

３．区長の身分制度について 

市 長 

４ 山 科 正 仁 

１．県と市の連携について 

２．コロナワクチン接種について 

３．教育現場における児童への対応とGIGAスクール構想に

ついて 

市 長 

教 育 長 

５ 髙 橋 富美子 

１．ゼロカーボンシティ宣言について 

２．子宮頚がんワクチン予防接種について 

３．防犯カメラの設置について 

４．自転車損害賠償責任保険への加入について 

市 長 
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開      議 

 

 

下山准一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名です。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

下山准一議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問者は９名であります。

質問の順序は、配付しております一般質問通告

表のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は５名であります。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

下山准一議長 それでは最初に、奥山省三君。 

   （１２番奥山省三議員登壇） 

１２番（奥山省三議員） おはようございます。 

  令和３年３月定例会一般質問のトップをさせ

ていただきます議席番号12番の絆の会の奥山で

す。どうかよろしくお願いいたします。 

  昨年発症しましたコロナですけれども、まだ

収束の兆しが見えない状況が続いております。

やっとワクチンの接種が始まるようです。 

  今月25日からはオリンピックの聖火リレーも

福島から始まるわけですが、果たしてこの現状

では競技が開催できるのでしょうか。疑問です。

コロナが早く収まることを願いつつ、通告に従

いまして質問に入ります。 

  まず最初に、道の駅についてです。道の駅に

ついてお聞きします。 

  現時点では、この道の駅について進展はある

のでしょうか。当市としては、今どのように考

えているのでしょうか。たしか13号線と47号線

が交差する地点またはまゆの郷の格上げのこの

２つの案が前に言われていたような気がしまし

たが、どうですか。 

  現在、全国では1,180の道の駅が誕生してい

る状況です。道の駅の登録要件として、休憩機

能、情報発信機能、地域連携機能がありますが、

最近では防災道の駅ができており、災害時には

国、自治体と連携を取り、地域の復旧、復興の

原点となっており、ほかの防災施設と連携しな

がら安心安全な場所を提供するところも新しく

生まれているところもあるようです。当市とし

ての現在の考え方をお聞かせください。 

  次に、空き家についてです。空き家について

お聞きします。 

  当市でも増加し続けていると思いますが、現

状での状況を伺います。高齢化社会に伴って増

加する空き家について、どのように対応されて

いくのかお聞きします。 

  今後15年後には、約３戸に１戸の割合で空き

家が増加すると予測されています。人口は減少

するのに空き家は反対に増加し、倒壊するよう

な危険な家屋も増え続けていくと思われますが、

現状での危険家屋に対しての対応についてお聞

きします。 

  現地調査は全てされていると思いますか、以

前に策定された空き家計画の中で、管理不全の

空き家については解体の支援も検討されたよう

ですが、これに該当するような家屋はどれくら

いあるのか、これまで解体実施された数と併せ

てお伺いします。 
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  次に、手話言語条例についてです。 

  今回の定例会で障害者差別解消条例を制定さ

れることは、障害者にとっては大きな進歩です。

障害の有無によって分け隔てることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会

の実現に寄与することを目的とし、障害を原点

とする差別の解消に向けて、全ての人が取り組

んでいくことを目指すものです。手話言語条例

について、これからどのように取組をされてい

くのかお伺いします。 

  山形県内でも、手話言語条例については、ま

だ条例を制定されていない自治体が多いようで

す。聾者の一層の自立と社会参加のための手話

が言語として認められ、聾者が日常生活におい

て安心して手話を用いることができる環境をつ

くるよう、手話言語条例を制定することが望ま

れています。この条例について、改めて当市の

考えをお聞かせ下さい。 

  最後に、経済対策について。 

  新型コロナの影響による経済の落ち込みは、

市民にとっても大変厳しいものと言わざるを得

ません。飲食店はもとより農業、商業、工業に

至るまで暗い影を落としています。市内でも飲

食店の経営をやめた方もいます。これからも出

てくるでしょう。 

  このような状況を以前のように戻すには、並

大抵のことではできないと思われます。元に戻

るには３年あるいは５年かかるかもしれません。

これからワクチン接種が始まるわけですが、今

の状況がすぐによい方向に向かって収束すると

は考えづらいと思います。 

  市としてもコロナ対策をいろいろ行ったわけ

ですが、市民生活の厳しさはあまり変わってい

ないようです。今後の方策として経済対策をど

のように考えているのかお聞きいたします。 

  以上で質問を終わります。よろしくお願いし

ます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、奥山市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、道の駅についての御質問であります

が、道の駅についての進捗状況は先日の全員協

議会において説明させていただきましたが、こ

れまでの経過といたしまして、平成27年から頂

戴しております道の駅に関する政策提言を受け

まして、新庄市道の駅外部検討委員会を設置し

ながら、平成30年に新庄市道の駅基本構想を策

定したところでございます。 

  この基本構想で選定いたしました３か所の候

補地のうち２か所を有力な候補地として今年度

の施政方針でも検討を進めることをお示しし、

その方針に沿って庁内での検討や関係機関への

相談を行ってまいりました。 

  これらの検討の結果、既存施設である登録有

形文化財の旧蚕糸試験場や周辺の文化財による

地域の魅力の体感や情報発信の拠点を補充する

ために、道の駅に名のりを上げ、整備すること

を確認したところであります。 

  また、商工観光課が進めている旧蚕糸試験場

の耐震改修工事も３棟の改修を終え、多くの人

に活用していただける状態となり、今年度委託

しているエコロジーガーデン及び周辺地域の整

備活用に関する提案書でも、様々な活用の提案

が盛り込まれております。 

  これらの内容を含めまして国土交通省との事

前相談では、示された道の駅の登録要件となる

施設内容を満たし、補助金の対象となることを

確認いたしました。また、現在のエコロジーガ

ーデンでは、様々な活動において駐車場不足が

生じており、駐車場の拡大整備を望む声をいた

だいております。その整備手法として道の駅を

選択し、さらに歴史的まちづくりの一環として

も、道の駅登録を目指すこととしたところでご

ざいます。 
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  防災道の駅につきましては、災害時の拠点的

な活動ができる仕組みづくりについて検討をし

ていきたいと考えております。 

  なお、新庄インターチェンジ周辺を候補地と

した北のゲートウェイプロジェクト検討会につ

きましては、今後も県をはじめ最上８市町村に

よる協議を継続してまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、空き家の現状についてでありますが、

５年ごとに全国規模で行われます住宅土地統計

調査において、直近である平成30年の空き家率

は全国平均が13.6％、山形県が12.1％、新庄市

が11.5％となっており、新庄市においては、５

年前と比べて若干減少しております。また、各

区長から御協力をいただきながら行っている市

独自の調査では、平成27年に428戸、平成30年

は560戸の空き家住宅を確認しております。 

  新庄市における空き家対策につきましては、

平成30年３月に策定した新庄市空き家等対策計

画において、空き家の発生予防、空き家の適正

管理、空き家の流通促進、管理不全空き家対策

の４つを取組方針として掲げ、その空き家を状

況に応じて対応しているところであります。 

  御質問にありますように、適正に管理されて

いない管理不全空き家については、防火、防犯、

衛生、景観など、周辺住民生活に多大な影響を

及ぼす可能性があり、今年度の対応状況につき

ましては、近隣からの情報により現状確認を行

った31戸のうち、指導により自ら対応したのが

15戸、所有者不明により対応されなかったのが

６戸、危険度が少ないなどにより状況を見守る

としたのが６戸、市で応急措置を行ったのが４

戸となっております。 

  また、家屋解体時の支援についてでございま

すが、基本的に所有者の責任として行われるべ

きものでありますので、所有者と連絡を取り、

情報を共有しながら、適正管理と自主解体を促

していくことが重要と考えており、状況に応じ

て助言、指導、勧告、命令などを行っていきた

いと考えております。 

  また、周辺住民などへの危険性が高い場合は、

応急措置や、場合によっては代執行なども視野

に入れながら、どのような支援が適切か検討し、

市民生活の安全安心を確保してまいりたいと考

えておりますので、御理解のほどよろしくお願

いいたします。 

  次に、手話言語条例の制定についての御質問

でありますが、手話聾者が生活を営むために必

要不可欠な言語でありますが、手話が言語とし

て認められてこなかったことや、手話の使用が

制約された時代があったことなどから、聾者は

必要な情報を得ることや意思疎通を図ることが

難しく、多くの不便と不安を抱えながら生活し

てきました。 

  こうした中、障害者の権利に関する条例や、

平成23年に改正された障害者基本法において、

手話が言語に含まれることが明確化されました。

しかしながら、依然として聾者への理解や手話

の普及は進んでいない状況であります。 

  山形県も平成29年に手話言語条例を制定しま

したが、その条例が広く周知されていると言い

難い現状にあります。手話及び聾者に対する理

解を含め、手話の普及を促進し、聾者と聾者以

外の者とがともに支え合い、手話という言語を

使用し、豊かなコミュニケーションができる社

会の実現を目指すためには、当市における手話

言語条例の制定が必要と考えております。 

  また、聴覚障害者協会などから要望をいただ

いていることも踏まえ、施政方針でも述べまし

たように、令和３年度中の条例制定を目指して

まいります。 

  次に、経済対策についての御質問であります

が、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う市

の経済対策につきまして、これまでも各種支援

策を講じてまいりましたが、現在は12月及び１

月の補正予算にて着手した３つの事業を主に実
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施しております。 

  １つ目のやまがたGo To Eat キャンペーン利

用事業者応援給付金は、使用された食事券の換

金を受けた市内加盟店に対して、市が換金額の

25％を給付するもので、２月末日現在で19店舗

に対し約211万円を給付しております。 

  ２つ目の事業者コロナ影響経営状況調査業務

は、新庄商工会議所へ委託し、得られた経営上

の課題やニーズなどの調査結果を今後の事業者

支援策に生かしていく考えであります。 

  ３つ目の飲食店等緊急支援給付金は、２月で

申請受付を終了し、324件の申請に対し合計

4,186万円の給付額でした。 

  今後の施策につきましては、コロナ禍で沈滞

した地域経済の活性化の一助とするため、市内

取扱店で買物できる商品券5,000円分を３月１

日時点の市民全員に４月下旬の商品券使用開始

の予定で送付することを考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  商工会議所へ委託しております得られた経営

上の課題等については、第２次の経済対策に盛

り込まなければならないと思っています。現在、

業務用酒販店の方から要望が来るという状況を

鑑みますと、２次、３次にわたって影響を受け

ている状況を確認し、それらはまた新年度にな

ってから議員の皆さんと協議をしてまいりたい

と考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  それでは再質問させていただきます。 

  最初に、空き家問題からお願いします。私は

区長をやっていますけれども、私の地区、集落

でも45戸あるうちの６戸が空き家になっている

状況です。そのうちの２戸ぐらいが地域住民で

屋根という、下のほうがくっついているような

状況なので、やっぱり住民で助け合って除雪を

しているような状況です。それを私たちは市役

所でやってもらえると一番ありがたいんですと

いうのは、みんな言っているんですけれども、

そこまで市役所も手が回らないからしようがな

いといって、みんなやっているような状況なん

ですけれども。 

  先ほどの市長の話ですと、新庄市の空き家率

が、以前ですと山形県内ではトップで、国の順

位よりも、全国よりも平均で高いという、空き

家率が高い状況でしたけれども、この状況を打

破するには、人口減少を抑えて過疎にならない

ようにするには、この空き家の増加を何とかし

なければならないと思います。この原因につい

てはどのように考えているのか、ちょっとお聞

きしたいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 空き家の増加に関しての

原因ということでの御質問をいただいたところ

です。 

  議員おっしゃいましたとおり少子高齢化、人

口減少に伴いまして、高齢化している単身者も

しくは夫婦世帯などの方が施設に入所する、も

しくは亡くなってしまうということと、あとは

子供たちがうちから出ていってしまうようなと

ころがありまして、空き家となる件数が増加し

ているということは否めない事実だと思って考

えているところです。 

  現在の空き家の状況におきましても、先ほど

申し上げましたとおり、以前よりは全国平均を

下回るような状況ということになっております

が、自分の力で解体される空き家も目に見えて

増えてきている状況もございますので、積極的

に所有者または管理者の方へ連絡を取りながら、

減少に向けて努力していきたいと考えていると

ころですので、御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 
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１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） この間地震がありまし

た。その地震のときも、私も一応区長だから近

くの２軒の空き家、今すぐ倒壊するとはなって

いませんけれども、やっぱり雪と屋根等々がく

っついているような状況なので、一応夜だけれ

ども見に行ってきました。時間がたてば、やっ

ぱりこれが朽ち果てて、あと何年すると分かり

ませんけれども、やっぱり倒壊すると考えられ

ますので、市のほうでも大変だと思いますけれ

ども、区長ばかりに任せないで、できれば区長

のところにも話を伺いに来て、その点を何とい

うか、都市整備課だけでなく環境課も関係があ

ると思いますけれども、その辺を連携してやっ

てもらいたいと思いますが、どうですか。 

山科雅寛環境課長 議長、山科雅寛。 

下山准一議長 環境課長山科雅寛君。 

山科雅寛環境課長 空き家の問題ということで、

実際に危険な空き家もございます。そちらのほ

うですが、こちら環境課としましては、そうい

った相談があった際には、まずは現場のほうに

確認に行きましてどのような状況かというのを

確認させていただいているところでございます。

また、必要に応じて所有者を確認しまして所有

者に連絡を入れさせてもらう、助言書を送る、

そういった対応をさせていただいています。 

  また、地区のほうにおいても、近隣の方また

は区長にそういった状況の説明に上がっている

場合もございます。今回の地震の際にも、相談

が前からあり把握していた空き家に関しては、

夜ではありましたが、環境課または関係課から

駆けつけていただいた職員とともに見回りをし

たところでございます。 

  そういったことで、市民の安全安心のために

できることを活動してやってございますので、

御理解下さいますようお願いいたします。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） それから、空き家バン

クについては現状ではどのようになっているの

か、ちょっとお聞きしたいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 空き家バンクの現状とい

うことでの御質問をいただいたところです。 

  空き家バンクにつきましては、現在登録に向

けての受付をしているところでございますが、

なかなか件数が集まってこないという状況も現

状としてございます。積極的なＰＲも含めまし

て、固定資産税の課税通知のときに折り込みを

一緒に添付させていただくなどＰＲに努めてい

るところではございますが、こちらのほうのＰ

Ｒもなお努めていきたいと考えているところで

ございます。よろしくお願いいたします。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） それから、固定資産税

ですけれども、空き家を更地にすると６倍にな

ると言われていますけれども、これにつきまし

ても老朽化した危険空き家などについては減免

措置というか、６倍にならないような、そうい

う対策を考えてほしいと思いますけれども、こ

ういう点についてはどのように考えているのか、

ちょっとお聞きします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 固定資産税の空き家を除

却した際の減免措置ということで御質問をいた

だいたところですが、他自治体におきましても

減免措置を行うという事例を取っているところ

もございます。新庄市におきましてもその方法

ができるのか、また有効な方法として活用がで

きるかどうか、今後研究してまいりたいと思っ

ております。 

  以上です。 
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１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） 空き家については以上

で終わります。 

  次に道の駅についてでございます。 

  先ほど市長の答弁ですと、まゆの郷というか、

エコロジーガーデンを道の駅に登録したいとい

う話でした。エコロジーガーデンですけれども、

今産直としてやっているわけですけれども、そ

のまま産直としてやっていくのが私は最善のよ

うに思いますが、駄目なのでしょうか。産直ま

ゆの郷として約20年ぐらいの歴史があるわけで

すから、まゆの郷の名前の由来も歴史的価値が

あるわけですから、これを生かして将来につな

いでいくのも一つの考え方だと思いますけれど

も、どのように考えているかお聞きしたいと思

います。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅エコロジーガーデ

ンの設置についての御質問でございます。 

  現在、産直施設として運営しておりますまゆ

の郷につきましても、地域における大きな集客

の施設として産直の施設としても大変活用され

ているものでございます。その活用におきまし

ても、全協でも申し上げましたように、新庄市

が今後進めていくとしております歴史的なまち

づくりの一環として、登録文化財の中で産直施

設を活用している事例なども含めて、全国にＰ

Ｒする手段としても道の駅という登録に関しま

しては大変有効な手段であるということで考え

ておりますので、相乗効果を狙っても道の駅の

登録を行いながら、産直まゆの郷におきまして

もさらなる効果を上げていけるものと考えてい

るところでございますので、御理解いただけれ

ばと思っているところです。 

  以上です。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） 道の駅になったら指定

管理者でやるのか、民間に任せるのか、どのよ

うな形態でやるのか、これはかなり厳しいとい

うか難しい問題だと思います。これはどういう

ふうな形態で行うのか、ちょっと考えがありま

したらお聞きしたいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 道の駅の管理運営の形態

ということで御質問をいただいたところでござ

います。 

  現在考えております、検討しております道の

駅の範囲といたしましては、今現在使われてお

りますエコロジーガーデンに隣接する部分に、

駐車場を含める休憩室機能、あとは情報発信機

能を、隣接する部分に駐車場とともに整備をす

るということで考えているところでございます。

そちらの管理につきましては、現在のところは

直営でも管理できる範囲なのかというところで

考えているところでございます。 

  なお、今後、エコロジーガーデンの管理運営

につきまして展開があることも含めまして、そ

の運営の方式につきましては、周辺の活用の方

法と併せまして検討を進めていきたいと考えて

いるところです。 

  以上です。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） ただいまのお話ですと、

経営形態は今の考えでは直営でもやれるかなと

いう感じですけれども、道の駅というと、全国

を見ますと、大体道の駅の年間売上げの平均で

ございますけれども、大体２億円と言われてお

ります。この数字を目指してやるのは、当新庄

市ではかなり厳しいのではないかと私は考えま

すけれども、県が主導して行う道の駅、いわゆ

る北のゲートウェイとなっていますけれども、
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これは８市町村で話し合いをしても、多分うま

くいかないと私は思います。国道13号線、47号

線が全ての８市町村に通っているわけではあり

ませんので、メリットがないと考えれば、この

協議会から外れることも考えられると思います。 

  このインバウンド型のゲートウェイというか、

インバウンド型の地域外から活力を呼ぶという

ゲートウェイよりも、地域センター型といいま

すか、地域の元気をつくる地域センター型がこ

の地区の道の駅には合っていると思いますが、

その辺どのように考えているのか、ちょっとお

願いします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 北のゲートウェイの方向

性ということも含めましての御質問をいただい

たところです。 

  北のゲートウェイの検討会につきましては、

今年度に入りましても２度検討会が行われてい

るところでございます。現在、県が主体となり

まして８市町村が集まっての協議会を進めてい

るところでございますので、そちらにつきまし

ては今後も協議を重ねていくということで考え

ているところでございます。 

  また、地域センター型ということで、地域に

根差した場所での道の駅ということで、今回エ

コロジーガーデンを道の駅として考えるという

部分につきましても、その場所を目的として来

ていただけるような形での整備に向けて進めて

いきたいと考えているところでございます。 

  現在、活用もされております登録文化財を中

心とした建物とkitokitoマルシェなどのイベン

ト活動によって知名度を上げております集客性

なども含めて活用しながら、道の駅の登録でさ

らなるＰＲを行いたいということで、地域に活

性化をもたらしたいという思いでの設置に向け

ての考えですので、御理解いただければと思っ

ているところです。 

  以上です。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） 道の駅の成功例という

ことで、萩市の萩しーまーとが挙げられます。

私の以前の会派ですけれども、視察に行ってき

ました。その駅長のお話ですと、観光客は捨て

るというのが基本だそうです。地域に根差した、

やっぱり地元の人に愛され、地元の元気をつく

る場所でなければならないというのが成功の秘

訣のようです。これから経費を最大限に抑えて、

地元の人に愛される無駄のない施設、道の駅を

つくられること、この件についてはこれで終わ

ります。 

  次、手話言語条例についてですけれども、今

回、障害者差別解消条例を制定していただきま

してありがとうございます。2016年４月に障害

者差別解消法が国で制定されて、山形県内では

６市が制定されております。そのほかにこの地

区では、真室川町が平成30年12月に制定されて

おるようです。 

  市は、手話言語条例については、青森県、福

島県では各９市ずつが制定済みですが、ほかの

秋田県、岩手県、宮城県、山形県ではほとんど

進んでいない状態です。山形県として2017年３

月に県条例として施行されましたが、なぜか国

ではまだ手話言語法が制定されていない状態で

す。2019年12月に手話言語法の法案が野党から

提出されました。議論がされないまま継続審議

となっている状態です。これはなぜだか不思議

に思います。 

  各自治体でも、住民から要望があるのに条例

制定には至っていないのが実情のようです。今

年２月末で29道府県、全国合計374自治体が条

例制定しているようです。 

  当市としては、この手話言語条例の制定につ

いては、具体的にもう少しどのような手順で進

めているのか、再度お聞きいたします。 
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青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 差別解

消条例、それから手話言語条例に関しまして、

昨年の３月議会で御質問をいただきまして、そ

のとき手話言語条例についてはいつというふう

な明確なお答えをできないままでいたんですけ

れども、今年度、差別解消条例のほうを令和３

年度中に策定すると決定しております。 

  差別解消条例を今年度策定してきたところな

んですけれども、その中でいろいろな当事者の

方、それから関係者の方からお話を伺った中で、

差別解消条例とは別に、やはり手話言語条例を

策定する必要があるという認識に至ったところ

でございます。 

  手話言語条例策定の前に、今年１月に市報で

障害者の特集をさせていただいたんですけれど

も、その中で障害当事者の方から、聴覚障害者

の方からお話、インタビューをいただいた中で、

聾学校の中で手話が禁じられていたという歴史

的な背景、それから、そういった中で隠れるよ

うにして手話を学んで、大事にコミュニケーシ

ョンとして守ってきたという話をお聞きしたと

ころです。 

  手話が言語だということについて、それは当

事者にとりまして非常に重みのあることだとい

うことで、私たち健常者の想像を超えるほどの

重みがあるということで、手話言語条例という

ものを来年度、令和３年度中に策定の必要を感

じたということでございます。 

  手話言語条例の策定の研修会を先月職員が受

けまして、全国各地の策定の状況ですとか手法

といったものを学ぶ機会を得ました。そういっ

たところの学びを基に、また手話言語条例の体

制につきましては、当事者からよくお話を伺っ

た上で令和３年度中の策定を進めてまいりたい

と思います。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） 市長の施政方針にもあ

りましたので、まず令和３年度中に制定される

ようにお願いして、私の質問を終わります。ど

うもありがとうございました。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時３９分 休憩 

     午前１０時４９分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、小嶋冨弥君。 

   （１５番小嶋冨弥議員登壇） 

１５番（小嶋冨弥議員） 断らなくていいから、

マスク許可、断りませんので、ひとつあしから

ずお願いいたします。 

  あと、昨日の予算書の説明で課長が早口でな

かなか、途中からページをめくれなくなったか

ら、やっぱり今日はゆっくり一般質問させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

  御苦労さまです。令和３年３月における市議

会定例議会の一般質問初日２番目の質問者の議

席番号15番、起新の会の小嶋冨弥でございます。

早速通告に従いまして質問をさせていただきま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

  それでは、まず初めにお伺いいたしますのは、

世界的に脅威にさらされておる新型のコロナウ

イルスの災いについてであります。テレビ、ラ

ジオ、新聞等、マスコミ報道は、カラスの鳴く

日がなくても連日連夜トップニュースで流して
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おります。 

  国内の新型コロナウイルス感染者の確認者数

が毎日県単位で発表されており、また、これら

による死者の数も公表されております。報道に

よりますと、３月３日午後８時現在、国内感染

者数43万6,187人、死者数が8,089人であり、全

く目に見えない感染力の強い死に至らしめる新

型のウイルス問題については、地球全体の大問

題でありまして、私たちの日常の生活も経験を

したことのない局面を迎えておりまして、国も

感染予防対策に苦慮し、イベント、飲食、トラ

ベル等に関し自粛要請、緊急事態宣言を発し事

態の収束を図っておるわけですが、従来の生活

レベルには程遠いのであります。 

  そこで、いよいよ感染症対策の決め手の予防

ワクチンの接種が政府の承認によって動き始め

たわけであります。医療従事者を対象に始まり、

４月以降、高齢者から接種が始まる予定ですが、

住民接種の主体は各市町村でありまして、大変

な実務を負うわけであります。前例のないこと

で課題もあると思いますが、これらのために準

備体制を確立し、当市民の方々に安全安心接種

スケジュールのお知らせが行政の大切な役目だ

と思います。 

  そのような感染対応が不安な折、先般２月24

日の山形新聞の４月以降の県内自治体の接種体

制、高齢者に対する接種を４月上旬に行うめど

の記事がありました。当市と戸沢村と、全く至

っていないとの報道がされました。この記事を

見た市民は、一体どのように感じたことでしょ

う。私は啞然としました。私ばかりでなく、大

方の市民の皆さんも不安と行政不信を感じたの

ではないでしょうか。これらについて、２月26

日の各新聞に、新庄市民の皆様へ、新型コロナ

ウイルスのワクチン接種についてのお知らせの

チラシが入りました。また、この日の議員懇談

会の席にて、経過のお話がありました。市民の

生命を預かる行政として、市の新型コロナワク

チン接種対策室が進めるワクチン接種のスケジ

ュールと対策、対応は本当にどうなっているの

か。これらについてお尋ねいたします。 

  次に、このコロナウイルス禍によって、経済

が収縮し、経済活動が大変厳しい状況に陥って

おります。当市でもできる限りの経済対策を図

ってまいりました。それらの内訳、内容はどの

ように展開なされてきたのか。また、関係各位

の方々の声はどうなのでしょうか。お聞きする

ものであります。 

  また、それと同時に、地元産物に対し、消費

拡大に向けた自治体の支援も必要ではないので

しょうか。オンラインのショップ、ネット販売

の支援ができるような後押し、それらをどう活

用し、販売できるような仕組みを構築、経済活

動の後押しができるような考えがないのか、あ

るのかお伺いしたいと思います。 

  それでは、次の発言事項の住みよいまちづく

りについて質問をいたします。 

  行政の全てがまちづくりと思いますが、私が

これらのうち、今般取り上げてお尋ねいたしま

すのは、市行政の円滑運営に寄与しておる区長

制度についてであります。市における区長規則

第１条の目的は、市行政の円滑なる運営を図る

ため、市の各地区長を置くとあり、そして前項

の地区は地域社会の自主性を尊重し、特殊の事

情を除き、おおむね100世帯を標準とするとあ

り、第２条には、区長は本市の非常勤特別職の

職員とし、その地区に居住する成年者で、その

地区の推薦により市長が任命するとあります。 

  そのように地域の核として地域住民と行政の

パイプ役で大変重視されるわけであります。行

政の情報伝達、事業や調査の協力要望を集約等、

御苦労なされておるわけであります。 

  その任を担う方が、各地において高齢化や職

務の多様さで区長人選に大変苦慮しておると聞

いております。 

  まちづくりは人づくりからと言われます。住
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みよいまちづくりを円滑に進めていかなければ

なりません。ぜひこれからのまちづくりに向け

た制度の見直し、検証をすべきと思いますので、

これらについてお尋ねいたします。 

  以上で、私が通告いたしました質問ですが、

一言申し上げたいと思います。 

  ３月は別れの季節でもあります。この３月末

をもって市の職員の方が管理職を含め定年で退

職なされます。その皆さんには心から御苦労に

対し、感謝と御礼を申し上げます。これからも

お体自愛なされ、また長年行政職で得た見識を

地域に還元していただければ大変ありがたいと

思います。 

  それでは、御答弁のほどよろしくお願い申し

上げます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、連日マスコミ等におい

て報道されておりますコロナ関連でありますが、

本市におけるワクチン接種についての御質問に

ついてお答えさせていただきます。 

  １月14日に健康課で新型コロナウイルスワク

チン接種対策室を設置し、現在は医師会や接種

会場との調整、接種券の作成や各種システムの

改修、接種に必要な物品の確保などの業務に当

たっております。 

  本市における接種方式につきましては、市内

の医療機関で接種を受ける個別接種と市民文化

会館で接種を受ける集団接種の併用で実施する

ことを予定しております。 

  また、市が実施主体となる住民接種のスケジ

ュールにつきましては、国のガイドラインに従

い、４月以降に65歳以上の高齢者から開始、次

に65歳未満の基礎疾患を有する方及び高齢者施

設等の職員とし、最後に７月以降に16歳以上65

歳未満の方と予定しております。 

  現在、実施計画の策定に向け関係機関と協議

を継続しておりますが、ワクチン接種に関する

情報は日々変更されておりますので、常に最新

の情報を把握し、接種を希望する市民全員が迅

速かつ安全に接種を受けることができるよう体

制を構築してまいります。 

  新聞記事につきましては、新聞社のほうから

大変申し訳なかったという意見をいただいてい

るところでありますので、よろしくお願いしま

す。 

  大蔵村長とお会いしましたとき、3,000人の

体制は全て終わっているというようなお話をい

ただいたところであります。 

  担当課につきましては、時を得て情報を小ま

めに出すようにということを指示していること

ありますので、御了承お願いしたいと思います。 

  次に、経済対策についての質問でありますが、

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って、今

年度実施してきた市の経済対策のうち、主要な

ものについて御説明いたします。 

  ５月補正予算による事業は３つありまして、

１つが、市内事業主が新型コロナウイルスの特

例措置に係る国の雇用調整助成金を申請する際、

社会保険労務士に依頼した費用を助成する雇用

調整助成金申請支援事業で、３月末日までの申

請受付で、２月末日現在の申請受理50件、給付

額は1,029万円です。 

  ２つ目は、経済的な影響が大きい業種の事業

者に給付金を支給する飲食店等応援給付金で、

10月で申請受付を終了し、345件の申請に対し

7,094万円を給付しました。 

  ３つ目の事業者持続化給付金は、国の持続化

給付金を受けた事業者に市が１割相当額を上乗

せするもので、国の申請期限延長に応じて市で

も３月末まで申請期限を延長したところであり

ます。２月末日までの申請受理は1,267件、給

付予定額は１億5,177万円であります。 

  ６月補正予算では、事業用資産に係る固定資

産税第１期の３分の１相当額を市内事業者に給
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付する事業者事業継続支援給付金を実施しまし

た。11月で申請受付を終了し、126件の申請に

対して455万円を交付しております。 

  続いて７月補正予算により新生活様式対応支

援事業を実施しました。新生活様式へ対応する

ための物品購入や設備導入に要した経費を最大

10万円補助するものですが、12月で申請受付を

終了し、587件の申請に5,010万円を交付しまし

た。 

  さらに12月及び１月補正予算にして着手しま

したやまがたGo To Eat キャンペーン利用事業

者応援給付金について、２月末日現在で19店舗

に対し、約211万円を給付しております。 

  飲食店等緊急支援給付金は２月で申請受付を

終了し、324件の申請に対し4,186万円を給付し

たところであります。 

  このように、市としては最大限の経済対策を

実施してきたと認識しておりますが、ご指摘の

とおり、歴史のある事業者が廃業に追い込まれ

る事例があることは承知しております。こうい

った事業者の実情把握が不十分でありますため、

新庄商工会議所との連携により、事業者コロナ

影響経営状況調査業務を実施し、商工会議所の

会員、非会員の区別なく事業所を訪問し、課題

やニーズの把握に努めているところであります。

これらによって得られたデータを生かして、新

年度以降の事業者支援政策について検討してま

いりたいと考えております。 

  御提案のありました地元産物の消費拡大につ

きましては、市出身学生生活応援事業といたし

まして、高校卒業後に市外に進学した学生に対

して市の特産品5,000円相当を直接支給するこ

とでの支援を予定しており、特産品のＰＲと学

生の地元回帰につなげる目的の事業で、令和３

年度当初予算に事業費を計上しておりますので

よろしくお願いいたします。 

  また、オンラインショップネット通販の活用

に関しまして、現在のところ市内の小売業者や

飲食店において、ＳＮＳを活用した消費者への

情報発信や広告宣伝が広く行われております。

既にこのような動きがありますので、コロナ禍

という状況も踏まえ、オンラインショップ、ネ

ット通販を活用することは事業者の事業継続に

資するものと思われますので、他市の事例も参

考しながら、関係機関との意見交換を通じて、

事業者支援策の選択としての可能性を探ってま

いりたいと思います。 

  最後に、区長制度の検証についての御質問で

ありますが、日頃より区長の皆様には、市から

の行政情報が記載された使送物の配布や地域の

実態把握などの業務に御尽力をいただき、心か

ら感謝申し上げます。 

  人口減少や少子高齢化、価値観の多様化など

により、地域が抱える課題は年々複雑かつ多様

化しており、地域住民と行政のパイプ役である

区長の皆様には大変多くの業務を担っていただ

いております。そのような中、議員御指摘のと

おり区長の高齢化や担い手不足などの課題があ

り、今後の円滑なまちづくりを進めていくため

に、地区の規模や区長報酬などの制度検証につ

いては重要であるとの認識をしております。 

  本市では市政の円滑な運営を図るため、212

の行政区に分け、１行政区当たりおおむね100

世帯を標準としております。現状としては、規

模の大小に偏りがある状態となっており、地区

によっては区長にかかる負担が大きい地区や、

単体では存続が困難になることが想定される地

区もございます。それらに対応するために、複

数の地区を統合するなどの方法も考えられます

が、以前からの地縁的なつながりや地理的なも

のなどを考慮しながら慎重に検討する必要があ

るものと考えております。 

  また、区長報酬につきましては、現在均等割

として区長１人当たり１万5,000円、世帯割と

して１世帯につき800円としております。報酬

の考え方としましては、均等割は行政とのパイ
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プ役として地区の大小に限らず共通する業務に

係るものとし、また世帯割は、使送物の配布業

務や世帯数の把握などの世帯数に応じた業務に

対しての報酬としております。 

  今後、地域の在り方が変化していく中で、業

務内容につきましても、時代に即した柔軟な対

応が必要であると考えられますので、他市町村

の状況を参考にしながら、今後とも検討してい

かなければならないと考えております。 

  今後ともまちづくりを円滑に進めていくため

に、区長との連携を綿密なものとし、住みよい

まちづくりにつなげていきたいと考えておりま

す。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 答弁いただきました。

それでは、区長に関して再質問をさせていただ

きます。 

  市長の施政方針の中でも、令和７年、戸沢さ

んのところの藩祖が入城して400年というよう

なことで、新庄市は殿様が変わらないで、ずっ

と戸沢時代から今日まで、終わってから今日ま

で引き継いできているわけで、区長の役割は大

変、その名残です、昔の町名ごとに茶屋町とか、

そういったものを引き継いで、区長は地域のパ

イプ役をやっているわけでありまして、それを

考えるといろいろ歴史があるわけです。 

  その中で、先般、吉川英治文学賞という、吉

川英治国民文化振興会が２日に発表になったと

きに、新庄の観光大使第１号の今村翔吾さんが、

「羽州ぼろ鳶組」シリーズで賞をいただいたん

です。非常に新庄の情報を発信していただく方

がこういうふうになったというようなことで、

この何か新庄のまちづくりにも御縁があるので

はないかなと。令和７年の400年に関しても何

らかのいいニュースではないかなと思ったわけ

でありますので、区長のことと併せて一言、余

計かもしれないけれども言いました。 

  これは2020年４月の施行で地方公務員法及び

地方自治法の改正がありまして、特別公務員は

専門的な知識に基づく助言、調査などを行うも

のに限ると、減縮されたと。それで、これを受

けて、いろんな自治体にも身分保証というもの

をどうするかということも取り沙汰されており

ますので、新庄市においては、規則においては

今の制度だけれども、今後、こういった制度は

どのように捉えて、どのように進めるのでしょ

うか。 

関 宏之総務課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総務課長関 宏之君。 

関 宏之総務課長 区長の身分ということだと思

いますので、総務課のほうでお答えさせていた

だきますけれども、平成29年に公布されました

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する

法律によって、従来の臨時、非常勤職員に係る

制度が大きく変わっております。これに伴いま

して、議員おっしゃるとおり、法改正により地

方公務員法第３条第３項第３号に掲げる職とし

て区長があったわけですけれども、改正により、

学校医や産業医などの専門的な知識を持つ方が

就く職であるとされ、区長のほうは同号に該当

しないとなったことから、昨年、今後どのよう

な身分でいくかということを検討させていただ

きました。 

  その中で、他市の事例を見ますと、会計年度

任用職員であったり、有償ボランティアであっ

たり、または業務の委託という形で対応した自

治体もございますけれども、新庄市の場合は、

やはり区長の公的側面が大きいということと、

区長業務の最中に何かあった場合の補償は必ず

必要だと思いますので、何より区長に納得して

いただく身分でなければいけないということで、

地方公務員法第３条第３項第２号の民生委員で

ありますとか、児童委員と同じような形で非常

勤特別職という身分を継続するという結論に至
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ったところであります。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 継続。有償ボランティ

アではないわけですか。それにしても、やはり

報酬を考えなければ駄目ではないんですか。

212あるわけでして、その中では、市長答弁の

中でもかなり受け持ちの戸数の幅が広いと。

100世帯を１つの受け持ちというような考えで

進めているんですけれども、なかなか昔からの

しきたり、町内の中で、はい、あなたの隣から

100戸というふうにはいかないのが現状で、そ

れはやっぱり城下町の名残、それは分かります

けれども。300ぐらい近い区長と50ぐらい未満

の区長もいると思うんです。だから、この均等

割はおかしいと思うんです。やはりたくさんあ

るところは配布物で800円は補助してくれるん

でしょうけれども、同じではないのではないで

すか。その辺も考えながら、ここで結論は出な

いと思いますけれども、そういったものも含め

て、やはり有償ボランティアではないので、も

う少し考える余地があるのか、ないのかなとい

うことだけお聞きします。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

下山准一議長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 ただいま小嶋議員からあ

りましたように、行政区でやはり世帯数、多い

ところは300を超えて、上茶屋町なんかは200も

超えて、本当に大変なところと、１桁台、２桁

台のところが確かにございます。そういった意

味で、今御指摘あったようなことはぜひ参考に

させていただいて、今後継続して本当に検討し

ていかなければいけないということだと思って

おりますので、これからも今の御意見なんかも

参考にさせていただきながら検討してまいりた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） そういったことで、や

はり前向きに、まちづくりを円滑にするには、

そういった認識をもう一回考え直していただい

て、区長はなかなか報酬を上げろなんて言いに

くいけれども、いろいろなお話を聞くと、均等

割、配布物を含めて50戸ぐらい受け持ちで、月

１万円ぐらい、もし手当としていただければ、

そんなに成り手も、厳しいだろうけれども、地

域のためというような考えも聞いています。財

政もあると思いますけれども、そういう声もひ

とつ酌んで財政措置をぜひお願いしたいと思い

ます。 

  次、コロナ禍においての質問になります。こ

れは市長も新聞のことを言いましたけれども、

これは新聞を見たらびっくりするんだ、何回も

くどいけれども。ひとつ、何でよ、これ新聞社

だってでたらめを書くわけはないと思うんです。

事前取材とかいろいろアプローチして、その結

果、こういうめどが立った、おおむね立った、

立っていない、全く立っていない、回答できな

い。回答できないのだったらまだしもいいです。

でも、26日に新聞折り込みが入っているでしょ

う。体制ができているんでしょう。だったら新

聞社に対しての受け答え、誰だか分かりません

よ、対策室の誰だか分かりません。そこは問い

ませんけれども、その辺課長は、こういう取材

があってこういう答弁をしましたといったよう

なことがあったかないか、まず聞きます。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 ２月24日の新聞記事の件でご

ざいますが、その件につきましては、先ほど小

嶋議員から御指摘ありましたとおり、２月26日

の全員協議会の冒頭で経緯のほうは御説明、御

報告させていただいたところでございます。そ

の際も私どものほうで電話取材があったところ

ではありますが、電話取材の際に、今の市の状

況ということで問合せがあったものですから、
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先ほど市長の答弁の中にもありましたけれども、

現段階での、電話取材があった段階での市とし

ての回答としましては、個別接種、集団接種の

併用で行っていく、個別接種については医師会

からの協力により事務局の想定どおりに実施で

きそうである、県や医師会には医療従事者の確

保について市町村と医師会との仲介に入っても

らいたいということを報告したところでござい

ます。 

  それで、２月24日の新聞を私も拝見したわけ

ですけれども、我々のほうで答えた内容と全く

違うような形での新聞記事がありました。それ

を見まして、答えた内容が反映されていないと

ことで驚くとともに、内容について確認したと

ころ、先ほど市長の答弁にありましたけれども、

新聞社のほうよりおわびの申出があった経緯で

ございます。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 経過は分かりましたけ

れども、電話取材を受けた方のこういうことが

ありましたよということが課長のほうには伝わ

ってきたか、こなかったかと私はお聞きしたん

です。私が何を言いたいかというと、終わった

ことはしようがないとは、言いたくないけれど

も、言わざるを得ない。でも、内部の健康課で

はなくて、恐らく行政の皆さんの内部の中で、

報連相がうまくいっているんですかということ

をお聞きしたい。やはりいろんなことがあると

思うんだけれども、新聞を我々が見たとき、全

くめどが立っていないというのは、我々議員が、

何やっているんだお前たちと、多くの議員の皆

さんも感じたと思うんです。そうではなくて、

やっぱり議会と我々は、執行部は両輪のごとく

というようなこともあるものですから、そうい

う意味でやはりこの新聞。間違ったと新聞社は

言うんだけれども、それならば新聞におわびの

訂正とか、普通は出ますよね。何も出てきてい

ない。本当におわびしたのかと逆に思うんです。

私は信用しています。特に課長は人柄がいいか

ら、言っていることはうそは言わないと信用し

ているけれども、やっぱり新聞のほうに１行も、

どこにもないものだから、果たして今の言葉が

本当なのかというようなことを、思わなくてい

いことをやっぱり思う。やっぱりもう少しコミ

ュニケーションを取って、課長はやっぱりそう

いう、部下もこういうことがありましたからこ

ういうふうに答弁しましたよというようなこと

が足りないのではないかなというような、私が

危惧しているんです。だから、田宮さんのとこ

ろばかりではなくて全体でそういう職員と上司

とのパイプが、緊張感を持ってやっているか、

やっていないかなというようなことまで感じま

す。この辺、総務課長どうですか。これではな

くて、そういった意味で。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 24日の新聞の朝のことで、私が登

庁しましたら即健康課長が来まして、こういう

内容で、全然実施していないということが新聞

に取り上げられてしまったということの連絡が。

先ほど課長が申し上げましたように、新聞社に

は、医師会ともきちっと個人接種、それから集

団接種、あと医師会の調整、その他をしていま

すと、予定どおり行うというようなことは山新

に伝えたと、新聞社にと。しかし、結果的にこ

うなったのでいかがしましょうかというような

相談が、朝一番にあったわけでありますけれど

も、その新聞取材の前に、２月26日の金曜日の

朝にチラシを出すというようなことを前々から

想定しておりましたので、それをもって代えて

いくしかないだろうと、今、即新聞社のところ

に行って何してもといっても、間違いだという

ふうな、その後申し訳なかったと、後から聞き

ましたという報告もまた受けたわけであります

けれども、今回の件については、たまたま24日
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の朝であったんですけれども、26日にきめ細か

に情報を出すようにというようなことをして、

健康課としても26日の朝に折り込みできるよう

に段取りをしていたということで、今回はあえ

て新聞社のほうには訂正文を出すようにという

ようなことは指示しなかったということを御理

解いただきたいと思います。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） それは、終わったこと

はあまりぐちぐち言わないけれども、内部がき

ちっと報連相になっているか、なっていないか

とお聞きしたい。総務課長、いかがですか。 

関 宏之総務課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総務課長関 宏之君。 

関 宏之総務課長 やはり課内の報連相というの

は基本でありますので、当然課長だけでなくて

全ての職員がそれを認識して行っていくべきも

のと考えております。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） ぜひよろしくお願いし

ます。我々もこういう議員という立場があるも

のですから、やっぱりこういうところで私たち

の役目は議会を監視する、チェック機関をする

というような使命で私は言っていますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  それでは話を戻しますけれども、体制はでき

たと。では、ほかの市では円滑にするためにシ

ミュレーション、模擬訓練、流れを確認等やっ

ていますけれども、当市ではそのような流れは、

今後ワクチンが国から来て接種いいよといった

場合、どうなんでしょうか。 

  あと、通知はどのような方法でなされるんで

しょうか。 

  あともう一つ、電話案内、コールセンターみ

たいなものは設置なされているのか、なされて

いないのか、あわせてひとつお尋ねいたします。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 まず、シミュレーションの実

施の部分でございますが、確かに新聞報道等で、

他市で行っているということは把握していると

ころでございます。私どもシミュレーションを

行うに当たっては、まず具体的に医療従事者の

協力を得まして、その上で看護師と、あと事務

職員とを配置してのシミュレーションを実施し

たいとは考えているんですが、ただいま、先ほ

どの市長答弁でありましたとおり、医療従事者

のほうについては、今最終的な詰めを医師会と

行っておるところですので、そちらができ次第

シミュレーション、集団接種会場につきまして

は文化会館を現在予定しておりますが、文化会

館でのシミュレーションを行いたいと考えてお

ります。 

  先ほど市長答弁でありましたとおり、４月以

降、65歳以上の高齢者から開始するというよう

な形で今現在スケジューリングしておりますの

で、その前に当然シミュレーションは行わなけ

ればならないという形で考えておりますので、

４月以降の部分の高齢者の具体的な接種時期に

つきましては、ワクチンの供給体制のほうの確

認もあるものですから、そちらが担保でき次第、

具体的な４月初旬になるのか、４月中旬になる

のか、４月下旬になるのかという部分を決定し

た上で、それの１か月前くらいにはシミュレー

ションを実施したいと、現段階では考えている

ところでございます。 

  あと、通知の部分でございますが、市民の皆

様への通知ということの部分かと捉えたところ

でございますが、ワクチンの接種に当たっては、

一番初めの作業としましては、市民の皆様へ市

のほうから接種券を発送したいという形で考え

ております。その接種券の発送については、先

ほど来から65歳以上の接種については４月以降

ということで申し上げていますけれども、３週
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間あるいは４週間くらい前には接種券を市民の

方に発送しまして、受け取った市民の方からは、

接種の時期についてそれぞれコールセンターで

予約していただければなという形で考えておる

ところです。 

  あと、コールセンターの設置につきましては、

基本的に現在民間事業者へ委託したいと考えて

おります。設置につきましては３月下旬をめど

に今取組を進めているところです。コールセン

ターの役目としましては、市民の方にお送りし

ました接種券によるそれぞれの市民の方の接種

の予約と、あと一般的なワクチン接種に関しま

す相談、案内等を担当になっていくというよう

な形で考えておるところでございます。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） なかなか大変だと思い

ます。御苦労なされていると思いますけれども、

やはり命はみんな心配で、ワクチンを打つこと

によってひとつ免疫をつかめれば、感染の可能

性がなくなるよというようなことだと思うんで

す。 

  でも、心配はあるんです。アナフィラキシー

なんていうこと、英語で分からないことが出て

きて、果たして何やというようなことで、副作

用的で急となるようなこともいろいろある、想

像がつかないこともあると思うんです。本当に

御苦労なされて、だけれども、市民の生命、財

産を守るためには、やはり頑張ってもらわなけ

れば困るというのが我々の願いなんです。 

  それで、65歳は何人、大分いると、人口の３

分の１以上いるんでしょうけれども、65歳から

例えば100歳までいるといっても、そういった

優先順位があるのではないですか。どのように

考えて、全部65、66、67、70といくんですか。

それとも、ほかの自治体からいけば、70だか75

歳を優先的にして、この方々が１回終わったら

次は65歳以上の方に案内するとかというような

方法もあるやなしや聞いていますけれども、市

のほうではそういった65歳、全部ではなくて優

先順位を年齢別に分けて接種の案内、予約券を

出すというお考えか、どのようにお考えになっ

ていますか。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 ただいま私どものほうで想定

しております65歳以上の方については、市民の

方１万2,000人ということで想定しているとこ

ろでございます。ワクチンの供給のほうが１万

2,000人分、100％接種という形にはならないか

と思いますけれども、１万2,000回、２回接種

とすれば２万4,000回、その部分が確保、確認

できれば、画一的に１万2,000人の方に一斉に

接種券を送付したいと考えておるんですが、ワ

クチンの供給体制について、現在非常に明示さ

れていないところでございます。現在、私ども

が国から聞いているワクチンの今後の供給体制

につきましては、４月から順次都道府県を通し

まして市町村のほうに配布するというような形

でお聞きしております。４月段階での国から都

道府県へ配布されます個数、数量につきまして

は、既に連絡をいただいておるところです。国

は人口割で都道府県に配布するという形で考え

ているようですので、そのような形で県に配布

されました数量を山形県内における新庄市の人

口割で試算しますと、４月中に届くのは現在

1,600回分というような形で見込んでおるとこ

ろでございます。先ほど申し上げましたとおり、

65歳以上の方が１万2,000人おりますので、

1,600しかストックがない段階で１万2,000人に

接種券をお送りしますと、やはり混乱が生じる

かと思っておりますので、現段階では、在庫の

数、ストックの数に合わせた接種券の案内、送

付をしていきたいと思っております。1,600回

分あれば1,600人、あるいは２回分を確保した

いという意味合いもございますので800人。800
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人という対象者を１万2,000人の中から絞るに

当たっては、それは国のほうから市町村の判断、

裁量に任せられるという形で聞いておりますの

で、先ほど議員がおっしゃったような形で、高

齢になればなるほどリスクが高いと捉えており

ますので、例えば100歳以上の方、次に90歳以

上とかだんだん下に下げてきて、そちらのほう

をストック状況に合わせた形での接種券の発送

ということも、今検討しているところでござい

ます。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 本当に現場としては大

変だなと、今お話を聞いて思います、 

  現状を自治体に任せるということでしょうか

ら、自治体の知恵比べ、腕比べではないですけ

れども、そういったものがやっぱり大切だなと

思いますので、課長、ひとつ頑張ってけろ、頼

む。 

  あと、市で、コロナ対策、経済対策、いろい

ろ聞きました。商工課長、市で今まで真水で、

市の真水は何ぼだ、お金。分からないですか。 

下山准一議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時３４分 休憩 

     午前１１時３５分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 コロナ対策費での市全体での

予算の状況というふうなことでございますが、

コロナの感染症対策費も含めた額ということに

なりますが、総額で４月から47億3,800万円と

いう額でございます。このうち、国の特別給付

金が35億2,000万円ほどございますので、さら

に、このたび補正のほうに上げさせておりまし

た地方創生臨時交付金が６億2,000万円ほど国

のほうから来ておりますので、市の一般財源の

持ち出しとしまして最終的な見込みとしては１

億5,300万円ほどを見込んでございます。 

  以上です。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 本当に大変だなと。で

も、一生懸命支援しているなということが分か

りました。 

  それで、新聞を見ますと、２月16日の日経の

中で、地元のお菓子屋さんが廃業になったと。

みんなはあそこの煎餅屋さんだべというような

ことで、あと、昔からあった洋服屋さんが店を

畳んだということで、非常に事業継承が大変だ

なというようなことがあるんです。新庄市だけ

でなくて、それは企業努力とかいろいろあるん

でしょうけれども、そういったものがなくなれ

ば、地域の活力が失われるのは誰が言っても当

たり前でありまして、この新聞の記事を見ます

と、今回、廃業の影響の大きさを実感したと、

予備軍は多くあって事前に働きかけができない

か商工会議所などを検討するというようなこと

でした。一生懸命取り組んでいるんだなという

ことなんです。中小企業者は高齢化が進んで、

これまでの経営者が築いてきた企業価値が次の

時代につないでいかれないというような現状な

んです。 

  そこで、自治体もＭ＆Ａみたいなものを、行

政がやれといっても厳しいと思うんだけれども、

商工会議所とか銀行あたりは情報を持っている

から、そういったものを、会議とかそういうも

のを立ち上げて事業経営、継承、後継者の問題

解決、経営の再建とか、相談しやすいような支

援の組織をつくったらいかがでしょうか。でき

ないでしょうかというようなことなんです。何

もかにも行政という、これは無理だけれども、

そういったものをつくる支援はできるわけでし

ょう、行政は。いかがなんでしょう。そういう

考えがあるかないか、まずお聞きしたいと思い
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ます。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 ただいま小嶋議員から経

営継続のための支援体制、相談体制の支援はで

きないのかということでございました。現在も

商工会議所、それから県、それからうちのほう

と合わせて、連携しながら相談体制の構築に向

けてやっているところでございますが、どうし

ても会議所の場合、正会員が主だというような

こともございますので、そちら正会員、非会員

の区別なくできるような体制を何とかしていた

だけないかということで、市のほうと県のほう

でもお願いしているところでございまして、ま

た、先ほどの補正予算のほうでも、こちらのほ

うも含めた形で実施していただきたいという申

出はしているところでございます。 

  なお、今後も県、市また商工会議所を含めま

した体制づくりに注力したいと思いますので、

御理解いただければと思います。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 時間も押してきました

ので。 

  今、地方分権というようなことを以前からず

っと言われました。やはりそういう地方分権が

求められるということは、自治体の自治体力が

問われるわけでありますので、ぜひ皆さんが新

庄市の市役所の皆さんは、私は新庄市のシンク

タンクと思って信頼していますので、今後とも

ひとつ御努力よろしくお願いしまして、私の質

問を終わります。御清聴ありがとうございまし

た。 

下山准一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時４０分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小野周一議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、小野周一君。 

   （１８番小野周一議員登壇） 

１８番（小野周一議員） それでは御苦労さまで

ございます。 

  令和３年３月定例会、市民・公明クラブの一

員として最初に一般質問します小野でございま

す。よろしくお願いいたします。 

  50周年を迎えました新庄雪まつりに花を添え

てくれました新庄市第１号の観光大使になられ

ました作家の今村翔吾さんが、講演で「新庄市

は今まで困難を自分たちで乗り越えてきた町で

あり、また雪国の強さ、そして諦めない粘り強

い強さがある町である」と述べております。ま

さに我々市民が忘れかけていたことを改めて気

づかせてくれた講演でもありました。 

  それでは、最初の発言事項である硬直化しつ

つある財政について質問をいたします。 

  令和３年度の財政調整基金残高は、新聞報道

によると前年度比14.5％減の８億8,098万円を

見込んでいると記載しておりました。平成15年

に5,000万円しかなかった財政調整基金が令和

元年度決算では21億3,902万3,000円までに積み

立てられ、最優先事項であるコロナ対策や豪雪

対策の除排雪費用に活用され、積み立てられて

きた基金が生かされてきました。 

  しかし、かつてマスコミにより経常収支比率

が102.6％と最悪であった平成19年当時のあの

厳しかった新庄市の財政状況が全国に不本意な

がらも報道されてきた時期もありました。当時

引き起こした財政難の要因である財政構造が違

うとはいえ、令和元年度の決算によると、経常
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収支比率は前年度より3.2％悪化し、95.8％と、

また、中期財政計画の見通しよりも2.5％高く、

県内13市中、下から２番目に高い数値が公表さ

れ、財政構造が硬直化している目安とされてい

る90％を大きく超えた本市の財政が心配であり

ます。 

  中期財政計画の歳出総額に占める義務的経費

の割合は年々上昇し、令和５年度には歳出全体

の45％を超える見込みであると指摘をされてお

ります。最優先事項である収束の見えないコロ

ナウイルス感染症対策や人口減少、少子高齢化

に歯止めがかからず、市税等の減収が予想され、

令和３年度の当初予算案では、市税は前年度よ

り3.3％の減であります。 

  財政健全化の取組については、総合計画を中

心に行財政改革大綱、中期財政計画、各計画に

いろんな課題が指摘されております。指摘され

た課題が机上の空論にならないよう、確実に推

進すべきであると思っております。それには、

コロナ禍に伴い、今まで以上のスピード感を持

って行財政改革を進めていく必要があると思い

ますが、多様化する市民ニーズの変化に対応で

きる財政運営を目指す課題の取組については、

特に第６次新庄市行財政改革大綱及び第７次の

行財政改革大綱の実施計画案に示されている組

織の再編及び財産の適正管理と有効活用につい

て、令和３年度に取捨選択をして実施する具体

的な事業の優先順位についてお聞きするもので

あります。 

  次の発言事項である市職員の服務に関する質

問をいたします。 

  本来、市職員の服務に関しては、内部でいろ

いろと今まで検討をされてきたことと思ってお

ります。しかし、70年前に、我々議会の議決に

より制定された条例であります。市職員の服務

に関する必要な事項は新庄市例規集第１巻第５

編の人事第３章に、服務として昭和26年２月に

新庄市職員の服務の宣誓に関する条例が定めら

れております。その後平成29年10月に、障害を

理由とする差別解消の推進に関する新庄市職員

対応要領に至るまで、職員の服務に関し必要な

事項が条例、規則、規定、要綱、要領に定めら

れております。 

  しかし、新庄市以外の県内12市では、職員の

服務規定は、訓令により総則、服務の宣誓から

成る必要な事項を整理し、定めております。な

ぜ我が新庄市だけが他市同様に整理をされてこ

なかったのでしょうか。本市も他市同様に、服

務に関しては訓令により服務規定として定め、

総則から成る必要な事項を整理すべきであると

思いますが、市の考えについてお聞きするもの

であります。 

  また、県内11市では、職員の記章及び職員の

名札、職員証について、職員の服務規定に定め

ております。しかし、本市においては、記章等

については服務等に定められておりません。実

態として、市職員の着用はどうでしょうか。

我々議員の議員記章については、41年前の昭和

55年１月に議会訓令により、規定で着用等につ

いて必要な事項が定められております。どうし

て今まで我々議会と同じ対応を取ることができ

なかったのでしょうか。 

  ４月１日より新たな行政年度が始まります。

当たり前のこととは思いますが、新庄市職員と

して市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、

意識改革につながることになりますので、他市

同様に、服務に職員記章等の着用を定めるべき

と思いますが、市の考えについて伺いたいと思

います。 

  最後の発言事項である区長制度について質問

をいたします。 

  午前中、先輩議員である小嶋議員も質問され

ましたが、重複する事項についてはよろしくお

願いしたいと思います。 

  昨年４月に法が改正され、特別職公務員は専

門的な知識、経験に基づく助言、調査などを行



- 99 - 

う者に限ると要件が厳格化され、区長は該当し

ないと報道をされております。 

  本市の区長の身分は、新庄市区長規則により

市の非常勤特別職の職員として市長が委嘱をす

ると規定をされております。区長の仕事は、市

民生活が多様化する社会において、行政と市民

の橋渡し役として、多岐にわたり、大変であり

苦労をかけています。 

  今回の改正法を踏まえて、本市の非常勤特別

職の職員と規定に定めている区長の身分につい

て改めて整理をし、見直す必要がないのか伺う

ものであります。 

  また、区長手当については､本市の財政が非

常に厳しかった平成16年から８年間、区長会が

自主的に手当を削減してきた、そして財政再建

に協力してくれた経緯があります。しかし、区

長手当は、その後平成８年度から25年間据え置

きのままであります。今まで内部で検討をなさ

れてきたのでしょうか。この区長手当の見直し

について市の考えをお聞きするものであります。 

  答弁のほどよろしくお願いしたいと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小野議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、硬直化しつつある財政についての御

質問でありますが、確かに令和元年度決算にお

きまして、本市の経常収支比率が95.8％と非常

に高い数値となっております。今後の財政の見

通しにつきましても新型コロナウイルス感染症

による雇用や経済への影響などにより、歳入面

では市税が大幅に減少する見込みであり、また

歳出においても、少子高齢化の進展に伴い、社

会保障費をはじめとした扶助費が大きく伸びて

いく見通しであります。さらに、明倫学園建設

事業に伴う公債費や市有施設等の老朽化に伴う

修繕費なども、今後大きく伸びていくものと推

察しております。 

  こうした財政状況でありますので、このよう

な現状と課題を踏まえ、持続可能な財政基盤の

確立を目指した新たな中期財政計画を現在策定

中でありますが、令和３年度の具体的な財政対

策の取組といたしましては、歳入面では市税等

徴収金の収納率向上対策や受益者負担の適正化

などであります。市税等収納対策につきまして、

コンビニ収納やスマートフォン収納を拡充し、

コロナ禍における外出自粛の中においても、納

付しやすいサービスの拡充により財源の確保に

努めてまいります。 

  また、特定財源の積極的な活用と新たな財源

の確保が重要でありますので、新たに歴史的風

致維持向上計画を策定することにより、既存の

歴史的建造物の修理改修においても、国の補助

対象拡大や国比率かさ上げなどの有利な制度を

活用していくものであります。 

  歳出面では、事務事業の見直しや補助金の整

理合理化などにより、引き続き支出を抑制する

取組を実施してまいります。 

  また、このほか公共施設の長寿命化及び複合

化、集約化による経費の節減など、できるとこ

ろから検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

  まだまだ新型コロナウイルスの収束のめどが

立たない状況であり、コロナウイルスワクチン

接種事業や低迷する経済対策などに引き続き多

額の財政支出が想定されますが、経常収支比率

をはじめ、財政力指数や健全化判断比率などの

財政指標を総合的に踏まえ、健全な財政基盤の

下に住民福祉のさらなる向上に努めてまいりま

す。 

  次に、市職員の服務に関しての御質問につい

てお答えいたします。 

  議員御指摘のとおり、市では昭和26年に地方

公務員法の規定に基づき、新庄市職員の服務の

宣誓に関する条例を制定し、職員の服務の宣誓
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について規定しておりますが、勤務時間や休暇

申請をはじめとする服務全般については、地方

公務員法を根拠として、新庄市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例など、複数の例規などに個

別に定めているほか、服装などについては別に

基準を定め対応しているところであります。 

  他市を見ますと、職員記章やネームの着用、

職員証につきましても、服務規程の中で定めて

いるところでございますので、本市におきまし

ても、他市の規定を参考にしながら、職員記章

などを含む職員服務規程の制定に向けて具体的

な検討に入ってまいりたいと考えております。 

  次に、区長の身分制度についてのご質問であ

りますが、議員御指摘のとおり、平成29年に公

布されました地方公務員法及び地方自治法の一

部を改正する法律により、従来の臨時非常勤職

員に係る制度が大きく変わりました。これまで

区長の身分の根拠としてきた地方公務員法第３

条第３項第３号に掲げる職が、法改正により学

校医や産業医などの専門的な知識経験を持つ者

が就く職であるとされ、区長は同号に該当しな

いこととなったことから、令和２年４月の施行

に向けて検討を進めてまいりました。 

  区長の身分については自治体によって対応が

分かれており、一般職である会計年度任用職員

とした自治体、公務員とせずに有償ボランティ

アとした自治体もございます。 

  本市の場合は、区長は新庄市区長規則によっ

て定められていること、また、その職務は行政

情報の周知やまちづくりに対する地区の意見の

集約などといった公的側面が大きいことを考慮

して、地方公務員法第３条第３項第２号を根拠

とする民生委員や児童委員と同じ規則により設

置された委員の構成員であるとの結論に至り、

引き続き非常勤特別職とする判断を行ったとこ

ろでありますので、ご理解くださるようお願い

申し上げます。 

  次に、区長手当についての御質問であります

が、区長手当につきましては、現在均等割とし

て区長１人当たり１万5,000円、世帯割として

１世帯月800円としておりますが、議員御指摘

のとおり、平成16年度に区長協議会から市の財

政再建に対し御理解と御協力をいただき、自主

的に均等割を１万円、世帯割を600円に引き下

げた経緯がございます。その後、均等割につき

ましては平成22年度に１万2,000円、平成24年

度からは１万5,000円に段階的に引き上げてお

り、世帯割については平成25年度から800円と

それぞれ現在の水準に引き上げております。 

  人口減少や少子高齢化、価値観の多様化など

により、地域が抱える課題は年々複雑かつ多様

化しており、地域住民と行政とのパイプ役を担

っていただいている区長への負担が大きくなっ

てきているものと認識しております。今後、地

域の在り方が変化していく中で、区長の業務内

容につきましても、時代に即した柔軟な対応が

必要であると考えられますので、区長手当を含

め、他市町村の状況を参考に、当市の現状に照

らし合わせながら、今後とも継続して検討して

いかなければならないものと考えておりますの

で、御理解賜りますようお願いいたします。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） 答弁ありがとうござい

ました。それでは再質問をさせていただきます。 

  まず最初に、硬直化しつつある財政について

なんですけれども、実は本当に、以前102．

何％の厳しい時代を乗り越えてきた議員として

は、またあの時代を迎えるのではないかという

思いがします。しかし、あの当時の、やはりい

ろんな問題が発生して財政が大変だったわけで

ございますけれども、しかしながら、先ほど言

いましたけれども、令和元年度の決算を見てい

ますと、やはり最上圏内で13市中の下から２番

目であるという、やっぱりその思いというのを、
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やはり我々もしかし、執行部も危機感を持って

やっていかなければならないだろうという思い

で今回質問したわけでございます。 

  そして、いろんな計画に課題が指摘されてお

ります。私が言いたいのは、令和元年度にまず

何から歳出を止めていくのか。具体的に言いま

すと、これは例ですが、山屋の改善センターあ

ります。あれは廃止という項目が計画にのって

おります。また、普通財産においても廃止状況、

譲渡とのっております。内部で誰かがやはり首

に鈴をつけないと、ずっと先延ばしになるので

はないかという思いで私は質問しているわけな

んです。やはり改革するのは大変です。総論賛

成で、必ず各論反対が来ますから。しかし、ど

こかでしていかなければ、またあのような厳し

い財政状況に陥ってくるのではないかという思

いで質問をしたわけでございます。 

  そういうわけで、令和３年度、何からまず  

 やるのか、それをお聞きしたいと思います。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 令和３年度における財政対策

ということでございますが、やはり議員おっし

ゃるとおり、令和元年度決算で経常収支比率が

かなり上がってきているという状況でございま

すので、財政の硬直化が進んでいるのではない

かと捉えているところでございます。 

  今後の見込みにつきまして、中期財政計画を

後ほど皆様に御説明したいと考えておりますけ

れども、コロナ禍におきまして、経常経費の支

出のほうが落ち込んでいるといいますか、下が

っている状況にございますので、一旦これを今

年度決算では、令和２年度決算においては下が

るのではないかなと見込んでいるところでござ

います。 

  ただし、これが明倫学園の建設事業債の償還

が始まりますので、令和４年度、令和６年度あ

たりにかけまして財政の硬直がさらに経常収支

のほうが上がっていくのではないかと考えてお

ります。 

  その対策でございますけれども、やはり様々

な計画がある中で、その施設の長寿命化といっ

たもので、施設の修繕費に係る経費を長期的に

は抑えていくという取組が必要であると考えて

いるところです。基本的な対策としては、やは

りこれまでも行ってきておりますけれども、歳

入の確保と歳出の抑制というものが基本として

は最も大事なのではないかなと考えているとこ

ろでございます。 

  以上です。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） 最初に私が言いたいの

は、新たに中期財政計画が４月からなるやつが、

２日後、３日後、我々議会に示されるという話

を聞いたんですけれども、やはりこの３月議会

の初日に出してもらえば、そしてその情報を共

有すれば、危機感も、我々と執行部が共有でき

たのではないかなという思いでおります。やは

りそういう、初日に出してもらえば、また違っ

た考え方を各議員も持ったと思います。 

  ということで、改めて私は言うんですけれど

も、では令和３年度は何から始めるんですかと

言うんです、私は。コロナ禍、コロナ禍という

んですけれども、第７次の行財政改革大綱案に

も書かれているわけです。それを実施しなけれ

ば誰がするんですかというんです。 

  そしてもう一点あるんですけれども、正規の

職員数は本当に減っております。私が調べたと

ころによりますと、フラット化を導入した平成

15年より、恐らく122人ぐらい減っています。

もうそろそろ、この７次の大綱案にも書かれて

いますけれども、組織の再編というのをすべき

ではないですか。もう書かれているんですよ、

７次の案に。それを令和３年度にしなければ、

いつからするんですか、これ。やっぱり先ほど
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言いましたけれども、絵に描いた餅になりませ

んか。誰かが改革するには、やはり首に鈴をつ

ける人がいないと駄目なんです。みんな結局賛

成です。しかし、自分の関係あるやつは、各論

になると反対なわけなんですから、その辺をや

っぱり誰かが改革を推し進めていってほしいな

という思いであります。 

  先ほども施設の統廃合に向けて言ったんです

けれども、我々の議会に提示されている各、い

ろいろな計画にのっているわけなんです。ぜひ

明日の新庄を憂うとすれば、やはり確実に実施

してほしいなという思いでありますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

  また、２番目の新庄市の職員の服務に関して

ですけれども、実は私自身、前から、あれ、お

かしいなという思いがありました。しかし、今

日もこの議場が放映されていると思います。市

民から来たんです、小野さん、おかしくありま

せんかと。議員の皆さん方はバッジをつけるん

ですけれども、執行部の皆さんはつけていませ

んよねと。 

  そして私はいろんな関係で調べてみました。

服務に関しては、本当に13市中12市が訓令によ

り整理をされているんです。全て訓令です、こ

れは。市長命令です、恐らくこれは。そして、

何条、何条となっているんです。新庄市の場合

は、いろんな項目があります。条例から始まり、

規則などと。それもやっぱり職員の方々の服務

に関することですから、我々がいちいち言わな

くても、やっぱり内部でどうして今まで検討な

されてこなかったのかという思いであります。

今年に入り、課長方は皆記章をつけております。

それが私は当たり前だと思うんです。だから、

先ほど言いましたけれども、この記章でさえ服

務に規定されていないんです、新庄市は。皆さ

んから市職員のことは我々がすると言われれば

それまでなんですけれども、しかし70年前に決

めたことは、我々議会で議決しているんです、

これは。だから私はあえて70年前の条例を出し

て、議会で議決案件ですけれどもどうですかと

言っているんです。それを取り払って、やはり

ほかの12市と同様に、私は訓令にしたほうが本

来的に、今後の職員のためにも整理されて定め

られたほうが私はよいと思って質問したわけで

ございますので、その辺は、先ほど市長答弁で

も前向きに、他市を参考にしたいということが

ありましたので、職員の皆さんもそれにならっ

てやってほしいなと思います。 

  とすれば、記章を作れば、やはり市民の奉仕

者としての自覚と責任を持つと私は思うんです。

だから、どうして我々だって、議会の訓令でも

これをつけることになっているんです、議員章

というのは。どうしてやっぱり同じ目線でやっ

てこられなかったかなという思いであります。

それだけは、先ほど言いましたけれども、この

ように、今日も放映されていると思うんですけ

れども、市民の方々は見ているんです。おかし

くありませんか。議員の皆さんは、皆記章つけ

ているんですよと。しかし、前に座っている課

長たちは誰もつけておりませんよねと。そうい

う意見をもらったから、私も調べて、このよう

な質問をさせてもらったわけでございますので、

その点は先ほど市長の答弁もありましたけれど

も、早急にやってほしいなという思いでありま

す。 

  それから、先ほど小嶋議員も言いましたけれ

ども、新庄市の職員はシンクタンク、すばらし

い才能がある職員がいっぱいいます。私が言っ

たこういうこと以外にも、見直して整理すべき

ことが多々あると思います。それもどこかでや

はり、優秀な職員です、皆さん。やはり１回は

例規集なり何かを見直すべきではないかなと私

は思います。それも時代に合った例規集という

のがあると思います。優秀な職員の皆様方です

ので、その辺もやっぱりよろしく、見直しに対

してお願いしたいなという思いであります。 
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  あと、最後の質問であります、先ほどの先輩

議員である小嶋議員とかち合うところはあるん

ですけれども、やはり自治法の何項に代えると

いうしたげっとも、それでよいと私は思うんで

す、見直しをするということで。その辺もやは

り区長会方のほうに、今までの規則を直して今

までと違うんですよと。でも、非常勤特別職公

務員としては項を代えてしますからという、そ

ういう条項の身分の見直し、それもやはり総会

等で言ってもらえれば、何かあった場合、やっ

ぱり一生懸命頑張っている区長たちの身分が、

見直ししますと言えば本当に安心すると思いま

す。 

  また、手当なんですけれども、私は手当を上

げろとは言っていないんです。ただ、あの厳し

かったときの新庄市の財政再建に区長会が自ら、

少ないか多いかは分からないんですけれども、

自ら自分たちの報酬を削減して協力してくれた

んです。やっぱりその８年間の思いというのを

大事にしてほしいという思いで質問するわけで

ございますけれども、それにも他市とかいろい

ろあるんですけれども、いろんなやっぱり、区

長の仕事は違うと思います。何といっても25年

間そのままなんです、だから。内部で１回か２

回検討されてきてもよかったのではないかなと

いう思いでいるんですけれども、それについて

ちょっと再度、内部で今まで検討なされてきた

のか。あとは、本当に財政が逼迫したとき、区

長会自らが削減をして財政再建に協力してくれ

たということを、今もってどう思っているのか。

私は何ぼ上げろと、そういうのではないです。

区長会の思いをやっぱり大事にしてほしいとい

う思いで質問をさせてもらっているのですから、

その２点についてお願いしたいと思います。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

下山准一議長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 今、小野議員から御質問

いただきましたように、私も調べさせていただ

きました。 

  区長協議会、自ら市の財政再建に御協力いた

だいて、自主的に均等割、その他手当を引き下

げても、市の何とか進むべき道に協力したいと

いうことをいただいたということ、改めて確認

させていただきまして、これまでは恐らくそれ

に報いるために、平成22年度に、当時に戻らな

いにしても一部引き戻し、平成24年度に、そし

て段階的に現在のところに戻したと。また、平

成25年度につきましては、世帯割についても戻

すような形で検討はしてきたと思います。 

  先ほど小嶋議員と同じように、やっぱり区長

の思いを酌んでほしいということで、どういう

形でできるかは、やっぱり具体的には今ここで

は言えませんけれども、今後、先ほど小嶋議員

からも、同じ均等割でも世帯、確かに100とい

う中で300を超えている世帯、２桁しかない世

帯とかある。そういったことも私も今把握しま

したので、それなんかも参考にさせていただき

ながら検討はしてまいりたいと思っております

ので、どうぞ御理解よろしくお願いいたします。

また、本当に検討のほうは進めていきたいと思

います。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

下山准一議長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 もう一点は、区長会の、

これまでの財政再建に協力した思いに関してで

したか。（「ほかに質問」の声あり）まとめたつ

もりでしたので、すみません。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） では一通り終わりまし

たので再度戻りますけれども、実は、先ほども

言いましたけれども、第７次の行財政改革案、

我々に案が配られました。先ほど財政課長から

は、新しい中期財政計画も配付していますと言

っていたんですが、いろんな計画が我々に来て

いるんです。やっぱり一貫性があるんですけれ
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ども、では誰がするんですかというんです、こ

れ。新たにまた言うんですけれども、先ほど私

はフラット化の、言いましたけれども、あれか

らもう、室制を取ってから何年になるんですか

というんです。そして122人だと思うんですけ

れども減っているんです、もう完全に。そして

案にはあるんです、再編する、見直しすると。

令和３年から実施しますとなっているんです。

前もそうなんですけれども、第６次でも。それ

を実施しないと誰がするんですか。課長も代わ

りますけれども、いろいろやっぱり、誰がする

んですかと。立派なものだけをつくっても、そ

れを実施しないとどうしようもないではないで

すか。だから令和３年度、まずは何からするん

ですかと、私が聞くのはそのことです、まず。

ここに案が載っているんです、令和３年からや

りますというのを。 

関 宏之総務課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総務課長関 宏之君。 

関 宏之総務課長 行革大綱にあることであると

思いますので、私から説明……（「同じこと、

全部、皆同じ……」の声あり）基本的に、行財

政改革大綱実施計画のほうでは、32項目ほどあ

るわけなんですけれども、検討については令和

３年度から入っていきます。ただ、どの段階で

やれるか、実施できるかとなると、そこは検討

の後になるかと思います。 

  また、定員管理計画につきましてもお示しし

ていると思いますけれども、そちらのほうも既

にその形でやっていきますと。 

  フラット制についてもお話あったわけなんで

すけれども、フラット制を今後どうしていくか

というのはかなり難しい問題であると考えてお

ります。当時は、あまりにも役職が多くなって

しまって現場職員が少なくなってしまったとい

うことで、例えば主幹または係長を現場に返す

ということで敷いたフラット制なんですけれど

も、やはりフラット制というのがメリットとい

うのがまだ残っております。やはり機動力の高

さというところがメリットだと思うんですけれ

ども、このまま以前の係制に戻すとなると、そ

れはそれでまた……（「私が質問しているのを

勘違いしている。私はフラット制のそういうこ

とは言っていません」の声あり）そうですか。

それでは、フラット制についての回答は控えさ

せていただきます。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） 総務課長、我々は６次

の行革のやつを全部持っているんです。同じ内

容なんです。だから、第７次といった場合は令

和３年から移行する。その前のやつはという。

だから、どこでそれを誰がするんですかと。検

討、検討、検討と。大変だと思います。どこか

でやっぱり改革をしていかなければ、いつまで

たっても私は絵に描いた餅ではないかと思って

いるんです。本当に立派な言葉が書かれている

んです。総合計画をはじめ、行財政改革大綱は

じめ、地域財政計画もしかり。何も返ってこな

いではないですか、全然。我々だって、昨日今

日議員になったのではないです。あなたがたか

ら示されたこの計画があるんです、だってここ

に。それを基に質問しているんです、私たちだ

って。だから令和３年度は取捨選択をして、ま

ず何からやりたいという、そういうものを示し

ていかないと、財政再建なんかは本当にまた元

の木阿弥になりますよ、これ。再度伺います。 

小松 孝副市長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 副市長小松 孝君。 

小松 孝副市長 今御指摘のありました計画関係

でございますけれども、まず大きな計画としま

しては行財政改革大綱が一つと、あと中期財政

計画が大きなところかと思います。市全体の調

整、指示については、実務的な部分は私が行っ

ております。 

  具体的には、例えば山屋改善センターの廃止
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の部分については、まだ結論は出せない状況で

はあるんですけれども、財政課と農林課に指示

して例えば補助金の返還額が幾らになるとか、

実際に売却が可能かどうかという指示も行って

おります。行政改革の大きな流れとしましては、

これまで民間の力の活用とか、保育所の移管と

かを進めてきたわけですけれども、今年度新た

に来年度からの行革の大綱をつくりましたが、

その中で実際にできるものから着手していきた

いと考えております。 

  あとそのほか財政的な部分でありますけれど

も、予算査定の中で細かい部分になろうかもし

れませんけれども、事業を圧縮できないかとか、

そういう部分で小さいものを積み上げていきた

いと思いますし、あと行政の事務事業評価の兼

ね合いになりますけれども、個別の事業を評価

委員会の課長のメンバーが中心になって事務事

業の見直しを一つずつ進めていきたいと考えて

おりますので、御理解いただければと思います。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） やはり今副市長が言っ

たように、事務事業の見直しはもちろんですけ

れども、やはり大綱にのせられていたとすれば、

それを一つ一つ潰していくのが事務屋さんだと

思うんです。我々はそれをやめろとは議会では

言えません。執行部から上がってきたものに対

して我々が議決するんですけれども、議会には

前からこういうすばらしい計画がいろいろ示さ

れていますから、我々だってあの大変だった新

庄市の財政難を思えば、やはり誰かが首に鈴を

つけていかなければ前に進めないでしょうとい

う思いで今質問したわけでございますので、そ

の点本当に一致団結してやってほしいなという

思いであります。それに対しては、我々議会も

恐らく市民のためなら協力すべきことは協力す

べき、そういう思いでいると思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

  最後になりますけれども、このたび退職をな

されます職員の皆様には、本当に長い間御苦労

さまでございました。長い間、市政に対し培わ

れた経験を辞めてからもさらなる新庄市の発展

のために力を貸していただければ、本当に市民

の皆様、そして我々もありがたく思っておりま

すので、今後ともよろしくお願いしたいと思い

ます。どうも長い間御苦労さまでございました。 

  これで一般質問を終わります。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時４９分 休憩 

     午後１時５８分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

山科正仁議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、山科正仁君。 

   （１０番山科正仁議員登壇） 

１０番（山科正仁議員） 皆さんお疲れさまでご

ざいます。市民・公明クラブ議席番号10番の山

科正仁です。本日４番目という大変縁起のいい

番号で質問させていただきますのでよろしくお

願いいたします。 

  辞世の言葉はなしにしまして、一問一答にて

通告に沿って質問させていただきます。 

  まず１番ですが、県と市の連携についてとい

う題目になります。 

  さきの県知事選挙がございました。現職の圧

倒的な得票数で再選となったわけでありますが、

その後に知事会見にて、自分に不支持であった

首長に対しての不快感というのを表明いたしま

した。当市もその中に含まれております。市民

の中には、事業が白紙化になるのではないかと
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か、または縮小になるのではないかとか、新庄

市が疎外されるのではないかという不安感を持

っている方もいらっしゃいます。 

  経緯を踏まえまして、当市において今後県事

業の多くが予定されております。このことは市

民の皆様も周知しているところであります。今

後控えております県立病院移転、それから専門

職大学校、仮称として東北農林専門職大学等に

伴う、当市において受け入れるための様々な環

境整備、これを早急に行う必要があるかと考え

ております。 

  今後当市は、県との協議、今まで以上に綿密

になることが必要になると思われます。そのこ

とを踏まえて、推進をどのように考えているか、

市長の考えを伺いたいと思います。お願いしま

す。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山科市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  議員がおっしゃるとおり、県では県立新庄病

院につきましては、令和５年秋の開院に向け現

在工事を進めております。また、農林専門職大

学につきましては、先頃県からの発表がありま

したが、新型コロナウイルス感染症の影響で、

開校を当初の令和５年４月から１年遅らせ、令

和６年４月の開校に向けて準備を進めると伺っ

ております。 

  これらの建設に当たっての環境整備として、

県立新庄病院につきましては、病院付近の交差

点の改良や水道及び下水道施設の移設整備など、

国・県と連携しながら計画を進めております。 

  なお、先日２月28日には、県立新庄病院建設

の安全祈願祭があり、郡内を代表して玉串奉奠

をさせていただきました。 

  農林専門職大学につきましては、昨年の７月

から８市町村と農業関係団体で構成する農林業

専門職大学最上地域連携プロジェクトチームが

設置され、隣地実務実習先の取りまとめや、専

門職大学と連携した地域振興策などについて検

討が進められており、学生の通学手段確保につ

きましては、既存の民間バス路線と市営バス芦

沢線を含めた路線の変更について、今後協議を

進めてまいります。 

  さらに、学生の住宅確保につきましても、県

と協議しながら、空き家の活用や民間活用も含

め連携を図ってまいりたいと思います。 

  今後も関係機関にも働きかけ、県との連携を

密にし、事業を推進してまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） こんなことはないと思

うんですけれども、先ほど申し上げました知事

と良好な関係というものを今後築いていかない

と、市としての疎外感も市民の方は持ってしま

うということであります。いろんな事業に対し

ては進められているという点をお伺いしました

ので安心しましたけれども、例えば、県立専門

職大学に関しても、このカリキュラムを拝見し

たところ、半分以上は実習がメインであると伺

いました。実習先の受入れ体制、その協議とい

うのももう進める段階ではないのかなと。仮に

１年開校が延びたといっても、１年間延びたか

らもうちょっとのんびりやっていいんだという

ような考えではなくて、いろんな意味で、例え

ばＪＡとか、あと民間、それから農業生産者と

の協議というものを進める段階ではないかと思

うのですが、いかがでしょうか。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 それでは、専門職大学につい

てでございますので、私から御説明をさせてい

ただきたいと思います。 

  市長答弁にありましたように、昨年の７月14
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日におきまして、農林専門職大学のほうにプロ

ジェクトチームが設立をされております。その

中で、先ほどございましたように、新庄市にお

ける実務、実習先を既に決定をしております。

そして、県には報告をしているという状況でご

ざいます。 

  また、令和２年11月24日ですけれども、オー

ル山形農林業専門職大学応援プロジェクト会議

が設置され、ＪＡをはじめ、おのおのの立場で

具体的な支援をオール山形で加速させていくと

いうふうに確認をさせていただいているところ

でございます。 

  また、３月15日になりますけれども、専門職

大学につきまして、今後の対応等会議が開催さ

れる予定となっております。 

  以上でございます。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） ありがとうございます。

かなり進んでおられるなというようなことを感

じました。 

  質問を変えまして、県立病院の移転というこ

とで、この前式典に市長も県知事も参加なさっ

ておりました。この跡地に関する協議というの

がちょっと空白となってきているのかなと。か

なり新庄市内のスポンジ化というような言葉を

使いますが、あちこちが大きな空洞ではなくて

小さな空洞がいっぱいできてきているというよ

うな、空き家も考えて広がってきております。

ここに来て大きく、県立病院の跡地が入って、

スポンジがドーナツになるというような感じに

なると思います。その辺の協議というのはどこ

までしたのか、お伺いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 このことについては、積極的に協

議をしなさいというようなことは担当の課には

言っていないところであります。現在稼働中と

いうか、病院経営が行われているところであり

ますので、５年の秋に動くその前に協議が、申

し込めばしていただけるのかなと。 

  あの土地だけではなくて、県全体の問題とし

て今考えていただかなければいけないというこ

とであります。 

  高校の再編とか、県内で全てが行われている

わけであります。そうしたときに、市内におい

ても県立高校の統廃合などということが行われ

ます。それに先行して、それぞれの各地域、置

賜地域、村山地域、庄内地域でも統合が行われ

ており、その統廃合が行われた学校の遊休地と

いいますか、その取扱いについての方向性とか

ということが示されておりませんので、県の土

地、市町村で何かがあればどうのこうのという

ようなことを申し出ていただきたいというのを、

こちらから先に何するんだということはなかな

か言いづらい部分もありますので、その辺はち

ょっと長期的に考える必要があるかと思ってお

ります。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） ぜひ、先ほど来言って

おりますけれども、イニシアチブをどちらが取

るかという点で、早め早めに情報収集をしてい

ただければ、判断もつきやすいと思いますので、

よろしく進めていただきたいと思います。 

  ２番目としまして質問させていただきます。 

  午前中、先輩議員の小嶋議員からも質問があ

りました。コロナワクチンに関することです。

コロナ禍の収束に向けて、第一歩として、国の

施策でありますワクチン接種というのがいよい

よ始まることになりました。 

  この接種事業の大きな役割分担としては、国

としては必要な財源措置を行うと。そして、厚

生労働大臣の指示の下に県は広域観点から調整

をすると。そして市町村が前面に出て、主体と

なって接種事務を実施するということになって
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おります。 

  そこで、市として最前線を行う。これは市民

の方々の不安、これを最大限抑えて接種体制に

することが最優先と考えます。当市における接

種体制というのはどのような点に留意して、現

在計画しているか。 

  これは、先ほど言いました小嶋議員が質問さ

れたことと重複するかと思いますが、よろしく

お願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 ワクチン接種における市民の不安

を抑えた接種体制の計画についての御質問です

が、今回のワクチン接種は、本人の同意があっ

た場合にのみ接種する任意接種となっておりま

す。接種をためらう大きな理由として、副反応

への不安があると思われますので、国からの情

報や、先行して実施される医療従事者への接種

における副反応の発生情報を、市のホームペー

ジや市報、全戸配布のチラシ及び新聞折り込み

などにより、随時提供してまいりたいと考えて

おります。 

  接種による有効性と副反応によるリスクが比

較でき、各自が接種の可否を判断できるように

してまいりたいと思っております。 

  なお、基礎疾患のある方や妊娠中の方の接種

につきましては、事前にかかりつけ医と御相談

いただくようお願いする予定としております。

また、安心して接種していただけるよう、集団

接種の会場ではアナフィラキシーショックなど

の急激なアレルギー症状の発現に備えるため、

接種後30分程度の健康観察の時間を設け、被接

種者の急変に即時に対応できる体制を構築して

まいりたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） ありがとうございます。

これからがっと始まっていくという事業だと思

います。 

  ちょっと細かい質問をさせていただきますが、

午前中に質問が出なかった点を選んでおります

が、集団接種と個別接種という２通りの併用と

いうことを伺いました。これは、例えば個別接

種にも対応できない完全な歩行困難者、高齢者

の方、自宅から出られないという方もいらっし

ゃるかと思いますが、その辺に対する訪問接種

とかの検討はいかがかという点と、あと、Ｖ－

ＳＹＳによって配分されたワクチン、これを例

えばその日のうちに消化できなかった。例えば

接種者が少なかったという場合、ワクチンが余

ってしまうわけなんですが、その辺の保存も考

えた使用方法というのはどのように体制を整え

ているのかというのを、２点、まずお伺いした

いと思います。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 まず、集団接種、個別接種の

ほうに行けない方への対応ということかと思い

ます。どちらも御自宅以外のところで接種しま

すので、御自宅で在宅医療をしている方、ある

いは高齢者施設のほうに入所してなかなか私ど

も、市のほうで接種を予定しております個別医

療機関、文化会館の集団接種のほうに伺えない

方については、やはり選択肢としては訪問接種

するしかないのかなと考えているところです。

高齢者施設等につきましては、それぞれの施設

で嘱託医、担当する医師をお願いしている施設

もございますので、そういった嘱託医の方がお

られる施設につきましては嘱託医の方にワクチ

ン接種をしていただき、施設によっては担当の

医師がいないところは、やはり訪問して、医師

が接種するしかないかと考えております。 

  現在、午前中小嶋議員に申し上げた部分で、

全体的な接種の調整を医師会で行っているとこ

ろです。その中で、ただいまお話ししました訪
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問接種についても、結果としては医師会にお願

いするしかありませんので、そちらも含めて、

今調整中というような状況となっておるところ

です。 

  ただ、医師会からは全面的に協力するという

お話をいただいておりますので、方向性として

はそのような形で、在宅なり施設なり、入所し

ている方で、先ほど申し上げました嘱託医等な

い方、あるいは在宅で出られない方については、

基本的には訪問接種で接種を行っていきたいと

考えております。 

  あと、２点目。ワクチンの有効的な活用とい

う部分かと思います。今、私ども国から来てい

る通知では、１アンプルといいますか、１バイ

アル５回まで接種可能という形で聞いておると

ころです。そうしますと、１日当たり５の倍数

の方がそれぞれの医療機関、集団接種を予約し

ていただいて、その５の倍数の方が確実に予約

どおり来ていただければ一番効率的、効果的な

接種ができるのかなと考えておるんですが、や

はり状況によっては余ってしまうといいますか、

その日使い切れなかったという部分が必ずロス

が生じてくるかなと思っておるところです。そ

のロスが生じないやり方については、これから

国のほうでお示しするという形ではお聞きして

いるんですが、まだ現在、そのやり方といいま

すか、手法といいますか、仮にロスが出た場合

の処置なり、ペナルティーまではいかないかと

思いますけれども、そこら辺の取扱いについて、

まだ国から示されておりませんので、そこのと

ころは今後確認していきたいと思っているんで

すが、先行してある程度もう実施計画を策定し

ている自治体の情報では、自治体ごとによって

ロスが出ないように、緊急的に予約がない方で

も、その招集というか、その日に接種可能な方

を急遽集めてロスが出ないようにするという方

法を考えている自治体もございましたので、そ

こら辺のやり方については、国のほうで市町村

の裁量に任せるということであれば、貴重なワ

クチンでございますので、極力ロスが出ないよ

うに、具体的なやり方については今後ちょっと

検討、調整していきたいと考えているところで

ございます。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） ありがとうございます。 

  この前、新聞だったと思うんですが、今おっ

しゃった残薬というか、余りのワクチンを消化

よくするための方法として、複数市町村の共同

接種という手法があるということが載っていま

した。これはどういうことかといいますと、通

常、住民票がないとその地域で接種を受けられ

ないという大前提はあるんですが、この複数市

町村の共同接種という手法を使って、住民票が

なくても、例えば最上町の人が新庄に買物に来

た帰りに接種していくということも可能なこと

できるんだよというような、それに取り組んで

いるところもあるよというようなことが書いて

いました。その辺の取組の検討というのはどの

ように、考えていれば伺いたいと思います。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 現段階ではそこの段階までの

検討には至っていないところでございます。基

本的に、新庄市以外に住民登録なさっている方

の接種につきましては、新庄市にお勤めになっ

ている、例えば高齢者福祉施設にお勤めになっ

ている、あとは高齢者福祉施設に新庄市に住民

登録をしていない方が入所しているとか、いろ

いろなケースがございますので、そういった場

合については、基本的には効率的な接種の観点

から、新庄市に住民登録がなくても接種するこ

とは可能であるという形で、国からも連絡、指

示、指導をいただいておりますので、そういっ

た部分では、必ず新庄市に住所がなければでき

ないということではありませんけれども、今議
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員がおっしゃった、買物に来たついでにという

ような形まではちょっとまだそういった考えは、

今のところまだそこまで至っていないというよ

うな形でございます。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） まだまだ手探りという

か、スタートラインに立って、今入念な準備を

している段階かなと思いますので、細かいこと

はあまり言いませんけれども、基本的な質問と

いうか、現時点でも考えているというか、実行

しているんでしょうけれども、スタッフ関係の

人員確保というのは十分足りておりますか。足

りそうですか。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 準備に当たっての人員と、実

際の接種が始まった場合の人員と、２通りの人

員確保という部分があるかと思いますけれども、

準備に当たりましては、現在、１月14日に接種

対策室を設置しまして、対策室には10人の職員

を、併任事例も含めて配置しておりますので、

その10人で、今４月以降の接種に向けて準備を

進めているということで、そちらのほうは順調

にといいますか、円滑に進められるように努力

しているところでございます。 

  あと、実際に接種が始まりますと、午前中の

小嶋議員の質問の際にもお答えした部分はある

んですけれども、個別に言いますと、コールセ

ンターは民間事業者に委託しますので、そちら

の直接的な人員は考えていないところです。あ

と、個別接種の場合ですと、それぞれの医療機

関にお願いしますので、そちらのほうも医療機

関で抱えている医師、看護師、事務員の方で対

応していただければと思っているところです。 

  直接的に人員確保が必要となってくるのは、

集団接種会場における人員ということで捉えて

おります。集団接種に当たりましては、医師は

医師会のほうにお願いしているところでござい

ます。その他看護師、受付等の事務、そういっ

た部分については、これから人員確保しなけれ

ばならないかと思っておりますが、受付等々に

ついては、市の職員の動員体制ということも視

野に入れておりますのでそちらはクリアできる

のかなと思っておるんですが、集団接種におけ

ます看護師の確保について、基本的には集団接

種に協力していただける医師の方が、御自分の

医療機関から看護師の方の協力をいただいて、

一緒に集団接種をしていただければいいのかな

と、ちょっと当初は考えていたんですが、なか

なかそこのところが今ネックとなっておりまし

て、ちょっと看護師を確保しなければならない

状況になっておるところです。 

  ただ、県の看護協会とか関係機関にも今御相

談申し上げておりますので、何とか確保しなけ

れば集団接種できませんので、確保して、集団

接種のほうに向かっていきたいと考えていると

ころでございます。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） 分かりました。ぜひ一

般ボランティアの募集をかけられるのであれば、

市民の方でも協力したいという方は多々いらっ

しゃると思いますし、我々議員でもやれと言わ

れればやりますので、私はやりますので、お声

がけください。 

  あと、さっき言ったように手探りの状態です

のであとは申し上げませんが、一生懸命頑張っ

ていただいて、よろしくよい方向に向かうよう

にお願いしたいと思います。 

  最後になりますが、３番ですが、このコロナ

禍の中で、教育現場において教職員の方々は非

常に大きな努力をなさってくださっています。

教育カリキュラムの遅れはあまりないと聞いて

おりますが、これは各行事を削減したり、見直

したり、学習内容の精査、これを行ってきた結
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果であろうと思います。 

  今、教育現場でクローズアップされてきてお

ります、何らかの特異というか、発達障害等が

ある児童生徒が非常に多いという割合を示して

きていることがあります。これが、教育時間が

遅れたり、あと職員の負担になっているという

ことは把握していらっしゃると思いますが、そ

のことについて、教育現場、教職員との改善に

向けた協議の取組、その状況を伺いたいと思い

ます。 

  あわせまして、ＩＣＴ化です。この推進がい

よいよ教育現場にも導入されまして、国政にお

いてもＧＩＧＡスクール構想として強力に推し

進めております。最終的には全学年、全児童生

徒に対して、タブレットの貸与というのが行わ

れて、本格的な運用が始まるんだと思いますが、

これがより効果的でより最適な運用方法、これ

を学校側と現時点でどのような協議を進めてい

らっしゃるか、それを伺いたいと思います。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 初めに、発達障害など学校にお

ける特別な配慮を要する児童生徒への対応につ

いての御質問にお答えいたします。 

  市内各校の通常学級や特別支援学級には、障

害または疑いがある児童生徒が複数在籍し、一

部学習に集中できないなど、本人が困り感を感

じている場合があります。特別支援教育の推進

は本市においても課題の一つと捉えており、教

育長訪問で教室の様子を参観し、支援の在り方

などについて話をしております。 

  学校においては、推進役となる特別支援教育

コーディネーターが中心となって、担任や学年

所属の職員、管理職、養護教諭などがチームで

個に応じた目標や支援計画を立て対応しており

ます。 

  また、教育委員会では、前項の特別支援教育

コーディネーターなどを対象とした研修会を複

数回実施して各校の状況を確認し、効果的な対

応について学んでいます。 

  平成26年度から実施している全校への巡回相

談では、特別支援教育の専門家に児童生徒の参

観と教職員の指導をしていただいており、教育

委員会の職員も同行することで、課題と対策を

共有しております。 

  発達障害などの理由で学習や集団行動におい

て困り感を感じている児童生徒の支援について

は、早期に保護者と学校がお子さんの状況を共

有し、よりよい成長のために一緒に考えていく

ことが大切です。場合によっては、発達検査を

行ったり、医療等専門的な指導を受けたりする

ことで改善につながることがあり、教育委員会

でも必要に応じてケース会、保護者面談、発達

検査などの支援を行っております。 

  今後も一人一人に寄り添いながら、児童生徒

を支えてまいります。 

  次に、ＧＩＧＡスクール構想における学校で

のＩＣＴ活用についての御質問にお答えします。 

  児童生徒用のタブレットにつきましては、小

学校６年、中学校３年生の納品を優先して進め、

一部を除き優先学年も含む全学年の納品が２月

中に完了しており、残りについても３月中の納

品完了を予定しております。 

  また、校内ＬＡＮの増強、更新工事につきま

しては、小学校４校、中学校３校、義務教育学

校１校を対象に行っており、普通教室のほか特

別教室、教科教室、多目的教室及び体育館を範

囲とし、３月中旬までに完成予定としておりま

す。 

  さらに、このように急速に進む学校ＩＣＴ化

の現状を踏まえ、学校現場における負担軽減の

ため、人的支援と今後の効果的かつ効果的な活

用に向け、国庫補助に市独自の上乗せ分を加え

てＧＩＧＡスクールサポーターを配置し、端末

の動作確認や校内ＬＡＮとの接続設定、利用マ

ニュアルやセキュリティーポリシーの作成、教
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員研修や事業支援などを行っております。 

  授業での活用については、現在、教科担当や

学年担当でどのような使い方が考えられるのか

検討しておりますが、今後はＩＣＴ担当の教職

員を中心に校内での研修を進めながら、できる

ところから授業に導入してまいります。 

  先日の校長会で、１日１回５分でもいいので、

必ず使う場面をつくること、道具として気軽に

使っていくことで、児童生徒、教職員に一日も

早く慣れさせていただきたいとお願いしたとこ

ろです。 

  また、教育長訪問で、日常的にＩＣＴを活用

するための準備について必要なことがあれば、

情報を提供してもらうよう依頼をしました。 

  今後もＩＣＴを使った主体的で対話的な学び

や個別指導の在り方、コロナ禍における活用の

在り方、万一臨時休業になった場合の学習保障

などについて話題にしながら、具体的な運用に

向けた準備を進めてまいります。 

  以上であります。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） 御答弁ありがとうござ

います。 

  まずはこの発達障害に関する再質問となりま

すが、今現在、新庄市では、幼保小ということ

で、幼児期からの障害が見受けられるというか、

多動な子に対するいろんな支援というか、相談

を承っているんだと思います。これがうまく、

その情報が進学先の小学校までに伝わるという

仕組みをうまくつくっていらっしゃるのかと思

いますが、いろんな、在籍が変更したり、あと

通院がある、何かを服薬しているとか、合理的

な配慮が必要だというふうな児童生徒、子供に

対する情報を、うまく教育委員会を通して学校

に伝わっているのかと。というのは、学校側で

はなかなかそれがうまく伝わっていなくて、学

校に入学して初めて、この子にはちょっとある

のかなということに気づくという例が多々ある

と聞いておりますが、その点、いかがでしょう

か。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 では、幼保小連携と、そ

の後の学校との教育委員会との共有ということ

でお答えさせていただきます。 

  幼保小の連携につきましては、大学の専門家

の方に全ての幼児教育機関を回らせていただき

まして、そこで教育委員会でもそのところに同

席しまして共有しております。その中で、就学

時検診というのがございまして、小学校入学前

ですが、その際に保護者との面談を行ったり、

学校に情報提供を全てしております。 

  また、仮に検査等が必要で、その形で支援が

有効であると判断した場合につきましては、教

育委員会が全ての保護者の方と面談をいたしま

して、大体昨年ですと20名を超える方に検査を

しておりますが、全て教育委員会で行っていま

すので、その際も、学校のほうには丁寧に情報

は提供しているつもりでございます。 

  ただ、小学校に入ってから、ちょっと人数が

変わったり、様々な不適応を見せるお子さんも

もしかしたらいるのかもしれませんので、そう

いう意味では、小学校に入ってから情報がよく

伝わっていないともし思われている方がいらっ

しゃったとすれば、今後気をつけてまいりたい

と思っております。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） ぜひ、この前、ちょっ

とそういう話をする機会がありまして。発達障

害とかがある子供、完治っていうか治させるた

めには、少しでも早い時期に発見して、少しで

も早く、結構薬でも治ると、改善していくとい

うようなことでありまして、例えば高学年にな

ってしまうと、自分の自我が起きてきて、自我



- 113 - 

が発達した段階ではなかなか元に戻すのが大変

だということで、早い段階での発見というか、

気づきがあって、それを親御さんにも納得して

もらうと。一番難しいのは親御さんが認めない

と一番難しいんでしょうけれども、その辺もし

っかり説明していくという体制が必要だと聞い

ています。それに応じてＫ－ＡＢＣという、御

存じだと思うんですけれども、心理学的な検査

員というか、そういう資格があるかと思います。

その辺ちょっと詳しく私も存じていないのです

が、もしＫ－ＡＢＣに関しての情報がございま

したらよろしくお願いします。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 先ほどの質問とも関連い

たしまして、早期の対応ということで、幼児期

からの面談を行ったり検査をしているケースが

ございます。その検査の一つとしてＫ－ＡＢＣ

Ⅱというのがございます。認知能力と、それか

ら学校ですので、今後学校に入った場合に学力

の基礎となるその習得度を測定できるものであ

りますので、そのお子さんの実態が分かる一つ

の道具ということになります。 

  実際は検査者といいますか、行う方も資格が

必要ですので、なかなかの対象者が多くて今困

っているところはあるんですが、できるだけ教

育委員会でも協力しながら検査を行っていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） ありがとうございます。

Ｋ－ＡＢＣⅡというのは、今課長がおっしゃっ

たように検査資格なんですが、先ほど私が言っ

たように、早めに気づくためにこの資格者とい

うのが必要だと考えております。実際、教育現

場においても、この資格を自費で取られている

方がいらっしゃいますし、やる気のあるという

か、そのような方面にしっかり自分のスキルを

磨きたいという前向きな教員だと思うんですが、

そのように自分で自費で受けて自費で取得して、

国家資格ではないので、そんなに、お金を払え

ば取れるかもしれないんですけれども、結局自

費で払って、交通費をかけて、東京でしかやっ

ていないという資格なものですから、結局宿泊

したり、かなりのお金がかかりますよという話

でした。 

  今後、そのような発達障害等がある児童に対

応するために、やっぱり個別指導員、個別支援

員ですか、その増員というのが一番効果的だと

思うんです。プラス、その個別指導員の方にも

Ｋ－ＡＢＣⅡという資格を取っていただけるよ

うな財政支援というのも、教育委員会としてし

ていくのが一つの方策ではないのかなと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 Ｋ－ＡＢＣⅡ等の検査の

資格ということで、議員おっしゃるとおり、関

東のほうに出向いて講習を受けまして、その際

に講習料も実際にかかっているのは承知してお

ります。 

  実際、新庄市内でも、大体８名ぐらいしか検

査ができる方がいないということで、11校でも

っとたくさんの検査者が増えるともっと助かる

なと思っておりますし、大体検査者も、例えば

担任を持っているとなかなか時間もなくており

ますので、いろいろな方に資格を取っていただ

きたいなという思いがございます。 

  先ほどの補助につきましては検討をしてまい

りたいと思います。新庄市の職員だけではなく

て、学校の異動等もございますので、そういう

ことも併せまして、個別学習指導員等で、例え

ば検査の資格を持っている方を雇用するとか、

今教育委員会では１人の相談員、検査者を雇用

しておりますが、そういう相談員の中で１人検



- 114 - 

査者をやっていただいておりますが、いろいろ

な形で検査者を増やすように検討してまいりた

いと思っております。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） 繰り返しになりますが、

やっぱり早めに発見して、気づいてあげて、そ

の子供のためにもなるし、学習の進行、それか

ら学校との何というんでしょう、運営の方法に

も響いてくることですので、なるべく早急な検

討をお願いしたいと思います。 

  次に、ＩＣＴ化についてですが、いろんな研

修をやりながらいろんな効果を、これからとい

うことで目指していかなければならないという

事業だと思います。 

  これは、今学校でのＷｉ－Ｆｉネット環境の

整備というのが進んでおりますけれども、どう

いう方向性が一番いいかというような一番の理

想論を言わせてもらいますと、やはり、例えば

学校で学習した内容をデータ化して、それでう

ちに帰って復習ができると。結局、ネット環境

が家庭のほうでも整っている、学校でももちろ

ん整っているという条件が一番望ましいのであ

って、タブレットに関しても、学校でも使って、

学校からの持ち出し禁止であれば、自前の家庭

のタブレットもしくはパソコンを使ってデータ

でやり取りして、常に学習に携われるというふ

うな環境をつくるのが一番理想的だと思うんで

すが、やはり各家庭の状況によってはネット環

境が整っていない、パソコンを持っていないと、

もしくは兄弟がいっぱいいるんだけれどもパソ

コンが１台しかないという場合は、やはり効率

的にできないということになろうかと思います。

各家庭におけるネット環境の整備、パソコンに

関しては貸してもいいでしょうし、予算がつく

のであれば１台ずつ購入費を補助するとか、そ

ういう方向もあると思うんですが、それの検討

というのは、このＧＩＧＡスクール構想と一緒

に並行して練っていかなければならないという

ふうな事項だと思いますが、どうお考えでしょ

うか。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 今、議員がお

っしゃった、もしかすると議員独自のタブレッ

トの使い方の発想なのかなというふうにも受け

取らせていただいたんですが、そのような形で、

基本的にはタブレットにつきましては、学校の

教材備品となりますので、基本的には学校に置

いておくべきものと考えております。そのため

に、充電をする保管庫なども整備しているよう

な状況でございます。 

  ただし、先ほど議員がおっしゃったようない

ろんな使い方があるであろうと。ではその考え

方は学校によって、こんな使い方をしてみたい

とか、あんな使い方をしてみたいとかというい

ろんな発想がございます。 

  例えて言うならば家庭学習、いわゆる宿題を、

そのタブレットを家に持っていかせて、そのタ

ブレットを使って宿題をさせるとかといった、

学校によってそれぞれのいろんな発想がござい

ます。それぞれの学校の判断で様々な使い方を

してもいいのかなというふうには私どもは考え

ております。 

  それに伴って、各家庭でのネット環境の整備

はどうするのかといったお話だったと思うんで

すが、基本的には各家庭におきますネット環境

の整備につきましては、基本的には各家庭にお

願いしていくべきものであるのかなと考えてい

ます。ただし、昨年春の休校のような、ああい

う非常事態の場合には、学校のスタンスとして

遠隔授業もしなければならないといった場合に

は、その措置ももしかするとしなければならな

いのかもしれない。ただ、この件につきまして
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は、前にもお話をさせていただいておりますが、

もしネット環境がないお子さんについては、学

校に直接来ていただいて密にならないような形

でそのタブレットを使って遠隔授業を聞いてい

ただくというふうなことで、これまでも考えて

おりますし、現在もそのようなスタンスでおり

ますので御理解をいただければと考えておりま

す。 

  以上です。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） 以前もお伺いしました

が、南陽市、他市の取組を紹介しますと、無料

でタブレットを貸与していますよというような

事例もあります。予算的なものもあるんでしょ

うけれども。国の「令和の日本型学校教育」の

構築を目指してという、これは令和３年１月26

日付の答申なんですが、この中に今回のＧＩＧ

Ａスクールに関する予算の方向性というか、こ

れが載っているんです。 

  これは別に足元をすくうみたいな感じではな

いんですけれども、この内容ですと、時間がな

いので後で御覧になっていただければいいんで

すけれども、これは文科省のＧＩＧＡスクール

構想の予算というのは、児童生徒が貸与された

タブレットを自宅に持ち帰って学習に活用する

ことを前提とする予算というふうに答申されて

いるんです。 

  ということは、これを鑑みて考えれば、きち

んと地方自治体においては、国からの予算でも

って各家庭でも使えるような環境を整えること

が必要だというふうに私は判断したんです。と

いうことは、各家庭でやってくださいという今

の御答弁は、若干相違があるのかなと思うんで

すがいかがでしょうか。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 基本的に、タ

ブレットを自宅に持って帰って、例えば家庭学

習とかそういうものをするというところについ

ては、恐らくネット環境は必要になってこない

のかなと考えております。ネット環境が必要に

なってくるのは、それを使ってインターネット

を通して何かをする場合。とすると、例えば遠

隔授業とかという形になってくると思いますの

で、そのような想定で私どもは判断していると

ころでございます。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） ちょっと見解の違いな

のかなと思いますけれども。ということは、紙

ではなくてタブレットで、紙で例えば自分のノ

ートをタブレットにしてうちへ持ち帰って勉強

しなさいよという考えであって、ネットは関係

ないよということかなと今捉えましたけれども。

どっちにしろ今の状況ですと、どんな問題もや

はりネットを使ってタブレットを使うというの

が常識なはずなんです。今後、ＧＩＧＡスクー

ル構想ということ自体がそうではないよと言わ

れれば、ただ単にペーパーレスするためだとい

う考えであればいいんでしょうけれども、基本

的には子供の教育能力を向上させるためにうま

くこのタブレットを使って、ネット環境を使っ

て情報をたくさん子供たちに与えて、学習環境

を整えてやりましょうねという考えだと思いま

すので、その辺はやはりそのような方向でいく

のが自然かなと思います。 

  確かに、今おっしゃったように、今現在すぐ、

では各家庭全てにネット環境を整えるような補

助金を出せとか、そういうようなこともすぐ予

算化するなんて言っているわけではなくて、方

向性としてそのように持っていってもらいたい

なと私は思っておりますのでよろしくお願いし

ます。 
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  最後になりますけれども、退職なされる各職

員の方々、今まで大変お疲れさまでございまし

た。さきの議員の方々もおっしゃっておりまし

たが、今後もいろんな御指導、御鞭撻というの

は承りたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。お疲れさまでした。 

  以上で私の一般質問を終わります。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時４８分 休憩 

     午後２時５８分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

髙橋富美子議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、髙橋富美子さん。 

   （１７番髙橋富美子議員登壇） 

１７番（髙橋富美子議員） 市民・公明クラブの

髙橋富美子でございます。 

  本日最後の一般質問をさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  東日本大震災から間もなく10年を迎えようと

しております。先月13日深夜に東北地方を襲っ

た地震により被災された皆様に心よりお見舞い

を申し上げます。 

  地震から数日後、次のような新聞記事を目に

しました。これは県自主防災アドバイザーの方

の記事だったと思います。積雪や低温などによ

り、冬場の災害発生時には、避難や備蓄の面で

特有の備えが必要になる。暖の確保や情報収集

に役立つものとして挙げるのが車。新型コロナ

ウイルスの感染リスクが低いことも利点の一つ

だという。コロナ禍の中にあるが、コロナを必

要以上に恐れ、避難しないという判断は避けて

ほしい。また、自治体が定期的に行う防災訓練

については、冬期を想定したケースの実施も必

要だとの提言もありました。自助・共助・公助

とありますが、災害対策の基本は自助であり、

いつ、どこで、どんな災害に巻き込まれるか分

かりません。予期せぬ大災害を常に心を構えて

いくことが大事であり、地域の避難訓練の在り

方、そして不測の事態に備えて避難訓練の継続

は大変重要であると認識を深くしたところです。 

  それでは、通告に従いまして一般質問をさせ

ていただきます。 

  １点目に、ゼロカーボンシティ宣言について

お伺いいたします。 

  環境省は、2050年に温室効果ガスの排出量ま

たは二酸化炭素など実質ゼロにすることを目指

す旨を、市長自らか、または地方自治体として

公表された自治体をゼロカーボンシティとして

おり、本年２月22日時点では、275の自治体と

なりました。このゼロカーボンシティが急増し

た背景には、近年、気象災害が頻発し、今まで

経験したことのない記録的な大雨による水害な

ど、地球温暖化の影響による危機意識の共有に

あると指摘されております。 

  また、省エネルギー家電や再生可能エネルギ

ーの普及拡大と、国の脱炭素に向けた自治体を

後押しする動きがその成果に現れているとも言

われております。ＳＤＧｓの推進においても、

このゼロカーボンシティの脱炭素社会へ向けて

資源循環や新たな交通網の整備など、新庄市の

将来像に関わる課題と捉えております。 

  第４次新庄市環境基本計画策定中だと思いま

すが、住みよい環境を形に新庄市の実現に向け

て、ゼロカーボンシティ宣言を行ってはどうか

お伺いいたします。 

  ２点目に、子宮頸がんワクチン予防接種につ

いてお伺いいたします。 

  子宮頸がんは、子宮の頸部という子宮の出口

に近い部分にできるがんです。子宮頸がんは若
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い世代の女性のがんの中で多くを占めるがんで

す。女性にとって命に関わる疾患であり、日本

では毎年約１万人が罹患し、約3,000人が亡く

なっています。20歳代から増え始め、30代まで

にがんの治療で子宮を失ってしまう人も、毎年

約1,200人いると言われています。 

  子宮頸がんのほとんどがヒトパピローマウイ

ルスＨＰＶというウイルスの感染で生じます。

早期に発見し、手術などの治療を受ければ、多

くの場合命を落とさず直すことができる病気で

す。 

  子宮頸がんに対して私たちができることは、

ＨＰＶワクチンの接種と、子宮頸がん検診の２

つです。ＨＰＶワクチンの定期接種の対象者は、

小学校６年生から高校１年生相当の女の子です。

対象者には公費により接種を受けることができ

ます。しかし、ＨＰＶワクチンの積極的勧奨差

し控えから７年が経過し、ワクチンの存在自体

を知らない対象者が増えたことから、厚労省部

会でも、その周知の必要性が議論されるように

なり、昨年10月９日、厚生労働省は、定期接種

対象者やその保護者に対して個別に情報提供す

るよう求める通知を発出し、市町村に定期接種

対象者への情報提供に向けた具体的な対応を示

しました。 

  11月下旬になりますが、私も担当課の方に確

認をしましたが、本市においては検討中とのこ

とでありました。厚生労働省の通知を受け、全

国の多くの自治体で対象者に対する個別通知が

実施されました。情報提供に感謝する声や、実

際に接種に動く対象者も、これまでになく多か

ったとのことでした。また、本年１月にも、ヒ

トパピローマウイルス感染症に係る定期接種の

対象者等への周知について、再依頼の通知があ

ったようですが、個別通知の実施について本市

の今後の取組についてお伺いいたします。 

  ３点目に、防犯カメラの設置についてお伺い

いたします。 

  新庄市防犯カメラ設置及び運用に関する規定

の定義に、「防犯カメラ」とは犯罪の防止を目

的として、公共施設、道路、公園、駐車場等不

特定多数の者が利用する場所を継続的に撮影し

ているカメラ及び画像記録を行う装置をいうと

あります。現在防犯カメラは７台設置されてい

ると伺いましたが、防犯の観点から、また、市

民アンケート調査からも、より防犯、治安対策

のニーズが高まっていることからも、防犯カメ

ラの増設が必要と考えますがいかがでしょうか。 

  最後になります。４点目に、自転車損害賠償

責任保険等への加入についてお伺いいたします。 

  山形県自転車の安全で適正な利用の推進に関

する条例が令和元年12月に制定されたことに基

づいて、令和２年７月１日から自転車を利用す

る方の自転車損害賠償責任保険等への加入が義

務づけられました。 

  自転車についての本県の状況ですが、１世帯

当たりの平均保有台数は1.53台で全国２位、自

転車保有世帯の割合は77.9％で全国３位になっ

ておりますが、それに対して自転車保険への加

入率は21.9％で、全国ワースト２位、これは平

成30年度の調査ですが、低い状況となっており

ます。 

  近年、自転車事故による被害や高額賠償事例

が多く発生しております。条例とともに、自転

車損害賠償責任保険等への加入について、本市

としてどのように啓発し、加入促進されるのか

お伺いいたします。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、髙橋市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、ゼロカーボンシティ宣言の取組につ

いてでありますが、近年、世界的に地球温暖化

が原因と見られる異常気象による災害が増加し
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ております。世界では、地球温暖化解決のため

の国際会議が開催され、2015年に合意されたパ

リ協定において、産業革命前からの平均気温上

昇の幅を２度未満とし、1.5度に抑えられるよ

う努力するとの目標が掲げられました。 

  2018年には、国際的な専門家で組織される政

府間パネルによる特別報告書において、この目

標を達成するためには2050年までに温室効果ガ

スの中心となる二酸化炭素の実質排出量をゼロ

にすることが必要とされています。 

  このような世界的な動きを受け、国では、

2019年パリ協定に基づく長期戦略を策定し、

2050年度をめどに温室効果ガス排出量を実質ゼ

ロにする目標を掲げ、全国の地方自治体に対し

ても同様の取組を目指すゼロカーボンシティ宣

言を呼びかけております。県内自治体において

は、昨年１月の東根市による宣言に始まり、山

形県も含め、現在10の自治体が宣言を行ってお

ります。 

  本市におけるゼロカーボンについての考え方

でございますが、宣言を行うことは、実効性の

ある取組を担保していく必要があると考えてお

ります。本市における地球温暖化に対する取組

としては、ごみの減量化、再資源化の推進、ま

た、市の事務事業を対象とする地球温暖化対策

実行計画の下、エネルギー使用量や温室効果ガ

ス排出量の把握、省エネに取り組んできている

ほか、地域の事業者の有識者で構成される地球

温暖化対策協議会を設置し、啓発活動を行って

まいりました。 

  第４次環境基本計画においても、地球温暖化

の防止に向けた脱炭素化社会の構築を施策に掲

げ、啓発活動の強化や事業所における省エネ診

断の推奨などにも新たに取り組むこととしてお

ります。まずは、これまで取り組んできた内容

を精査し、より丁寧かつ市民や事業者の方々に

も見える形で取り組んでいくことで、多くの賛

同を得ながらゼロカーボンシティの宣言につい

て検討してまいりたいと考えております。 

  今、世界的な動きの中で、電気自動車化がし

ているわけでありますけれども、トヨタ自動車

の社長はそこに警鐘を鳴らしていると。電気自

動車の電源をどこから取るのかというようなこ

とであります。ヨーロッパでは、フランスが原

発を50基ほど持っていますので、ヨーロッパに

電気を全部供給できると。日本の場合は、やは

り原発から自然エネルギー、あるいは水力、火

力といったものに頼らざるを得ないと。 

  例えば、酒田市においては酒田火力発電所が

あるということで、それを閉鎖することはでき

ないと。それに代わるエネルギー代替策のめど

が立たないときには、なかなか難しいというこ

とがございました。 

  また、新庄市においてもバイオマス発電を行

っているわけでありますけれども、バイオマス

発電は論理上はゼロカーボンになるという。そ

れは何といっても切り倒した木のそれを育成す

ると、補苗すると。それが成立して初めて、切

った分だけそれが植栽され、大きくなって、Ｃ

Ｏ２を吸うんだという、その１対１の関係がつ

くり上げられないと、本市においてもバイオマ

ス発電において、現状にしてはまだ補苗制度が

行われたばかりということで、それが植栽され

て山の中に確認されるということも、大きな宣

言の担保として取っていく必要があるだろうと

いうようなことであります。 

  いずれにしましても、ゼロカーボンシティ宣

言はタイミングを見て、啓蒙活動の一つとして

図りたいと考えておりますので、ぜひ御理解の

ほどお願いしたいと思います。 

  次に、子宮頸がんワクチンの予防接種に関す

る質問ですが、平成25年度に国において、子宮

頸がんワクチンの接種後に、因果関係を否定で

きない持続的な疼痛が特異的に見られたことか

ら、副反応の発生が明らかになり、ワクチンの

安全性を確認できるまで定期接種を積極的に勧
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奨すべきでないとされております。 

  これを受けまして、本市におきましても、平

成26年度以降は対象者への個別勧奨は実施して

おりません。しかし、令和２年10月及び令和３

年１月に、国から、市町村は接種の積極的な勧

奨とならないよう留意して対象者への周知を行

うとともに、接種の機会を確保するよう勧告が

出されましたので、本市におきましても、勧告

の内容に従い、来年度から定期接種の対象者全

員に対し個別に通知する予定としております。 

  子宮頸がんワクチンにつきましては、世界的

に非常に有効であるというような形で各国で進

められておるわけですけれども、日本において

は複数の方、２名ほどですか、そういう副作用

が出たということで、ゼロにならなければとい

うような日本の体質があったのかなと思ってお

ります。議員おっしゃるとおり、１万人が罹患

し3,000人も亡くなるというようなことからい

きますと、この子宮頸がんワクチンの予防接種

は非常に効果が高いと私自身も思っております。 

  また、ワクチンを打つに際しては全額国庫負

担であるということも申し添えて、担当、その

対象者に個別通知を、勧奨という形ではなくお

知らせという形で通知を出したいと思っており

ます。 

  次に、防犯カメラの設置についてであります

が、市で町中に設置しております防犯カメラに

つきましては、平成25年度にゆめりあと駅前五

差路への設置をはじめ、平成28年度から令和元

年度まで、主要な幹線道路へと毎年１基増設し、

令和２年度末では７台の設置となっております。 

  防犯カメラを設置することは、犯罪や事件を

未然に防止し、万が一犯罪、事件が発生した場

合において速やかに検挙につながるケースが多

く、２次被害の防止に寄与しております。 

  御質問のとおり、市民の皆様の防犯、治安対

策への関心が高まっている状況も認識しており

ます。今後の計画としましては、令和３年度に

１基増設することとしており、さらに増設する

ことにつきましても検討を行っており、機種の

選定や設置場所の調査などを実施し、庁内協議

を行うとともに、防犯の観点から警察署の御意

見もいただきながら進めてまいります。 

  次に、山形県自転車の安全で適正な利用の推

進に関する条例に基づく自転車損害賠償責任保

険加入義務化についてお答えさせていただきま

す。 

  近年、全国的に、自転車による交通事故で加

害者となった場合、高額賠償請求が命じられる

事例が多く発生しており、賠償責任については、

未成年といえども免れることはできないもので、

自転車損害賠償責任保険等に加入していなけれ

ば解決できない実態があります。 

  このような自転車事故による被害者保護と損

害賠償責任を負った場合の経済的な負担軽減の

ため、山形県において令和２年７月１日より県

条例が施行され、自転車損害賠償責任保険加入

が義務化されました。 

  本市におきましては、チラシの配布、ポスタ

ー掲示、ホームページに掲載するなどによる啓

発と、本市の交通指導専門員が開催する交通安

全教室におきまして、小学生、高齢者の方を中

心に直接啓発を行っております。 

  今後も関係機関と連携し、啓発活動を行いな

がら、加入義務化について周知してまいりたい

と考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） 御答弁ありがとうご

ざいました。 

  それでは、再質問をさせていただきます。 

  まず、ゼロカーボンシティについてですが、

私が思うには、宣言を表明することで、市民や

地域事業所といった市内で行動する方のより一

層の意識の向上と実質的な行動の動機づけとな
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り得るのではないかという思いから質問をいた

しました。 

  先ほど市長から答弁いただきましたように、

いろんな取組をする中でというお話がありまし

たので、さらなる御検討をよろしくお願いした

いと思います。 

  あと、２点目の子宮頸がんワクチン予防接種

についてということで、来年度から個別通知を

していただくというお話を伺いまして、本当に

ほっとしました。まだなかなか、幾らそのよう

に発出されても、取組のできていない市町村も

多々あります。その中で新庄市がこうやって今

後取り組むというお話を受けて、本当にうれし

く思いました。 

  その中で、ちょっと具体的にもう一度あれで

すけれども、この10月９日付のヒトパピローマ

ウイルス感染症に係る定期接種の対象者への周

知に関する具体的な対応等についての通知によ

れば、ＨＰＶワクチンに係る情報提供の目的に

ついて、先ほどありました公費によって接種で

きるワクチンの一つとしてヒトパピローマウイ

ルスワクチンがあるということについて知って

いただくとともに、この接種について検討、判

断するためのワクチンの有効性、安全性に関す

る情報等や、接種を希望した場合の円滑な接種

のために必要な情報等を対象者に届けることを

目的とする。市町村は予防接種法施行令第６条

の規定により、対象者への周知を行うこと、周

知方法については、やむを得ない場合を除き、

新リーフレット等の案内を個別通知とすること

で、接種をお勧めしますなど個別送付すること

で、定期接種の積極的な勧奨となるような内容

を含まないよう留意すること、対象者ができる

限り漏れなく情報に接することができるように、

毎年一定の年齢の対象者に情報提供資材を送付

する場合には、当市は当該年齢よりも上の対象

者にも送付する等の工夫をすることが望ましい。

情報提供に当たっては、改定後の新リーフレッ

トを用い、改定前のリーフレットは使用しない

こと等があります。本当に周知徹底されるとい

うお話ですけれども、再度確認ですが、小学校

６年生から高校１年生まで全対象者、保護者の

方に個別通知をしてくださると捉えてよろしい

んでしょうか。お願いします。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 子宮頸がんワクチンの接種の

対象者への周知でございますが、今議員からお

話ありました対象となっております12歳から16

歳の方、現在600人程度ということで捉えて見

込んでおりますけれども、その600人の方とそ

の保護者の方へ、10月９日の国の通知に基づい

て毎年情報提供、通知を行っていきたいと考え

ているところです。 

  具体的な通知の内容については、今議員が10

月９日に国で示したものをおっしゃっていただ

きましたので、公費で接種できること、接種の

検討、判断するための情報提供、接種を希望し

た場合に留意すべき必要な情報を国のリーフレ

ットを活用しながら情報提供、個別に通知した

いと考えておるところですのでよろしくお願い

いたします。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） このワクチンについ

て、私も何人かの方に話を聞くことができたん

ですが、本当にこの７年間推奨がされなかった

ということで、定期接種であることも知りませ

んでしたと。やっぱりそういう情報があるのな

ら、自分も女子の子供を持っているということ

で、本当に情報はありがたい。また、あるおば

あちゃんでしたけれども、やっぱりお孫さんの

ことを考えると、数年前に副反応が取り上げら

れて、テレビの映像がとてもショックで怖かっ

たというふうな声もありました。やはり確かな

情報提供は必要であると感じます。 
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  その中で、でも、今課長からも、全ての600

名の方にということを聞いて、本当に安心しま

した。ただ、ほかの市町村によると、通知を毎

年何度も出されるということは、勧奨に当たる

のではないかということで注意をされている自

治体もありましたので、その辺のところの配慮

をお願いしたいと思います。 

  あと、高校１年生に限っては、本当にこれは

６か月の中で３回接種が必要になります。公費

で受けられる分についてはいいんですけれども、

それを過ぎてしまうと１回のワクチンで１万

5,000円から１万6,000円ぐらいかかるという記

事も載っておりました。やっぱり、しっかり情

報を知っていただくことが大事なのでお願いし

たいと思います。 

  あとは、米沢市の例ですけれども、この個別

通知について、小学６年生から高校１年の女子

児童生徒を対象に子宮頸がんワクチンの定期接

種に関する情報を、昨年の８月下旬に370名の

方に、案内書と厚生労働省が作成したリーフレ

ットを郵送したところ、市の担当者によります

と、個別通知により児童生徒が家族や友人と子

宮頸がんの予防について話し合う機会ができた。

今年度は、早い時期に通知を出す考えだという

ことでした。山形市においても、高校１年生相

当の女子と保護者へ、国が作成したリーフレッ

トが昨年個別に郵送されました。今年度におい

ても引き続き小学６年生から高校１年生までの

女子及び保護者への個別の情報提供に対応して

いくようです。本当に子供たちが自分の体を大

切に思い、健康を守っていく期待を本当に与え

ていただいたなと思ってうれしく思います。 

  本日は、国際ＨＰＶ啓発デーとなっておりま

す。本当にこれを機会に、本当に一人一人が自

分の体を大切にしていきたいなという思いでい

っぱいです。 

  次に、防犯カメラの設置についてですが、先

ほど７台設置をされているというお話を伺いま

した。そのほかに、公共施設の防犯カメラの設

置状況と、今後の設置予定等がありましたらお

伺いしたいと思います。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 公共施設と言われました

けれども、まず社会教育課で所管している部分

についての防犯カメラの設置状況について説明

させていただければと思います。 

  今現在、市の体育施設につきましては、防犯

カメラ等につきましては設置しておりません。

ただ、文化施設または生涯学習施設につきまし

ては、図書館の入り口、また文化会館の入り口、

また雪の里情報館、ふるさと歴史センター、図

書館につきましては、館内のほうに防犯カメラ

という形で設置させていただいているところで

ございます。 

  近年、防犯の面から、各施設からも防犯カメ

ラの必要性はかなり訴えられてきておりまして、

今後計画的に設置を考えていきたいと思ってい

るところでございます。 

  以上でございます。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 学校における

状況でございますが、防犯カメラについては、

今建設中の明倫学園には設置の予定でございま

すが、そのほかの学校については２校程度しか

ございません。これを何とか少しずつつけてい

きたいなと考えておりますが、防犯カメラに限

らず、防犯につきましては、優先してつけてい

かなければならないのが昇降口のオートロック

化ではないかなというふうに基本的には考えて

おります。市内学校ございますが、まだ５校で

オートロック化ができておりませんので、その

オートロック化を進めながら、校内の防犯カメ
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ラのほうも順次つけていければなと考えており

ます。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

した。外にはついていないんですが中にはとい

う、ふるさと歴史センターであったり図書館で

あったりという話がありました。 

  新庄市には、本当に歴史的建造物というのが

数々ございますので、その点もこれからまちづ

くりの中にもあるようで、しっかりと本当に防

犯は大事だと思いますので、計画的に設置の方

向でお願いしたいと思います。 

  また、学校関係についても、今昇降口であれ

ですけれども、全てオートロックにできるよう

に、子供たちの安全のためにお願いしたいと思

います。 

  最後になりますが、自転車損害賠償責任保険

の加入について、様々、老人クラブであったり

いろんなところで交通指導員の方がこの件に関

してはお話をされているということで、これも

いろんな方に話を聞きましたけれども、やっぱ

り自転車を買ったときに加入したり、それから、

今いろいろな損害賠償の保険があるので、加入

していますという声がほとんどありましたけれ

ども、まだまだ入っていない方も多分いらっし

ゃると思います。冬場はあれでしたけれども、

春になりますと、本当に自転車もどんどん出て

きますし、事故も想定されると思います。とも

にルールを守るとともに、なお一層の啓発、加

入促進をお願いいたしまして、一般質問を終わ

らせていただきます。 

  最後になりますが、先ほどからもありました

が、今年度で退職をされる皆様、長い間、大変

にお疲れさまでした。人生100年時代と言われ

ております。様々なライフスタイルを描かれて

いることと思います。どうぞ体調を崩されませ

ぬよう、くれぐれも御自愛ください。そしてま

た、今後とも御指導、御鞭撻をお願いします。

大変ありがとうございました。 

 

 

散      会 

 

 

下山准一議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会いたします。 

  明日５日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時３２分 散会 
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令和３年３月定例会一般質問通告表（２日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 山 科 春 美 
１．行政評価（事務事業評価）について 

２．公民連携について 
市 長 

２ 叶 内 恵 子 
１．まちなかの商業振興について 

２．新庄サイクルスポーツセンターについて 

市 長 

教 育 長 

３ 押 切 明 弘 １．都市計画マスタープランと街づくりについて 市 長 

４ 佐 藤 悦 子 

１．新型コロナ感染症拡大を抑え、市民の命と暮らしを守

ることについて 

２．医療について 

３．市民の福祉充実の為に市の正規職員を増やすことにつ

いて 

市 長 
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開      議 

 

 

下山准一議長 それでは、改めましておはようご

ざいます。 

  ただいまの出席議員は17名です。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

下山准一議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は４名であります。 

  なお、質問時間は答弁を含めて１人に50分以

内といたします。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

 

 

山科春美議員の質問 

 

 

下山准一議長 最初に、山科春美さん。 

   （７番山科春美議員登壇） 

７ 番（山科春美議員） おはようございます。 

  ３月定例会２日目の最初に質問をさせていた

だきます、議員番号７番の起新の会の山科春美

でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

  ちょうど１年前になりましたけれども、感染

阻止のために全国の小中学校と高校、特別支援

学校に臨時休校を要請する表明が出され、市内

の学校も３月２日から一斉休校となりました。

あの時は、突然の休業要請にこれからどうなっ

ていくんだろうかと不安に思った子供たち、保

護者の方も多かったのではないかと思います。 

  そして、長い休みが終わり、５月18日から学

校が再開されたわけですが、最初は、登校班で

登校する子供たちがみんなマスクをして歩く姿

を見て、本来であればマスクなしで元気で明る

い笑顔の姿でいれるのに、それができずに、何

だか切ないなというふうに思っておりました。 

  でも、あれから１年たった最近の子供たちの

姿を見ていると、今ではコロナ禍という時代認

識をしっかり受け止めて、その中で毎日登校し

ていく様子を見て、本当にたくましく立派だな

と思っております。 

  子供たちにとっても楽しみにしていた学校行

事、部活、大会などが中止や縮小になり、様々

な思いがあった特別な１年であったと思います。 

  これからもまだコロナ禍は続くかもしれませ

んが、ちょうど今は卒業、入学、進学、進級の

時期でもありますので、どんな逆境にも負けず

に、未来への希望を持って前に進んでいっても

らいたいものだなというふうに思わせていただ

いております。 

  それでは、本題に入りまして、通告に従い、

質問をさせていただきます。 

  初めは、１番目、行政評価についてというこ

とで質問させていただきます。 

  我が国の地方自治体において行政評価の導入

は1996年の三重県の事例が始まりとされており

ますが、それから既に26年経過し、全国に行政

評価の導入が広がっております。 

  行政評価の目的としては、行政職員の意識改

革や事業成果の重視、行財政改革の推進などが

上げられますが、最近では特に、説明責任とい

う意味で、国民あるいは住民に対し、知る権利

に基づき政府あるいは地方公共団体が説明すべ

き義務を果たすためにも行政評価は重要である

と言われております。 

  また、昨年７月に国が定めた経済財政運営と

改革の基本方針2020においては、新型コロナウ
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イルスの感染者の拡大を受けて、感染症拡大に

よる我が国の経済への影響は甚大であり、これ

まで経験したことのない、まさに国難と言うべ

き局面に直面した。我が国経済は総じて見れば

極めて厳しい状況にある。新興国も含めた海外

経済全体の減速の影響を受けやすい製造業のみ

ならず、サービス業にも広く感染症拡大に伴う

景気下押しの影響が広がり、結果としては国民

生活に特に重要な雇用情勢も弱い動きとなって

おり、感染症の影響を受けて休業者が大幅に急

増し企業が懸命に雇用を守っている状況にある

としており、地方自治体におきましても困難と

いう危機的状況を認識した行財政運営が求めら

れているところであります。 

  このような状況におきまして、今回、コロナ

禍に対して行われているような巨額な赤字国債、

単年度で112兆円を超える国債が発行されたの

は初めてということですけれども、それを財源

にし、様々な政策では一時的なカンフル政策を

するのですけれども、一時的なカンフル剤、効

果があったとしても、結果的には後世に増税の

負担を押しつけ、民間活力を奪ったり日本の経

済は疲弊していったり、国及び地方自治体の財

政はさらに危機的な状況を迎えるのは必至だと

言っている方もいらっしゃいます。 

  当市におきましても、現在、人口減少や少子

高齢化が進行する中、生産年齢人口の減少に伴

う市税収入等の減少、扶助費をはじめとした義

務的経費の増加、公共施設の維持管理の効率化

など様々な課題に直面しています。 

  今後の社会情勢の変化による市民ニーズの複

雑化、多様化への対応も求められます。しかし、

その事業を行う職員が減少傾向にあると言われ

ています。その中で、事務事業を選択と集中の

観点で捉え、あれもこれもではなく、あれかこ

れかの考えに変えて、歳出の削減に努力されて

いることと思います。 

  そのような状況を踏まえて、行政評価につい

てお伺いいたします。 

  １つ目、本市の行政評価の現状についてとい

うことで、本市におきましては平成15年から行

政評価が導入されておりますが、これまでの実

施状況はどうなっているのでしょうか。また、

実施による成果と課題についてお伺いいたしま

す。 

  ２つ目、行政評価をどのように予算化に反映

しているのですかということで、行政評価を生

かしていくためには、予算と決算のＰＤＣＡサ

イクルを繰り返すことによって業務を継続的に

改善していくということが大切だと言われてい

ます。ＰＤＣＡサイクルの考え方を含めて、行

政評価をどのように予算編成に利用しているの

か、実際に予算編成において成果が上がったの

か、具体的に事例を挙げて御説明いただけると

ありがたいです。 

  ３番目、行政評価のために住民の意見やニー

ズの把握はどのように行われていますかという

ことで、多くの場合、行政評価はその事務事業

を行っている担当部署の職員が行うことが多い

と思われます。自らが予算要求を行う事務事業

を自己評価することも大切ではありますが、行

財政改革の観点で自己評価ではなく客観的な他

者評価も必要と思われます。この点について、

本市はどのような評価を行っているのでしょう

か。 

  ４点目として、第７次新庄市行財政改革大綱

実施計画（案）の行政評価制度の推進では、行

政評価の充実により事務事業の選択と集中を図

ることを目的としているが、どのように進めて

いかれますか。 

  民間企業とは違って行政が行う事務事業の成

果は金額の収支だけでは見定めにくく、おのお

のの事務事業を同一の物差しで評価することは

難しいものがあると思います。 

  しかし、住民に有効な行政サービスを行って

いくためには、やはり何らかの形で事務事業の
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チェックを行い評価していくことが必要である

と思います。評価に基づき必要な事務事業を予

算等に振り分けることも求められていると思い

ますので、そちらの４点について質問させてい

ただきます。 

  あと、もう一つ大きな２つ目のところですが、

公民連携についてということで質問させていた

だきます。 

  公民連携とは、自治体と民間事業者等が連携

して公共サービスの提供を行う仕組みであり、

社会経済情勢の変化や住民の暮らし方の変化に

よってニーズの多様化に対応するために、自治

体が民間事業者の知識や技術、資源を活用し、

公共サービスを継続的に実施していくための手

法であります。 

  従来は、公共の担い手は官だけということで

したけれども、現在は、公共概念はＮＰＭ、ニ

ューパブリックマネジメントと言って、公共の

担い手が官と民、企業、ＮＰＯ、個人とかにな

ってきていると思います。 

  これまで民営化は、民間にできることは民間

にという発想だったのですが、公民連携から見

れば、公共でやってきたことも民間にという考

えがあるようです。 

  公民連携でよく取り上げられる事例としては

佐賀県の武雄市の武雄図書館などが挙げられま

す。レンタルビデオのツタヤが指定管理者とな

って運営している図書館で、年中無休で開いて

いるということです。民間の発想で様々なサー

ビスもあり、図書館の中にはスターバックス、

コーヒー屋さんなんですけれども入っていると

いうことです。利用者の使い勝手が大事で、自

分がしてほしいサービスを行うという民間なら

ではの発想で、来館者も増えているということ

です。 

  また、公民連携でよく取り沙汰されているの

は、近くですと岩手県志波町のオガールプロジ

ェクトもあります。ここは現在も行政視察全国

ナンバーワンで、公民連携を推し進めたいと思

っている地方自治体の中で注目を浴びていると

ころであります。 

  紫波町は人口３万3,000人の町ですが、補助

金に頼らない稼ぐまちづくりをコンセプトに、

平成21年度に民間主導の公民連携のプロジェク

トを立ち上げました。いろんな図書館とかバレ

ーボール専用体育館、ホテル、いろいろあるの

ですが、その周りのオガール地区は住宅の分譲

も行って、現在、600人ほど人口が増加したと

いうふうにも聞いております。 

  現在、民間企業等においても、近年社会責任

に対する意識が高まるとともに、自社のノウハ

ウを活用した公民連携ビジネスへの期待も増大

しています。既存の取組にとらわれず、民間事

業者のビジネス活動を市民のためにどう役立て

て地域課題の解決につなげるかという大きな視

点に立って、さらなる進化を図る必要があるこ

とから、公民連携の取組を積極的に推進するこ

とが期待されています。全国的に、公民連携に

て公と民の互いの強みを最大限に活用していく

ことを、行財政改革の柱の一つとして積極的に

取り組んでいる自治体も多いようです。 

  そこで、本市の公民連携の現状と今後の方向

性についてお伺いいたします。 

  質問１つ目ということで、本市の公民連携の

現状について。 

  そして、２つ目は、本市の公民連携の課題に

ついて。 

  ３つ目が、選ばれるまちを目指して、今後の

本市の公民連携についてはどのように考えてい

ますかということで、よろしくお願いいたしま

す。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山科市議の御質問にお

答えさせていただきます。 
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  初めに、行政評価というようなことでござい

ますが、行政に求められる仕事の内容が多角化

あるいは透明性が求められるという時代が来た

ということが上げられるというふうに思います。

戦後の、失礼ですが、大変混雑した状況の中で

は、土地の割り振りであるとかインフラ整備で

あるとかそういうことに集中する時代があった

ことであります。経済が豊かになってきて情報

が全国一律の状況になってきたときに、自分の

まちは、自分の県は、自分の政府はどのような

ことになっているんだろうという多くの疑問が

国民の中で湧いてきたというようなこと、そう

したことの中から、消費者第一主義などといわ

れるように、情報が市民のほうに解放されるべ

きであるというようなことから大きな流れが始

まってきていると思います。 

  そうした中で、地方分権というような形でそ

れぞれ地方の課題は地方がそれぞれ解決してい

くんだという大きな流れの中で、特に行政の中

身が見えないということ、毎年、単年度主義と

いう予算編成の下に行われているので、前例が

ないというようなことが常々言われてきた。そ

こにどういうふうにしてメスを入れていくかと

いうようなことを自ら考えたときに、１つの手

法として行政評価ということが取り上げられて

きたというふうに思っております。 

  新庄市のこの１点目の行政評価の現状ですが、

本市では、前年度実施した事務事業の成果や課

題を分析し事業改善に要する事務事業評価と、

施策における目標を達成するためにその手段で

ある事務事業の優先度や予算の方向性を評価す

る施策評価を実施しております。 

  行政評価の成果としては、職員が担当事業を

振り返ることにより事業の改善に活用している

ことであります。また、課題としては、行政評

価は総合計画で定めた目標を達成するために事

務事業の調整を行う手法でもあり、予算総枠の

縮減に向けた効果は限定されております。 

  ２点目の予算編成への反映についてですが、

施策評価を用いて各課で事務事業の次年度予算

の方向性を拡大、現行、縮小、休止または廃止

の４段階で評価を行い、行政評価推進委員会に

おいてその評価内容を精査した後に、次年度予

算の方向性を決定いたします。あわせて新規事

業の審議も行います。その結果に基づき、各課

では次年度に向けた当初予算の要求を行ってお

ります。 

  具体的な事例としては、施策評価において若

者世帯住宅取得新事業については定住促進に効

果があるとの評価から、１世帯当たりの最大助

成額を事業開始時より増額しており、申請件数

も増加しております。 

  ３点目の行政評価のための住民の意見やニー

ズの把握は、外部評価によって行っております。

外部評価は、市内の公共団体の役員や有識者な

どで構成される総合計画審議会において総合戦

略事業を対象に評価いただいており、評価の客

観性を確保しております。 

  ４点目の事務事業の選択と集中については、

施策評価によって行っております。事務事業の

選択と集中を行うためには、事務事業レベルで

はなく事務事業同士の比較など大局的な視点で

の評価が必要であります。そのため、施策評価

において事務事業の貢献度、優先度を評価し、

事業の拡大、廃止、縮小といった方向性を検討

し、事務事業の選択と集中を行っております。 

  なお、行政評価は総合計画の進捗管理と運用

を担うものであることから、令和３年度の第５

次新庄市総合計画の運用開始に併せて行政評価

の見直しを行っております。総合計画に定めた

将来像を実現するため、施策、事務事業を毎年

度評価し、成果指標の達成状況をはかってまい

ります。 

  次に、公民連携についての御質問であります

が、これまで公共サービスは行政が主体となり

担ってきました。本来、行政の在り方といたし
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ましては、必要なものは戸籍、税金、この２つ

が代替としてできないというふうに言われてお

ります。これを管理することが基本的に行政の

仕組みであると。 

  そして、管理するための人が要りますので、

それを人事として総務を管理すると。そのお金

をどこに使うのかというようなことで企画とし

ての人員が必要であると。そして、その企画を

実施したときに、その地域の民が食べられるよ

うにするために何をするかということはインフ

ラ整備をしなければいけないと。今最近の実情

においては、さらに安全安心というようなこと。

そして、道路が完成することによって様々な事

故が起きるということで事故を対応したことの

環境課等あるいは多くのＣＯ２が出ることによ

っての対応、様々な要求、要望に応えなければ

いけないというのが行政の大きな仕組みになっ

てきております。 

  また、一人一人が生活し育っていく上でのサ

ポートも必要と。健康である住民がいるという

ことであっては健康課、さらには年を老いてそ

れの世話をしていくあるいは施設を造る、そし

てそこに誘導するというようなことで成人福祉

であるとか、保育においてはまた健康、子育て

推進課というような形で各課に分かれていって

おります。また、学校教育においては、子供の

次代を担う国民の宝としての教育を進めるとい

うことで教育委員会が独立してあるわけであり

ます。 

  このような行政が行わなければならない仕事

が、年々、年々様々な要望が、それぞれのニー

ズ、様々な人の多様化によって増えてきており

ます。それを行政だけで補うということが、今

は不可能に近い状況になってきていると。右に

住んでいる方が左に欲しいと、左に住んでいる

人は右に欲しいというようなことの調整も進め

なければいけないというようなことがあります。 

  議員おっしゃるとおり、民間でできることは

民間でというような発想はそうした意味で、余

りある税金ではありませんので、それなりの税

金の中で最大限それを生かすにはそうした民間

の力をお借りしながら、そして競争原理もある

程度入れながら進めていかなければいけないと

いうことが時代の背景として求められ、本市に

おいてもそういうふうな観点から民間との連携

を進めているところであります。 

  そんな中で、社会構造の変化、社会が求める

ニーズ、価値観の多様化含めて、これらの要望

に十分な対応をしていくことが難しい、重なり

ますが、状況になってきています。 

  そのような中で行財政改革における取組とし

ては、平成22年に策定した第５次行財政改革大

綱において、神室荘の民営化や運転業務の民間

委託などそれまで行政が担っていました公共サ

ービスの提供主体の見直しを進めてまいりまし

た。 

  また、平成27年に策定した現在の第６次行財

政改革大綱では、さらなる民間活用ということ

で南部保育所の民間移管や学校給食の民間委託

などに取り組んでまいりました。 

  現在、実施している業務として、公共施設な

どの管理運営においては社会教育施設、児童館、

火葬場で指定管理者制度を活用しております。

民間委託においては学校給食やマイクロバスの

運転業務、水道課の窓口業務など多岐にわたっ

て行っているところであります。 

  現状の課題としましては、公民連携に関する

普及啓発、資産や事業に関する情報提供、異業

種との交流や事案検討の機会設定など、行政側

からの働きかけと公民連携に対する関係者の意

欲を高める必要があるものと考えております。 

  本市ではこれまでエコロジーガーデン内の建

物の一部を産直まゆの郷が利用しておりました

が、昨年度に別棟を耐震化したことによってカ

フェやオフィスとして活用できるようになり、

民間事業者が店舗や事務所として利用しており
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ます。 

  また、エコロジーガーデンの利活用につきま

しても、市民が参加した実行委員会を組織し、

kitokitoマルシェの開催など様々な企画を実施

いただいております。 

  今後におきましても、市民と行政が連携しな

がら様々な分野においてまちづくりを推進し、

本市が選ばれるまちとなるよう努めてまいりた

いと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 答弁いただき、ありが

とうございます。 

  総合計画に基づいて施策評価ということで、

その施策がちゃんとなされているか、いろいろ

されているということで、いろいろ教えていた

だいてありがたいです。 

  外部評価のところだったのですけれども、総

合計画審議会というのはいろいろ有識者の方で

構成されているということですけれども、また

あと、内部のところでも行政評価推進委員会と

いうことでやっているということですが、結構

すごくたくさんの施策があるのですけれども、

本当に検討される施策、やはり時間的にも本当

に大変だと思うのですが、また外部評価の方も

そうですけれども、ちょっとどのように評価の

方法をやっているのか教えていただけるとあり

がたいです。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

下山准一議長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 今年度に入りまして行政

評価の見直しのほうも入っているのですけれど

も、やはり本当に多種多様な事業、市長がおっ

しゃいましたようにありまして、内部のほうで

行政評価委員会をつくっておりまして、それぞ

れの中で、市独自でするものもありますし、法

定とされている事業もありますけれども、それ

らの事業につきましては各課でまず評価をした

上で、評価委員会、内部で組織したもので全部

それらをチェックしているところでございます。

大変な時間がかかっているということは、今、

山科議員がお感じになっているとおりでござい

ます。 

  そうしたことから、外部委員につきましては

総合戦略で選んでおる事業につきまして特に評

価をいただくというような形で、選択と集中で

はないですけれども、全ての事業においては内

部、総合戦略に関わる戦略的に攻めていこうと

いうものに対しては外部からの意見をいただい

て、それをまた次年度に反映するというような

形で進めているということでございます。 

  なお、行政評価につきましては今年度見直し

等も図っているところでございますので、さら

にいろいろ研究していきたいなと思っておりま

す。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ありがとうございます。

やはり相当本当に大量の施策でありますのでい

ろいろ大変かとは思うのですけれども、ぜひ評

価ということで、また選択と集中ということで

進めていっていただきたいなというふうに思い

ます。 

  それでは、まず行政評価のところは終わりに

させてもらいますけれども、本当に市長はじめ

職員の方々におかれましては、本年コロナ禍と

いうこともありましていろんな対応もあって、

限られた予算と人員の中で職務の遂行に御尽力

されておりますことに本当に敬意を表しますが、

本当に明るい未来社会を築いて住民の福祉の増

進をしていくために、本当に力を合わせて今後

とも頑張っていただきたいと思います。 

  それでは、次の公民連携のところの再質問に

入らせていただきたいと思います。 

  いろいろ窓口業務とか公用車運転業務とか、
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またエコロジーガーデンの今後のいろんな活用

についてということでもお話をいただきました。 

  窓口業務では、ほかの自治体だったと思うの

ですが、多分市民課の窓口みたいなところだと

思うのですが、どこかの銀行の方にちょっとお

願いをしてその窓口業務をやっているというふ

うな自治体もあったと思います。いろいろそう

いった税金とか戸籍を管理するという公務員の

方でなければできないこともあるのですけれど

も、それ以外のところはぜひ検討していただけ

たらなというふうに思います。 

  今後、公民連携ができる可能性のある事業に

ついて何かお考えがありましたらばお伺いさせ

ていただきます。 

渡辺安志総合政策課長 議長、渡辺安志。 

下山准一議長 総合政策課長渡辺安志君。 

渡辺安志総合政策課長 公民連携ということでは、

上下水道庁舎などでも受付のほうは民間にお願

いしたりとかしておりますけれども、市のほう

で考えられるのは、先ほど市長のほうからも

kitokitoマルシェの状況などもお話ししたので

すけれども、これから市のほうではこの新庄藩

の歴史を生かしたまちづくりを進めていきたい

というような形で、それで、それらの文化財を

活用し交流につなげてこの地域の活性化もしよ

うかなというふうなことを計画させていただい

ておりまして、歴史的風致維持向上計画の策定、

令和４年度認定を目指してこれから入りたいと

いうことで予算を計上させていただいておりま

すけれども、そうしたまちづくりを推進してい

く上で、やはり民間の連携ということで文化財

を活用した様々なこれから生まれてくる事業、

そういったものが私は可能性があるのではない

かなと思っております。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ありがとうございます。 

  今、課長のほうから歴史的風致維持向上計画

をこれから進めていくという方向ということで

すけれども、ぜひ本当に民間の力、やはりそう

いう新庄の歴史にすごく思いのある方々もいっ

ぱいいらっしゃると思いますので、皆さんの力

を借りてそういった計画も進めていっていただ

けたらなと思います。 

  あと、次の質問ですけれども、公民連携を進

めていくために、いろいろな規制があって市民

ニーズに合わずに、民間の強み、サービスを与

えられないこともあると思います。規制の解除

は何かできないものなのかなというふうに、い

ろいろ市民の皆さんから話を聞くと思うことが

あります。 

  例えば市民プラザにありますぷらっと、ある

市内に店を構える飲食店の御主人がコロナ禍で

店の売上げが伸び悩む中、ちょっとお客様に分

かりやすいようなお店の宣伝のチラシを、Ａ３

判で結構大きく作ったので、Ａ３で作って数枚

を、パウチ加工というのですか、パウチ加工し

てもらいたいと思って行ったところ、やはり商

業的に使うものはここではできないというふう

に言われたということですね。そういったこと

もどうなのかなというふうに思いました。 

  あと、先日ですけれども、去年の10月ですが、

国登録有形文化財旧農林省積雪地方農村経済調

査所保存活用シンポジウム、長くてあれですが、

市民プラザで意見交換というのが行われまして、

「雪調」と経済活動の連動という何か話題に、

その時講師の方で来ていただきました工学院大

学の理事長の方からお話がありました。その中

で、やはりいろんな楽しい施設を造っていくた

めに、市民の人が楽しめるようなことを仕切っ

ていくことがとても大事なんだという会話があ

って、そのためにはやはりいろんなそういった

「雪調」の雪の里情報館あたりだと思うのです

けれども、そういうな喫茶的なものも施設にあ

ったらいいよねみたいな話があって話題になっ

ていたことをちょっと思い出したのですけれど
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も、そのときの施設の管理者の方が、「私たち

もできたらそうしたいと思っているんですけれ

ども、社会教育施設という中での運営をしてい

かなければならないので」というふうにおっし

ゃっておりました。 

  いろいろな官の規制があって民間が強みとす

る市民サービスをできないということも多くあ

ると思いますけれども、そのあたりどうなので

しょうか、よろしくお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 先ほどの、まずプラザにおけるパ

ウチの件でありますが、大変申し訳ないという

ふうに思っております。生涯学習施設ではあり

ますが、民間の経済活動も全て生涯学習の一環

であるというふうな形でもあり、そして、指定

管理者ということは行政を離れてそういうふう

な規律以外のことに対応するために指定管理者

制度をしているのが実態なわけであります。 

  利用料金制を取り入れたり、住民サービスに

できることはできる限りやっていくと、公序良

俗に反しない限りは協力するという前提でして

おりましたので、ちょっと守りに入っているよ

うなことがあるとすれば、今後、訂正してまい

りたいというふうに思います。 

  もう一点の工学院大学の先生の提案、これか

ら産業厚生常任委員会か何かでその冊子が届き

ましたので、皆さんに説明されるかというふう

に思いますが、いかに市民の活躍の場を広げて

いくかということが大きなテーマとして今回は

提案されているような気がいたします。 

  後藤先生のお話も聞かせていただきましたけ

れども、様々なアイデアをお持ちの方で、公共

だけが全てを担うのではなくて市民の活躍の場

をどう広げていくか、そのための最低のインフ

ラでいいんじゃないかと、これからの人口減少

社会あるいは経済が小さくなっていく中で、若

者がそこで活躍できるそういう場面設定を提案

してきていただいているので、大変ありがたい

なというふうに思っているところです。 

  社会教育施設における民間の導入ということ

も、そういうふうな報告書からは参考にしなが

ら、今後の市政運営のほうに生かしていければ

なというふうに思っております。 

  担当のほうでもそのことについては十二分に

承知していると思いますので、今後もう一度内

部での調整を図ってまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ありがとうございます。

いろいろ調整してくださるようでありがたいと

思います。 

  そうですね。やはり民間のほうにとっては、

いろんなパソコンとかホームページとか読めば

分かるのですけれども、もうあそこでやってく

れるんどみたいな感じで行ったところ、やはり

ちょっとそういうのは駄目ですと、社会教育施

設なのでみたいな形で、そういうふうに思って

ちょっと残念に思っている人もいらっしゃった

ので、やはりいろんな規制がありますけれども、

そういう規制の解除というのもすごく大事だと

思いますので、指定管理に入っている民間の

方々の強みを生かしていけるようなほうに持っ

ていっていただけたらと思います。大体お話は

聞けたので、ありがとうございます。 

  本当に、これまで述べました行政評価を積極

的に活用し行財政改革を推し進めるとともに、

また、これからの時代は行政と民間が協働した

形で規制緩和等でもっと民間の活力を最大限に

生かすことによって、今現在、本当に大きな政

府、大きな行政になっておりますけれども、や

はり小さな政府、小さな行政を目指していくべ

きではないかと思っております。 

  国家の在り方には小さな政府と大きな政府と

いう２つの選択肢があると言われています。大
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勢の人が、これが足りない、こうしてほしいと

いうことをそのまま受け入れていると、必ず大

きな政府になってきます。こうしてほしいとい

う欲求をどんどん受け入れていくと、予算がた

くさん要るようになって多くの税金を集めなく

てはいけなくなり、税金を集めていく過程で政

府や役所の機能が大きくなってきます。 

  もう一つ、小さな政府という考え方ですが、

これは政府が必要最低限のことだけを行うとい

うことです。すなわち、国家や地方公共団体は

個人ではできないレベルのことについては税金

を使って役割を果たすべきだけれども、制約が

取り除かれれば個人や企業が自分たちで道を開

き、発展、繁栄していけるものについてはそれ

をよしとするという考え方です。やはり支援を

必要としている人もいらっしゃるので、そうい

った方にはもちろん必要な支援はしていくこと

も大事です。これが小さな政府の理論でありま

す。 

  先ほどのいろんな全国的な事例でもお伝えし

ましたけれども、新しい公共経営の試みは国よ

りも地方から実践する傾向が出てきて、公民連

携や公会計改革は地方で導入されて成功事例が

出始めているということで、本当に改革は地方

からというふうな流れがあると思います。 

  市長の施政方針の中で、令和７年には新庄初

代藩主戸沢政盛公が新庄城に入城してから400

年を迎えるということで、新庄藩が国替えされ

なかったということで新庄まつりや城下町文化

が残ったとおっしゃっておりました。 

  宝暦５年の大飢饉で飢えや疫病で亡くなった

御霊を慰めるため、また人々を元気にし、五穀

豊穣の願いを込めて新庄まつりが始まって、今

では全国的に知られるお祭りとなっております。

新庄は、新庄まつりを通して御上と民と共同で

良いまちとするために、本当に汗と涙と情熱で

昔からまちづくりを頑張ってきたのだと思いま

す。新庄まつりが長年受け継がれてきた思いを、

現在コロナ禍という大変な時期ではありますが、

原点回帰し、共に公民連携で新庄市の発展のた

めに頑張っていけたらと思います。 

  最後に、今年退職される職員の皆様方、これ

まで市勢発展のために御尽力されたことに心よ

り感謝いたします。これからもぜひ生涯現役で

活躍されますことを祈念させていただきます。 

  以上で終わらせていただきます。ありがとう

ございます。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時４４分 休憩 

     午前１０時５４分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

叶内恵子議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、叶内恵子さん。 

   （３番叶内恵子議員登壇） 

３ 番（叶内恵子議員） 議席番号３番、勁草21、

叶内恵子です。 

  通告に従いまして、２点につきまして御質問

いたします。 

  まず初めに、このまちの中の商業振興につい

てお尋ねをいたします。 

  昨年の秋以降、100年を超えて経営をしてき

たまちの中の老舗の閉店が相次いでいます。こ

の厳しい現実をどう受けとめ、分析をしていら

っしゃるのかお尋ねをいたします。 

  また、新庄市は最上の中心商業都市として発

展をしてまいりました。町なかの商業振興・再

生はまちづくりの柱だと思います。今後どう組

み立てていくのかお伺いします。 

  また、本市の年間商品販売額等の推移と町な
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かの商店の売上げはどのようになっているので

しょうか。割合はどのようになっているのでし

ょうか。そして、どのように分析をされている

のか伺います。 

  次に、２点目ですが、新庄サイクルスポーツ

センターについてお伺いをします。 

  平成23年３月11日発生した東日本大震災によ

って、新庄サイクルスポーツセンターの走路の

一部が崩落し、はや10年が経過いたしました。

地震による被害を受けたことによって、平成23

年５月20日と記憶しておりますが、「自転車競

技場損壊における修繕についてのお願い」が、

さらに平成26年10月９日には、山形県唯一の自

転車競技場の存続を求める方々の新庄市民

4,024名を含む9,165名もの署名と一緒に「新庄

サイクルスポーツセンターの競技場設置・改修

を求める要望書」が、山形県自転車競技連盟会

長名で市長に提出されております。 

  これらの受理した「お願い」と「要望書」を

どのように処理し、対応を行ったのでしょうか。

改めて受理後においての市長の対応について、

時系列とともに説明をお願いしたいと思います。 

  そして、昨年の９月議会において、一般財団

法人新庄市体育協会が、「平成30年度限り廃止

し、決算上の有姿除却による減損計上をした」

と報告されました。 

  山形県自転車競技連盟は、平成26年10月に新

庄市体育協会に対しても要望書を提出しました

が、新庄市体育協会における処理の経過と結果

について、市とどのような協議がなされたので

しょうか。 

  そして、一般社団法人である体育協会は、サ

イクルスポーツセンターの施設を廃止としまし

たが、市の公有財産である土地に事実上、体育

協会所有の自転車競技場が存在しております。

市当局は、スポーツ振興という行政目的達成の

ために体育協会との間に使用貸借契約を締結し

たわけですが、目的達成ができないにもかかわ

らず使用貸借契約を継続しているという状態は、

公有財産の管理及び運用の原則から逸脱してい

るということが言えるのではないでしょうか。 

  そして、現在も日本自転車競技連盟の公式ホ

ームページには、自転車競技場一覧に新庄サイ

クルスポーツセンターが掲載されています。ま

た、日本自転車競技連盟が発行した印刷物へも

掲出されておりますが、この事実に対する市の

見解を伺います。 

  以上、２点について御回答お願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、叶内市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、町なかの商業振興についての御質問

でございますが、長い歴史を持つ市内店舗の廃

業には大変残念に思っております。コロナ禍に

より売上げ減少、事業主の高齢化や死亡など理

由は様々ですが、今年度中に市内で廃業した事

業者18件を把握しております。 

  こういった事業者の実情把握が不十分であり

ましたので、新庄商工会議所との連携により、

事業者コロナ影響経営状況調査業務を実施し、

新庄商工会議所の会員・非会員の区別なく、事

業者を訪問して課題やニーズの把握に努めてい

るところであります。 

  これによって得られたデータを生かして、新

年度以降の町なかの商業振興・再生に資する施

策について検討していく考えであります。 

  次に、年間商品販売額等の推移と町なかの商

店の売上げ割合の分析についての御質問であり

ますが、町なかに限定した調査はなく、経済セ

ンサス活動調査等により市内全体を把握した数

値を基にお答えさせていただきます。 

  市内小売店の商品販売額は、平成９年に約

800億円とピークを迎え、その後現在まで減少

傾向が続いております。その当時の店舗数は
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720店、市の人口は約４万2,179人でありました。

そこから19年後、直近の平成28年度調査の数値

を見ますと、販売額590億円で約27％の減、店

舗数は480店で約33％の減、市の人口は３万

6,481人で約13％の減となったところでありま

す。 

  人口減少の割合よりも販売額と店舗数の減少

割合が大きくなっていますが、この間、最上７

町村の人口が５万7,179人から４万32人へと約

30％減少している影響と考えられ、人口で本市

を上回る東根市や寒河江市よりも本市の小売販

売額が大きいことからも、市内小売店の商圏は

最上地域に広く及んでいることが読み取れます。 

  人口減少傾向は当分の間続く見込みでありま

すので、今後の商業振興につきましては、交流

人口の拡大、中心市街地への人の流れやにぎわ

いを創出していくことが重要であると考えてお

ります。関係機関との情報共有、協力を密にし

て、市内商業者の支援体制の構築、支援の在り

方について検討してまいりますので、御理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

  次に、新庄サイクルスポーツセンターについ

てでありますが、御質問のとおり、東日本大震

災によりバンクの一部である第３コーナーの走

路が崩落し、使用できない状態となりました。

その後、施設の改修に向けて施設の所有者であ

る一般財団法人新庄市体育協会が関係機関の御

指導をいただきながら検討を重ねてまいりまし

たが、最終的には改修費用が高額になることな

どから改修は困難と判断し、平成30年度をもっ

て廃止となっております。 

  初めに、要望書受理後の経過について御説明

いたします。 

  平成26年10月９日付で山形県自転車競技連盟

会長ほか4,024名の市民を含む9,165名の方々よ

り、新庄サイクルスポーツセンターの競技場設

置・改修を求める要望書を受理しました。その

後、復旧の可能性を探るべく、財源確保に向け

て県や日本自転車競技連盟、公益財団法人ＪＫ

Ａなどの関係団体に相談や支援要請を行いなが

ら、日本スポーツ振興センターの助成金の活用

などについても検討を行ってまいりました。 

  そのような中、平成28年３月に山形県スポー

ツ振興基金が創設され、復旧に向けて具体的に

動き出したところでしたが、平成28年度に市体

育協会が県の補助事業により実施した地質調査

の結果、崩落部分は軟弱地盤であることが判明

し、復旧工事を行ったとしても再崩落の可能性

があり、これを解消するには10億円以上の工事

費が見込まれ、周辺地盤も軟弱であった場合に

はさらに工事費が膨らむ可能性があるとの結果

となりました。 

  これを受け、平成29年５月の市体育協会理事

会において、競技場としての設置場所として不

適地と判断し、改修工事を見送ることとし、平

成30年11月の同協会の理事会及び平成31年１月

の臨時評議会において、平成31年３月31日廃止

と減損損失について決定され、平成30年度末を

もって廃止したとの報告をいただいております。 

  次に、用地の使用貸借契約についてですが、

昭和63年４月１日付で本市と市体育協会で用地

の使用貸借契約を締結しております。契約期間

は期日を定めず用途廃止の日までとしておりま

すが、現地は施設が除却されずに残っており、

まだ用地を使用している状態となっております。

契約書では、契約期間満了時には原状復帰して

返却することになっておりますので、除却され

るまでは契約は継続するものと考えております。 

  市では、今後の方向性について市体育協会に

聞き取りを行っていますが、解体費用8,000万

ほどかかる見込みであることから、今後も除却

に向けた財源確保なども含めて協議を継続して

まいりたいと考えております。 

  日本自転車競技連盟のホームページと印刷物

にいまだに掲載されているとの御指摘でありま

すが、市体育協会に確認したところ、同連盟に
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対し競技場の廃止について報告はしているもの

の、いまだ反映されていないとのことでありま

して、再度、同連盟に確認し、対応したいとの

ことであります。 

  県をはじめ、関係団体の御協力と御支援をい

ただきながら改修に向けて努力してまいりまし

たが、廃止せざるを得ない状況であったことを

御理解いただきたいと思います。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 最初に、町なかの商店

街について、町なかの商業振興についてですが、

今、御答弁いただきました現状把握のための調

査ニーズを開始したということですが、これま

での議会前後を含めて正式なところでは調査を

始めたとは言っておりますが、発言いただいて

おりますが、その調査の具体的な項目であった

り内容というものはどのような内容でしょうか。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 ただいま叶内議員のほう

から、その調査の内容についてという御質問を

いただきました。 

  こちらにつきましては、12月補正の予算の中

でコロナ影響調査ということで商工会議所のほ

うに委託をいたしまして、これまでコロナ対応

の経済対策を行ってきたわけでありますけれど

も、そちらを含めた経済対策がどのような影響

があったかということ、それから、どのような

ことで困っているのかということを、各給付を

配布した事業者のみならず、商工会議所の会

員・非会員の区別なく聞き取りを行うというこ

とを実施しております。 

  また、それに加えまして、その給付金等の効

果検証も含めながら、今後どのような対策が必

要なのかということについても聞き取りを行い

まして、３月末の委託契約満了まで実施いただ

きまして、その後、その結果をこちらに提出し

ていただくというようなことになってございま

す。それを基に、今後の施策というものに役立

てていければというふうなことで考えておりま

すので、御理解のほどよろしくお願いしたいと

思います。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 聞き取りの内容の具体

というのは、例えばGo To Eat キャンペーンで

実施した店舗関係、業種に配布した内容と全く

違うという理解でよろしいのでしょうか。もう

少し具体的に、ただ困り事だけではなくて、全

容というか具体が見えないですね。業種関係な

く聞き取りということで、その聞き取りの方法

も具体的に電話で聞き取りを行っているのかど

うなのか。 

  今のところ、中間報告ではないですけれども、

その業種ごとにどういうふうに集まってきてい

るのか。年度末の３月の末で成果が上がってく

るかどうかちょっと存じ上げませんが、それで

はどうなのでしょう、遅いのではないかと思う

のですが、いかがでしょうか。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 大変失礼しました。具体

的な調査の方法でございますが、これまで飲食

店等応援給付金を給付してきた事業者はもちろ

んのこと、その給付金を給付してどのような状

況になったのかということ、それから、その給

付金だけでは経営の状況がどうなのかというこ

と、それから、そのほかにどういった支援が必

要なのかということも含めまして聞き取りを行

っているわけですが、こちらのほうは商工会議

所のほうに委託をしておりまして、外部の方が

直接そのお店のほうに出向いて調査票を基にし

て聞き取りを行っているというようなことでご

ざいます。 
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  特にうちのほうで実施しました経済対策につ

きましては飲食店等がメインであったわけです

けれども、こちらだけでは不十分であろうとい

うことで、他の業種にも広げまして調査をいた

だくことにしております。 

  中間報告の件につきましては、その委託内容

のほうに中間報告という項目はございませんで

したので、もうしばらく３月末までの委託契約

満了までお待ちいただければというふうなこと

で考えているところでございます。よろしくお

願いします。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 今回のこの新型ウイル

ス感染症によった災禍というかそういったもの

は経験がなかったからといっても、前は2008年

にリーマン・ショックを経験して、そのときの

教訓というものが今回のショックの３分の１で

も４分の１でも活用できたのではないかと思う

わけです。 

  ここに来て本当に何店舗も歯が抜けるように

老舗がやめていく現状を前にして、ようやくア

ンケートを取ってみたり聞き取りをしなければ

いけないという状況では、やはり行政として政

策を打っていくには非常に遅いのではないか。

そして、先行きを見ないで政策を行っているの

ではないかというふうに、非常に歯がゆい思い

でおります。 

  商工会議所に委託をした調査結果というもの

をまずは待ちたいとは思いますが、それにより

まして、今後またより一層というか真剣な議論

をしていかなければならないと思っております。 

  これは市内のある業者、店舗の一例ですが、

このコロナもあり、消費税が10％に上がり、お

客さんがなかなか売上げを伸ばすことができず、

どこに相談したらいいんだろうとなるわけです

ね。誰に相談してどこに相談してどうやって業

態を変えていこうか、この地域にどうやったら

合うのだろうかと。それとも、もう新庄を離れ

て東根や天童や山形に店を替えたほうがいいの

じゃないだろうかと、真剣な悩み、深い悩みに

なっております。 

  そして、相談する先が実質上、市内にないと

いう認識なんですね。そうしますと、その方た

ちどうしているかと言いますと、自分で探され

て山形のＹ-bizに相談に行ったり、具体的に言

いますと。そこで、山形市の業者だけじゃなく、

Ｙ-bizのほうでは県内の困っている方、あとは

アイデアが欲しい方、自分の店をどういうふう

にして業態変更していったらいいか、そういっ

たことを含めて相談を受け付けくださり、そし

て、専門家がアドバイスをしてくださって、そ

の頂いたアドバイスで今回コロナ禍であっても

ちょっと業態を変えるといって、融資を受けて

事業転換をしているところも頑張ってあります。 

  そういった方々を支えていく、やはり制度、

仕組みそういったものが行政には必要だと思い

ますので、ぜひ検討をというか、していってい

ただかなければならないと思います。よろず相

談しているんだといっても、どこに相談したら

いいか分からないのが現状でありますので、課

長、そういった取組をぜひやっていくべきだと

思うのですが、いかがでしょうか。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 議員からの御指摘もござ

いまして、これまでのやはりそういった取組と

いいますか、行政としての取組というのがちょ

っと足りなかったのかなということもあります

し、また、商工会議所のほうでも会員のみとい

うふうなことが特に多かったものですから、今

回お願いしたのは、会員・非会員関係なくとい

うことでお願いしているところでございます。 

  また、よろず相談とかの相談窓口があるとい

うことの周知についても今後も徹底していきな

がら、より親しまれる相談窓口ができるよう努
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力していきたいと思いますので、今後とも御理

解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 町なかの再生について

は、今後も本当にしっかりと議論を重ねてまい

りたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

  次に、サイクルスポーツセンターであります。 

  経過、体育協会の報告書を頂いておりますの

で、その中でのどのようにするのかということ

については理解ができます。 

  お伺いしたいのは、そのお願いや要望書が提

出されてから、こういったふうに進めてきまし

たというか、協議をしてきました、依頼をして

きました、それは今、説明いただいたのですけ

れども、この平成23年５月に提出されたお願い

と平成26年10月に提出された要望書、これに対

して、市として住民らの要望に応えるべく、ま

た適切な行政サービスを提供するために自治体

の役割を果たそうと努力しているんだというよ

うなことは分かるというか、されていらっしゃ

るのだろうと理解するのですが、今回、サイク

ルスポーツセンターの改修については新庄市の

施策として選択できないという判断をしたとい

うことですが、この選択について、これまで市

が行ってきた努力やそして見えないところの努

力であったりということ、それを踏まえて住民

に対して明確な考えをどのような形で示してい

らしたのでしょうか。 

  この市の選択について住民の理解というもの

が実際上得られていないのではないかと思いま

す。そのため、かつて受理をしたお願いと要望

書に対して市は誠実かつ的確に答えるべきであ

ると考えるのですが、まして答弁にもありまし

た、私も申し上げましたが、山形県唯一の自転

車競技場の存続を求める方々の新庄市民にあっ

ては4,024名、県内県外含めて9,165名というこ

の署名が一緒に提出されています。この重みと

いうものがあります。この重みを受け止めるの

であれば、市が出したこの結果について適切な

形で市民らに、住民らに回答すべきだと考える

のですが、どのような形で回答するのかお考え

でしょうか、お尋ねいたします。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 新庄サイクルスポーツセ

ンターにつきましては、今の段階、市の体育協

会の施設でございます。そのこともありますけ

れども、今まで建設当時から市のほうが補助金、

ＪＫＡという競技団体の上部団体でございます

が、そちらのほうの補助金などを活用しながら

いろいろな施設の改修などをやってきたところ

でございます。 

  そのような中で、平成23年の大震災によって

第３コーナーが崩落したということで、その改

修に向けて県の方また競技団体の方と話しなが

らいろいろ改修費の工面をするために動いたと

ころでございますけれども、改修費用が当初見

込んでいた部分よりもかなり高額であったと、

先ほど市長が申し上げた形で10億かかると。 

  そのような中で、ＪＫＡというところが助成

を頂いたとしても新庄市としての負担がかなり

大きいものがあるということがあったものです

から、やはり市としては市の体育協会のほうに

補助金内でそういうふうな改修費用を賄うこと

は難しいのではないかという返答をしたところ

でございました。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） これまでの経過を御説

明いただきまして、まずありがとうございます。 

  ただ、私、申し上げているのが、その要望を

出しました、署名を書きました、それは重みが

ありますよね。要望書に署名をした方々、その

皆さんに対しても含めてどのような形で、でき



- 140 - 

なかった、その選択をしなかった、改修をする

ことを選択できなかった、選択をしなかったと

いうことに対して、きちっと回答をするべきで

はないかと思います。それをどのようにしてす

るのでしょうかと申し上げてお聞きしたのです。

そのお考えはいかがでしょうか。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 これまでも議会の場とか

でサイクルスポーツセンターに対する対応につ

いてはお話はしてきた部分はあるかと思います

けれども、正式なお話についてはちょっと仮に

遅くなったとすれば、本日、市長が壇上におい

てこのような判断の下で対応させていただいて

いるということで、ちょっと遅くなってしまっ

たのかもしれませんけれども、それは市民の方

に対する、また要望書を頂いた方に対する市と

しての回答であるかというふうに思っておりま

すけれども、よろしくお願いします。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） どういう形で対応をさ

れようとしているのかとお尋ねしたのですが…

…。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 要望書等を頂いて、その後、と

にかくまず改修に向けて頑張りたいということ

で、いろいろと関係機関の御指導いただきなが

ら進めたということは御理解いただきたいと思

います。 

  そして、そういう経過についても、そういう

要望をいただいた方々には、いろいろとこんな

状況だと、それから、いろいろこの地盤の下を

掘って地質調査して、この結果でこのくらいか

かるけれどもとてもこの状況で改修できるよう

な状況ではないということは、そういう関係者

のほうには、一応体協のほうでもきちっとそこ

にお邪魔しながらお話をしているということは

私は聞いております。 

  そんな流れで、要望については確かに重く受

け止めてそのような判断をお伝えしていたとこ

ろでありますので、それを市民全体にというと

ころの広くというところが確かに弱かったと言

われればそうかもしれませんけれども、そのよ

うな形で関係者のほうには、要望された方々の

各種団体のほうにはそのように、県のほうにも

このような形で諦めざるを得ないということは

お話を申し上げたところであります。以上です。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 米沢市のべにばな国体

に起因した県に１つしかない飛び込み台のプー

ルが、市の計画の中では公共施設除却廃止とい

う決定を昨年度の中でされていたことは教育長

もお分かりだと思うのですけれども。 

  では、どのような対応に市がその後したかと

いうことですよね。それについて米沢市のスポ

ーツ団体、スイミング団体、１万5,000ほどを

超える署名を市内外、日本全国からの署名を集

めて市に提出をしました。その火を消さないで

ほしい、30年歴史を重ねてようやくここまで育

成をしてきた、そういったことを消さないでほ

しい。 

  それに対して、新聞にも出ておりますが、米

沢市においては、その署名を受けた担当課の課

長が、競技する人に寄り添って決めるよう市長

から指示を受けていると、言われておりますと

いう言葉を添えて署名を受け取っておりますね。 

  その中に、じゃ、どのように、これが２月４

日です、２月４日のこの時点から急激に、その

前も米沢市に確認しますと、その除却について

徹底的に検討を重ねたと。県とも。そして、国

の交付金、補助金何があるんだということを徹

底的にやって、その中で少しでも市の財政に負

担がないようにきちっと県と協議を重ねて、そ
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して市民に応えられるように徹底的にやりまし

たということですね。それが４日に署名を出し

て、８日には市のプールの除却の廃止を決定し

ています。 

  何を言いたいのか。だから、自転車競技場の

廃止を決定したということに対して、もう例え

ば市の中ではそれは後戻りしないことであるだ

ろうと、それは仕方がないかもしれない。です

が、市民のその要望に対して、じゃ、米沢の形、

流れを見ますと、きちっと県内外の方がこの取

扱いを、私たちの思いの、お願いの重みを行政

がどうやって応えたのか、どうやって進めてく

れたのか、どう検討してくれたのか、分かる形

で、この場合は新聞という媒体を使って逐一分

かるように出しているわけじゃないですか。 

  これを見ることによって、市民は、山形県内

の方だけじゃなく外に向けても、自分の自治体

はこう考えてこんなに動いてくれたんだけど、

やはり駄目だったとか、直しますと言ってくれ

たとか、それは自治体にとってはなぜなのかと

言いますと、最大に住民との信頼を築くという

ためなんですよね。住民の信頼がなければまち

づくりはしていけないという自覚の下に、でき

るならできる、できないならできないという判

断をきちっと示しているんだと思います。 

  その要望書に対しては地方自治法の中で必ず

こうしなければいけないというものが記されて

いないと思う方もありませんが、日本全国津々

浦々を見ますと、裁判判例で出されております。

これに基づくと、署名つきの要望書に関する処

理方法についてというのは請願と実態が変わら

ないので、請願法５条に該当すると理解できる

と。 

  その中において、じゃ、請願法第５条という

のは、官公署においてこれを受理し誠実に処理

しなければならない。請願権は国民の政治参加

のための重要な権利であり、請願をしたことに

より処罰されたり不利益を課されたり、その他

差別を受けることはないとされるべきであり、

官公署は請願を受理し、誠実に処理する義務を

負う。これは公共団体においても請願を放置す

ることは許されず、これを誠実に処理する必要

があるとしています。 

  要望書だからそのまま答えなくてもいいとい

う理由にはなりません。なので、市内外その重

みを受け止めて、この決定した内容をきちっと

お示しをいただきたいと思うのですが、いかが

でしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 そのような形であれば、市として

どのような形で要望に対してするかということ

になりますが、基本的には、新庄市は仲介役で

あったということを御理解いただきたいという

ふうに思います。あくまでも持ち物は体育協会

であるということで、県も一緒になりながら県

に相談しながら一緒にやったということは事実

でございます。そして、体育協会の理事会にお

いて廃止したということについて、今後の市報

等でお知らせをさせていただきたいというふう

に思います。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 市長がそのように体育

協会の決定の下に廃止することを決定したとい

うことを市報のほうで発表するとおっしゃるの

であれば、そのようにされてくださるとよろし

いのではないかと思いますが、もっと早い段階

でできたのではないかと思うのですね。体育協

会の持ち物だとおっしゃいますが、体育協会は

公共団体等です。失礼しました。公共的…… 

下山准一議長 すみません。叶内議員。だんだん

通告内容から外れていっているような気がする

ので、通告内容に沿った質問に若干修正をして

いただけませんか。（「議長、関連します」の声

あり） 
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  あなたは黙ってください。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、どこが通告内容

とずれておりますか。（不規則発言あり） 

下山准一議長 要望書等の関係で……（不規則発

言あり）静かにしなさい。不規則発言はやめて

ください。 

  再度申し上げますが、通告内容から若干ずれ

てきておりますので、修正をお願いいたします。

あなたが作った通告書なので。 

３ 番（叶内恵子議員） はい、議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 私の作った通告書の中

でずれていると私は思わないのですが、どの部

分であるのか、逆に指摘していただいてよろし

いですか。 

下山准一議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時３３分 休憩 

     午前１１時３７分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） では、今、所有者は建

物に対しては体育協会ですとおっしゃっており

ますが、当然登記を見てもそうですが、この土

地につきましては新庄市の土地になっておりま

すね。普通財産ですね。 

  この普通財産、この公有財産の管理、この状

態、このまま建物があるからそのまま契約は普

通契約、普通財産の使用契約は継続するのだと

いうふうにおっしゃっておりましたが、では、

新庄市はその土地を体育協会に何の目的で貸し

たのかといいますと、スポーツ振興の目的で貸

しました。しかし、目的が達成されていない、

もう目的は終わってしまったんですよね。そう

しますと、同じ契約の状態でいいんでしょうか。

これについてお尋ねいたします。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 土地の貸借契約の件ですので、

私のほうからお答えしたいと思います。 

  この普通財産としてお貸ししている用地の部

分でございますけれども、普通財産ということ

で、その目的に関しましては公益的な事業だと

いうことでございますけれども、使用貸借上の

条件としまして、その建物があるうちはその契

約を継続するというふうな内容になってござい

ます。 

  したがいまして、契約上、その上に建ってい

る施設を解体した後でなければ返却しないとい

うふうな契約条項になっておりますので、御理

解いただきたいと思います。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） そうしましたら、その

解体をいつするといった、そういった督促され

ていらっしゃいますか。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 その解体費用を体育協会

のほうで見積もったところ、約8,000万近いお

金がかかるという中で、その財源確保に向けて

体育協会のほうも今検討しているところでござ

います。市と協議しながら、そこについては今

進めているところでございますので、ただいつ

という期限を切ったところでのお話はまだ、そ

こまでは至っていないという状況でございます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 貸主が新庄市であって

も、借主は民間なわけですね。一般財団法人で

あります。この普通に使用貸借の契約に、司法

上の契約になっていきますので、それに照らし

合わせていくならば、除却を求め、そしてきち

っと督促を行い、それが可能でなければどのよ

うにしていくのか、変更契約、契約を変更して
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いく、そういったことが必要になってくると思

うのですが、そういったことが体育協会だから、

新庄市のスポーツ振興を依頼して委託している

先だからそれができないという理由であれば、

法律は要らなくなってしまうのではないかと思

うのですが、例えば私が市の税金が払えない状

況になった場合、お金がないので、すみません、

払えませんといったときに、市のほうは徴収免

除してくれるのでしょうか。それと同じ道理に

なるのではないかと思います。 

  これは使用貸借の契約した目的がサイクルス

ポーツセンター設置、これは法的に理解してい

くと、スポーツ振興のために契約をしたわけで

すね。その目的が達成されていない状況になっ

たところで、市としてはこの契約をどういうふ

うに、変更契約をしてきちっと公有財産の原則

に従って使用料を頂いていく、そういったこと

をしなければならないのではないかと思うので

すが、いかがでしょうか。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 この建物を維持していくため

の土地というふうな用途でございますので、そ

の状態が解除されない限り、その解体費用をど

うするかというふうな問題、課題はございます

けれども、その状態を解除した後でなければ市

のほうに返していただくことができないという

ふうなことでございます。 

  したがいまして、今後どうするかというのは

やはりその関係者の間で協議していく必要があ

るというふうに考えてございます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 監査委員にお尋ねをし

たいのですが、この使用貸借契約、確認をされ

ていらっしゃるでしょうか。そして、この使用

貸借契約に基づいた今の状態について、これは

住民監査請求などの対象とかにもならないでし

ょうか。住民監査請求の対象となる場合、違法

もしくは不当な財産の管理または財産の管理を

怠る事実の行為に該当はしないのでしょうか。

これは監査指摘事項とはならないのでしょうか、

どうでしょう。 

大場隆司監査委員 議長、大場隆司。 

下山准一議長 代表監査委員大場隆司君。 

大場隆司監査委員 このサイクルスポーツセンタ

ーですけれども、今の叶内議員が質問されたこ

とについては、監査の際にも同じように聞いて

おります。 

  それで、土地の契約が使用貸借なものですか

ら、これは使用貸借ということですので賃料は

発生していないというふうな形だったと思いま

す。 

  それで、やはりこの解体の費用ですけれども、

体育協会のほうに出せと言われても、現実的に

はちょっとこの解体費用8,000万を出すという

のは難しいことではないでしょうか。この解体

費用8,000万円、体育協会のほうに。この契約

の内容として、この建物を壊して新庄市のほう

に今の説明ですと返すというふうなことになっ

ておりますので、その解体の費用について体育

協会が負担するという形にするというのであれ

ば、ちょっと現実的にはお金ないわけですから

解体の費用はないと思います。 

  それで、これは住民監査請求の対象になるか

どうかについては少し検討、この場ですぐ答え

るということはちょっとできませんので、実際

に住民監査請求があった際に検討していきたい

というふうに私は考えております。以上です。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 体育協会にお金がない

から、現実的には無理なのでしょうではないで

しょうか。私にお金がなくて請求された何かが、

債務があって、お金が私、誰が見てもないから

無理なんでしょうかというのと、道理が、理屈
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が同じだと思うのですが。 

  一般財団法人、一般社団・財団法人法によっ

て、その法人が収益事業を行う、公益事業を行

う、それは妨げられないじゃないですか。では、

どうやってお金を工面するのか。法人であるな

らば借金もできるわけですよね。様々な方法が

あると思います。では、経営の体力がないので

あれば、一般財団法人の法律に従ってお金を稼

ぐというような手段も取れるのではないかと思

うのですが。 

  体育協会がお金ないからできないというその

道理は社会一般的には通じていかないのではな

いかと思うのですが、まずは御答弁ありがとう

ございました。 

大場隆司監査委員 議長、大場隆司。 

下山准一議長 代表監査委員大場隆司君。 

大場隆司監査委員 体育協会ですけれども、適正

な利用料で、そんなに利益を得るために指定管

理者としていろんな施設を管理しているわけで

はありませんので、そういった一般財団ですか

らやはり収益ということも考えられますけれど

も、この壊す費用まで体育協会に求めていくと

いうのは、ちょっと私とすれば酷じゃないかな

というふうに考えております。 

  ですから、その建物を壊して新庄市にまた返

すというような形にしたいというのであれば、

やはり新庄市と体育協会のほうでもいろいろな

そういったことについて話合いをして詰めてい

くということが必要だというふうに私は考えて

おります。以上です。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 監査委員の所感は分か

りました。 

  ただ、これが例えば法廷の場になったときに

通用するのかどうなのか……（不規則発言あ

り）はい。その下に物事は考えるべきことでも

あると思います。 

  あと、時間がありませんが……、終わります。 

下山准一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時４８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

押切明弘議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、押切明弘君。 

   （６番押切明弘議員登壇） 

６ 番（押切明弘議員） 御苦労さまでございま

す。私、議席番号６番、絆の会、押切明弘でご

ざいます。 

  発言通告書に沿って、このたびは１点という

ことで発言させていただきます。発言事項とし

ましては、都市計画マスタープランとまちづく

りという発言事項でございます。 

  お分かりのように、新庄市都市計画マスター

プランは平成８年３月に策定されてから、この

たび約20年ぶりに改めて策定されました。 

  策定の目的としましては、これまでの前計画

に沿って用途の見直しや尾花沢新庄道路、新庄

北道路、山形新幹線の新庄延伸など、高速交通

体系の整備を進めてきました。さらに、県立新

庄病院、新庄警察署等の全面移転、改築がそれ

ぞれ決定し、それぞれ開院、移転に向けて準備

が進められております。 

  また、少子高齢化に伴い加速度的に進行する

人口減少社会の到来など、本市を取り巻く社会

環境は大きく変化しており、こうした変化に的

確に対応した都市計画が求められております。 

  そして、これまで培った都市基盤を土台とし

て、さらにその高い都市機能と快適性、利便性
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に絡めた居住空間を確保し、市のにぎわいや文

化的な生活、自然の豊かさや雪と共にある暮ら

しを味わうことを楽しむことができる新庄市を

実現するための都市計画の指針として、このた

び前計画を見直した新たな都市計画マスタープ

ランを策定したということであります。 

  ただし、特に平成８年３月策定の都市計画マ

スタープランの人口フレームでは、10年後の平

成17年には新庄市の人口４万7,000人、15年後

には約５万人、さらに20年後には５万3,000人

と設定されておりました。これは住居系用途地

域の拡大、特に小桧室地区などは19ヘクタール、

宮内地区これも大きく55ヘクタール、鳥越・松

本地区においても52ヘクタール、これは住居系

用途地域の拡大でございます。 

  また、新庄インターチェンジ付近では工業用

地として約50ヘクタールと用途地域の拡大をし、

働き場所を確保することにより定住人口が増え

る見込みがあるという下に設定されたものだと

思います。 

  このように当時の20年前のマスタープランに

は夢があった。本当に大きな町になるんだなと、

私も本当に夢を持っておった次第でございます。 

  しかし、現状を見れば、いまだに用途地域内

には未利用地が多く残され、整備されていない

都市計画道路も数路線あります。今後、市はこ

のような問題にどのような具体的な計画を持っ

ているのか。 

  また、社人研の推計だと本市の人口は御存じ

のように、昭和35年の４万3,550人をピークに

それ以降減少し続け、現在は約３万5,000人、

令和22年、つまり20年後２万5,000人となると

いうことでございます。このように少子高齢化

に伴う人口減社会が到来しておりますけれども、

この人口減少に歯止めをかける具体的な対策、

対応はあるのか、次の事項についてお伺いいた

します。 

  ①として、数十年も前につくられた都市計画

図は大幅な見直しが必要ではないでしょうか。 

  ②都市計画税を課している地区、この地区に

は税の公平性の観点からも市が積極的に関与し

開発を促すべきではないでしょうか。 

  また、③として、市税、特に固定資産税であ

ります、固定資産税の増収にはこの未利用地の

開発が必要ではないでしょうか。 

  ④宅地開発が進んでいる白地地区、たくさん

ありますが、用途地域に変更するべきではない

でしょうか。 

  最後に、若者でも取得できる安価な宅地の供

給も定住促進に大きく寄与するものではないで

しょうか。 

  以上、私の質問とさせていただきますので、

御返答のほどよろしくお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、押切市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  議員がおっしゃるとおり、都市計画マスター

プラン、当時の平成８年の事例を出していただ

きました。また、昭和53年に一番多い４万

3,000人の人口がいたというようなことで、そ

のプランでは平成17年、約10年後に４万7,000、

15年後には５万、20年後には５万3,000人とい

う事例を出していただきました。 

  当時、計画を策定するに当たりまして、背景

としては人口減少ということが入っていないと

いうことがございました。世の中の動きといた

しまして、高学歴社会というのが始まりまして、

ここ20年ぐらい若者の流出が非常に続いている

というようなこと、高卒というふうな時代では

なく専門学校あるいは大学進学、短大進学とい

う時代がどんどんどんどんと年を進むごとに進

んできました。結果的に若者の流出ということ

が地元回帰の施策を様々な形でしてきたわけで

ありますけれども、なかなかそれに追いつかず
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若者の減少が続き、親となるべき若者世代が減

少しているということが大きな人口減少の元と

なっていることは、議員も御承知のことと存じ

ます。 

  昨年度策定いたしました都市計画マスタープ

ランでは、約20年ぶりの見直しとなっておりま

す。御指摘の用途地域内の未利用地や長期未着

手の都市計画道路につきましては、この見直し

作業による検証の中でも課題とされたところで

あります。 

  これらの課題の対策と併せ、全国的な社会問

題とされる少子高齢化、人口減少社会について

も対応可能な都市づくりの指針といたしまして

全体を構成させていただいたところでございま

す。 

  初めに、都市計画図の見直しでございますが、

現在進めております長期未着手の都市計画道路

の見直し作業とその後実施いたします用途地域

見直しを踏まえて、図面の変更を実施したいと

考えております。 

  また、都市計画税を課している地区の積極的

な開発、誘導についてでありますが、都市計画

税につきましては都市計画区域全体の道路や公

園、下水道など都市計画事業の財源に充てるた

めの目的税でございます。個別の課税というよ

りは市全体としての都市機能向上のため事業に

充てるものとして御理解いただきたいと思いま

す。 

  この間、下水道につきましては市内全域を網

羅するような形で計画をしておりましたが、数

年前に各地域のアンケートを取りまして、必要

だというような町内のパーセンテージによりま

して、たしか35％しか要望のないという地域に

おいては下水道路線から外させていただき、新

たな下水道の範囲を決定し、小さくというか狭

くの範囲内で実効性の高い下水道の配管を目指

すということに方向転換したことも御了承願い

たいというふうに思います。 

  続いて、市税の増収のための未利用地の開発

が必要ではないかということですが、議員おっ

しゃるとおり、未利用地の活用は固定資産税の

増収に直結する内容であると認識しております。

特に、用途地域内の未利用地につきましては、

民間企業による活発な経済活動が進められるよ

う用途地域による土地利用の純化などにより誘

導を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、宅地化が進んでいる地域の用途地域へ

の変更という御質問ですが、先ほど御説明いた

しましたように、今後検討する用途地域の見直

しの中で取り組むことと考えておりますので、

御理解いただきたいと思います。 

  最後に、若者でも取得できる安価な宅地供給

についての質問でありますが、こちらにつきま

しても定住のきっかけとなる手段の一つである

と認識しております。この対応といたしまして

は、土地開発公社におきまして事業化の検討を

始めたところでございます。今後、民間の開発

活動に波及できる手法を探りながら宅地供給に

ついても研究、検討してまいりたいと考えてお

ります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） 今の返答で、①に書い

た都市計画図の見直しはやると、進めるという

ことでございますけれども、やはりいろいろな

ことを考えますといつ頃から始めていつ頃まで

の予定で終わるのか。結局、旧マスタープラン

もそうでしたけれども、20年間何もやってこな

いような印象あります。いつ頃から始まります

か、この見直し。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 都市計画図の見直し作業

というふうなことでの御質問をいただきました。 

  見直しの作業といたしましては今年度から着
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手しておりまして、現在、長期未着手の都市計

画道路の見直し作業について検討、検証を行っ

ているところでございます。 

  こちらにつきましては、今年度、来年度と２

か年の事業の予定で、現在まだ着手されていな

い都市計画道路の見直しを完了させるという予

定で進めているところでございます。 

  また、用途地域につきましては、その都市計

画道路の見直しに併せまして変更が必要となる

箇所もございます。また、先ほど議員御質問に

ありましたように、住宅地、宅地化が進んでい

る部分についての用途地域の編入というふうな

ことも含めまして、用途地域の見直しにつきま

しては進めていきたいというふうに考えている

ところです。 

  この期間につきましては再来年度、令和４年

度、５年度で用途地域の見直しを実施して、そ

の段階で検討した内容について図面のほうの修

正を行いたいというふうに考えているところで

ございます。よろしくお願いします。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） 今の返答ですと、私が

思ったよりも少し早いかなという印象でござい

ますので、なるべく早めに作業を進めてもらい

たいなというふうに思います。 

  それで、また再質問させていただきますが、

20年前につくったマスタープラン、これ、また

掘っくり返すようですけれども、小桧室地区約

19ヘクタール、そして宮内地区55ヘクタール、

松本・鳥越地区52ヘクタールを住宅地にすると

いうことをうたっていましたけれども、マスタ

ープランですから、20年たってもほとんど実行

されてないというか計画どおり進んでいないと

いうふうに見えますけれども、どうしてですか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 前回の都市計画マスター

プランの計画上で示しておりました住宅宅地化

への想定ということで、各地の未利用地の活用

に向けての動きがなかったというふうなことで

の御質問をいただいたところでございます。 

  当然、平成８年度当時、人口減少という社会

現象までは想像されていないこともございまし

て、必要となる住宅地の造成が必要であろうと

いうことで想定したものと考えているところで

ございます。 

  その後、人口の動態などを鑑みながら都市計

画の事業についても進めてきたところでござい

ますが、現実的な部分として、民間の宅地開発

も含めましてそこまで広大な住宅地化が進んで

いなかったというのが現実ではないかというふ

うなところで考えているところでございます。 

  なかなか予定していた計画どおりの人口増加

が見込めなかった部分、社会現象等もあります

が、それまでならなかったことも御理解いただ

ければと思っているところですので、よろしく

お願いいたします。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） 私、個人的にも、桧町

地区19ヘクタール、宮内55ヘクタール、松本・

鳥越52ヘクタール、べらぼうな面積が宅地化し

て一般の住宅が建つなんて、やはりこれはちょ

っと無理かなと、当時のマスタープランを見た

ときに思ったというのが正直な感想であります。 

  しかし、やはり市には土地開発公社というも

のがありますから、この20年の中でどこかやっ

た実績ありましたかね。お聞きします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 前回の都市計画マスター

プランから土地開発公社が造成を行ってきた実

績というふうなことでございます。 

  これまで土地開発公社におきましても、宅地

造成の実績としましては、宮内地区、松本地区、
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万場町地区など実際に宅地造成をしてきたとこ

ろでございます。こちらの造成につきましては、

公共用地の代替用地などというふうな部分もご

ざいまして造成の実施を行ってきたこともござ

いましたので、その代替用地を含めて代替地以

上に開発された部分につきましては一般公募と

いうふうなことで造成もさせていただいたとこ

ろでございます。 

  その辺につきましては、公社としましても造

成を行ってきたということで御理解いただけれ

ばと思っているところです。以上です。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） さっきも言ったとおり、

新庄市には土地開発公社という立派な子会社と

いいますか、あるというふうに思います。ただ

残念ながら、ここ何年かというよりも、正確な

年月は分かりませんけれども、もう10年ぐらい

はほとんど事業をやられていないのじゃないか

なというふうに思うわけです。 

  このたび、先日、新庄市土地開発公社の宅地

開発候補地調査報告書というものが示されまし

たけれども、その中で一番最初に適当だと思わ

れるのは桧町地区だというところで、これはい

つ頃から、改めて確認しますが、いつ頃から着

手、そして工事完成して分譲というような工程

であるのか教えてください。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 先日お示しいたしました

土地開発公社の造成地の候補地調査報告書とい

うことでお示しさせていただいたところでござ

いますが、その中で選定した場所としまして、

小桧室地域の宅地造成を現在計画をしたところ

でございます。 

  こちらの実施予定、今後のスケジュール感と

いうふうな部分でございますが、ここを選定し

た理由といたしまして、市が計画をしておりま

す流雪溝整備計画もこの地域において計画され

ておりますので、流雪溝と併せて宅地造成も完

成させられるようなスケジュール感を持って事

業を進めていきたいということで検討を進めて

いるところでございます。 

  実際の事業スケジュールということでござい

ますが、来年度から詳しい部分での実施に向け

ての実施調査のほうを進めていく予定としてお

りまして、順次進めながら報告もさせていただ

ければと思っているところでございます。 

  たださきに申し上げましたように、流雪溝の

整備と併せて宅地供給を行いたいというふうな

ことがございますので、流雪溝の整備事業に併

せたスケジュール感となってくると考えている

ところです。こちらのほうの予定としましては、

令和９年ほどで暫定的な利用が可能となる見込

みを持っておりますので、宅地の供給につきま

してはその頃を見越した形で進めていければと

いうふうなことで考えているところでございま

すので、御理解いただければと思います。以上

です。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） 今のお答えですと令和

９年、差引き６年後、５年後６年後、最短とい

うふうに私は捉えましたけれども、最短で５年

６年、こんなにかかるのかなと。 

  これは流雪溝の整備と絡むということだとい

う理解はしましたけれども、５年も６年もある

のであれば、３候補あったじゃないですか、桧

町地区と東谷地田地区、あと泉田小学校跡地が

適当な場所だと。桧町をやる前に東谷地田地区

なり泉田小学校跡地なり、これを先行してやる

ことできませんか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 ほかの候補地の先行着手

というふうなことで御質問をいただいたところ
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でございます。 

  土地開発公社におきましても、理事会の中で

今回の宅地造成候補地調査につきましては報告

をさせていただきまして、理事会の承認を頂い

ているところでございますので、理事会の協議

の中でそう決定をされたものというふうに理解

しているところでございます。こちらにつきま

しては、その方針に沿って進めていければと考

えているところですので、御理解いただければ

と思います。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） せっかく公社が示した

この報告書、結局一番早くて５年後６年後、多

分また１年後２年後というわけにいかないでし

ょうから、この３候補が本当に宅地化になって

安い宅地の供給ができるまでは多分十数年かか

るのではないですか、今のペースだとですね。 

  結局、萩野学園、立派な校舎を建てて小中一

貫校ということだと思いますけれども、人口が

減ればもう教室は余る、これは明倫学校もそう

でしょうけれども、もう少しスピード感を持っ

て、若い人たちが周辺に住めるような宅地の供

給というものをもっとスピーディーにできない

のかなというふうに思っているところなのです。

その辺どう思いますか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 もう少しスピーディーな

事業展開というふうなことで御質問をいただい

たところでございます。 

  今回、この場所の選定に当たりましては、グ

レードの高い宅地の供給というふうなことで小

桧室地域を選定させていただいたところでござ

います。 

  また、萩野学園周辺につきましても、泉田小

学校跡地利用というふうなことで検討も行いた

いということで候補地として設定したところで

ございました。ただ、そちらのほうにつきまし

ては、理事会の中でも協議させていただいて提

案させてもらった内容について御承認いただい

たところでございます。 

  また、中心市街地の部分につきましても、人

口の歯止めをかけたいというふうな部分を考え

ているところでございまして、そちらにつきま

しては土地開発公社ということではなく都市整

備課としての事業展開ということで、空き家の

活用、利活用というふうな部分でも今後力を入

れていきたいと考えておりますので、そちらの

ほうも御理解いただければと思っているところ

です。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 土地開発公社のことに対しての御

質問ありがとうございます。 

  一時期、土地開発公社の塩漬け問題等がござ

いまして、それは解散したらいいのではないか

というようなことの御意見がありましたが、公

共用地が必要な場合もあるというふうなことで、

この公社を存続してきたわけであります。 

  議員おっしゃるとおり、若者住宅を設置する

というふうな大きな目的を我々は持っておりま

す。そういう意味で、土地開発公社につきまし

ても今後早急な形で実現できるよう、私も要請

してまいりたいというふうに思っております。 

  また、泉田に関しては、やはり萩野学園、立

派な学校ができて、欲しいのは跡継ぎが欲しい

わけでありまして、次の入る方々をどういうふ

うに誘致、入っていただけるかということには

安価な宅地だというようなことで、ですから、

土地開発公社が全て一から十までやるというこ

とがいいのかどうかということの議論も含めて、

やはり宅建業界等が進める住宅政策の中で、開

発公社がここまですることによって単価が安く

できるということで住民の若者の方に提供でき

るというふうな手法もあるのかなというふうに
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思っております。 

  ただし、開発公社は独立採算制ということで

ありますので、かけたお金を回収しなくちゃい

けないということもありますので、そのときは、

先ほど都市整備課長が申し上げましたように、

土地整備課のほうの事業として、施策としてそ

れを補いながら、スピーディーな住宅地の開発

というのができないか、早急に検討してまいり

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

小松 孝副市長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 副市長小松 孝君。 

小松 孝副市長 土地開発公社の事業の中で、こ

のたび小桧室の宅地の開発の事業化ということ

で御説明させていただきました。 

  それで、令和９年度に提供できるのではない

かという事業の見通しを立てておりますけれど

も、何でこのぐらい時間がかかるかという部分

でありますが、一番のネックは最上川からの水

利権の問題であります。流雪溝を造って道路を

切って供給するというとこれほど時間かからな

いのですけれども、その整備した流雪溝に水を

流すとなると、最上川からの水利権を取得する

のに早くて４年とか普通にかかってしまうと。 

  通常であれば10年程度の基礎調査が必要、必

要な基礎資料を集めて申請する形でありますけ

れども、そこを最短短くしても３年でも非常に

厳しいのが現実であります。その水利権を得て

流雪溝整備して公社で宅地供給できればという

のが、このたびお示ししました宅地開発の報告

書であります。 

  あと、その検討の中で重きを置いた視点とい

うのが、民間業者を圧迫しないような宅地の提

供の数という視点と、あと、販売した際にそれ

が単価としてさばけるのかというような視点も

併せて持っていたところでした。 

  あと、もう一点、泉田の学校跡地ですと、可

能性としては泉田保育所を建て替え等する場合

に候補地にもなる可能性があるというような視

点もあった中でのこの報告書ということで御理

解いただければと思います。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） 民業圧迫という言葉も

出ましたけれども、これはやはり宅建協会のほ

うとお話をすれば、いい意味ですみ分けができ

るのかなと思っています。当然、協会としても

その話には乗ってくるだろうし、密な打合せを

して進めていただければ本当にいいまちづくり

ができるのかなと。 

  やはり未利用地については非常にもう、具体

的にそこの場所とは申しませんけれども、現状

を見る限り、もう開発ができない、もう原野と

いうよりも山林に近いような場所がもう多々あ

るのですね。 

  ですから、私は、もうそういうところは捨て

ると。そして、なぜそういう場所が開発できな

いかというと、やはり住居系であれば住みたく

ないわけですよ。例えば学校が遠いとかスーパ

ーが遠いとか病院が遠いとか、そういう理由も

あるわけです。 

  だから、そういったところが相当の面積ある

ので、私は、１回色を消して白地にして、その

分住みたいなというところに色を染めると。そ

の辺、具体的にはやはり宮内地区などは適当な

いい場所かなと私個人的には思うところです。

そうすると、消した分、沿いますから、プラス

マイナスゼロぐらいでいいと思います、面積的

には。そんな手法は取れませんか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 用途地域の再編というふ

うなことでの御質問だと思います。 

  議員おっしゃいますように、用途地域内の未

利用地でなかなか活用されない部分につきまし

ても多く存在しているというふうなことは認識

しているところでございます。 
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  また、利便性の良い場所で用途地域の着色が

されていない場所というのもあるだろうという

ふうなことでは認識しているところでございま

すが、今回見直しをしております都市計画道路

等の見直しで、改めて道路網の整備の仕方に併

せて全体的な用途地域の見直しも考えていかな

ければならないというふうなところで理解して

おりますので、それを含めまして、先ほど市長

答弁にもありましたように、今現在宅地化が進

んでいる部分の用途編入を含めまして、今後進

めていく用途地域の見直しの中で進めていけれ

ばというふうに思っておりますので、御理解い

ただければと思います。以上です。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） 見直しについて少し前

向きな回答を得たなと思って少し安心はしてい

るのですが、やはり人に住んでもらわないこと

にはならないわけです。だから、何回も言った

とおり、今、用途地域がなぜ空いているかとい

うと、住みたくないのです、住居系である場所。

くどいようですけれども。住みたくないのです

よ。 

  住みたいところをやはり市が、行政側が誘導

して、それが公社でやろうと民間を使おうと、

これはいろんな手法があるかと思います。です

から、そのような方法でまず前向きに用途地域

に関しては大幅な変更を私は望みます。 

  次、質問させていただきますけれども、固定

資産税についてちょっとお伺いします。 

  最初の質問で、未利用地、利用されてなかっ

たらやはり固定資産税増収、収入源にならない

ということは市長答弁でもありましたけれども、

残念ながら今年度補正でも市税のうちの固定資

産税の減が約3,000万でしたね。来年度当初予

算が、3,000万の減で、来年度数字見ますと約

6,000万の減。これは市税の中で随分突出して

マイナスの数字が大きいなと思っているところ

です。これは何でこんなに減るのですか。 

  これはいろいろ理由はあるのでしょうが、私

個人的には、何で減るのかちょっと分からない

のです。というのは、少しでも年間僅かながら

とはいえ、私は横ばいもしくはプラスになって

いるのかなと。当然農地であったり原野であっ

たところが少しでも宅地化なっているわけです

から、その分の固定資産税というのは当然入る

わけで、少しはプラスになるのかなと思ってい

ましたけれども、マイナスということはなぜで

すか。教えてください。 

森 正一税務課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 税務課長森 正一君。 

森 正一税務課長 固定資産税が連続して、補正

も含めて減少しているというようなことでござ

いますが、今回のコロナウイルス関係で徴収猶

予という制度がございます。特に企業が持って

いる固定資産税について徴収猶予の動きがあり

まして、今年度の歳入3,200万円ほど減で補正

させていただいたところです。これは全て徴収

猶予に絡むものです。 

  あと、来年度につきましては、評価替えとい

うようなことで全体的に下落しているというよ

うな流れがありますので、その分が減るという

ようなことでございます。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） 今年度の減と来年度評

価替えもあるということでマイナスということ

は分かりましたけれども、ただマイナス6,000

万、来年度ですよ、大きいなと思って見ていた

ところでした。 

  だから、私はやはり、何回も言いますけれど

も、少なくとも用途地域内は固定資産税、要す

るに市税の中でも一番確実な市税、最も率の高

い、四十六、七％あるじゃないですか、市税の

中でも、住民税でも高いわけですよ。確実に徴

収できる固定資産税をやはり増収得るにはどん
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な方法があるかと思いますか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 固定資産税の増収に絡ん

だ部分というふうなことでお答えさせていただ

きます。 

  先ほど市長答弁にもございましたように、未

利用地の活用については固定資産税に直結する

内容であるというふうなことで理解していると

ころでございます。 

  未利用地の活用の促進というふうなことでお

答えさせていただきますと、現在、使われてい

る場所につきましては、土地利用しやすい場所

への開発並びに建造物の建築というふうなこと

で進んできているところではございますが、周

辺の環境も含めまして用途地域の純化をさせる

ことで周辺に迷惑はかけずに土地を活用できる

というふうなことで、住宅関係については住居

系、工業関係もしくは沿道型の土地利用としま

しては工業系というふうなことで用途地域を設

定させていただいているところでございます。 

  今回の用途地域の見直しにも併せまして、現

在の土地利用と見比べながら用途地域の見直し

も進めていくというふうなことでございますの

で、その用途地域に合わせた土地利用を活用し

ていただければ、より活用の方向が進むのでは

ないかというふうなことで考えているところで

ございますので、御理解いただければと思いま

す。以上です。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） やはり土地、貴重な限

られた土地でありますけれども有効な手段でも

って、なおかつ市の税収増に寄与できるような

土地の利用の仕方が望ましいわけですから、そ

のように行政側としても指導、そして誘導もあ

ろうかと思いますけれども、やはりそこには支

援、そういった文言も必要じゃないのかなと思

っているところです。 

  だから、公社でやるもよし、民間でやるもよ

しですけれども、やはり宅地を下げないと私は

駄目だと思っています。値段を下げないと。買

ってくれません。 

  だから、民間でやる場合は、例えば市が支援、

具体的には水道を入れてやるとか下水道を入れ

てやるとか何かそういった支援があって、その

支援した分は宅地の値段を下げてくださいねと、

その分懐に入れるのではなく下げてくださいと

いう相談をしながら、その用途地域内の未利用

地の利用を進められないのかなと、そういった

考えはございませんか。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 宅地造成への支援策の創

設というふうなことでの御意見かと思います。 

  今現在、宅地造成に向けての支援というふう

なところで市で制度は持っていないところでは

ございますが、事前協議の中で進めていく造成

につきましては、その協議の中でできることと

できないことなど市との協議をさせていただい

ているところでございます。 

  また、先ほどの冒頭の御質問の中でも都市計

画税の課税に対する内容というふうなことで答

弁もさせていただいたところでございますが、

下水道の整備また都市計画道路の整備などにつ

いてもこの都市計画税を原資としまして事業展

開をしているところでございます。こちらの事

業に併せまして、その開発者側への支援という

ふうなことも含み入れながら協議の中で進めて

いければというふうに思っているところですの

で、御理解いただければと思います。以上です。 

６ 番（押切明弘議員） 議長、押切明弘。 

下山准一議長 押切明弘君。 

６ 番（押切明弘議員） 私はくどく、くどく今

まで言ってきましたけれども、やはり新庄市の

人口が20年後には約１万人ぐらい減るという、
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本当にこれは大問題だなと。これは私だけでは

なくて皆さん市民も含めて感じているのではな

いかなと思うのですよ。 

  20年後に１万人減ると年間大体500人ぐらい

減る。もう目に見えて、これは新庄市じゃなく

て、町とか村とかそんな感じに、行政側の予算

を含めてなっちゃうのじゃないか。それが心配

なんです。先行きが明るくないというか。 

  だから、20年前のマスタープラン、くどいよ

うですけれども、あれにはね、やはり、言いま

したけれども、冒頭、夢があったんですよ。夢

があった。でも、このたびのマスタープランに

は夢がない。夢がないんです。何でも縮小縮小

縮小で。将来こうするんだと、こういうふうな

まちをつくります、そういった文言が図面にし

てもない。そこはちょっとさみしいかなという

ことです。くどいようですけれども。 

  話はちょっと変わります。新庄小・中学校か

ら卒業式の案内が数日前に届きました。中身を

見ますと、出席してくださいという内容ですが、

その中に人数、63人とか67人とかそんなオーダ

ーなものだからちょっとびっくりしたというか、

本当に驚愕した感じでいました。 

  私が中学生の頃は240人近くおりましたので、

４分の１。確かに相当の時間はたっていますけ

れども、これがこのまま本当に減っていったと

きの新庄市を考えたときに、いやあ、どうなる

んだべと。63人というのは、私は１が抜けてい

たのかと思った。百六十何人とか。でも、抜け

てなかった。六十数人。 

  この状況では大変だなと、市の運営上も大変

だなという感想を持ちながら卒業式、また入学

式の案内も来るでしょうけれども、行ってきま

すけれども、いつまでも新庄市が夢のあるまち

づくり、まちになるようにこれからも私も頑張

りますけども、行政側も本当に頑張って明るい

まち元気なまちにしていただきたいなと思って、

質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時４７分 休憩 

     午後１時５８分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、佐藤悦子さん。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表して、

一般質問を申し上げます。 

  日本共産党は、ケアに優しい社会、困った人

に優しい政治を目指して頑張っています。そう

いう意味で質問いたします。 

  まず１番として、新型コロナ感染症拡大を抑

え、市民の命と暮らしを守ることについて質問

します。 

  ①は、２月１日時点で全国の高齢者施設のク

ラスター発生件数が累計で928件、医療機関も

796件へ急増しました。高齢者は新型コロナに

感染した場合、重症化や死亡に至る率が非常に

高いです。無症状の感染者をいち早く発見する

ことが必要です。県内の大江町の福祉施設では、

無症状者が感染を広げたとのことです。高齢者

施設と医療機関の職員への定期的なＰＣＲ検査、

新しい利用者の検査への市独自の支援などが必

要ではないでしょうか。 

  また、市独自で医療機関や高齢者施設への何

らかの経営継続の支援が必要ではないかと思い

ますが、いかがでしょうか。 

  ②として、市独自で検査費用の援助について

はどう考えているでしょうか。無症状でＰＣＲ
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検査を行った方へ支援して感染防止を図ること

が必要ではないか思います。 

  また、陽性者に対しての経済的支援は十分だ

とお考えでしょうか。 

  ③として、コロナ禍によって地元業者が廃業

の危機に見舞われ、若い人の自殺も出ていると

聞きました。市による状況の把握はどうだった

のでしょうか。市で地元業者も入れた地域振興

対策委員会をつくるべきではないでしょうか。 

  必要な方が必要なときに低利融資を受けられ

るよう、新庄市の意見書を作って金融機関に出

し、支援するべきではないでしょうか。 

  飲食店も含めた全地元業者の借換えなどがで

きるようにできないでしょうか。 

  ④として、コロナ禍と呼ばれる事態の拡大で

生活困窮となる人々に対して、生活保護に対す

るある種の偏見や誤った認識などにより相談や

申請をちゅうちょしてしまう場合があると指摘

されています。「生活保護は国民の権利を保障

する全ての方の制度です。ためらわずに御相談

ください」というふうに広報し、ホームページ

に保護申請書も載せてメールを使った申請も受

け付けてはどうでしょうか。 

  また、扶養照会が保護申請を避ける理由の一

つになっていると言われていますが、国会での

答弁でも法的義務はないと大臣は答えています。

扶養照会はやめるべきではないでしょうか。 

  また、老齢加算の削減など生活保護費の引下

げと衛生費の支出増加などによって、生活保護

受給者の生活が大変苦しくなっているとのこと

です。保護費の充実を国に求め、市として福祉

の充実を進めるべきではないでしょうか。 

  大きな２つ目は医療についてです。 

  ①は、昨年12月、一定所得以上の75歳以上の

医療費窓口負担２割への引上げ方針が閣議決定

されました。医療機関への受診が増える75歳以

上の後期高齢者の受診控えと健康悪化を招くの

ではないかと思いますが、これに対する市の見

解を伺います。 

  ②として、2022年度から国民健康保険の子供

の均等割の減免が国の制度として導入される方

向です。未就学児の均等割の５割を公費で軽減

するとのことです。私たちの主張、また市長を

はじめとする関係者の皆さんの要望が国を今動

かしています。 

  就学時以降が子育て費用はかさんでまいりま

す。そこで、18歳まで減免が必要と考えますが、

市独自で前倒しでなるべく早く実施できないで

しょうか。岩手県宮古市では既に実施済みです。 

  大きな３つ目の質問は、市民の福祉充実のた

めに市の正規職員を増やすことについてです。 

  ①は、市職員の１人当たりの事務量が10年前

と比べてどのぐらい増えたでしょうか。時間外

手当はどのぐらい増えたでしょうか。 

  ②として、県内他市との比較で本市の人口当

たりの職員数はどうでしょうか。 

  ③として、庁舎内の清掃や除雪を職員にさせ

ているのを目にしておりますが、時間外手当を

払っているのでしょうか。 

  ④として、お茶出しを若い職員や女性にさせ

ているように見えますが、それは各自でするよ

うにすべきではないでしょうか。 

  ⑤として、市民の福祉を守るためにも職員、

正職員を抜本的に増やすべきではないかと思い

ますが、いかがお考えでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、高齢者施設と医療機関の職員への定

期的なＰＣＲ検査や新しい利用者のＰＣＲ検査

への市独自の支援についてでありますが、国で

は都道府県等に対し、ＰＣＲ検査の実施に関し、

感染拡大地域やクラスター発生地域においては

医療機関や高齢者施設などに勤務する方や入院、
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入所者全員に対し定期的なＰＣＲ検査を実施す

るよう要請しております。 

  ＰＣＲ検査が行政検査の場合は自己負担がな

く、自費検査の場合であっても県が新型コロナ

ウイルス感染症緊急包括支援事業を活用して個

人に負担を求めないようにしておりますので、

市が独自に支援することは考えておりません。 

  次に、医療機関や高齢者施設に対する経営継

続のため市独自の支援が必要ではないかとの御

意見につきましては、現在、国では持続化給付

金、県では医療機関に対する令和２年度山形県

地域診療体制支援金や令和２年度山形県医療機

関・薬局等における感染拡大対策費補助金、高

齢者施設に対しては新型コロナウイルス感染症

緊急包括支援交付金といった様々な支援事業を

実施しております。 

  本市におきましても、引き続き県の市長会を

通じて、さらなる財政支援がなされるよう要望

してまいります。 

  次に、無症状でＰＣＲ検査を受けた方への補

助につきましては、現在、新型コロナウイルス

感染症は第２類感染症相当に位置づけられてお

り、ＰＣＲ検査をはじめとした感染症対策につ

きましては、基本的に国や県の責務において実

施されるべきものと認識しております。 

  また、陽性者に対する経済支援につきまして

は、現在、医療費は全額公費負担となっており、

また、国保税の被保険者につきましては国保税

の減免や傷病手当金制度の創設により一定程度

の支援がなされているものと理解しております。 

  次に、地元業者の廃業についての御質問でご

ざいますが、コロナ禍により売上げ減少、事業

主の高齢化や死亡など理由は様々ですが、今年

度中に市内で廃業した事業者18件を把握してお

ります。 

  次に、地域振興対策委員会をつくるべきとの

御提案ですが、市内事業者に関しての状況把握

につきましては、当面新しい組織の立ち上げで

はなく、現行の枠組みの中で関係機関との情報

共有、相談をこれまで以上に密にすることで対

応したいと考えておりますので、よろしくお願

いします。 

  続いて、意見書につきましては、事業者が融

資を受ける際、保証協会の保障を別枠で受けら

れるセーフティネット制度についてのお話かと

存じますが、手続については事業者がまず金融

機関と相談し、市及び保証協会への書類作成か

ら提出まで金融機関の協力を得ながら実施する

のが一般的であります。結果として融資実行ま

での時間が一番短く済み、事業者の利益になる

やり方であると認識しておりますので、融資に

ついて市から金融機関に意見書を提出するとい

うことは考えておりませんので、御理解をお願

いします。 

  そのほかに市の制度融資として、市内事業者

の設備資金や運転資金を融資するための小売商

業振興資金と地域産業振興資金の２つの制度が

ございます。市から金融機関に無利息で原資を

預託することで事業者に有利な金利で融資を実

行する制度ですが、飲食店などこの制度の対象

とならない業種がございます。 

  一方で、新型コロナウイルス感染症の問題も

含めて、近年の社会経済情勢が大きく変化して

いる状況がございますので、この２つの制度融

資につきましては、令和３年度中に現行制度の

課題を整理し、金融機関とも協議を行って検討

してまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

  次に、生活困窮者への支援に関する御質問で

ございますが、感染拡大の影響により生活に困

窮している方へのセーフティネットとして様々

な制度が整備・拡充されてきております。 

  最後のセーフティネットといわれる生活保護

制度につきましては、メールでの申請受付はで

きませんが、メールや電話で困窮の相談を受け、

直接市役所や相談場所に来ることが困難な場合
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には、担当者が相談者の自宅に訪問し、相談者

のお話を聞きその場で申請を受理するなど、直

接こちらから赴く取組も行っております。今後

も広く市民へ制度を分かりやすく周知していく

とともに、相談しやすい窓口の体制づくりに努

め、困っている人を取り残さない取組を進めて

まいります。 

  また、生活保護の申請をためらう理由の一つ

と考えられる扶養義務調査につきましては、今

年２月に扶養照会の適用が一部緩和される動き

がございますので、ＤＶ等個別の事情に配慮し

ながら適正に実施してまいります。 

  生活保護費の支給額につきましては、基準額

の検証を５年ごとに政府の諮問機関である社会

保障審議会生活保護基準部会で行い、一般世帯

の消費水準との均衡を図りながら、社会経済情

勢等を総合的に勘案し、保護世帯の家計簿調査

などを基に要保護者の実態を把握し、年齢や世

帯構成、所在地域別に支給金額が定められてい

るところです。 

  新型コロナウイルスの影響による衛生費の増

加に対応する加算等は今のところございません

が、特別給付金や児童手当などコロナ対応分が

給付されておりますので、これらの給付金を有

効に使っていただくとともに、国の新たな動き

も注視してまいります。 

  次に、医療に関する御質問でありますが、後

期高齢者の医療費の一部負担割合に新たに２割

の区分を新設することは、少子高齢化が急速に

進む中、現役世代の負担上昇を抑えながら全て

の世代の方々が安心できる社会保障制度を構築

するための国の施策です。 

  国では、負担増が原因で受診が抑制されるこ

とのないよう一定期間負担増額に上限を設定す

る配慮措置を導入する方向で検討していますの

で、市としても注視してまいります。 

  次に、国民健康保険税にかかる子供の均等割

減免ですが、国では未就学児を対象に、国と地

方が費用を負担することで５割を軽減する制度

を令和４年度に開始することを検討しています。

本市としましても、国や県の動向を見ながら引

き続き検討を重ねてまいります。 

  次に、市民の福祉充実のために市の正規職員

を増やすことについての御質問でありますが、

１点目の市職員の事務量と時間外手当が10年前

と比べてどのくらい増えたかとの御質問であり

ますが、昨年６月にお示しした第５次新庄市総

合計画基本構想では、10年前の平成22年度が

407事業に対して令和元年度が446事業、増えた

事業数は39事業で、率にして9.6％増加してお

ります。 

  また、時間外手当につきましては、全国全県

的なイベントや事業があったり、豪雨や豪雪な

どの災害対応のあるなしで大きく変わってきま

すので一概に比較はできませんが、職員１人当

たりの手当支給額は、平成20年度は年額20万

9,000円に対し令和元年度は20万7,000円と

2,000円ほど減少しております。 

  ２点目の県内他市と比較した場合の本市の人

口当たりの職員数でございますが、山形市、米

沢市、鶴岡市、酒田市を除く県内９市における

人口1,000人当たりの職員数の比較では、令和

２年度は普通会計で6.67人で少ないほうから２

番目、職員数総合計では7.64人で一番少ない職

員数となっております。 

  人口当たりの職員数は消防署や病院を持つ自

治体の数値が高くなるなどの傾向がありますの

で、これも単純には比較できません。本市にお

きましては、これまでの行財政改革の取組など

によって効率的な組織体制になっているものと

考えております。 

  ３点目の庁舎内の清掃や除雪を職員にさせて

いるが時間外手当を払っているのかとの御質問

ですが、庁舎の毎日の清掃につきましては、会

計年度任用職員２名が清掃に限らず庁舎の環境

整備を行っているところです。職員によっては
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朝早く来て掃除をしたり当番制で行っている課

も一部ございますが、職員が自発的に行ってい

るものであります。 

  また、除雪につきましては、会計年度任用職

員の勤務時間を変更して８時から除雪に従事し

てもらっています。朝早く重機が入りにくい場

所の除雪を手伝ったり、公用車の雪払いをして

いる職員もいますが、これも職員が自発的に市

民の方々を迎え入れる準備、また業務を行うた

めの準備でございますので、御理解いただきた

いと思います。 

  ４点目の若い職員や女性職員にお茶出しをさ

せているとの御質問ですが、各課に確認しまし

たところ、会議や来客があった場合などはお茶

を出すことがありますが、各課においては職員

が各自で行っていることを確認しております。 

  最後に、職員を抜本的に増やすべきではとの

御質問でありますが、増大する行政需要や市民

ニーズの多様化に対応するため事務事業数は増

えてきておりますが、行政課題に柔軟に対応す

るための組織体制づくりや事務の効率化を図る

とともに、施設の民間移管や指定管理者制度に

よる施設管理、業務の部分委託、さらには職員

研修などを充実させることにより職員のレベル

アップを図ることで対応してまいりました。 

  今後もこれまで進めてきた行財政改革の取組

を継続して進めていくとともに、市民満足度を

向上するまちづくりを進めていくという基本的

な考えの下、定員管理計画に基づき適正な職員

数を確保してまいりたいと考えておりますので、

御理解くださるようお願い申し上げます。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） では、１番のところか

ら質問いたします。 

  ワクチンは感染収束への有力な手段ですが、

未知の問題を多く抱えています。厚生労働省も

ワクチンによる発症予防効果は臨床実験で確認

されたが、感染予防効果については明らかにな

っていないと言っています。ワクチンの効果が

長く続くかどうかも分かっていません。 

  変異株の中には抗体が効かない逃避変異もあ

るとの指摘もあります。ワクチン接種が始まっ

ても、社会全体での効果が確認されるにはかな

りの時間がかかるというのが専門家の一致した

指摘です。ですから、感染対策がおろそかにな

れば大きな失敗に陥ることになります。 

  クラスターが発生したある高齢者施設で働く

職員は、施設でクラスターが発生して濃厚接触

者になってＰＣＲ検査を受けたが、自宅待機す

る人員の余裕はない。感染や発症のおそれを感

じながらの毎日だったと語っています。 

  介護施設の職員は、自分が感染し入所者にう

つしてはいけない、施設で感染し家族にうつし

てはいけない、家族から感染してもいけない、

その板挟みの中で笑顔を絶やさず働いています。 

  感染してからでは感染拡大を抑制するのは難

しいです。介護施設では週に１回程度の定期検

査を行政の責任で実施することが必要です。無

症状者を含め、早期に陽性者を発見し、保護、

隔離しないと、介護施設のクラスターは防げま

せん。市独自で検査への支援が必要だと思うの

ですが、再度お伺いします。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 ただいま議員おっしゃいまし

た、ワクチン接種の前に感染予防のほうが重要

だという御意見、お考えについては私も同感で

ございます。 

  これまでも議会での一般質問でもお答えして

おりますが、また、先ほどの市長の答弁のほう

でも御回答させていただきましたが、今、議員

がおっしゃっていただきましたＰＣＲ検査の部

分も含めて、感染症対策につきましてはやはり

基本的に国、保健所を設置する県が主体的に取
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り組むべきものと捉えているところでございま

す。市としましては、国、県と今後も連携、協

力しながら感染防止に努めていきたいと考えて

いるところでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 全国では自治体独自で

やっているということが増えておりますので、

そういったところを調べながらやっていただき

たいと要望します。 

  次に、陽性となれば１か月は仕事ができなく

なると言われています。休業手当、傷病手当は

本当に支給されるのか。特に国民健康保険加入

者本人が陽性となった場合、傷病手当が必要で

はないか、どうですか。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 今、議員のおっしゃっていた

だきました傷病手当金制度につきましては、昨

年度条例化しまして、国民健康保険被保険者が

新型コロナウイルス感染症により仕事を休む場

合は所得補償、休業補償を行う制度を既に創設

しておりますので、もしそういった状況になっ

た場合は対応できるような形を取っておるとこ

ろでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 被用者がなるというこ

とは私も認識しておりますが、事業者本人はど

うですか。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 現在、市で創設しました傷病

手当金制度につきましては、国の制度設計に準

拠した形で制度を構築しておりますので、今、

議員のほうからお話ありました事業者について

は対象となってないところでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） せっかく国民健康保険

税を払っている事業者本人が、１か月仕事がで

きなくなるということは大変なことだと思うん

です。そういう意味で、事業者本人に傷病手当

ができるように改善すべきだと思いますが、ど

うですか。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 議員が今おっしゃったことを

含めて、昨年来から国のほうで制度設計につい

て検討しているというお話は聞いているところ

ではあるのですけれども、その後、国のほうか

ら今の段階まで通知が来ておりませんで、新庄

市としては昨年構築しました傷病手当金制度を

現段階では運用しているような形となっており

ます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 国民健康保険税を払っ

ている事業者本人がいざコロナで陽性になって

休まねばならない、そうなったとき、医療費は

無料だと先ほどお話を伺いましたけれども、生

活費に充てるべきお金がない、これは深刻なこ

とではないでしょうか。その認識はどうですか。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 議員の質問の趣旨は十分理解

するところではありますが、事業主につきまし

ては別の制度、持続化給付金あるいは生活資金

の貸与等々ございますので、現段階ではそちら

のほうで対応していただくものと理解している

ところでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 今、持続化給付金とあ

りましたけれども、持続化給付金はあと国のほ

うではやらないというふうに聞いております。
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今後、陽性者に事業者本人がなったときに、そ

ういう制度を使えるのがあるのですか。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 今段階で私のほうでは把握し

ておらないところでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ないのです。というこ

とは、感染して陽性者になっただけで、とても

つらい思いを本人がすることは間違いない中で、

生活費が何もないという状況に事業者が陥るこ

とが見えるわけで、それはひどいことで、ぜひ

改善すべきではないでしょうか。もう一度伺い

ます。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 あくまでも市としては国の制

度に準拠して行っていきたいと考えております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 残念ですが、国のほう

に一日も早く改正するように要望するようにお

願いしたいと思います。 

  次に、③についてですが、コロナ禍の中、１

の③ですが、地域経済は、先ほどおっしゃった

ように大変冷え込んでおります。地元業者は銀

行の債務が14から14.5％という利子で借りざる

を得なくて、完納するまで元金の倍近い支払い

となっております。いつ閉店に追い込まれるか

不安で、眠れない日々が続いているとのことで

す。コロナ禍の情勢は簡単に収束してはいかな

い見通しです。 

  新庄市の地域振興資金として銀行に預託して

いる資金の運営状況はどうなっているか、把握

しておられたところを報告していただけません

か。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 ただいま御質問がありま

した地域産業振興資金につきましては、現在、

12件の融資実績がありまして、7,100万円ほど

の融資を実行しております。原資につきまして

は4,000万円を原資としまして預託しておりま

すけれども、通常この５倍の融資額ということ

でなっておりますが、今年度につきましてはコ

ロナ禍ということもありまして、別の無利子融

資制度も多かったということもございまして、

このような件数になっているところでございま

す。御理解のほどをよろしくお願いしたいと思

います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ただいま地域振興資金

ということでありましたが、小売商業用の

4,000万円、市が銀行に預託しているほうをお

聞きしますと、利用はわずか３件、金額にして

2,700万円弱の運用だと１月段階での話です。 

  しかも飲食店を除外しているというのが問題

だと思います。飲食店も含めて全ての地元業者

が適用になるように改善すべきではないですか。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 先ほどの市長答弁でもご

ざいましたけれども、こちらの制度、市で独自

に行っております小売商業振興資金、それから

地域産業振興資金につきましては、無利息で原

資を金融機関に預託しておりまして、有利な金

利で融資を受けられるようにしている制度でご

ざいますけれども、議員おっしゃるとおり、飲

食店等につきましては現在この対象となってい

ないという状況でございます。 

  このような状況で今回コロナ禍の状況で経営

が大変厳しくなっていると、また社会情勢も変

化してございますので、この市の２つの制度融

資につきましては、先ほど市長の答弁にもあっ
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たとおり、令和３年度中にこの制度の課題を整

理しまして、金融機関とも協議を行って検討し

てまいりたいというふうに考えてございます。

よろしくお願いします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 令和３年度中と言われ

ても、その前に廃業してしまうかもしれないぐ

らい、今緊急だと思うのです。そういう意味で、

令和３年度中の早めにお願いできますか、お願

いします。 

柏倉敏彦商工観光課長 議長、柏倉敏彦。 

下山准一議長 商工観光課長柏倉敏彦君。 

柏倉敏彦商工観光課長 佐藤議員のほうから早め

というふうなことがございましたけれども、な

るべく早くこちらとしても検討したいというふ

うに考えておりますが、いつできるというもの

は明言は避けたいというふうに思います。よろ

しくお願いします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 経営不振から閉店に追

い込まれた方の悩みも気軽に相談できる窓口を

設けていただきたいと思いますが、どうでしょ

うか。この状況の中で親の経済状況でひきこも

りになっている子供も出ているとも聞いており

ます。こういったことも含めて相談できる窓口、

どうでしょうか。 

関 宏之総務課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総務課長関 宏之君。 

関 宏之総務課長 今現在、そういった総合窓口

というのはございませんけれども、基本的には

市民相談室のほうに一義的に相談が来るものと

思われます。その後に各担当課に行くわけです

けれども、どういう形の相談窓口がいいのかと

いうことは今後検討してまいりたいと考えてお

ります。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 次に、④についてです

が、先日、国の生活保護費の引下げは違法であ

ると裁判で判断されました。市内の生活保護を

受けておられる高齢の受給者、毎月のように厳

しい厳しいとおっしゃっていました。具体的に

その方の場合などを聞いてみますと、血液の水

分不足を指摘されて、水では駄目だということ

で経口補水液を購入せざるを得なくて、１か月

１万2,000円余り。おかげで水分不足は解消に

なったものの、紙おむつがさらに必要で月１万

円かかっているとのことです。その分どうなっ

ているのかと言いますと、食費を削るしかない

ということで、ぎりぎりの生活なんだとおっし

ゃっていました。 

  生活保護費は国に対して拡充を図るよう要請

すべきではないでしょうか。また、先ほど扶養

照会はやらざるを得ないというような答えがあ

りましたが、実際今までやってきて支援につな

がった割合はどのくらいあったのでしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 初めに、

生活保護費の国に対しての要望ということでご

ざいますけれども、市長答弁にありましたよう

に、全国的な動向等を調査した上で審議会に諮

って決定されるということで、市として意見を

する立場にはないというふうに考えております。 

  ２点目の……、すみません。２点目、もう一

回質問をいただけますか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 扶養照会のことですが、

実際に扶養照会をやって、支援しますという扶

養の関係者が割合にするとどのぐらいあったか

ということなど、分かっていればお願いします。 
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青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 扶養照

会とは何かということを少し説明したいのです

けれども、生活保護を開始した方の親族に対し

て扶養ができるかどうかというふうな文書で照

会をするものでございます。 

  内容としましては、金銭的な援助という項目

もありますけれども、そのほかに精神的な支援

についてということで、対象者の方について定

期的に訪問していただいたり電話していただい

たり、そういった交流を持っていただけるかど

うかというふうな項目がございまして、どちら

かというと扶養照会の意義としてはこの精神的

な支援というほうを求めているものでございま

す。 

  実際にこういった照会をかけて、親族の方か

ら訪問を受けたり交流を持ったりした例という

のはございます。金銭的な援助のほうについて

はほとんどないというふうに認識しております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 本人が生活保護になる

までは、やはり親族にいろいろ迷惑をかけて、

特に金銭的に迷惑をかけもう何も抜けられない

ぐらい迷惑になってしまっていることで、生活

保護を申請せざるを得ないという方がほとんど

だと思うのです。そういう意味で、関係も希薄

になっている状況になる方がたくさんおられま

す。そういう意味では扶養照会は、無駄とは言

いませんけれども、やめる方向で考えていただ

いたほうがいいと思います。 

  そのために多分、生活保護の申請から２週間

以内に決定しなきゃいけないと言われています

が、それが遅れがちになるということも聞いて

おりますし、私はいっそやめてもいいんじゃな

いかなと思いますが、そういうことも国のほう

で通知も少し変わってきましたし、無理しない

でなるべく早く受付開始になるようにお願いし

たいと思っております。 

  次に、医療についてです。 

  ①ですが、２月に入院費の負担が重くて払え

ないと相談した市民がおられました。    

                     

                     

      お金が心配で医療にかかれない、

医者に行けないと我慢して重症化したりしてい

いのでしょうか。健康課としてどういう対応が

必要だったのか。また、２割負担はそういう人

を増やすことになるのではないか。見解を伺い

ます。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 まず、前段の健康課職員の対

応でありますが、そういった対応があったとい

うのは事実かどうか、私が確認してないところ

ではあるのですけれども、断じて健康課の職員

がそのようなことを申し上げることはないとい

うことだけはお伝えしたいと思います。（不規

則発言あり） 

  あと、２割負担の部分でございますが、国に

おきまして、後期高齢者医療保険制度について

は国のほうで制度設計するものでありますが、

今後の社会保険料の増大を見込んでいろいろな

様々な議論を経て、最終的には窓口２割負担に

ついて合意されたというふうな形で捉えており

ますので、市の見解という部分であれば、制度

設計は国が行うものであり、都道府県の広域連

合が運営主体となって後期高齢者医療保険制度

は運営する形となっておりますので、市としま

しては県の広域連合の一組織員としての役割、

資格や資格の得喪や申請書などの業務を適正に

実施していきたいと考えているところでござい

ます。 
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下山准一議長 ちょっと待ってください。暫時休

憩します。 

 

     午後２時４１分 休憩 

     午後２時４６分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま佐藤悦子議員より、先ほどの一般質

問における発言の訂正並びに発言の取消しの申

出がありました。 

  佐藤悦子議員の発言における訂正箇所につい

ては、議長においてこれを許可いたします。 

  また、発言取消しの申出については、これを

許可することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

佐藤悦子議員からの発言の取消しの申出を許可

することに決しました。 

  佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 「         

                     

     」、この部分を削除させていただき

ます。取り消していただきます。大変申し訳あ

りませんでした。 

下山准一議長 暫時休憩いたします。 

 

     午後２時４７分 休憩 

     午後２時４８分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま佐藤悦子議員より、先ほどの一般質

問における発言の訂正並びに発言の取消しの申

出がありました。 

  先ほどの佐藤悦子議員の発言における訂正箇

所については、議長においてはこれを許可いた

します。 

  また、発言の取消しの申出についてはこれを

許可することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

佐藤悦子議員からの発言取消しの申出を許可す

ることに決しました。 

  佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 不穏当な部分がありま

したので、その部分を取消しさせていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

下山准一議長 引き続き、御質問をどうぞ。佐藤

悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ２の②についてですが、

国による制度導入によって市民の国民健康保険

税の負担軽減は総額どのぐらいと予想されるで

しょうか。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 国では未就学児の子供の均等

割の部分について５割公費負担するというふう

な形となっておりますので、御本人というか、

お子さんの部分については半分は負担していた

だくという形になります。 

  そうしますと、半分公費負担によりまして税

収が減収するという形になるのですが、お子さ

んの部分で見れば、今現在、議案としまして令

和３年度からの国民健康保険税の税率引下げを

お諮りしているところではありますが、そちら

のほうの我々として議案として出している均等

割額で試算しますと、お一人につき３万3,100

円だった分が１万6,550円になるというような

形となりまして、税収としましては180万ほど

減額なるという形ではあるのですけれども、半

分公費負担ということで国、県の負担がござい

ますので、そちらのほうの国県負担分で130万

ほどございますので、市としましては40万くら

いの負担になるというふうな形で試算している

ところでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 
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１ 番（佐藤悦子議員） 令和３年度の国民健康

保険税税率引下げ10％減、１人当たり１万円の

予定です。それでも残る基金、黒字額は幾らあ

るでしょうか。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 令和３年度からの国民健康保

険税の税率引下げについて、今、議案というこ

とで提出しているところでありますが、その引

下げ幅を検討するに当たっては、新庄市国民健

康保険運営協議会のほうにお諮りして協議いた

だいたところではあるのですが、その際に、今、

議案として出してある引下げ率で行った場合、

３年後の歳入歳出差引額、翌年度の繰越金とな

る額については約２億6,000万ほどと試算して

おるところでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 繰越額２億6,000万、

さらに基金もあると思うのです。あわせてお願

いします。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 すみませんでした。 

  歳入歳出差引額、繰越金が２億6,000万、そ

れに加えて財政調整基金が５億円ほどございま

すので、両方合わせますと７億6,000万という

ふうな形になります。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ７億6,000万円あると

いうことで、18歳未満の均等割をなくす場合、

必要費用は2,000万円ですか。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 仮に18歳以下の均等割全額減

免した場合は、これまで約2,000万円というふ

うな形で御説明させていただきましたが、さら

に精査した結果、現段階では2,000万円の中に

は既に軽減措置を取られていた方もございます

ので、そちらの分を除外しますと、全体的な減

免額としては1,600万円というふうな形で試算

しているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 黒字額が３年後７億

6,000万が予想されるわけです。そういう意味

では、18歳未満の均等割をなくすという1,600

万円ぐらいのお金は出るのじゃないですか。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

下山准一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 ２月17日の全員協議会の際も

令和３年度からの税率改定、税率引下げについ

て御説明させていただきましたが、その際も子

供の均等割減免の部分の御説明をさせていただ

いたかと思いますが、基本的には、今、議員が

おっしゃったことも含めて運営協議会の中で協

議した結果、子供の均等割減免については引き

続き継続的に検討していくべきというふうな形

となりましたので、できるのじゃないか、でき

るのかという部分も含めて運営協議会のほうで

答申いただきましたので、今後、私どもとしま

しては、その部分については今、議員おっしゃ

った高校生の分も含めて継続的に検討していき

たいと考えているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ３番目の質問をしてい

きます。 

  本市の事務事業数と正職員数を見ると、職員

１人当たりの事務事業数はこの10年で1.24倍に

なっています。本市の定員管理計画では、今後

さらに11名削減という計画です。 

  しかし、現状は、今年度の職員数は人口１人

当たり7.64人、県内９市と比較で一番少ない。

県内９市の平均は10.24です。３万5,000人の人
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口で比較すれば91人も少ないのです。これにつ

いてどう思いますか。 

関 宏之総務課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総務課長関 宏之君。 

関 宏之総務課長 時間になりましたけれども、

できる範囲で回答させていただきます。 

  ９市との比較について低いというふうな形の

結果が出ておりますけれども、市長答弁にもあ

りましたように、それぞれの業務量が違います

ので一概に低いとは言えません。回答にもあり

ましたとおり、市としましては効率的な人員配

置を行っているという形でお答えさせていただ

きたいと思います。 

下山准一議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の本会議を、明日３月６日から３

月16日まで休会したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議を３月６日から３月16日ま

で休会し、３月17日午前10時から本会議を再開

いたしますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時５７分 散会 
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令和３年３月定例会会議録（第４号） 

 

 

令和３年３月１７日 水曜日 午前１０時００分開議 

議 長 下 山 准 一     副議長 新 田 道 尋 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ３番   叶  内  恵  子  議員 

  ４番   八  鍬  長  一  議員     ５番   今  田  浩  徳  議員 

  ６番   押  切  明  弘  議員     ７番   山  科  春  美  議員 

  ８番   庄  司  里  香  議員     ９番   佐  藤  文  一  議員 

 １０番   山  科  正  仁  議員    １１番   新  田  道  尋  議員 

 １２番   奥  山  省  三  議員    １３番   下  山  准  一  議員 

 １４番   石  川  正  志  議員    １５番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １６番   佐  藤  卓  也  議員    １７番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １８番   小  野  周  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 小 松   孝 

総 務 課 長 関   宏 之  総 合 政 策 課 長 渡 辺 安 志 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 森   正 一 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 山 科 雅 寛 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 田 宮 真 人  農 林 課 長 三 浦 重 実 

商 工 観 光 課 長 柏 倉 敏 彦  都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二 

上 下 水 道 課 長 荒 澤 精 也  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 亀 井 博 人 

教 育 長 高 野   博  教 育 次 長     
兼教育総務課長 武 田 信 也 

学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一  社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀 

監 査 委 員 大 場 隆 司  監査委員事務局  
主 幹 金 谷 佳 代 
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選挙管理委員会  
委 員 長 武 田 清 治  選挙管理委員会  

事 務 局 長 小 関   孝 

農 業 委 員 会   
会 長 職 務 代 理 笹   行 也  農 業 委 員 会   

事 務 局 長 津 藤 隆 浩 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 庭 崎 佳 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第４号） 

令和３年３月１７日 水曜日 午前１０時００分開議 

 

   （予算特別委員長報告） 

日程第 １ 議案第８号令和３年度新庄市一般会計予算 

日程第 ２ 議案第９号令和３年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

日程第 ３ 議案第１０号令和３年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

日程第 ４ 議案第１１号令和３年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

日程第 ５ 議案第１２号令和３年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第 ６ 議案第１３号令和３年度新庄市水道事業会計予算 

日程第 ７ 議案第１４号令和３年度新庄市下水道事業会計予算 

 

   （総務文教常任委員長報告） 

日程第 ８ 議案第１８号鮭川村村営バスの設置及び管理に関する協定の変更に係る協議について 

日程第 ９ 請願第１号「安全・安心で、ゆきとどいた教育実現につながる３０人学級」の実現を求め

ることについての請願 

 

   （産業厚生常任委員長報告） 

日程第１０ 議案第１９号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第２０号新庄市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例等の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第２１号新庄市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例について 

日程第１３ 議案第２２号新庄市放課後児童クラブ施設設置条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第２３号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第２４号新庄市エコロジーガーデン設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について 

 

 



- 167 - 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第１６ 議案第２５号令和２年度新庄市一般会計補正予算（第１４号） 

日程第１７ 議会案第１号新庄市議会会議規則の一部を改正する規則について 

日程第１８ 閉会中の継続調査申し出について 
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開      議 

 

 

下山准一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名です。農業委員会

会長浅沼玲子さんより欠席願が出ております。

代わりに農業委員会職務代理者笹 行也君が出

席しておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

予算特別委員長報告 

 

 

下山准一議長 日程第１議案第８号令和３年度新

庄市一般会計予算から日程第７議案第14号令和

３年度新庄市下水道事業会計予算までの議案計

７件を一括議題といたします。 

  本件に関し予算特別委員長の報告を求めます。 

  予算特別委員長佐藤卓也君。 

   （佐藤卓也予算特別委員長登壇） 

佐藤卓也予算特別委員長 おはようございます。 

  私から予算特別委員会における審査の経過と

結果について報告いたします。 

  予算特別委員会は全議員をもって構成されて

おりますので、要点のみの御報告とさせていた

だきます。 

  予算特別委員会に付託されました案件は、議

案第８号令和３年度新庄市一般会計予算から議

案第14号令和３年度新庄市下水道事業会計予算

までの計７件であります。予算特別委員会は、

３月10日、11日、12日の３日間にわたり活発な

議論の下に慎重な審査が行われたところであり

ます。 

  初めに、議案第８号令和３年度新庄市一般会

計予算につきましては、各委員より数多くの質

疑があり、活発な議論が交わされました。質疑

終了後に、歳出８款土木費４項都市計画費１目

都市計画総務費等において修正動議が出され、

質疑の後、討論はなく、採決の結果、賛成少数

で否決されました。その後、原案についての討

論に入り、佐藤悦子委員より反対の討論、佐藤

文一委員より賛成の討論があり、採決の結果、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

  次に、議案第10号令和３年度新庄市交通災害

共済事業特別会計予算につきましては、質疑、

討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第９号令和３年度新庄市国民健康

保険事業特別会計予算、議案第11号令和３年度

新庄市介護保険事業特別会計予算、議案第12号

令和３年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計

予算、議案第13号令和３年度新庄市水道事業会

計予算及び議案第14号令和３年度新庄市下水道

事業会計予算の議案５件につきましては、質疑

の後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上、予算特別委員会に付託されました議案

第８号令和３年度新庄市一般会計予算から議案

第14号令和３年度新庄市下水道事業会計予算ま

での議案７件については、いずれも原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  以上、議長よりよろしくお取り計らいくださ

いますようお願い申し上げ、予算特別委員会に

おける審査の経過と結果についての報告といた

します。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  予算特別委員会は全議員をもって構成されて

おり、質疑、討論は終わっておりますので、直

ちに採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  初めに、委員長報告のうち質疑、討論があり、

採決の結果、賛成多数で可決すべきものとした

議案１件について採決いたします。 

  議案第８号令和３年度新庄市一般会計予算に

ついて、委員長の報告のとおり決することに賛

成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸君は反対

のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 それでは、締め切ります。 

  投票の結果は、賛成12票、反対２票、棄権２

票、賛成多数であります。よって、議案第８号

は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、委員長報告のうち、質疑の後、討論は

なく、採決の結果、全員異議なく可決すべきも

のとした議案第９号令和３年度新庄市国民健康

保険事業特別会計予算、議案第11号令和３年度

新庄市介護保険事業特別会計予算、議案第12号

令和３年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計

予算、議案第13号令和３年度新庄市水道事業会

計予算及び議案第14号令和3年度新庄市下水道

事業会計予算の議案５件並びに質疑、討論はな

く……、議案５件は……、失礼しました。議案

５件並びに質疑、討論はなく、採決の結果、全

員異議なく可決すべきものとした議案第10号令

和３年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算

について、委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第９号、議案第10号、議案第11号、議案第

12号、議案第13号及び議案第14号は、委員長報

告のとおり可決されました。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

下山准一議長 次に、日程第８議案第18号鮭川村

村営バスの設置及び管理に関する協定の変更に

係る協議についてから、日程第９請願第１号

「安全・安心で、ゆきとどいた教育実現につな

がる30人学級」の実現を求めることについての

請願までの議案１件及び請願１件を一括議題と

いたします。 

  本件に関し総務文教常任委員長の報告を求め

ます。 

  総務文教常任委員長山科正仁君。 

   （山科正仁総務文教常任委員長登壇） 

山科正仁総務文教常任委員長 おはようございま

す。私から総務文教常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案１件、

請願１件であります。審査のため、３月８日午

前10時より議員協議会室において委員８名出席

の下、審査を行いました。 

  初めに、議案第18号鮭川村村営バスの設置及

び管理に関する協定の変更に係る協議について

は、総合政策課職員の出席を求め、補足説明を

受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員より、幼児は無料でよいの

かといった質疑があり、総合政策課からは、幼

児は無料になるとの説明がありました。 

  また、別の委員からは、誰がどこから乗って

も200円と理解してよろしいかとの質疑があり、

総合政策課からは、大人、高校生、中学生利用

料金は全て200円となるとの説明がありました。 

  また、新庄市の年間の負担金はどうかとの質

疑があり、総合政策課からは、今年度当初予算

は５万だったが今後48万円となる説明がありま

した。 
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  その他質疑はなく、採決の結果、全員異議な

く可決すべきものと決しました。 

  最後に、請願第１号「安全・安心でゆきとど

いた教育実現につながる30人学級」の実現を求

めることについての請願については、紹介議員

及び学校教育課の職員の出席を求め、審査を行

いました。 

  紹介議員からの請願の趣旨説明の後、審査に

入り、委員からは、政府のほうでも35人学級に

するという話があるが、教員の資質や子供同士

の切磋琢磨といったことは実際の教育現場では

どうかといった確認があり、学校教育課からは、

教員の資質ということで、35人学級が実現し、

教員は１万3,000人ぐらい足りないということ

で、教員の確保が課題の一つになっているとい

うのは報道もされている。また、教員の質につ

いては、教員採用試験もそうだが、いかに育成

していくかということもこれからの課題である

ことは認識している。実際の人数としては、最

上地域、新庄市内においては比較的少人数指導

の学級が多く、少人数の学校が増えている。そ

のような意味ではたくましさが課題となってい

る学校や、交流が少なくなり人間関係が固定化

することによる課題が出てきている。そのよう

にならないように学校ではいろいろなたくまし

さを育てる指導や様々な人と交流できるような

活動など対策を練っているとの説明がありまし

た。 

  また、別の委員から、県が進める教育「さん

さん」プランの実態はどうかとの確認があり、

学校教育課からは、「さんさん」プランについ

ては少人数学級編成や個々に応じた指導など

様々な目的があり、またそれにより新庄最上地

域においては比較的少人数の学校が多くなって

いるというのが実情である。小学校、中学校で

弾力の加配によりきめ細やかな指導が実現して

いるとの説明がありました。 

  また、委員から、30人以下学級にしていただ

くのが子供たちにとって力を伸ばすことになる。

それが研究成果としても出ている。単学級より

も２学級とか３学級があれば、先生たちも指導

しやすくて子供たちもそれを受けられる。１学

級の人数をできるだけ早く30人学級にし、良い

仕事場だと免許を持った方々が選べるような仕

事場にすることで、先生たちの質がぐっと上が

る雰囲気ができる。授業の準備もできる。その

ようなことが政策として必要だという意見や、

国は今のところ40人学級ということで正採用の

先生の教員の給料を保障しているが、山形県は

それ以上にやっているために持ち出しがある。

国が法律改正して給料を保障する国の責任が出

ることにより、山形県の持ち出しが少なくなる

といった意見がありました。 

  また、別の委員から、当新庄最上地域におい

ては果たして30人以下の請願が必要なのか。現

実的には30人以下でほぼ行われており、ゆとり

はできている。逆に子供が少なくて困っている

といった意見がありました。 

  その他委員間で討議をした結果、採決した結

果、賛成少数で不採択とすべきものと決しまし

た。 

  以上で総務文教常任委員会に付託されました

案件の審査経過、その結果についての報告を終

わります。以上、よろしくお願いいたします。 

下山准一議長 ただいまの総務文教常任委員長報

告に対し質疑に入ります。 

  初めに、議案第18号鮭川村村営バスの設置及

び管理に関する協定の変更に係る協議について

質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討
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論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第18号鮭川村村営バスの設置及び管理に

関する協定の変更に係る協議については、委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第18号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、請願第１号「安全・安心で、ゆきとど

いた教育実現につながる30人学級」の実現を求

めることについての請願について質疑に入りま

す。質疑ありませんか。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 委員の中の質問の中で、

新庄最上地域が少人数に、少子化の傾向で少人

数になっている、実態としてはそういう状況に

なってきているので、この請願についてはどう

なのかというような内容であったかと思うので

すが、今回のこの請願というのが趣旨を委員会

の方たちは目を通していらっしゃると思うので

すが、山形県35市町村全てにおいて請願が提出

され、そして、そのうち継続審議として判断を

した自治体もありますが、最上地域においても

７町村全て請願が出されているというふうに聞

いております。 

  その中で審査されてきた中で、昨日段階まで

の報告ではありますが、戸沢村にしても真室川

町にしてもこの請願を採択すべきものだと決し

ていると。少人数、少子化になっているからと

いう理由ではないかと思うのですが、そういっ

たこの請願の全国的に見た場合、教職者の立場

であったり学校全体の問題、課題であったり、

そういった立場から質問をした内容というのは

出なかったのでしょうか。 

山科正仁総務文教常任委員長 議長、山科正仁君。 

下山准一議長 総務文教常任委員長山科正仁君。 

山科正仁総務文教常任委員長 そのような質疑は

ありませんでしたが、他市町村、それから全国

的に見た流れというのは確かに話の中に出まし

たが、他町村は他町村でありまして、我が総務

文教常任委員会の中ではそのような結論に達し

ました。以上です。 

下山准一議長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。賛成ですか、反対

ですか。（「請願に賛成です」の声あり） 

  はい、どうぞ。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 私は、「安全・安心で、

ゆきとどいた教育実現につながる30人学級」の

実現を求めることについての請願に賛成の立場

で意見を述べさせていただきます。 

  新庄市内でもいじめの数の問題について、こ

の本議会でも重要な質疑がされておりました。

その話には私は本当に心を痛めました。皆さん

もそう思ったと思います。 

  全国ではいじめの認知件数が61万件、これは

2019年度全国小中高校などに対して調べた結果

を文部科学省が公表しております。その中で被

害重大な問題が過去最高に増えたとのことが言

われております。重大事態は前年度より121件

増えて723件になっているということでした。 

  この重大事態の件数が過去最高になった問題

について、教育内容の増加や寛容性のない指導、
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校則などが子供のストレスを強め、いじめにつ

ながっているとの指摘もあります。競争と管理

の教育を改め、少人数学級や教員の多忙化の解

消など、いじめ解決に取り組む学校にすること

が求められているとのことです。 

  さらに、小中学校の不登校の数が過去最多の

18万人になったとのことも報道されています。

７年連続増えたそうです、これも文部科学省の

2019年度の調査で明らかになっております。 

  こうした問題を解決する上で、先生方の少人

数学級、一人一人に行き届いた教育ができるよ

うにするためにも、少人数学級を進めていくこ

とが今非常に重要だと考えて、私は感じます。 

  新庄市内あるいは一部の少人数学級になって

いるところは確かにあるわけですが、全国的に

見て今の現状で40人から35人にすると言ってい

ますが、35人の内容も何年もかかることになる

し、このコロナが何年続くかと考えますと、こ

の過密状態は簡単には解決なりません。本当は

今すぐにでもコロナ対策を考えたら30人学級に

踏み出し、できれば早く20人以下学級になるよ

うにしていくことが私は求められていると思い

ます。 

  それは、この請願の内容にもありますように、

多くの教育関係者が求めていることでありまし

た。全国都市教育長協議会は、答申で１学級30

人以下など少人数学級を明記するようにと要望

を出しております。全国都道府県教育委員会連

合会、全国市町村教育委員会連合会、日本ＰＴ

Ａ全国協議会も同様の認識を示しております。 

  人件費や教室整備のための財政措置を国にみ

んなで、皆さんが求めている切実な問題だと思

います。私は、子供が少なくなっている今こそ

一人一人を大切にした教育を行い、その子の持

っている力を、人格を最大限引っ張っていい方

向に持っていく、それが私たちは、日本の国づ

くりにつながる、またこの地域づくりにつなが

ることだと思うのです。 

  これを単に大人数のまま、過密のまま子供に

教育をさせている状況では、子供を本当に大切

にしているとは言えないと思うのです。子供の

一人一人を伸ばしてこそ、これからの日本をつ

くっていく土台になるという視点に立って、教

育予算を抜本的に増やす。そのことがこの請願

で求められていることだと私は思います。 

  以上です。 

下山准一議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時２４分 休憩 

     午前１０時２５分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  請願第１号「安全・安心でゆきとどいた教育

実現につながる30人学級」の実現を求めること

についての請願について、委員長報告は不採択

でありますが、請願第１号については原案のと

おり採択することに賛成の諸君は賛成のボタン

を、反対の諸君は反対のボタンを押してくださ

い。 

   （電子表決） 

下山准一議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 それでは、締め切ります。 

  投票の結果は、賛成２票、反対14票、賛成少

数であります。よって、請願第１号は不採択と

することに決しました。 
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産業厚生常任委員長報告 

 

 

下山准一議長 次に、日程第10議案第19号新庄市

介護保険条例の一部を改正する条例についてか

ら日程第15議案第24号新庄市エコロジーガーデ

ン設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例についてまでの議案６件を一括議題といた

します。 

  本件に関し産業厚生常任委員長の報告を求め

ます。 

  産業厚生常任委員長今田浩徳君。 

   （今田浩徳産業厚生常任委員長登壇） 

今田浩徳産業厚生常任委員長 それでは、私から

産業厚生常任委員会の審査の経過と結果につい

て御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案６件

です。審査のため、３月９日午前10時より議員

協議会室において委員８名出席のもと審査を行

いました。 

  初めに、議案第19号新庄市介護保険条例の一

部を改正する条例については、成人福祉課職員

及び税務課職員の出席を求め、補足説明を受け

た後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、紙おむつの支給に

関して必要な事項を市長が別に定めるとあるが、

どういう要件の下にこの事業を取り扱っていこ

うとしているのかとの質疑がありました。成人

福祉課からは、現在の支給内容だが、支給対象

を本人または世帯の主たる生計維持者の所得税

が非課税という方の中で介護度３以上の方、要

介護３は上限を6,000円、要介護４、要介護５

は上限9,000円としており、その範囲内での枚

数を希望された方の御自宅に配送している。市

としては今の配布の状況を維持していきたいの

で、市町村特別給付を利用して今の水準を維持

したままという形で考えている。一旦は介護保

険料から賄うことになるが、財源として国の交

付金を充てていくとの説明がありました。 

  そのほか、介護保険料の減免措置について、

介護保険料の多段階化についての質疑がありま

したが、採決の結果、議案第19号については、

全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  次に、議案第20号新庄市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部を改正する条例について

は、成人福祉課職員の出席を求め、補足説明を

受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、介護従事者につい

て新庄市の場合は不足していると理解している

が、需要と供給の関係についてはどう把握して

いるのかとの質疑がありました。成人福祉課か

らは、数に関しては不足していると思う。高齢

化が問題になっており、若い人がなかなか入っ

ていかないという話も聞いている。新庄市では

有料老人ホームが非常に多いが、特養レベル並

みに専門職を置かれていることもあり、施設の

多さに対して追いついていないようなところも

ある。有資格者、専門職を獲得するために育成

ということを考えていかなければならない。市

でも来年度の事業として、初任者研修よりもさ

らに軽い入門的な研修を実施したいと考えてい

るとの説明がありました。 

  そのほか、居宅介護の該当者の人数について

など質疑がありましたが、採決の結果、議案第

20号については全員異議なく原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  次に、議案第21号新庄市障がいのある人もな

い人も共に生きるまちづくり条例については、

成人福祉課職員の出席を求め、補足説明を受け

た後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、障がいという言葉

の漢字、平仮名の扱いについて、新庄市の意思

として平仮名を使うべきではないかと思うがど
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うかとの質疑がありました。成人福祉課からは、

山形県の様々な法令を見ても平仮名にしている

ものもあるが、法令の用語に関しては全て漢字

を使っており、参考にさせていただいた。今後、

例えばいろいろな申請書や表に出るパンフレッ

トなど、たとえ法令の用語であっても表に出る

書類に関しては、事務に支障がない限り平仮名

を使うようにしたいと思い、現在検討している

ところであるとの説明がありました。 

  また、別の委員からは、内容的に市独自のも

のはあるかとの質疑がありました。成人福祉課

からは、国や県と同じ部分が多いが、国と違う

ところとしては、第２条の障がいのある人の中

に市では難病を原因とする障がいを追加して含

めた。発達障がいに関しても、国や県では精神

障がい（発達障がいを含む）という書き方だが、

ここは別にして並べて書いている。第５条第２

項の障がいのある人が意思表示をできない場合、

後見人の方でも代わりに意思表示ができるとい

うことを、県の条例にはないが市では入れさせ

ていただいた。第６条と第７条の差別の禁止に

関しては国とほぼ同じだが、県の条例には書い

ていない部分で市ではあえて載せているとの説

明がありました。 

  そのほか、条例のタイトルについて、虐待に

ついてなどの質疑がありましたが、採決の結果、

議案第21号については賛成多数で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第22号新庄市放課後児童クラブ施

設設置条例の一部を改正する条例については、

子育て推進課職員の出席を求め、補足説明を受

けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、今まで沼田小学校

と新庄小学校の子供たちが１つの場所に行って

いたが、このたび明倫学園の開校に併せて別れ

てしまう。説明は十分にされているのかとの質

疑がありました。子育て推進課からは、令和元

年度から工事に入る予定だということで、ＰＴ

Ａの総会等で先生を通して説明をさせていただ

いた。明倫学園についても工期が延びるという

ことで、中央学童保育所に北辰小学校と沼田小

学校の子供たちに通ってもらうことになったが、

募集の時期に通知文書を出している。また、４

月１日から始まるに当たっては、改めて案内す

る予定であるとの説明がありました。 

  また、別の委員からは、新庄放課後児童クラ

ブについて、安全面で内側からベランダに出入

りや体育館のギャラリーの出入りというのは、

扉は通常閉鎖という形のやり方でよろしいかと

の質疑がありました。子育て推進課からは、防

火扉は先生方が鍵を保管し、通常は鍵をかけて

いる状態になる。外階段に通じる内側の鍵は、

消防法上すぐに逃げられるように手の届くとこ

ろに置かなければならないことになっており、

子供たちがいたずらをして開けないよう、先生

方によく見ていただくことになると思うとの説

明がありました。 

  そのほか、公有財産の今後の取扱いについて

など質疑がありましたが、採決の結果、議案第

22号については全員異議なく原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  次に、議案第23号新庄市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例については、健康課職員

の出席を求め、補足説明を受けた後、審査を行

いました。 

  審査に入り、委員からは、自主財源である住

民税などが減ってくるのは明らかで、多分コロ

ナの景気が完全に回復するまでは例年どおり国

保税が課税できるかできないかというところに

なる。しっかり新庄市の社会情勢を反映した税

率を常に考えていただければと思うがどうかと

の質疑がありました。健康課からは、コロナの

影響で所得が少なくなり、その分が税額に跳ね

返ってくることは十分認識した上で見通しを立

てている。そのほか、歳入は低めに歳出は多め

にということで、税率引下げの幅を決定するに
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当たってはかなり余裕を見て、セーフティネッ

トをかけている形で試算しているとの説明があ

りました。 

  その他、減免の特例措置の内容についてなど

質疑がありましたが、採決の結果、議案第23号

については全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  最後に、議案第24号新庄市エコロジーガーデ

ン設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例については、商工観光課職員の出席を求め、

審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、文化交流施設の名

称について、今後、歴史まちづくり計画を進め

ていこうとする中で、条例の中に文化交流とい

う言葉を入れなければならなかったのかとの質

疑がありました。商工観光課からは、そのよう

な制限はない。この名称をつけた理由は、第４

期利用計画の中で、文化に関わるような活用を

していくということで、大枠の使い方として利

用計画の中に示されたものを踏まえての名称と

いうことで、文化交流とつけさせていただいた

状況であるとの説明がありました。 

  また、別の委員からは、使用料については市

外の方や他地域の方々という区別はないように

思えるが、事前にそういった話はあったのかと

の質疑がありました。商工観光課からは、特に

そういった話はなかった。現状、既に貸出しを

している幾つかの施設があるが、そちらも同様

であるので同じように設定したとの説明があり

ました。 

  そのほか、貸出しする団体の制限に関する考

え方などの質疑がありましたが、採決の結果、

議案第24号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  以上で、産業厚生常任委員会に付託されまし

た案件の審査の経過と結果についての報告を終

わります。よろしくお願いいたします。 

下山准一議長 初めに、議案第19号新庄市介護保

険条例の一部を改正する条例について質疑に入

ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 委員長の報告では、19

号について、介護保険料の引上げが行われる問

題について全員異議なしという話になったよう

に受け取りましたけれども、高齢者の皆さんの

介護保険料の負担の重さ、こういった話あるい

は引下げを求める市民の声があるという話など

はなかったのでしょうか。 

今田浩徳産業厚生常任委員長 議長、今田浩徳。 

下山准一議長 産業厚生常任委員長今田浩徳君。 

今田浩徳産業厚生常任委員長 当委員会の中では

そういうお話はありませんでした。 

下山准一議長 よろしいですか。 

  ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第19号新庄市介護保険条例の一部を改正

する条例については、委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第19号について、委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対

の諸君は反対のボタンを押してください。 
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   （電子表決） 

下山准一議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 それでは、締め切ります。 

  投票の結果は、賛成15票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第19号は委員長報

告のとおり可決されました。 

  次に、議案第20号新庄市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部を改正する条例について

質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第20号新庄市指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例等の一部を改正する条例については、委

員長報告のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第20号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第21号新庄市障がいのある人もな

い人も共に生きるまちづくり条例について質疑

に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第21号新庄市障がいのある人もない人も

共に生きるまちづくり条例については、委員長

報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第21号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第22号新庄市放課後児童クラブ施

設設置条例の一部を改正する条例について質疑

に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第22号新庄市放課後児童クラブ施設設置

条例の一部を改正する条例については、委員長

報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第22号は委員長報告のとおり可決されまし
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た。 

  次に、議案第23号新庄市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例について質疑に入ります。

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第23号新庄市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例については、委員長報告のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第23号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第24号新庄市エコロジーガーデン

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第24号新庄市エコロジーガーデン設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例につ

いては、委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第24号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時４９分 休憩 

     午前１１時０１分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

下山准一議長 追加案件が出ておりますので、こ

こで議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長石川正志君。 

   （石川正志議会運営委員長登壇） 

石川正志議会運営委員長 それでは、私から議会

運営委員会における協議の経過と結果について

報告いたします。 

  本日午前10時50分から、議員協議会室におい

て議会運営委員６名出席の下、執行部から副市

長、関係課長並びに議会事務局職員の出席を求

め議会運営委員会を開催し、本日の本会議にお

ける議事日程の追加について協議をしたところ

であります。 

  協議の結果、議案第25号令和２年度新庄市一

般会計補正予算（第14号）、議会案第１号新庄

市議会会議規則の一部を改正する規則について

及び閉会中の継続調査申出についてを本日の議

事日程に追加することにいたしました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ
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うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告がありまし

た補正予算１件、議会案１件及び閉会中の継続

調査申出についてを本日の議事日程に追加する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

補正予算１件、議会案１件及び閉会中の継続調

査申出についてを本日の議事日程に追加するこ

とに決しました。 

  ここで、追加日程を配付するため10分間休憩

いたします。 

 

     午前１１時０４分 休憩 

     午前１１時１２分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第１６議案第２５号令和２年

度新庄市一般会計補正予算（第１

４号） 

 

 

下山准一議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第16議案第25号令和２年度新庄市一般会

計補正予算（第14号）を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第25号令和２年度

一般会計補正予算（第14号）について御説明申

し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第25号一般会計補

正予算でありますが、歳入歳出それぞれ１億

288万8,000円を追加し、補正後の予算総額を

271億9,421万6,000円とするものであります。 

  このたびの補正につきましては、豪雪対策に

要する道路の除排雪経費の追加補正に加えまし

て、国の３次補正予算に伴うもの、その他必要

な補正を行うものであります。 

  また、歳出予算の経費のうち、年度内にその

支出が終わらない見込みのあるものについて、

繰越明許費補正を追加で御提案するものであり

ます。 

  ４ページ、第２表繰越明許費補正についてで

ありますが、６款農林水産業費の産地生産基盤

パワーアップ事業につきましては、国の３次補

正によるものであります。また、８款土木費の

日の出町地区側溝整備事業及び11款災害復旧費

の農地災害復旧事業につきましては、関係機関

との協議に時間を要したことや、このたびの豪

雪などによりまして年度内の完成が見込めない

ことから、繰越しとするものでございます。 

  私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては財政課長に説明させますので、御審

議の上、御決定くださるようお願い申し上げま

す。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

   （平向真也財政課長登壇） 

平向真也財政課長 それでは、議案第25号一般会

計補正予算（第14号）につきまして御説明申し

上げます。 

  補正予算書の１ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ１億

288万8,000円を追加し、補正後の総額は271億

9,421万6,000円となります。 

  各款各項の補正予算額並びに補正後の額につ

きましては、２ページ及び３ページの第１表歳

入歳出予算補正を御確認いただきたいと思いま

す。 

  次に、４ページをお開きください。 

  第２表繰越明許費補正でございますが、記載

しております３事業を追加するものでございま
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す。 

  初めに、６款農林水産業費の産地生産基盤パ

ワーアップ事業につきましては、国の３次補正

予算によるものでございまして、歳入歳出予算

に追加補正を行うとともに、全額繰越しとする

ものでございます。 

  ８款土木費の日の出町地区側溝整備事業につ

きましては、関係機関との協議に時間を要した

ことにより、また、11款災害復旧費の農地災害

復旧事業につきましては、このたびの豪雪によ

りまして作業に不測の日数を要したことなどに

より年度内の完成が見込めないことから繰越し

とするものでございます。 

  続きまして、５ページの第３表地方債補正に

ついて御説明申し上げます。 

  初めに、公共土木事業負担債につきましては、

さきに御可決いただきました３月補正予算にお

いて、交付税措置のない起債ということから廃

止したところでございましたが、国の３次補正

予算に伴う負担金が急遽発生したことによりま

して、これを歳出予算に計上するとともに、交

付税措置のある有利な補正予算債を活用するた

め、新たに追加補正するものでございます。 

  また、農地災害復旧事業債につきましては、

国の補助金が90％を超える高い補助率となった

ことから、市債を活用しないこととするため廃

止するものでございます。 

  次に、８ページをお開きください。 

  歳入でございますが、15款国庫支出金のうち

１項国庫負担金の公立学校施設整備費負担金及

び２項国庫補助金の学校施設環境改善交付金、

さらに国県支出金の両方に計上しておりますが、

子ども子育て支援整備交付金につきましては、

全て明倫学園及び明倫学園併設放課後児童クラ

ブ建設事業に係る補助金でございまして、今年

度の交付決定額に合わせて増額補正するもので

ございます。 

  中段の雪寒指定路線除雪事業社会資本整備総

合交付金につきましても同様に、交付決定額

9,034万4,000円に合わせて増額補正するもので

ございます。 

  また、16款県支出金のうち産地生産基盤パワ

ーアップ事業費補助金につきましては、先ほど

御説明いたしましたが、国の３次補正予算によ

るものでございます。 

  続きまして、10ページからの歳出について御

説明いたします。 

  初めに、２款総務費でございますが、１項４

目財政管理費におきまして、このたびの補正予

算の財源といたしまして、財政調整基金への積

立て予定額を9,000万円減額することにより対

応するものでございます。 

  ３款２項１目の児童福祉総務費に計上してお

ります国県返還金につきましては、令和元年度

の国庫負担金等の精算に伴うものでございます

が、初日の補正予算の審議に間に合わなかった

ことから、追加で補正するものでございます。 

  続きまして、６款１項３目の農業振興費でご

ざいますが、初めに、産地生産基盤パワーアッ

プ事業費補助金につきましては、歳入でも御説

明いたしましたが、全額国の３次補正予算によ

るものでございまして、ライスセンター建設事

業に対して補助を行うものとなってございます。 

  その次にございます持続的生産強化対策事業

推進費補助金につきましても、全額国費となる

ものでありますが、内容といたしましては、こ

のたびの大雪によりまして倒壊または破損等の

被害を受けましたパイプハウス等につきまして

その資材の購入費等に対する補助事業となって

おります。 

  ８款土木費２項３目公共土木事業負担金につ

きましては、先ほど地方債補正のところでも御

説明いたしましたが、国の３次補正予算による

県事業負担金となっております。 

  11ページの道路の除排雪業務費につきまして

は、２月臨時会において追加補正を行ったとこ
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ろでございますが、今なお雪戻し分等で不足す

る見込みでございまして、増額補正を行うもの

でございます。 

  以上で一般会計補正予算案の説明を終わりま

す。 

  御審議の上、御可決賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。ただいま説明

のありました議案第25号令和２年度新庄市一般

会計補正予算（第14号）は、会議規則第37条第

３項の規定により委員会への付託を省略したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第25号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  これより議案第25号令和２年度新庄市一般会

計補正予算（第14号）の質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 10ページ、６款１項３

目の18節ですが、先ほど説明いただきましたが、

今年の大雪による農業被害ということで、相当

のパイプハウスがやられているのを私も大変目

撃しております。そういう点では速やかな対応

をしていただいたなというふうに評価している

のですが、この金額のうち数量はどの程度の数

を把握しているのか。それから、この補助につ

いては１件当たりどのぐらいの金額になるのか

お尋ねします。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 お答えいたします。 

  このたびの大雪、暴風雪によりまして大変な

被害を受けておりますパイプハウスの資材の購

入費の２分の１補助ということでございまして、

例えば総数で言いますと、まず、件数では39件、

ＪＡもがみ管内では21件、すみません。ＪＡ新

庄関係では21件、もがみでは14件、系統出荷で

４件ということで、全てで39件となっておりま

す。 

  それから、どういうふうな作物かと言います

と、ネギが２戸、ホウレンソウが１戸、花卉に

ついては10戸、水稲につきまして24戸、あとは

ウルイ、オウトウというふうな形で、55棟に被

害が出ているところでございます。 

  その被害面積につきましては約1.2ヘクター

ルということでございまして、補助対象経費が

2,544万8,870円、２分の１補助ということで

1,053万5,000円というふうな形で対応させてい

ただいているところでございます。以上です。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 10ページの農業、農林

水産……、たしかその補助金、ライスセンター

と聞いたのだけれども、内容、どういうふうな

詳しく聞きたいんですが。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 農業振興費の中の産地生産基

盤パワーアップ事業について御説明をさせてい

ただきます。 

  国庫補助事業ということでございまして、令

和２年10月に既に要望書を提出しておりました。

令和３年度の当初予算として計上させていただ

いておりましたけれども、国の令和２年度３次

補正予算におきまして前倒しをした事前協議が

可能になったということから、承認されれば３

月末までに交付決定し、翌年度繰越しで事業を

執行することができるのではないかなというこ

とで協議を進めてまいりました。その結果、今

般、承認を受けるということができましたので、

予算の計上をさせていただいているところでご

ざいます。 
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  事業主体ですけれども、法人化を予定してお

ります絆ファームという方々でございます。代

表者、小月野、月岡地区９名で構成されている

生産法人、すみません、法人を目的とした方々

で、東部防除組合ということで水稲の空中散布

等を一手に引き受けていただいている方々でご

ざいます。 

  その品目につきましては水稲ということで、

事業内容につきましては、ライスセンターを新

築工事、また、フレコンスケール等乾燥調整施

設を一式という形でございます。総事業費が１

億1,366万円。事業費の税を抜きました補助率

２分の１ということで、補助額が5,166万3,000

円というふうになっているところでございます。

以上です。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） そういう意欲的な農家

の方々に補助金を出すのは大変いい政策だけれ

ども、このほかにそういう希望する法人とか、

そういうのがあるような考えじゃなく、そうい

う希望する農家あるものですか。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 同じような形で規模の拡大と

法人組織をつくるということで相談は受けてい

るところでございますけれども、実際にどうだ

というのは今のところお示しすることはできま

せん。今後も地道に相談活動を続けまして、結

果を残していきたいなというふうに考えている

ところでございます。以上です。（「分かりまし

た」の声あり） 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 繰越明許で土木費の都

市計画費で、日の出町地区側溝整備事業が当年

度で、令和２年度で工事が終わらず翌年度に繰

り越すということですが、今、財政課長の説明

では、関係機関との協議が何だか難航したとい

うか、ということであったかと思うのですが、

まず、どういった内容が主に協議が調わなかっ

たのかということと、それに伴って、繰り越す

わけですから来年度で工事を完了させることに

なるかと思うのですが、工期のほうはどのよう

に見ていらっしゃるのか、完了はいつになるの

か伺っておきます。 

荒澤精也上下水道課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 上下水道課長荒澤精也君。 

荒澤精也上下水道課長 日の出町地区の側溝整備

工事の繰越明許ということでございますけれど

も、実際に契約自体が11月12日に契約して、そ

の後取っかかったわけでございますけれども、

その間、その施工敷地内のほうに第三者の土地

及び構造物、いわゆるうちのほうの側溝の部分

については法定外水路というふうな形で、そこ

の部分の雨水の側溝整備工事ということで入っ

ているわけですけれども、その中に、現地に確

認の部分で入ったときに、第三者の土地及び構

築物が確認されたということで、その計画を変

更し施工する必要があると。その中で、第三者

とのいわゆる協議等の時間に要する部分が出て

きたと。 

  あと、加えまして、今年度豪雪というふうな

ことがありまして、雪の排雪の部分でまだまだ

かかるという部分がありまして、それをもって

繰越ししたいというふうに考えてございます。 

  実際の完成の年月日については、８月ぐらい

まで、上旬ぐらいまでかかるのかなというふう

に思ってございます。以上でございます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 今の工事を進めていく

中で第三者の構造物ですか、とか土地があった

というような理解だと思うのですが、これは工

事を進める前にそういった内容というのは、当
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然専門家がかかってあれば分かり得ることだと

思うのですが、なぜ分からなかったのかなとい

うことと、この地区を進めていって取水の関係

ですね、完了してから流雪溝として活用してい

った、供用開始になった場合に、その水の量で

あったり水の流すルールであったり、そういっ

たものも全てきちっと整理されているのかどう

なのか、またそこも併せて伺っておきます。 

荒澤精也上下水道課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 上下水道課長荒澤精也君。 

荒澤精也上下水道課長 当該水路につきましては、

令和元年度の年に日の出町地区のほうから、区

長と市長のまちづくり会議において、その辺の

一帯が悪臭であったり害虫の発生とか、あとは

冬季間の水上がり等の被害があるというふうな

ことで、日の出町地区から懸案事項としてうち

のほうに上がってきていたというふうな形にな

ってございます。 

  実際にこの発注の際には、当然そこのうちの

ほうの法定外水路の部分を工事するという話に

なっておったわけですけれども、図面上では当

然そうなっておるわけですけれども、実際の水

の流れが現地にあっては、ヤマザワの裏手にな

るのですけれども、ヤマザワの裏の駐車場の一

部として使用されておったりとか、あと、現地

流れている部分で民地の方の土地を横断するよ

うな形で入っていたというのを事実確認が取れ

まして、その後、実際の協議という形で進めな

きゃならないという部分で、今現在、どういっ

た手法を取るかも含めて、付け替えするのか、

その辺どうするのかという部分も協議としなき

ゃならないと。そこの部分を整理させていただ

いた上で、実際に工事をさせていただくという

ふうな形になってございます。 

  あとは、先ほど申し上げましたとおり豪雪だ

ということで、今現在、除排雪の部分も含めて

それを取り除いた形で、実際に全部現地底出し

した上で、いま一度確認させていただくという

作業がございますので、ちょっとしばらく時間

を要するというふうな、８月ぐらいまで、８月

の頭ぐらいまでには完成と。 

  ただ、この部分については流雪溝というもの

とまた違っていまして、いわゆる排水、雨水の

排水路という形ということでございますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） すみません。流雪溝と

いうのはちょっと誤解でした。すみません。 

  やはり工事を進めていく上で、工事を決定し

て契約をというふうに進めていく上で、非常に

現場の調査であったりとても行政として甘いの

ではないかと、それは課長もよく理解されてい

るのかなと今の発言で思ったのですが、今後、

では、お話を聞くと調整であったり、もしかす

ると真っすぐ進もうと思っているところができ

ずに道路を横断しなければいけなかったりとか

そういったことがあった場合、協議を含めた中

で、繰越明許で300万今回していますが、補正

として追加というようなこともあるということ

なのでしょうか。 

荒澤精也上下水道課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 上下水道課長荒澤精也君。 

荒澤精也上下水道課長 今の入っている民地の問

題の部分が、そこについては付け替えというふ

うな形で、面積の交換分合という形が発生する

のかなと。その部分については、登記関係で若

干出るかは分かりませんけれども、今のところ

この300万の予算の中で可能なのかなというふ

うに思ってございます。大規模な補正、さらに

追加というふうな部分についてはないのではな

いかというふうに思ってございます。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 
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  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第25号令和２年度新庄市一般会計補正予

算（第14号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第25号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１７議会案第１号新庄市議

会会議規則の一部を改正する規則

について 

 

 

下山准一議長 日程第17議会案第１号新庄市議会

会議規則の一部を改正する規則についてを議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

   （14番石川正志議員登壇） 

１４番（石川正志議員） それでは、私のほうか

ら御説明申し上げます。 

  議会案第１号新庄市議会会議規則の一部を改

正する規則について、会議規則第14条第２項の

規定により御提出申し上げます。 

  お手元の議会案第１号を１枚開いていただけ

れば幸いでございます。 

  提出者は、私、議会運営委員会委員長石川正

志でございます。 

  改正の理由でございますが、議会……、失礼

しました。議案末尾に記載してありますとおり、

女性をはじめとする多様な人材の市議会への参

画を促進する環境整備を図るため、また、行政

手続等において原則として押印を廃止する動向

を踏まえ、改正するものであります。 

  施行月日につきましては、公布の日とするも

のであります。 

  以上、御審議いただき御決定くださいますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。ただいま説明

のありました議会案第１号新庄市議会会議規則

の一部を改正する規則については、会議規則第

37条第２項の規定により委員会への付託を省略

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第１号は委員会への付託を省略すること

に決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第１号新庄市議会会議規則の一部を改

正する規則については、原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第１号は原案のとおり可決されました。 
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日程第１８閉会中の継続調査申し

出について 

 

 

下山准一議長 日程第18閉会中の継続調査申し出

についてを議題といたします。 

  各常任委員会及び議会運営委員会の活動につ

いて各委員長より閉会中の継続調査の申出があ

りますので、申出のとおり決することに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

閉会中の継続調査については各委員長の申出の

とおり決しました。 

 

 

閉      会 

 

 

下山准一議長 ここで市長より御挨拶があります。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 コロナ禍の中での３月、１年を予

測する予算審議に関わる３月議会、慎重審議、

誠にありがとうございました。 

  商品券あるいは道の駅等につきましては動議

も出ていることでもあります。このことについ

ては真摯に受け止めながら今後の振興、また行

政運営につきましては丁寧に進めてまいりたい

というふうに思いますので、何とぞよろしくお

願いいたします。 

  施政方針の中で、成長の昭和、成熟の平成、

そして新たな創造文化の令和の時代に入ってい

るというふうなことを申してまいりました。文

化の創造がこうしたパンデミックで本当に急な

形で行われるということは予想以上に、予想外

のことであり、デジタル化というようなことが

一層全国に広がりを見せるだろうというふうに

思っております。 

  そんな中で、第５次総合計画の中でもありま

したが、新庄市のプロモーション、新たな情報

発信をいかにしていくかということ、このこと

については職員にも先々と勉強しながら新たな

手法を取り入れながらシティプロモーションと

して情報発信を隅々まで行き届くように、最終

的には市民がそこで満足できる情報をいかに提

供するかということを常々に協議してまいりた

いというふうに思っております。 

  また、コロナのワクチン接種については、

日々変更がございまして、確実な形で示すこと

がなかなかできないということ、私自身も本当

に焦るところはありますが、担当のほうが一つ

一つ確認しながら進めていることもぜひ御理解

いただきたいというふうに思います。 

  先日は1,600本程度入ると、1,600回接種の可

能性があるというふうなことでお示し、高齢者

からというような判断をしてまいりましたが、

次なる情報においては約2,000回の接種が可能

であるというふうな情報が入りましたので、担

当課と関係者と協議しながら施設を中心にまず

クラスターを除くと、クラスターの対象となる

施設を除くということで、施設から接種しては

どうかというふうなことで今検討を始めている

ところであります。 

  ３月末に、もう間もなくでありますが、接種

券の配布できる状況ではありますけれども、コ

ロナのワクチンの入り方によって接種の対象者

に配布していきたいというふうなことを考えて

いるところであります。 

  医師会の全面的な協力もいただいております

ので、接種開始後は柔軟な体制で、市も全員協

力体制の下に市民の不安を取り除いてまいりた

いと思っております。 

  また、令和３年に、令和７年に迎える新庄城
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400年開城記念に向かいまして、新たに実行委

員会、市民の皆様を交えた実行委員会をつくり、

この新庄の歴史の検証と、将来に向けたいい意

味での新たな検証の時期に入ってきているとい

うふうに思っております。令和３年に実行委員

会を立てて、令和７年の開城400年に向けた新

庄らしさをぜひ皆さんと追求してまいりたいと

いうふうに思っております。 

  また、さらにはそれと並行いたしまして、令

和４年度を目指して歴史的風致維持向上計画も

ぜひ国から採用できるように、令和３年度にき

っちり詰めてまいりたいというふうに思います。 

  大きな文化創造の時代、また新庄市にとって

は400年が間もなく近づいてくるという大きな

節目に一日一日と近づいているわけであります

が、第５次総合計画により住みよさを形に、新

庄市の実現に向けて皆様方に今後とも御指導、

御協力をお願いいたしまして、３月議会の御礼

の言葉とさせていただきます。誠にありがとう

ございました。 

下山准一議長 以上をもちまして、令和３年３月

定例会の日程を全て終了いたしましたので、閉

会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午前１１時４６分 閉会 

 

 

   新 庄 市 議 会 議 長  下 山 准 一 

 

   会 議 録 署 名 議 員  佐 藤 文 一 

 

    〃    〃   山 科 正 仁 

 




